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◎ 招 集 告 示

嵐山町告示第５号

令和元年第２回嵐山町議会定例会を次のとおり招集する。

令和元年６月３日

嵐山町長 岩 澤 勝

１．期 日 令和元年６月１０日

２．場 所 嵐山町議会議場
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◎ 応 招 ・ 不 応 招 議 員

〇応招議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 大 野 敏 行 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 佐久間 孝 光 議員

〇不応招議員（なし）
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令和元年第２回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第１号）

６月１０日（月）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告（佐久間議長）

日程第 ４ 行政報告（挨拶並びに行政報告 岩澤町長）

（行政報告 永島教育長）

日程第 ５ 常任委員会所管事務調査報告
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〇出席議員（１３名）

２番 森 一 人 議員 ３番 大 野 敏 行 議員

４番 長 島 邦 夫 議員 ５番 青 柳 賢 治 議員

６番 畠 山 美 幸 議員 ７番 吉 場 道 雄 議員

８番 河 井 勝 久 議員 ９番 川 口 浩 史 議員

１０番 清 水 正 之 議員 １１番 松 本 美 子 議員

１２番 安 藤 欣 男 議員 １３番 渋 谷 登美子 議員

１４番 佐久間 孝 光 議員

〇欠席議員（１名）

１番 本 秀 二 議員

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 菅 原 浩 行

書 記 新 井 浩 二

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

柳 下 和 之 技 監

青 木 務 参事兼総務課長

山 岸 堅 護 地域支援課長

村 田 朗 税 務 課 長

高 橋 喜 代 美 町 民 課 長

前 田 宗 利 子育て支援課長

近 藤 久 代 健康いきいき課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

内 田 恒 雄 環 境 課 長

杉 田 哲 男 農 政 課 長

藤 永 政 昭 企業支援課長
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伊 藤 恵 一 郎 まちづくり整備課長

山 下 隆 志 上下水道課長

金 井 敏 明 会計管理者兼会計課長

永 島 宣 幸 教 育 長

村 上 伸 二 教育委員会事務局長

農業委員会事務局長杉 田 哲 男 農政課長兼務
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◎開会の宣告

〇佐久間孝光議長 皆さん、おはようございます。第２回定例会にご参集いただきまし

て、大変ご苦労さまでございます。

ただいま出席議員は13名であります。定足数に達しております。よって、令和元年

第２回嵐山町議会定例会第１日は成立いたしました。

これより開会いたします。

（午前 ９時５８分）

◎開議の宣告

〇佐久間孝光議長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

◎会議録署名議員の指名

〇佐久間孝光議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第120条の規定により、

第５番 青 柳 賢 治 議員

第６番 畠 山 美 幸 議員

を指名いたします。

◎会期の決定

〇佐久間孝光議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、さきに議会運営委員会を開きましたので、委員長より

報告を求めます。

青柳議会運営委員長。

〔青柳賢治議会運営委員長登壇〕

〇青柳賢治議会運営委員長 皆さん、おはようございます。議会運営委員会から報告を

申し上げます。

第２回定例会を前にして、６月４日に議会運営委員会を開催いたしました。当日の

出席委員は、議会運営委員並びに委員外議員出席者として佐久間議長に、出席要求に
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、 、 、基づく出席者として岩澤町長 安藤副町長 青木参事兼総務課長にご出席をいただき

提出されます議案について説明を求めました。

長提出議案については、報告３件、承認３件、人事１件、条例３件、予算２件、そ

の他１件の13件ということでございます。このほか、議員提出議案も予定されており

ます。

その後、委員会で慎重に協議した結果、第２回定例会は本日10日から６月14日まで

の５日間とすることに決定いたしました。

会期予定並びに議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでございます。

また、一般質問におきましては受け付け順として、６月11日に１番の 本秀二議員

から４番の青柳賢治議員、６月13日に５番の長島邦夫議員から８番の川口浩史議員と

いたします。

以上、議会運営委員会から決定しましたことをご報告いたします。

〇佐久間孝光議長 お諮りいたします。

会期につきましては、委員長報告のとおり本日６月10日から14日までの５日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日から６月14日までの５日間と決定いたしました。

◎諸般の報告

〇佐久間孝光議長 日程第３、諸般の報告をいたします。

、 、初めに 今定例会中の予定及び本日の議事日程をお手元に配付しておきましたので

ご了承願います。

、 。 、次に 今定例会に提出されました議案につきまして報告いたします 町長提出議案

報告３件、承認３件、人事１件、条例３件、予算２件及びその他１件の計13件であり

ます。提出議案一覧表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。なお、

議員提出議案も予定されております。

次に、今定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、監査委員から現金出納検査結果の報告がありました。お手元にその写しを配
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付しておきましたので、ご了承願います。

次に、２月から５月までの間の議会活動状況につきましては、お手元に配付してお

きましたので、ご了承願います。

次に、議員派遣について報告いたします。令和元年５月28日、千代田区の東京国際

フォーラムにおいて、全国町村議会議長会主催の町村議長副議長研修会に本職と副議

長が出席いたしました。以上、議員を派遣いたしましたので、報告いたします。

次に、さきの定例会において可決されました発議第９号 妊婦が安心できる医療提

供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書の提出についての件につきましては、

内閣総理大臣並びに関係大臣に提出しておきましたので、ご了承願います。

、 、最後に 本職宛てに提出のありました陳情第３号 辺野古新基地建設の即時中止と

普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に

基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情、陳情第４号 辺野古新

基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論によ

、 、り 民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情

陳情第５号 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情、陳情第

６号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書

の採択を求める陳情書の写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で議長より諸般の報告を終わります。

◎行政報告

〇佐久間孝光議長 日程第４、行政報告を行います。

まず、町長に報告を求めます。なお、町長から行政報告にあわせて本定例会招集の

挨拶を求められておりますので、この際これを許可します。

それでは、挨拶、行政報告の順でお願いいたします。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、挨拶並びに行政報告を申し上げ

たいと思います。

さて、本日ここに令和元年嵐山町議会第２回定例会を招集申し上げましたところ、

議員各位には何かとご多用の中、ご健勝にてご参会を賜り、当面する諸案件につきま
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して審議を賜りますこと、町政進展のためまことに感謝にたえないところでございま

す。

本議会に提案をいたします議案は、報告３件、承認３件、人事１件、条例３件、予

算２件、その他１件の計13件であります。なお、報告議案の１件を追加を予定をして

おります。各議案の提案理由並びに説明につきましては、日程に従いましてその都度

申し述べる予定でございます。何とぞ慎重なるご審議を賜り、原案のとおり可決、ご

決定賜りますようお願いをする次第でございます。

次に、平成31年２月から平成31年４月までの主要な施策に関しましては、地方自治

法第122条の規定による事務に関する説明書でご報告を申し上げましたので、ご高覧

願いたいと存じます。

さて、昨日上田埼玉県知事をはじめ、ご来賓の皆様をお迎えし、らんざんラベンダ

。 、ーまつりオープニング式典を成功裏に開催することができました 議員各位をはじめ

関係する皆様、議員の多く、大勢の職員にも尽力をいただきまして、改めて御礼を申

し上げる次第でございます。

今後とも議員各位のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶

並びに行政報告を終わらせていただきます。

〇佐久間孝光議長 ご苦労さまでした。

次に、教育委員会に関する報告を教育長に求めます。

永島教育長。

〔永島宣幸教育長登壇〕

〇永島宣幸教育長 議長のお許しをいただきましたので、教育委員会からお手元の地方

自治法第122条による事務に関する説明書に沿って何点かご報告を申し上げます。

32ページをごらんください。１、庶務関係 （２）人事異動について、特に管理職、

についてでございますけれども、校長につきましては七郷小学校、中村校長、志賀小

学校、平校長、玉ノ岡中学校、竹之下校長の定年退職に伴いまして、七郷小学校に川

島西中学校から小野川校長、志賀小学校に吉見中学校から澤田校長、玉ノ岡中学校に

熊谷奈良中学校から髙田校長、そして菅谷小学校の池田校長の吉見東第二小学校への

異動に伴いまして、菅谷小学校に再任用校長として玉ノ岡中学校から竹之下校長を迎

えたところでございます。

教頭につきましては、菅谷中学校、岩品教頭の東松山東中学校への異動に伴いまし
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て、川越霞ケ関中学校から茂手木教頭を迎えました。

管理職を含めました各小中学校の人事異動者数につきましては、表のとおりでござ

います。

次に、２、学校教育関係 （１）卒業（園）式、入学（園）式についてでございま、

すが 小学校の卒業生130人に対しまして 新入生105人で25人の減 中学校卒業生130人、 、 、

に対しまして、新入生126人で４人の減となっております。

卒業、卒園式、入学、入園式、また先日行われました中学校体育祭、小学校運動会

に際しましては、議員の皆様にはご多用の中ご臨席をいただきまして、ありがとうご

ざいました。

次に （３）委託関係についてでございます。来年度から全面実施となります新し、

い学習指導要領によりまして、小学校３、４年生に外国語活動、５、６年生に英語科

が導入されます。このことに伴いまして、外国語指導講師業務委託費を増額していた

だきますとともに、できるだけ学期初めの早い時期から学校に配置できるよう、契約

期間を３年間とさせていただきました。これによりまして、現在契約の関係で５月下

旬となっております外国語指導講師の派遣が来年度は４月当初からできるようになり

ました。

以上、何点か説明をさせていただきました。そのほかの点につきましては、お手元

の説明書をご高覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 ご苦労さまでした。

以上で行政報告を終わります。

◎常任委員会所管事務調査報告

〇佐久間孝光議長 日程第５、常任委員会所管事務調査報告を行います。

初めに、総務経済常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

大野総務経済常任委員長。

〔大野敏行総務経済常任委員長登壇〕

〇大野敏行総務経済常任委員長 議長のご指名をいただきましたので、総務経済常任委

員会の報告をいたします。

令和元年６月10日

嵐山町議会議長 佐久間 孝 光 様
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総務経済常任委員長 大 野 敏 行

なお、文書を読み上げて報告にかえさせていただきたいと思います。

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告並びに最終報告します。

記

１ 調査事項

「駅周辺10年計画について 「若者会議について」及び「農業の活性化について」」、

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「駅周辺10年計画について 「若者会議につ」、

いて 及び 農業の活性化について を調査するため ３月30日 ４月９日 ４月18日」 「 」 、 、 、

及び５月23日に委員会を開会し、調査研究を行った。

（１）若者会議について

本委員会では「若者会議について」４回にわたり中間報告してきた。町おこしディ

レクターの神岡氏とその友人の安藤氏、飯嶋氏の３名の方は、町内で活躍しているリ

ーダー的な存在として、最初の意見交換から参加され、若者会議におけるコーディネ

ーター的な役割に欠かせない存在となっております。

大妻嵐山高等学校生徒の皆さんと意見交換では、

〇地元産の食べ物で、ラベンダーも含めた「紫色」を前面に押し出すのがよい。オオ

ムラサキアイス、ラベンダーアイスまたはソフトクリームをつくってほしい。

〇国蝶オオムラサキを利用した、インスタ映えスポットや蝶の羽を背負う場所の設定

を千年の苑と連携して早期に実現してほしい。

〇嵐山町のイベントに関するポスター等が他町村で見当たらない。嵐山町内でも、他

町村の案内ポスター等を目にしない。もっと広域で協力し合うほうがよい。

など、若者の視点によるご意見をいただき、大人と視点の異なる高校生との継続的

な意見交換の場を持つことの重要さを感じた。

寄居町での行政視察においては、

〇メンバーは全員ボランティアであり、一般公募に加え、入庁１、２年目の若手職員

も加わっており、この存在が重要である。

〇会議の開催は、メンバーの参加しやすい曜日設定が大切である。

〇若者が活動することにより、少しずつ町に変化を生み出している。ただし、設立当
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初は外部の専門家による指導が不可欠である。リーダーを育て、最終的に自走する

組織となるよう進めている。

など、若者会議の先進事例を確認することができた。

また、今回の本委員会における意見交換では、当初からの３名を含め、12名の若者

にご参加いただき、まちづくりについて委員との活発な意見交換を重ねてきた。この

方たちを対象に飯嶋氏のコーディネートによる嵐山町観光スポット・マーケティング

ツアーも開催した。このツアーの目的は、参加者同士の親睦を深めて、遠慮のない意

見交換ができること、また自分たちの目で、これまで知らなかった嵐山町のよさ・悪

さを知り合えることである。

ツアー参加者からは、

〇ツアーを行う目的を明確にするとよい。

〇イチゴ狩り・工場見学・地元工場売店と歴史を回るツアーにするとおもしろいと思

う。

〇お寺・神社などは暗く、もう少し明るい雰囲気になるとよい。

〇どこに行くのも車でしか行けないので、気軽には行けない。

〇杉山城跡など、順路がわかる看板が欲しい。

などの意見が出され、

また、コーディネーター役の飯嶋氏が、

全国区で評価されている場所はあるものの 神社・仏閣などは どこの管轄 誰「 、 「 」、「

の担当」などと人任せにし、手入れのされていない現状を感じた」

などの考察を報告書にまとめ、参加者にフィードバックできた。

以上の各委員会活動として、若者は、自分で見聞きした事柄に大変率直な意見を出

していると感じた。今回の意見交換への参加者に対し、今後、若者会議を立ち上げた

際の参加の意向を尋ねたところ、参加者からは「行政等の先導が前提にあれば、続け

てみたい」との回答を得ることができた。また、委員からは「地元の大妻嵐山高等学

校と滑川総合高等学校の生徒の参加は重要」との意見が出された。

本委員会としては、嵐山町総合戦略の基本的方針に位置づけられた（３つの基本的

方針 「①活力と生きがいを創出する、②子どもたちの未来を創出する、③住みよい）

豊かな環境を創出する」の実現に向け 「若者ならではの観点」を活かした魅力ある、

まちづくりを推進するため、下記により若者会議の設置を提案する。
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記

１、本委員会との意見交換に参加された方々を中心に、一般公募による参加者も含め

たメンバー構成とする。

２、嵐山町の若手職員についてもメンバーに含める。

３、大妻嵐山高等学校や滑川総合高等学校の生徒等の参加を呼びかける。

４、若者会議の活動について、スムーズに行われるよう経費を予算化する。

以上 「若者会議について」最終報告といたします。、

（２）農業の活性化について

４月18日午後１時30分より、埼玉中央農業協同組合の大澤常務理事、販売部生産販

売課の梶野課長、営農部担い手サポートセンターの福田主任の３名にご参加をいただ

き、意見交換を行った。質問項目として、事前に２項目をお尋ねし、その内容に沿っ

てご回答いただき、意見交換を重ねた。

①嵐山町の農業の活性化について、農協の取り組みや支援は

答 農産物直売所が中心で活性化を求める。米は全量を農協で買い取り、９カ所の

直売所で販売する。イチゴなども全ての直売所で販売したいと考えている。

答 ＪＡグループさいたまによる県域応援メニューの助成事業で、担い手経営体の

皆様を応援する。福田が嵐山・滑川・東松山地区の担当である。

問 新たな生産をどうするのか。指導体制は。生産力を上げるには。

答 農協のみでの指導体制では難しいことから、県東松山農林振興センターの協力

をいただいている。

、 。問 専業農家にとって 農産物直売所のみの販売では生活が成り立たないと思うが

答 県内のＪＡ農産物直売所へ流通経路があり、場合によっては出荷ができる。

②嵐山町農業の６次産業化に必要な条件等と農協ができる支援について

答 農協独自で６次産業化の設備をつくる計画はない。個人で６次化製品をつくる

場合の助成があるので、紹介することはできる。

問 ６次産業化の問題点は何か。

答 消費期限、細菌の検査に係る費用、ラベル等の印刷に係る版代の負担、最小ロ

ットが300キログラム程度必要であることなど。

問 タケノコを使った６次産業化を行う場合の課題は。

答 皮むき、ゆでるのに人手が必要。農協では難しい。



- 15 -

③その他の質疑について

問 花の栽培指導はどうしているのか。

答 農協では指導体制がなく、県職員にお願いをしている状況である。

問 全体を通して、一番の問題点は何か。

。 、 。答 農業を継ぐ人がいない 外部からの人でも 若い農業担い手には指導協力する

当日の意見交換では、先の明るい話を十分聞くことができなかった。農協に頼るの

ではなく、嵐山町独自での農業活性化を見出していく必要があると感じた。千年の苑

ラベンダー園をはじめとする観光農業がその主体となると考える。北部地域の桑園跡

地をブドウ畑とし、ワイン工場などをつくってみれば、人が呼べるのではないかとも

考える。

（３）駅周辺10年計画について

５月23日午前10時より、静岡県熱海市において、ＮＰＯ法人ａｔａｍｉｓｔａ（ア

タミスタ）代表理事、株式会社ｍａｃｈｉｍｏｒｉ（マチモリ）代表取締役の市來広

一郎氏より 「熱海のリノベーションまちづくり～民間主導による公民連携プロジェ、

クト～」の研修を受けた。１時間は屋内講習、１時間は実際にまちを歩き、事例の説

明を受けた。市來氏は、寄居町若者会議にも携わった実績がある。熱海市内には多数

の商店街があるが、市來氏らの「熱海銀座商店街」を復興した活動は、マスコミ等で

も紹介されている。

アタミスタの活動コンセプトは 「100年後も豊かな暮らしができるまちをつくる」、

こと、人材育成を通して経済、社会、自然、芸術、文化資本を再生し、持続可能な地

域社会をつくることである。そのため、補助金に頼らない民間主導のまちづくりを行

っている 熱海のリノベーションまちづくり の目的は １ エリア価値の向上 不。「 」 、 、 （

動産価格の向上 、２、雇用の増加と平均所得の向上（付加価値の高い産業を生み出）

す 、３、中心市街地人口の増加である。遊休化したストックを活用して、エリア内）

に新しい価値を見出し、エリアを再生する。今あるものを生かして、新しい使い方を

して、まちを変えることを目指す。

熱海銀座商店街の復興には、そこで商売をしている老舗干物屋５代目の二見一輝瑠

氏の働きが必要であった。２人が中心となり、空き店舗を改装し、一部をカフェとし

、 、「 、 」て開店 ２カ月に１回マルシェを開催し 人が集まること 人通りを多くすること

に取り組んだ。当初は、歩行者天国への不満、地元商店の仕事に邪魔になるといった
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大きな反発があり、その都度謝罪していたが、マルシェを重ねるうちに、通りには

5,000人もの人出が集まるようになり、ほかの店にも人が寄り出して反発はおさまっ

た。また、10年間空き店舗だった、約100坪の元パチンコ店のリノベーションは、小

スペースに区切り、安価に宿泊できるゲストハウスに変え、内部は宿泊・情報交換の

スペースのみとし、食事等は近所のお店で食べていただく方式として商店街の活性化

につなげた。

【委員からの意見・感想】

・見学したリノベーション後の店舗は、３つの部分に分けて使われている。道路に面

、 、 、した部分は店舗 中央部は事務所やキッチン 奥の部分は靴を脱いでくつろげる場

ミーティングルームとなっていた。

・熱海銀座通りは再開発するより、その場を変えていく手法。空き店舗を安い価格で

貸し借りすることで「家でもない、職場でもない、第３の居場所」づくりに取り組

んでいる。

・熱海の商店街が活性化したのは、空き店舗の活用を現代的感覚から活用したのがう

まくマッチしたからだと思う 「変化の端緒をつかむ」ことが大切であると言って。

いたが、そこが大事であると感じた。

・通りに３階建ての建物が多く、老舗の店舗がどう協力するかが活性化の鍵。ビル等

のテナント化、小割入居ができることで人の集まる場となる。若者への魅力も加わ

った。

・地元出身の若者２人が会社を立ち上げ、熱海の強みとも言えるコンパクトな中心市

街地を持った温泉地をベースに、狭いエリアから集中的に再生プロジェクトに取り

組んでいる。カフェが地元民と外部の人々との交流の場となり、そこから熱海で起

業する人を呼び込んでいる。粘り強く活動していることが成果につながっていると

感じた。

以上、中間報告といたします。

〇佐久間孝光議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござ

いませんか。

第10番、清水正之議員。

（ ） 、〇10番 清水正之議員 最終報告が若者会議についてはされているわけですけれども

これは全会一致の最終報告ということで考えてよろしいですか。
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〇佐久間孝光議長 大野総務経済常任委員長。

〇大野敏行総務経済常任委員長 若者会議については審議を重ねてきまして、この６月

議会にて最終報告とすることで全会一致となってございます。

〇佐久間孝光議長 第10番、清水正之議員。

（ ） 、〇10番 清水正之議員 私もこの間休んでいたもんで経過がよくわからないんですが

若者会議については議員提出議案で出されていた経過があると思うのですけれども、

そうすると総務経済常任委員会としてはこの若者会議を設立していくという考えで全

会一致を見たということでよろしいのですか。

〇佐久間孝光議長 大野総務経済常任委員長。

〇大野敏行総務経済常任委員長 議員の中から若者会議のことについて設置したいとい

う話は何回か出されておりました。それが採択に至らず、この総務経済常任委員会の

中で若者会議について取り上げようと、取り上げてみようという話になりまして、総

務経済常任委員会の中で全会一致でこのような話になりました。本日ここに最終報告

をさせていただきながら、皆さんの協力、全議員の協力が得られるのであればそのよ

うにお願いしたいなというふうにも思っております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇佐久間孝光議長 ないようですので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

次に、文教厚生常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

松本文教厚生常任委員長。

〔松本美子文教厚生常任委員長登壇〕

〇松本美子文教厚生常任委員長 それでは、議長の指名がございましたので、文教厚生

常任委員会報告を朗読をもちまして報告をさせていただきます。

令和元年６月10日

嵐山町議会議長 佐久間 孝 光 様

文教厚生常任委員長 松 本 美 子

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告します。

記
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１ 調査事項

「教育環境の充実について」及び「介護・健康増進・福祉について」

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「教育環境の充実について」及び「介護・健

康増進・福祉について」を調査するため、４月10日、４月26日及び５月14日に委員会

を開会し、調査研究を行った。

（１）４月10日の委員会について

当日は、午前９時30分から吉田２区集会所において、めざせ100歳元気！元気！自

主活動グループ・吉田２区「にこにこ会」の活動状況を視察した。

〇吉田２区「にこにこ会」について

嵐山町は、平成17年度から平成26年度まで 「めざせ100歳元気！元気！」事業を実、

施してきた。この事業は、継続的に生活習慣を改善し、生きがいを持って生活するこ

、 、 、とにより 心身・生活機能低下を予防し 健康寿命を延ばすことを目的としたもので

３カ月間に12回の事業実施を行い、終了後、地域における自主活動としての移行を促

してきた。その結果、参加した19カ所（23地区）中、９カ所でグループが立ち上がっ

たが 現在は５カ所になっている 吉田２区 にこにこ会 は 平成18年４月より13年、 。 「 」 、

間にわたり自主活動グループとして活動を継続している。

①視察状況

ア 当日の活動について

当日は、午前９時30分から午前11時までの間において、歯科衛生士を講師に招き口

腔講座が行われた。参加者は、男性８人、女性12人の計20人で、まず身体機能、運動

機能の向上を目的とした、歌唱（ バラが咲いた ）手のひら運動と歌唱（ ああ人生「 」 「

に涙あり ）体操が行われた。」

口腔講座は 「バランスのよい食事と歯の健康 「8020運動の効果実績 「よくか、 」、 」、

むことの８大効果 「口腔ケアの実技」について指導がなされた。」、

イ 主催者説明

会員は、地域コミュニティ事業団体と兼ね、吉田２区全世帯が会員である。活動日

は、月１回、原則第２水曜日で、８月はお盆、11月は敬老会で休会としている。活動

、 、 、 、 。内容は 町から講師を派遣していただき 体操 体力測定 口腔講座等を行っている

参加状況は、平均10人程度。健康講座だけではなかなか維持が難しいので、視察研修
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も入れている。活性化していくにはリーダー的な人がほかの団体の活動に参加するな

どして、新しい内容を入れていく必要がある。

②視察後の各委員の意見・感想

〇吉田２区における「めざせ100歳元気！元気！」自主活動グループ事業のように、

地域コミュニティ事業に入っていけば活動費も補助され活性化する。モデル的な事

例として参考になるのではないか。

〇健康増進に寄与したグループとして広報で取り上げることや表彰することもグルー

プの活性化を図り、健康増進活動の振興を図る上で重要である。

〇口腔ケアの話は大変よかった。１回聞くだけで意識が相当違ってくると思う。これ

までの口腔ケア教室は介護保険対象者に対して呼びかけていたと思うが、今回話を

聞いてみて、高齢になってからのことではなく、もっと幅広くみんなで聞いていい

話だと感じた。自主グループの代表者を集めてやってもいいし、広く町民を募って

中央的な場所でやってもいい。町の健康増進につながっていくのではないか。

〇吉田２区における「めざせ100歳元気！元気！」自主活動グループのような活動を

広めていくにはどうすればいいのかが課題だが、町として健康寿命を延ばそうとい

う取り組みを行っているものであり、シルバー世代に対するケアとしての情報発信

システムや予算措置も含めた検討が必要。

（２）４月26日の委員会について

当日は、教育長、教育委員会事務局長等に出席を求め 「嵐山町の教育環境の充実、

について」のテーマの説明を受けた。

①教育長説明要旨

ア 教職員関係について

「一番重要な教育環境は教職員である」として、以下の説明があった。

〇４つの凡事徹底

「挨拶・整理整頓 「報告・連絡・相談の徹底 「仕事の見届け 「職場の規律を」、 」、 」、

守り、人間性を認める」当たり前のことだが徹底できていないので、校長・教頭に

４つの凡事徹底を指示している。

〇目指す学校像「子ども主体の笑顔が輝く学校」

小中学校とも、このような学校にしていきたいと考えているのは、まず「子どもを

」 、 、 、主体にした学校 として 子どもが意欲を持って学習に取り組み 輝きを増す学校
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次に「よいことが安心してできる学校」として、子ども、保護者と教員が心のきず

なを強く持ち、互いに高め合える学校、そして「心遣いが見える、開かれた学校」

として、地域から子ども、教職員の動く姿が見える学校を目指している。

〇教員に望むこと

着任してきた教員に対し４点指示している。１つは「自分の仕事に精通し、自信を

持つこと 、２つは「自分の相手を理解しようとすること 、相手とは、児童生徒、」 」

同僚職員、保護者、地域の皆さん。教育は、児童生徒理解に始まり、児童生徒理解

に終わる。３つは「常に自分自身を振り返ること」一般社会からかけ離れていない

かどうか機会あるごとに自己点検し、児童生徒の一番身近なところにいる大人の代

表としての自覚を持ち行動すること。４つは「事故防止に努めること」一人一人の

児童生徒が大切であると同等に一人一人の教職員も町にとって大切な存在である。

〇「わかる授業」は、最大の生徒指導

特に重点にしているのは「本時のねらいは明確か」ということで、きょうは何をや

るのか黒板に明示することと 「板書は、１時間の学習の筋道がわかる構成になっ、

ているか」ということで、途中から教室に入った人でも授業の内容がわかる板書を

指示している。

〇教職員育成構想

「目指す児童生徒像は、自信を持って行動できる児童生徒 「教育目標は、自信を」、

持って行動できる児童生徒の育成 「目指す教師像は、児童生徒の教育に自信の持」、

てる教師」これを柱に、各小中学校の年間計画を作成させている。

〇教員研修等

教員に国の研修を受けさせる努力をしている。一昨年はつくば市での文部科学省の

研修に２人、昨年はオリンピックセンターで文部科学省の研修に１人、本年もつく

ば市での文部科学省の研修に１人派遣を予定している。また、早稲田大学で１年間

の長期研修に参加している教員や大学院就学休業制度により、２年間は東京家政大

学で学んでいる教員もいる。研修等を受けた教員から他の教員の刺激になればよい

と考えている。

イ 嵐山町立小中学校の適正規模・適正配置等検討委員会答申について

〇嵐山町立小中学校の適正規模・適正配置等検討委員会から平成31年２月12日に答申

をいただいた。今後は、教育委員会としての方針を８月くらいまでにまとめたいと
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考えている。その後、総合教育会議等にかけながら町としての方針、基本構想、基

本計画を作成していく。その段階では、住民への説明や通学の手段、制服等を検討

する各委員会も立ち上げていく必要がある。町民への周知は教育委員会の方針を出

した段階でと考えている。

〇答申を受け、小中一貫校として、子どもたちだけを乗せるスクールバスではなく、

駅を中心とした地域交通を取り込めば、学校で人が呼べるのではないかという思い

がある。

ウ ＩＣＴ教育について

〇普通教室のＩＣＴ環境整備は、電子黒板があり、学びのスタイルにより１人１台の

可動式ＰＣがあり、無線ＬＡＮがあるという国から示されたステップ３の環境を小

学校も含めて整備しているところである。また、統合型校務支援システムは、新学

習指導要領、通知表、出欠席、教職員の個人情報全てがまとまっているもので、来

年度に向け、埼玉県の町村会でまとめて導入する動きがある。

〇プログラミング教育の中心は、論理的な思考力を養うところにある。教員にとって

も論理的思考力がなかなか難しいところがあり、県教委主催の研修に参加したりし

ている。今後どのように進められていくのか関心を持ち、おくれないようにしてい

きたいと考えているが、展望的には若い先生はパソコン世代であり、工夫しながら

楽しい授業が組めていけると考えており、暗い展望は持っていない。

エ 小中一貫教育について

〇小中一貫教育のメリットとしては、中学校の教員が小学校に行って教えることがで

きるので、小中ギャップの緩和・解消につながる。また、小中一貫教育では継続的

な生徒指導ができるので、小学校から中学校への情報連携はさらに進む。

〇小中一貫教育のデメリットとしては、小中ギャップの逆説的になるが、小学校と中

学校の段差がなくなり過ぎると新鮮さがなくなり、学習意欲などを駆り立てること

が難しくなる場合もある。また、単級で９年間は人間関係の固定化の面で厳しいも

のがあるが、複数学級あれば学級編成がえができるので、９年間の中でいろいろな

子どもたちと交流ができると考えている。

〇嵐山町の中学校を卒業したら日常の英会話がわかるようになる。嵐山町の中学校ま

で卒業したらパソコンもある程度使いこなせるようになる。嵐山町に住んでいた子

どもたちは嵐山町の文化財について説明できるようになる。ということをメインに
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出して、一貫校をつくっていけば一番よいのかと思っている。情報化、国際化、伝

統文化の３つが一番大切だと考えている。

②委員意見

〇学校の統合ということは、今後大変なエネルギーを要する仕事になってくるが、ス

クールバスだけの機能ではなく、高校生も高齢者も利用できるような新たな地域交

通を取り入れるということによって嵐山町に人を呼び込むという発想は支持でき

る。

〇情報化、国際化、伝統文化をメインにした小中一貫校の話があったが、随所にそう

いったものを取り込んだ方向でリードしていくべきではないか。

〇嵐山町の教育に嵐山町スタイルというのを何か１つ持ってほしい。ストロングポイ

ントというか、学力にこだわらない人材育成であってもよいが 「嵐山町はこのよ、

うな教育をしている」と言われるようなものがあればよいと思う。

（３）５月14日の委員会について

当日は、６月議会への中間報告及び以後の最終報告に向けた提言等の取りまとめ等

について協議した。

以上をもちまして、中間報告とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござ

いませんか。

〔発言する人なし〕

〇佐久間孝光議長 ないようですので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

次に、広報広聴常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

長島広報広聴常任委員長。

〔長島邦夫広報広聴常任委員長登壇〕

〇長島邦夫広報広聴常任委員長 議長より指名をされましたので、広報広聴の委員会報

告を行います。

朗読をもって行いますので、よろしくお願いいたします。

令和元年６月10日

嵐山町議会議長 佐久間 孝 光 様

広報広聴常任委員長 長 島 邦 夫

所管事務の調査報告
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本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告をいたします。

記

１ 調査事項

「広報広聴について」

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「広報広聴について」を調査するため、３月

28日、４月５日、４月12日、５月13日、及び５月18日に委員会を開会し、調査研究を

行った。

（１）議会だより第174号の発行について

①編集委員会及び入稿について（３月28日）

原稿締切日に提出された委員及び執筆担当者の原稿を事務局にて確認し、既に決定

している編集担当委員に可能な限りの写真もあわせて配付。委員にて担当分の確認を

終了後、１ページより全体的な校正、原稿確認、挿入写真、数字の確認等、全員で入

稿準備を進める。及び、今回は用語説明も新たに加えることで決定した。業者入稿は

各委員より順次進め、全ての原稿が入稿となりました。

②初校について（４月５日）

全ページを２グループにて進めるが、挿入予定の未提出写真が多く、入稿日等を確

認しながら読み合わせを終了。さらに、全員で全ページの修正箇所を確認、初校工程

を終了。

③再校について（４月12日）

初校で修正された箇所、新たに挿入された写真等を１ページより順次確認し、再々

校、責任校了、校了と判断を下し、再々校については正副委員長に一任となる。

（２）第15回議会報告会マニュアルについて

①３月28日の委員会内容

マニュアル（案）に従い順次、確認を進める。意見交換会では各常任委員会の特定

事件をテーマとし、司会者は常任委員長、副委員長を書記に決定する。及び、開催案

内は従来の区長会、各町立小中学校・嵐山幼稚園ＰＴＡ関係者、商工会、観光協会と

民生委員の方々とする。

②４月５日の委員会内容

報告会準備として、ポスターの確認、預かり保育について、区長会等へのポスター
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掲示・チラシ配布依頼についての議論を進め、依頼開始日等、詳細を確認する。区長

依頼は、区長会議において議長より依頼し、その後、各委員が区長宅へ訪問し、掲示

物等をお渡しする。また、その他の施設、団体については、議長と委員長が訪問し依

頼することと決定する。

③５月13日の委員会内容

議会報告会リハーサルを開催。委員、委員外議員及び議長の全員により、マニュア

ル及び報告会資料（パワーポイント）の内容を確認し、リハーサルを実施した。

④５月18日の委員会内容

第15回議会報告会・意見交換会を開催。午前の部は役場町民ホールにおいて、午後

の部はふれあい交流センター会議室103号において報告会を開催。当日の参加者とし

て50名のご参加をいただいた。意見交換会については２グループに分かれ、Ａグルー

プのテーマを「駅西周辺整備について 、Ｂグループのテーマを「少子化に伴う学校」

統廃合について」とし、Ａグループのメンバーは総務経済常任委員会の委員、Ｂグル

ープのメンバーは文教厚生常任委員会の委員とした。当日の内容については６月定例

会閉会後の委員会で検討し、報告書としてまとめていく予定である。

（３）ＩＣＴ導入検討について

①３月28日の委員会内容

さまざまな自治体の事例の視察・研究及びペーパーレス会議システム「サイドブッ

クス （東京インタープレイ株式会社 「モアノート （富士ソフト株式会社）の研修」 ）、 」

を行ってきたが、提言に関する委員会のまとめをどのようにするか議論となり、業者

２社より提出された仕様の資料を４月12日の委員会にて検討することで同意される。

②４月12日の委員会内容

◎総務課及び議会事務局より提出された紙使用量（ペーパーレス）の調査報告につい

て

・削減効果として、議会事務局が年間で約20万円、総務課関連が年間で約30万円、合

計で約50万円の結果となる。

・事務局より「印刷枚数については、傍聴者数等不確定の部分もあり、必要最低限の

枚数である」と説明がありました。

◎ＩＣＴ導入の業者資料内容、用語説明、事務局補足後の意見交換について

・紙資料がふえると、それに連動して人件費が上がる。このため、訂正等の資料が発
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生した場合、紙使用量が大きく変動するため、データ操作等で書きかえできるペー

パーレス会議システムのほうが非常にメリットが大きい。

・紙使用量はそう多くない結果であるが、国、県、自治体、教育指導現場はＩＣＴを

。 、 、率先的に取り入れている 議会としてもＩＣＴのメリットを生かし 時代に即した

限られた資源を考えるさまざまな取り組みが必要である。

・資源を大切にする紙削減につながるＩＣＴ導入は避けられない状況である。

・業者資料はクラウド仕様の内容で、執行側が使用する町サーバーとの接続はなく、

セキュリティー上の問題は安全が確保されている。

・見積もり資料には、１人約１万円の使用方法に関する指導の料金がついている。そ

の後は自分でなれるしかない。

・最低限、事務局からのメールに「イエス、ノー」の送信ができ、機器を操作してデ

ータの内容を理解することができる必要があるが、導入に当たっては議会活動に最

大限に利用する議員個人のスキルアップが必要である。

・ タブレットを常時携帯する負担もある」との意見もあったが 「紙の膨大な資料を「 、

携帯するのと同じことであり、持ち運びの負担は大きく軽減され、使いこなすこと

でＩＣＴの利便性ははかり知れない」との意見もあった。

・災害時における情報の発信及びさまざまな検索、議員活動に大きく効果がある。Ｉ

ＣＴ導入の効果ははかり知れない。

・管理は議員個人になり、自宅での使用も可となる。したがって、個人負担も必要で

ある。また、機器操作の内容について、議会の関係に限る等の規制をかける必要性

もある。視察をした自治体においても同様であった。

◎その他の審議

・今後のＩＣＴ関係の審議は、６月定例会閉会後の委員会で最終報告を検討し、報告

することで同意がされる。

以上で、中間報告といたします。

〇佐久間孝光議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござ

いませんか。

〔発言する人なし〕

〇佐久間孝光議長 ないようですので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

以上で、常任委員会所管事務調査報告を終わります。
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◎散会の宣告

〇佐久間孝光議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時５９分）
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令和元年第２回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第２号）

６月１１日（火）午前１０時開議

日程第 １ 一般質問

第１番議員 本 秀 二 議員

第３番議員 大 野 敏 行 議員

第13番議員 渋 谷 登美子 議員

第５番議員 青 柳 賢 治 議員
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〇出席議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 大 野 敏 行 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員
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◎開議の宣告

〇佐久間孝光議長 皆さん、おはようございます。第２回定例会にご参集いただきまし

て、大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和元年第２回嵐山町議会定例会

第２日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５８分）

◎諸般の報告

〇佐久間孝光議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、町長提出議案が提出されましたので、報告いたします。

報告第４号 平成30年度嵐山町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算報告につい

て、以上の１件であります。お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

なお、町長提出議案１件につきましては14日に審議する予定でありますので、ご了

承願います。

以上で報告を終わります。

◎一般質問

〇佐久間孝光議長 日程第１、一般質問を行います。

一般質問は、通告順に従い、順次行います。

なお、お一人の持ち時間は、質問、答弁及び反問を含め100分以内となっておりま

す。

◇ 本 秀 二 議 員

〇佐久間孝光議長 それでは、本日最初の一般質問は、受付番号１番、議席番号１番、

本秀二議員。

初めに、質問事項１の幼児教育・保育の無償化に伴う諸課題についてからです。
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本秀二議員、どうぞ。

〔１番 本秀二議員一般質問席登壇〕

〇１番（ 本秀二議員） おはようございます。１番議員、 本秀二でございます。議

長からご指名をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。

、 、 。まず 大項目の１点目 幼児教育・保育の無償化に伴う諸課題についてであります

この５月10日、改正子ども・子育て支援法が参議院本会議で可決成立し、本年10月

からは幼児教育、保育の無償化が実施されるようになるようです。この幼児教育、保

、 、育無償化につきましては 子育て世代にとって大きな支援になるものと思われますが

一方で国会において問題点も指摘されているところであります。とりわけ嵐山町にお

ける懸念、諸課題と思われる次の点についてお聞きいたします。

（１）待機児童解消対策について。

（２）嵐山幼稚園の３年教育に対する町の考えについて。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 質問項目１ （１）につきましてお答えをさせていただき、

ます。

嵐山町の待機児童数は平成30年４月１日において14人、平成31年４月１日において

。 、９人でした 平成27年３月に策定した嵐山町子ども・子育て支援事業計画においては

計画期間である平成31年度までの５年間では保育の必要量に対し、提供体制は整って

いると見込んでおりましたが、実際には平成27年度以降待機児童が生じてしまってい

る状況でございます。

待機児童の解消には入所の受け皿の拡大が重要でありますが、嵐山町では平成27年

４月に嵐山若草保育園の移転、増改築に伴い11人の定員増を図りました。さらに、平

成28年１月から太陽インキ株式会社の事業所内保育施設にたいよう保育所を、地域型

保育施設として５人の地域枠を確保し、平成29年４月には東昌第二保育園の移転、増

改築に伴い11人の定員増を図りました。また、平成30年４月には小規模保育施設めぐ

みのその保育園の開設に伴い９人の定員増を図っております。このように現在までに

36人の認可定員の増を図るほか、各保育施設には弾力運用により定員を超えて児童を

受け入れていただいております。また、保護者の方の希望によりましては近隣市町村
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の保育施設に受け入れをお願いしております。平成31年度は29人の児童が町外の施設

を利用しております。

今年度は嵐山町子ども・子育て支援事業計画の最終年度であり、昨年度末には第二

期嵐山町子ども・子育て支援事業計画策定のため、ニーズ調査を行っております。現

在集計中であり、今後はこの調査をもとに計画策定を進めていく計画でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（２）について、村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは、私のほうから質問項目１の小項目（２）に

つきましてお答えいたします。

嵐山幼稚園の３年教育、３歳児教育に対する町の考えにつきましては、これまでの

一般質問での答弁と変わりなく、現状においては実施する方針はありません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） それでは、再質問をさせていただきます。

（１ （２）は関連しますので、一括して質問をさせていただきます。再質問です）、

けれども、昨年12月の定例会で青柳議員から幼児教育、保育の無償化が嵐山町に与え

る影響につきまして一般質問をしていただきました。無償化の対象と内容という質問

で、子育て支援課長と教育総務課長、当時の、お答えになった内容を私のほうで一般

質問１の幼児教育・保育無償化の対象、補償額にまとめてみました。まだ文言だけで

理解が難しいところもありまして、私も誤った理解をしていた部分もありまして、子

育て支援課の修正もいただき作成したものでございます。しかしながら、細かいとこ

ろは決まっておりませんので、これで完璧ではなく、まだ足らないというのがいっぱ

いあるということをご承知でこれを見ていただきたいと思います。

簡単に説明しますと、要は保育の必要性の認定を受けた場合と、それと認定を受け

なかった場合、この２つに分かれます。また、保育の必要性の認定を受けた場合でも

ゼロ歳から２歳と３歳から５歳、これが対象になるわけです。それで、ゼロ歳から２

歳で非課税世帯対象につきましては、これは補償の対象になると。３歳から５歳、こ

れも認められたものにつきましては、そこに記載してあるとおりの補償内容になって

おります。

保育の必要性の認定を受けない場合、さっきの以外の場合、この場合は幼稚園、認
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定こども園のほうが無償の対象になるということになっております。それで、ちょっ

と網かけになっているのですけれども、保育の必要性の認定を受けた場合で、ゼロ歳

、 、 、から２歳 非課税以外の対象の世帯になりますけれども ここの部分につきましては

現行どおりでよろしいのでしょうか。ちょっとお伺いしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

ゼロ歳から１歳については、 本議員さんのおっしゃるとおり、今回の対象にはご

ざいませんで、特段変更点はございません。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） わかりました。それで、これらの内容が嵐山町に与える影響

について青柳議員から尋ねられまして、子育て支援課長は保育園は無償化による需要

の増加が考えられる。その場合は、待機児童の増加及び保育人材の確保の必要性があ

ると、このように答えられました。嵐山町の待機児童は平成29年が25人で、町村では

松伏の16人とか、あるいは滑川の13人、伊奈町、川島町１人というような状況です。

、 、 、 、先ほど答弁もありましたとおり 30年度は嵐山町が14人 杉戸町が13人 滑川が10人

伊奈、三芳町、松伏が各１人で、他の市町村はゼロという状況でした。

こうした状況に加えて、さらに待機児童の増加が懸念されるというようなことであ

り、大変大きな問題だと私は思うわけであります。当然町として対策が必要なのでは

ないか、対策があるのではないかと、このように思いまして質問をしたわけなのです

けれども、先ほど答弁がありましたとおり、いろいろ対策をして保育園の収容定員も

ふやしてきたというようなご回答を得たわけなのですけれども、私はそういうことで

今年度の嵐山町の未就学児の養育状況を実態を見たいと思いまして、一般質問資料の

２の、配付されている資料は裏面になりますけれども、嵐山町未就学児の養育状況と

いうことでまとめてみました。この表を見ながら質問をしていきたいと思うのですけ

れども、この表で保育所の入所希望者ではなくて……待機児童です。待機児童につい

て９人ということでお答えいただいたのですけれども、この待機児童の９人がゼロ歳

児から年齢別に何人かお答えいただきたいのと、教育委員会のほうからは幼稚園で町

内の幼稚園に行っている人数を年齢別にお答えいただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。
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〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

、 、今年度の待機児童の確定数字につきましては 国のほうには報告をしてありますが

公表にはなっておりませんのでその点はちょっと留意していただきたいと思います。

今町のほうで把握しています31年の４月１日の待機児童の年齢別の状況でございます

が、ゼロ歳児が２人、１歳児が２人、２歳児が２人、３歳児が１人、４歳児が１人、

５歳児が１人、以上の９名でございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは、私のほうから町外の幼稚園に通っているお

子さんたちの数につきましてお答えさせていただきます。

３歳児が10名、４歳児が10名、５歳児が８名でございまして、３市町、５園に通わ

れておられます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） これは非公開ということで、私も空欄にして表をつくったわ

けですけれども、埼玉県の少子化対策課ですか、こちらのほうにも伺いましたら７月

に国のほうに上げて国の許可を得て、許可というのですか、見てもらってゴーサイン

が出たら埼玉県のほうも公表するということで、７月に公表したいというような状況

でした。各市町村においては、それぞれの市町村の責任で公表していただいて結構で

すよと、もうさいたま市は公表しておりますというようなことでしたので、今質問し

て答えていただいたようなわけです。

、 、 。それで 今年度の待機児童は９人ということで 各年齢別に答えていただきました

そこで、特に無償化の対象年齢である３歳児から５歳児の待機児童は３人なのです。

これだけ見ると何とか頑張れば解消できるのではないかと、可能的な数字には見える

わけです。

そこで、その数字について少し確認をさせていただきたいと思うのですけれども、

昨年の12月の青柳議員の質問で、子育て支援課長は31年度の新規申し込みは120件ほ

どありましたというふうに答弁されております。実際は119件ということなのですけ

れども、前年が82件なので37件増加しているわけです。大変な増加だと思います。こ

れにつきましては、青柳議員からも大変な増加だなというような話ありましたけれど
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も、この増加も制度の影響でかなり増加したのかなという気もしているのですけれど

も、そういうふうに考えますとこれは今年も相当数希望が出てくるのではないかとい

うような感じがしております。

そこで、この新規申し込み119件の年齢ごとの申し込み数と、新規申し込み、それ

と入所できた児童は何人なのか、これをちょっとお伺いしておきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 31年度の先ほど 本秀二議員さんがおっしゃいました新規

。 、 、 、申し込み119件の年齢別の内訳でございます ゼロ歳児が24 １歳児が39 ２歳児が24

３歳児が20、４歳児が10、５歳児が２の119件でございます。そのうち入所児童なの

ですけれども、新規の先ほどお話をさせてもらった待機児童にありますけれども、全

園での入所児童になってしまうのですけれども、新規と継続も含めて……新規だけで

すか。ちょっと新規だけの数字が手元にないのですけれども、先ほどの待機児童の数

字で差し引きをしていただくとわかるかなと思うのですが、ゼロ歳については先ほど

待機児童が２ということでございましたので、全体の申し込みといたしましては……

２人待機児童がいますので、22が入所できているということでございます。１歳児に

、 、つきましては 39新規申し込みが……トータルでは継続も含めて48ございましたので

新規は39でございますので、２名の待機がございますから37、２歳につきましても２

名の待機児童がございますので22になります。３歳児につきましては１人の待機児童

がございますので、新規申し込み20ですので19が入所になってございます。４歳児に

つきましては10名の申し込みがありまして、１名の待機児童がございますので、８名

の入所になってございます。５歳児につきましては２名の申し込みがありまして、１

名の待機児童ですので、１名が待機となっています。

この中で、すみません、私のほうの集計なのですけれども、待機児童の調査が国の

調査と若干違うものがございますので、今待機児童になっている方の中でも、私的理

由で待機になっている方がいますので、それを見ていくともうちょっと人数が、新規

で申し込まれている方で待機になっている方がいらっしゃると思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） すみません。お手を煩わせまして。実はそこが言いたかった

わけなのですけれども、平成29年３月に待機児童の定義が統一されました。そこで、
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親が育児休業中で復職の意思がある場合は待機児童に入れていいよというようなこと

になりました。また、希望しても保育園の希望が合わない場合、また求職活動を休ん

だ場合は、それは待機児童に入れないでほしいというような統計になっていると思う

のです。それで、先ほど待機児童ということで９人言っていただきましたけれども、

実はそういう、ここの幼稚園に行きたいと、希望が通らないということについては面

、 。 、接をしなさい 聞き取りをしなさいということになっているのです 聞き取りをして

あなた、ではあっせんしてもそこだめだというのでは、それはちょっと待機にしてい

、 。 、ただきたいと これが私的待機児童だと思うのです この方が何人いらっしゃるのか

それをお聞きすればすんなり答えていただけたかもしれないのですけれども、すみま

せん、お答えいただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

。 、〇前田宗利子育て支援課長 すみません 私の答弁の仕方が悪かったようですけれども

実は 本議員さんのおっしゃるとおり、国の待機児童調査についてはそういった私的

な理由、私この園しか入りたくないので、入れない場合は待ちますよというのは待機

児童にはカウントしないのです。そういった方たちが何人かいらっしゃいます。その

数なのですけれども、15名把握をしています。年齢別にいきますと、ゼロ歳児はあり

。 。 、 、 、 、ませんでした ゼロ人 １歳児が６人 ２歳児が２人 ３歳児が４人 ４歳児が２人

５歳児が１人、以上の15人の方がそういった私的理由で希望の園のみ入所希望という

ことで、待機児童にはカウントされておりません。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ありがとうございます。それで、子どもを保育園に入れて働

きたい、またはいろんな理由があって保育園に入れたいと、そういうお母さん方いら

っしゃるのですけれども、保育の必要性が認められていて特定の幼稚園を選べないこ

とから断念せざるを得ないという方が15人いらっしゃるのです。特に保育の無料化の

対象である３歳以上を見ますと、待機児童が３人に、私的理由で待機児童が７人いら

っしゃるのです。そうしますと10人になるわけなのです。これ今までだったらこの仕

組みで仕方ないかと、１年待つかとか、そういったのがあったかと思うのですけれど

も、これが無償化になった場合にそこら辺がちょっと問題があるのではないかなと、

。 、 。厳しいものがあるなと 入れない人は 無償化の対象になれないということなのです
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ですから、これはちょっと大きな問題が生じてくるのではないかなと私捉えている

のですけれども、保育園に入れて働かなくては損だというようなお母さんも大勢出て

くるのではないかなと思います。そういったことを考えると、その点について町のほ

うはどのように考えていらっしゃるのかなというように伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

この点につきましては、国の今回の３、４、５の幼児教育の無償化をするに当たっ

。 、 、て一番議論されたところなのです 要は100％待機がなければ何の問題もなく３ ４

、 、５歳の無償化で問題ないのですけれども 現在待機児童がいる市町村がありますので

そういった場合に待機児童、入りたくても入れない３、４、５歳の方をどうしていく

かというところが国でも議論されました。そこで、 本議員さんがさっきお調べにな

っておりましたけれども、認可外保育施設ですとか、そういったところに入っている

お子さんについても、国の保育料の一定の基準で無償化の対象にしようという制度に

なったわけでございます。嵐山町でも認可外の保育施設、アサヒキッズ、何カ所かあ

りますが、あとファミリーサポートセンターのファミサポですとか一時預かりですと

か、そういったものを待機児童の方で使っているお子さんもいらっしゃいますので、

そういった場合には国の制度の中でそういったところの無償化の対象になってくると

いうことで考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） そういうことで、そういうところも対象になるよというよう

なことなのですけれども、実際に先ほどの私の資料の２枚目、裏側を見ていただきた

いと思うのですけれども、この数字で入っている数字を、私もこの流れでちょっと見

てみたのですが、例えば５歳児のところを見てみますと、５歳児は、これは１年たつ

と来年はみんな小学校に上がります。それで４歳児は５歳児、年長のほうにすんなり

入っていって問題はないわけなのです。３歳児もやはり、この数字が右のほうに、４

、 。 、 、歳児のほうに移動していって 大体おさまってくる それで 自宅養育児というのが

町外に出ている幼稚園の分を引いた、54から引いた分になると思うのですけれども、

それは４歳児の幼稚園のほうに流れていくのではないかという想像はつくわけなので

す。大体３歳児まですんなりいくかなというふうに思っているのです。
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それで、問題は２歳児なのです。２歳児が右側に、３歳児に移っていく。そうする

と、しらこばと保育園を見てみますと７人いるわけです。７人が３歳児で持ち上がり

ますと、定員が10人ですから５名ばかり余裕がある。それから、若草保育園は15人そ

、 。 、 、のままですから 定員も15だからそのまんま それから 東昌保育園は７人ですから

定員が15ありますから、これも８人ばかりまだ入れるということになります。それか

ら、東昌第二は13人ですから、２人ぐらいは入れられるということで、これを足して

いきますと全部で15なのです。ただ、たいよう保育園とめぐみのその保育園の４人ず

つ入っている８人はそのまま持ち上がれませんので、これはきっとどこかの保育園に

。 、行ってもらわなくてはならないということになってくると思うのです そうしますと

現在自宅養育児の43人のところに８人を足して51人になる計算です。この中には、町

外の幼稚園に行く方もいらっしゃるかもしれませんけれども、51人いるということで

す それで その51から先ほどの15人余裕あるよといったところの15を引くと36 36か。 、 、

ら町外に前年並みに行ったとして７人、そうすると29人ばかり、これがどこにも行け

ない人になる可能性が出てくるわけなのです。

そういうことで、その人たちがでは保育園に希望しようということで、多分新規申

し込みで出てくると思うのです。そうすると、その方が待機児童になる可能性が非常

に大きいなというふうに見ているのです。その辺について、数字的にはどういうふう

に感じていらっしゃいますか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

保育園の定員なのですけれども、定員上決まった定員がございますけれども、先ほ

どちょっと答弁の中でお話ししましたが、弾力的な運用ということで定員２割増しま

でには面積要件が満たして、保育士の数が満たしていれば受け入れられるということ

もございますので、その辺はゼロ歳、１歳が減ってきて、２歳、３歳がふえていると

いう場合にはその辺の年齢別の人数のやり繰りで今までもやっているのですけれど

も、そういったことで定員だけではなくて、弾力的な運用で吸収をしているという部

分がありますので、３歳児については、昨年もですけれども、新規申し込みが20名と

いうことでありましたので、大体保育園の３歳児から申し込むという方はそれほど多

くない。

今回の無償化になりましても、多分保育の必要性のあるお子さんが保育所に行きま
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すので、一番懸念されるのが保育の無償化になるので仕事をして預けようかという新

しいニーズが出てくるとどうかなというのは思いますけれども、今のところそれを含

めて今度ニーズ調査をして、これから新しい５年間の事業計画をつくりますので、そ

ういったニーズがどうなるかというのを含めて、今後検討しなければいけないとは思

っていますが、 本議員さんのおっしゃるように若干の新しいニーズを考慮しながら

今後の対応は考えていきたいと思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） そういう努力をしていただくわけなのですけれども、待機児

童が出てきてしまったというような場合にはやはり手当てを何かしなくてはいけない

と思うのですけれども、そういう考えはございませんか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 今お答えさせていただきましたけれども、支援事業計画が

今年最後で終わることになっております。また新たに来年度から新しい計画に基づい

て、保育の需要と供給のバランスを考えながらやっていくということでございます。

平成27年につくりました１期目の計画の人口の推移、それはかなり低かったのです、

人口推計が。中間見直しということで、29年度に中間見直しで若干変えさせていただ

きました、支援事業計画の中で。それに基づいて、また今回新たな５年間をつくりま

すので、その中でもう一度よく検討して対策については考えていきたいと思っていま

す。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ５月18日の第15回議会報告会を行いました。ここで少子化に

伴う学校の統合というようなタイトルで意見交換をしたわけなのですけれども、若い

お母さんもたくさん来ていただきまして、そのお母さんから保育園に入れないので、

幼稚園に回ってきたというお母さんもいらっしゃいました。また、保育園入れないの

で、よその町に預けて、よそのところで働いて、そのまま転居していかれた人もいる

というような話も伺いました。教育の町であり、また若い人を町内に呼び込むという

ようなことでも対策も、考えもあるわけなのですけれども、そういう中でこういった

ところをしっかり対策していかなければならないのではないかなと私は思うわけなの
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です。

それで、待機児童が出た場合に何か対策がないかと私も考えたわけなのですが、条

例でそういう待機児童が出た場合に町の支援を、どのくらいの支援になるかはわかり

ませんけれども、そういったものを条例で待機児童になった場合には補償しますよと

か、あるいは希望が合わなくて行けないような場合もあるかと思うのですけれども、

そういう場合にはその半額ぐらいの手当てをしていくとか、そういった条例を一つ裏

、 、づけというようなもので 支援していくという裏づけのようなものでつくっておけば

町もそういうことで支出するのはもったいないわけですから、何とか待機児童をつく

、 、らないような方向で一生懸命 今までも一生懸命やっていらっしゃるのですけれども

お母さん方に安心を、安心というか、そういう町が考えてくれているのだというよう

なものを条例で一つつくっておく必要があるのではないかと思うのですけれども、い

かがでしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

本議員さんのおっしゃるとおり、待機児童が出るということは非常に問題でござ

いまして、町は今待機児童をなくすということで努力をしているわけでございます。

定員もふやしてまいりましたし、今回無償化に伴いまして国のほうでも議論がありま

したけれども、待機なさっている方のそういった補償をどうするかというところで、

新たに待機児童の方にはそういった給付金ですか、それをしていこうということでご

ざいまして、今のところは町独自でそういったことを考えるということは検討はして

ございませんが、これから５年間の計画をつくりますので、その中でそういった議論

も出るかと思いますけれども、その中で施策としては検討していきたいと思っており

ます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 計画もつくられるということなので、そういったことも考慮

しながら計画つくられるのでしょうけれども、条例か何かでそういった待機児童が出

た場合には月に２万なら２万とか、そういった補償をしていきますよとか、そういっ

た条例をつくられると、大した、そんなに多いわけではないですので、そういう条例

を一つつくっておくというのは非常に施策としてはいいのではないかなと私は思いま
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す。これにつきましては、一番終わりのほうで町長のほうからも触れていただければ

結構かと思うのですけれども、ここまでにしておきます。

それと、青柳議員の質問に教育総務課長はこのように答えていらっしゃるのです。

保護者の金銭的な負担感がなくなることで、保育園や認定こども園の就園希望者が増

加し、嵐山幼稚園への入園希望者が激減することも考えられると。一方で受け入れ側

の許容量、保育園のキャパシティーの問題から、これまでの傾向と大きく変わること

はないのではないかということも考えられる。実際に31年度の場合は42名だったと、

実際は43名なのですけれども、42名であるとの答弁がありました。これは、保育園の

受け入れ人数が限られているので、１年目で自宅で養育をして幼稚園に入園させると

いう状況は変わらないことも考えられますよという見方だったのかなというふうにも

思うのですけれども、その意味でよろしいでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

今 本議員おっしゃられたとおり、あの時点で細かいことも決まっていないという

点もありました。ただ、全体的なキャパシティーの問題もあるので、大きく変動する

ことはないのではないかというふうにお答えさせていただきました。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） そこで、幼稚園の３年教育があれば、補助額の上限は決めら

れてはいるのですけれども、保育無料化の恩恵が受けられるわけなのです。しかし、

保育の必要性の認定が受けられない人とか、保育園に入れない、幼稚園は４歳児から

ということになりますと、１年間はやっぱり自宅で子どもを養育しなくてはならない

ということなのです。これは、町民の利益にかなわないわけなのです。合わないと、

不利益なことになるのです。３年保育やっているところと２年保育では、それだけの

差が出てくるわけなのです。

そういうことで待機児童も見込まれる中で、今までも渋谷議員から３年保育はどう

なのだということで、一般質問や意見書も出てきているわけなのです。私は３年保育

で３歳児を幼稚園に受け入れてしまうと私立の保育園は40人なり50人どんと入ってき

たら、それだけ保育園、今までふやしてきて、お願いしますよといって大変な努力を

して、私立の保育園も努力してきてふやしてきているわけなのです。その中でどんと
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幼稚園入れると圧迫というのですか、非常に申しわけないような状況にもなるかなと

いうようなものもありましたので、私も反対してきました、３年保育というものを。

しかし、これが無料化になった場合にはどうなのだろうということで、私の自分の議

会だよりにも無料化になった場合は検討したほうがいいなというようなことを町民の

方にもお知らせしているのですけれども、そういったことで、もう無料化になると幼

稚園が安いからということで幼稚園に流れるというようなことも大きな流れはないと

思うのです。そういうことで、今だったら３年、幼稚園にする、教育にするチャンス

かなというような気がしているのです。

そういったことで、幼稚園の３年教育ということ、どういうふうにお考えになりま

すか。先ほどの答弁では、今までどおりということなのですけれども、お答えしてい

ただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

幼児教育無償化ということでございますが、町民の方々からすれば、無償化という

ことで恩恵を受けるということなのですが、公立の幼稚園の場合は費用負担は10分の

10自治体で持つということでございます。私立の場合はそういった補助等がございま

すけれども、全国的に見ても公立の幼稚園は減少傾向にあります。昨年度だけでさい

、 、たま市唯一の公立の幼稚園が廃園 入間市も１園あった公立幼稚園が廃園という形で

やはりそういった面で自治体の持つ金銭的な財政負担がこの無償化によってふえると

いうことで、そういった傾向にございます。

嵐山幼稚園の場合、現在年長、年中、２クラスずつで、それにあと遊戯室というこ

とで、現在あいている教室はございません。３歳児を受け入れるとなると新たな施設

を用意する必要がございますし、また職員についてもその分増加しなければいけない

ということで、さらに町の財政負担がふえるということになりますので、今の現状の

段階では今すぐ３歳児教育を始めるという考えはございません。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） やり方もいろいろあるかと思うのですけれども、このままで

いくと私は幼稚園がなくなるのではないかと思っているのです。２年保育のままやっ

ていると、保育園のほうに流れていってだんだん減っていくと。減っていくと幼稚園
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を運営していくのに費用対効果からもいって、これではだめなのではないかと、行く

行くは廃園にしてしまおうというようなことになるのではないかと私は思っているの

です。

それで、ここのところで３年保育にするか将来は廃園にするのだか、その辺のとこ

ろのはっきりしたものを実は出していかなくてはならないと思っているのです。ここ

まで来るとなかなか答えにくい話になってくるので、町長にお話しさせていただきま

す。町長の青柳議員に対する答弁を聞いておりました。まとめてみますと、今回の改

正法によってどういうところがどう落ち着くのかということがはっきりしていない。

だから、嵐山だけでなくてほかの大きな市でも大変苦慮している。それで、具体的に

考えた場合に嵐山町でも新生児の誕生が80人から90人になっている。120人というと

ころで始めていたのだけれども、嵐山町の新生児が80人台というふうな現実を勘案し

ていくとどう知恵を絞っていったらいいのか考えどころであるというふうにお答えに

なりました。

また、幼児教育の無償化を町民、国民はどういうふうに受け止めるか、それによっ

て仕事の関係で保育に流れ、幼稚園は行くのが少なくなるというものあるし、人口減

少は進んで、120から100、２桁になってくるという現実の子どもの数というものが一

つある。そして、今保育園、幼稚園のキャパシティーがどれだけあるということがあ

りますというふうに答弁されているのです。

それだけで、そのところを今年だけでなくて、来年だけでなくて、近未来はという

中でどうやったらいいのかなと、それには流れがどうなるのか、ある程度見ていかな

いと、何かをやってしまってそうでない状況になったときにはどうなるのかというこ

とになってしまうと。オリンピックとか景気の動向等もあるしというような答弁をさ

れたのです。

それを聞いていまして、様子を見てからでは遅いな、３年教育にするのではもう来

、 、年やらないと次の年と言っているうちに もう幼稚園に行く人口が減ってきますので

廃園に追い込まれるようなことになってしまうなと思うのです。その点の見解を町長

はどのようにお考えになっていますか。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

広範にというか、広い範囲でいろんな形でご腐心をいただいて、ご質問をいただい
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ておりまして、本当にありがたく思っているところでございます。今質問の中にもあ

りましたけれども、国策、国で子どもたちの教育、育てていくのを育てやすい状況に

していこうということで、国が大転換をしたわけです。お金がかかる分は国が持つよ

という、年齢が制限ありますけれども、そういうような方向をとった。そして、それ

に対応する地方自治体について保育園ではこうです、公立の幼稚園ではこうですとい

うようなことになりました。

今課長のほうから話ありましたけれども、そういうような形で国が大きく変わった

わけですから、地域もそれに呼応した形で変わらざるを得ない状況になってきている

と思うのです。そういう中で、もう一つ嵐山町の場合には、大変質問いただいて苦労

してしまっているところというのは、計画に沿った形の人口動態の中で、保育所の皆

さんに本当にお骨折りをいただいて、人数をふやしていただいてまいりました。そし

て、ふやしてきたのだけれども、おっしゃるようにふえてしまっている、しかもその

中に隠れ待機児童みたいなものも含まれてしまったりとか、いろんな状況がある。そ

、 、れをどうするということなのですけれども それで３年保育ということですけれども

最終的に私が思うのは国でこういうふうに大きく変えてもとに戻すということはない

わけです。

、 。 、 、ですので この制度というのは続いていくわけです ですから これに沿った形の

自治体もやらざるを得ない。それともう一つ、これも変わらないのが残念なのですけ

れども、人口減少は続いていく。そして、嵐山町でも人口はここのところ下げ止まり

になっているというのは社会増減であって、自然増では毎月大きく全体では変わって

きている。そして、ゼロ歳児の誕生がおっしゃるような状況になってきております。

そして課長も言う、これから今年度限りでまた新しい方向、政策をつくっていく、計

画をつくっていく、それでアンケートをとっているというような話ですけれども、そ

れでどうなるか、大きくはもう変わらないのかなというのです。ここで大きく国のほ

うで転換をしたわけですから、この方向が続いていくのであろうと。

ですから、そうは変わらないのではないかと思うのですけれども、今回の場合には

大きく変わったわけです。幼児教育と、それをやるのを保育園にするか、幼稚園にす

るかという選択というのはこのところで大きく変わった。国の働き方改革もあります

から、大きく変わって当然だと思うのですけれども、大きく変わったのをもろに影響

を受けるのは町ですので、やっぱり国で大きく変わったものにしっかり早い段階で呼
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応していかないと財政がもたないわけですので、あちこちのところで公立の幼稚園が

という話が今ありましたけれども、そういう方向なのです。

ですから、国のほうで、県のほうで助成がもらえるものに移っていっているという

ことだと思いますが、そういう中にあって、嵐山町の場合には計画をつくっていくと

いうことですので、逃げですけれども、ちょっとそこのところを、これからの方向を

しっかりつかんで、それとこれを言ったら終わりだよといいますけれども、やっぱり

持続可能性、民間経営の場合には赤字では続かないのです。公立だったらというのが

ありますけれども、民間では赤字で続けろというわけにいかないわけです。

そして、嵐山町のこの長い幼児教育の歴史の中で、今までずっと民間にお世話にな

ってここまで来ているわけですので、やはりこれからの動向というのを無視して公立

のほうで対応をとるということもやりづらい状況があるわけです。そして、その公立

の中でもここのところで職員をふやしたりなんかということはなかなかやりづらい状

況はあるわけですので、現有戦力、町立幼稚園の、その中でどういう対応がとれるの

か、そしてこれからどう動きがあるのかというような中で何かとれる策があればとい

うようなことだとか、現有の中でやっぱり考えてできる策があればとっていく、とっ

ていける。そうでないものに新たにというのはどうなのでしょう。これも議員の皆様

のご指導をいただかなければいけないと思いますけれども、現有のことを大きく変え

るいうのはどうなのかというのも私はちょっと不安なので、今まで答弁はこういう答

弁をずっと続けさせていただいているわけですけれども、ここの現状といいますか、

これからの方向というのも想定をしていた流れというのは変わってないわけですの

で、なかなか変えづらいというような状況でございます。

答弁になるかどうかわかりませんが、そういう基本的な考え方のもとに、現在の幼

児教育の嵐山町の政策を続けさせていただいているということでございますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 私もその辺のところは、大変なかなかはっきり言えないよう

なところがあって、町としても大変苦しいのだろうなと私も思うのです。質問してい

る私も、本当に苦しいというか、でもひとつ私の案を聞いていただけますか。

幼稚園を３年教育にして……今年長さんは43人、２組いらっしゃいます。それで、

年中さんが44人で２組になっているのです。３年保育にした場合には、25人の定員に
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したって、定員をもう変えたほうがいいと思うのです。それで、25人で12人、13人の

２クラスにする。それで、１年我慢すると年長さんが出ますから、年長さんが出ると

２クラス減るのです。それで、年中さんが年長に上がって、年少が上がったときに１

クラスにしてしまう、25人に。それを２年やると、年少は２クラスで12人、13人のク

ラス あとは年中 年長は25人 25人のクラスになるのです そうすると 現在の70人、 、 、 。 、

から80人の定員で推移してきているのですけれども、それだと75人で受け入れができ

るわけなのです。３年保育にしても75人でやっていける。

教室はどうするかというところもあるのでしょうけれども、１年、２年ですから一

時的には小学校でもお借りする、あるいは前の幼稚園の跡地を、社協が入ったところ

ですか、お借りするとか、何かそういうことで対策をしていって、幼稚園の総体的な

人数を減らして３年にして移行していくとスムーズに移っていくのではないかなと、

このように私も考えたわけなのです。これなら、そんなに保育園の圧迫をしないで３

年幼稚園になるのかなという、それでいろんな問題を出していただいて、どうも難し

いということであればそれはそれで仕方ないと思うのですけれども、私も一議員とし

てこういうことを考えたわけなのですけれども。

それと、もう一つ、もし廃校にするような考えがあるのであれば、早目にやっぱり

こういうこともあるというのを町民に示す必要もあると思うのです。町の行政の姿勢

として。やってしまえば混乱も起きるかもしれませんけれども、学校の統合という問

題があるわけなのです。その統合の問題の中に幼稚園が入っていけないのです。将来

は嵐山小学校、中学校一緒にして、そこに市民も入れるようなコミュニティの場所に

していくという中に幼稚園が入ってきてないのです。ですから、本来であればそこに

、 、 。幼稚園が入ってきて 幼稚園ももんでもらわなくてはいけないですね 検討委員会で

それができていない。もしこれから先に教育委員会のほうでいろんな検討をされるの

であれば、幼稚園をどうするのかということも検討に入れていただかなくてはならな

いと思っているのです。

、 、 、そういうことで その件について私の出した案とか そういったもろもろのことで

町長の先ほどの条例の関係も含めまして、ご答弁いただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 いろいろご提言をいただいて、ありがたいわけでございます。最初の

内部の定数を置いた中でどうできるかというのは、先ほど答弁させていただきました
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ように、現状の中で今の窮状をどう解決できる策があるかというのはしっかり考える

必要が今あると思うのです。当然そういうようなことも含めて考えていかなければい

けないと思いますし、ご提言をありがたくお受けをしたいと思います。

それから、廃園の話ですけれども、今回は幼児教育の無償化、要するに育てやすい

状況をつくるということで、父兄が負担をしていたものを国が持つよという大きな転

換はそこのところなのです。それで、幼児教育、そして幼児の保育については変わっ

ていないわけですので、ここのところを嵐山町は幼児教育はやめますというようなこ

とではなくて、今までと同じように粛々と、国の進める幼児教育は幼児教育、そして

幼児の保育のほうは保育事業としてやっていく必要があろう。これは国策ですので、

嵐山町だけやめるとか始めるとかというようなことにはいかないと思いますが、そう

いうような形で幼児教育はしっかりやっていかなければいけないし、保育のほうも、

ちょっと大変苦しいところがありますけれども、ご父兄の期待に応えられる保育事業

が続けられればというふうに頑張っていきたいというふうに思っています。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） それでは、大項目の２のほうに移りたいと思います。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇１番（ 本秀二議員） 大項目の２は、障害児（者）等の生活サポート事業について

であります。障害児（者）等の生活サポート事業を行ってきた特定非営利活動法人生

活サポートわかばが事業を撤退し、２カ月が経過しました。平成31年第１回定例会の

一般質問で、私は町の対応についてお伺いし、また提出された請願も採択されており

ます。そこで、この２カ月間の障害児（者）等の生活サポート利用状況についてお聞

きします。

（１）前年度の４、５月における生活サポートわかばとの利用状況対比について。

ア、障害者手帳会員と介護認定会員別、イ、利用事業者別、タクシー等も含む利用状

況、ウとして利用目的別、エとして付き添い支援状況、付添人の派遣所属がどこなの

か。

（２）嵐山町登録事業者と実稼働事業者について。

（３）生活サポートわかば撤退後の生活サポート事業に関連する町に寄せられた要

望、意見、苦情等の受理状況について。

（４）この間における障害児（者）等の生活サポート事業から見た課題及び今後の
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対策等について。

以上です。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 質問項目２の（１）につきましてお答えいたします。

ア、障害者手帳会員と介護認定会員別につきましては、障害者会員の利用は全事業

所で平成30年４月、55人、平成31年４月、25人となっております。なお、令和元年５

月分の利用につきましては各事業所からの実績報告はこれからとなっております。ま

た、介護認定会員につきましては制度上、生活サポート事業ではなく、福祉有償運送

の利用となるため、平成30年度末の登録者は６人と報告をいただいておりますが、事

業所別等の利用状況は把握してございません。

、 、 、イ 利用事業者別につきましては 平成30年４月の利用は生活サポートわかば52人

サポートなめがわ２人、サンメイト、ゼロ人、のぞみ１人であり、平成31年４月は、

サポートなめがわ22人、サンメイト３人となっております。また、福祉タクシーの利

用者数は把握しておりませんが、障害者会員で平成31年度分の福祉タクシー券を交付

した方は６月現在28人でございます。

ウ、利用目的別の状況につきましては把握してございません。

エ、付き添い支援状況につきましては、平成30年４月の利用は生活サポートわかば

52人、サポートなめがわ２人、サンメイト、ゼロ人、のぞみ１人であり、平成31年４

月はサポートなめがわ５人、サンメイト３人となっております。

続きまして、質問項目２の（２）につきましてお答えいたします。嵐山町に登録の

ある事業者は４事業者であり、全ての事業者が稼働しております。

続きまして、質問項目２の（３）につきましてお答えいたします。今年４月以降、

町に寄せられた生活サポート事業に関連する要望、意見、苦情等は事業所の情報提供

依頼、事業所の増設希望、事業所の車両の増設希望、予約のとりづらさ、運転技術に

関する内容のものがございました。

次に、質問項目２の（４）につきましてお答えいたします。利用者の目的地までの

移動という点では、タクシーやバス等公共交通機関の利用により可能であるものの、

乗降や目的地へ到着してからの介助が必要な方はタクシーやバスでは十分に対応がで

きません。利用者の状況に応じて対応が可能な生活サポート事業は、移動支援事業と
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して利用者に寄り添った支援が可能であると考えております。町といたしましても、

引き続き利用機会の拡大に取り組んでまいります。

また、近年の少子高齢化の進行等、社会構造の変化に伴い、町における交通支援事

業の全体的な見直しが必要となってきております。今年度設置された地域公共交通プ

ロジェクトチームにおいて、各課で実施している関連事業を見直し、包括的な公共交

通施策の構築に取り組んでまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時間を11時10分とい

たします。

休 憩 午前１０時５９分

再 開 午前１１時１３分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

本秀二議員の再質問からです。どうぞ。

〇１番（ 本秀二議員） それでは （１）から（４）関連しておりますので、一括し、

て再質問いたします。

先ほど答弁をいただきました。苦情、要望、意見、そこのところに事業所の情報提

供依頼とか、事業所の増設希望とか、事業所の車両の増設希望とか、予約のとりづら

さ、運転技術とかと、そういったのが並べられているのですけれども、これからだけ

だとさらっと終わってしまうのですけれども、この中身でこれはあれだなと重いもの

を感じるような、そういう状況はあるのでしょうか。ちょっとそういう苦情みたいな

のは少し来るだけとか、あるいは切実な問題として届けられているのか、その辺の感

触をちょっと課長のほうから教えていただけますでしょうか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

まず、それぞれの事業所によりまして、いろいろな送迎の方法であったりとか、介

助の方法であったりとかというのが若干違うところがございまして、今までわかばさ

んを利用されていた方がほかの事業所に移ったときに、今までと違うという部分での

。 、 、苦情が入っております そのあたりは なかなか事業所さんのやり方がありますので

事業所さんにこうしてほしいというのは難しいところがあるのですけれども、例えば
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予約がとりづらいというのが結構ございます。人数が少ない中でやっている中で大勢

の方が利用されるようになってきまして、その中でどうしても事業所さんのほうにも

お話をお伺いしたところ、やはりほかのシフトとかがございますので、お断りしてし

まうこともあるというお話をお聞きしております。そのあたりが今後ちょっと検討し

ていかなければいけない課題かなと感じております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 今利用状況を昨年の４月と今年に数字を出していただいたの

ですけれども、大変な激減をしているわけです、利用状況が。これは、民間企業であ

れば大変な問題です。これだけ使っていたのがこれだけに減ったということは。社長

であれば、何をやっているのだということになると思うのですけれども、公的なとこ

ろでやれることって限られてくるから仕方ないのだっていえばそれまでなのですけれ

ども、こういう数字がえらく減ってきて障害者等が利用が悪くなってきて、利用の仕

方が不便になってきているのです。その辺、課としてどういうふうに受けとめていら

っしゃいますか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

４月の利用状況は25人ということなのですけれども、各４事業所のほうに問い合わ

せまして、登録されている人数を確認しましたところ、合計で40人の方がそれぞれの

事業所に登録をしていただいております。予約がとりづらい部分もあるかと思います

が、こちらを利用していただいているということと、それ以外にも福祉タクシー券の

ご利用であったりとか、これを機にご家族の送迎に切りかえたという方もいらっしゃ

います。

また、障害者の介護給付の中でも通院介助とか乗降介助というものが入っておりま

す。また、介護保険の要介護のサービスの中にも入っておりますので、それらの事業

をうまく利用されているのかなと考えますが、いろいろなサービスが複雑化しており

ます中、やはりこれをもう少しルール化をして、利用ができない人が出てこないよう

な形で整理をしていかなければいけないのかなということは考えております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。
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〇１番（ 本秀二議員） 40人の方が登録されているということなのですけれども、利

用状況は、サポートなめがわさんとかサンメイトさん、限られてきているのですけれ

ども、ここの数字がなめがわさんはわかばさんがいたころに比べるとふえているから

まだあれなのですけれども、このほかにタクシーを使っている方がかなりいらっしゃ

るというわけなのですけれども、タクシーは出しているのはわかるけれども、使って

いる状況がまだわかってきていないという状況なのですが、この辺でタクシーは、数

字的なものはわからないのですけれども、感触としてうまくタクシーを使ってもらえ

ているような感触はありますでしょうか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

タクシーを利用している方からの声としましては、やはりタクシー券の使える枚数

が限られているということと、あとはやはり距離によっては費用負担が大きくなると

いうようなお声は伺っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） タクシーの場合は、後からの畠山議員のほうからも質問があ

るかと思いますので、私のほうでは余り触れませんけれども、そういうことで使い勝

手の悪いところとかいろいろ問題もあるわけなのです。ですから、障害者の方とか高

齢者の方が使い勝手がいい、近くにあって、わかばさんのようなものが町にできない

ものかというのが切実なる願いだと思うのです。最終的にはそこのところに、求める

ところはそこだと思うのですけれども、そういう可能性とか、そういう方向で進めて

いくという、そういうものはあるのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

先ほど （４）の答弁にもございましたように、町全体的に交通支援事業を見直し、

しなければいけない時期に来ているということで、プロジェクトチームを立ち上げま

した。その中でそれぞれのサービスを整理して、障害者の方、高齢者の方が利用しや

すいような包括的なシステムとして考えていきたいと考えております。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） そういったものは、いつごろまでに出てくるようなものでし
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ょうか。そういう考えはあるというのはあれなのですけれども、いつごろまでにはそ

ういったものを構築したいとか、その間は何かほかの具体的な対策で対応していくと

か、そういうことはないのですか。私いつも思うのですが、社会福祉協議会のそうい

ったところでわかばさんのような事業を一時的にできないかというのが一番いい案で

はないかと思っているのですけれども、その辺の可能性というのはどうなのですか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 本議員さんのおっしゃられたようなことも念頭に入れ

まして、検討しているところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） そういうことで、私のお願いしたような件も含めた検討も入

っているということなので、これ以上どうだとか、そういうこともありませんので、

、 。ぜひ早い時期にそういった確かな方法を出していただきたいと このように思います

前向きな答弁をいただきましたので、この質問につきましては以上としたいと思いま

す。

それでは、３項目の公益通報のほうに移りたいと思います。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇１番（ 本秀二議員） 私は、平成27年の第４回定例会、私が議員になって初めての

定例会だったのですけれども、そこで嵐山町に公益通報がないということで指摘させ

ていただきまして、町のほうで28年の１月15日付で嵐山町職員等の公益通報の取扱い

に関する規則を制定していただきました。

この制度に対する意義について、お伺いをしておきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 では、質問項目３につきましてお答えをさせていただきま

す。

平成18年４月に施行されました公益通報者保護法は、食品偽装やリコール隠し、改

ざん等、消費者の安全、安心を損なう企業の不祥事が事業者内部からの通報により明

、 、 、 、らかになったという背景から 公益通報者の保護を図るとともに 国民の生命 身体

財産の保護に係る法令の遵守を図ることを目的として制定されました。また、国の行
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政機関を対象に通報を適切に処理するための基本的事項として定められた指針が示さ

れ、同様に地方公共団体を対象に平成29年７月、消費者庁においてガイドラインが策

定されたところでございます。

町においても職員等の公益通報の取り扱いに関する規則を施行し、運用しておりま

す。これらを適切に運用することは、内部監査機能の強化や組織の自浄作用の向上に

寄与するなど、法令遵守の確保につながるものと考えられます。規則が施行された平

成28年２月から現在まで通報はございませんが、内部職員からの通報窓口が設置され

たことによりまして、職員が安心して通報できる環境が整備され、不正行為に対する

抑止力として機能していると考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 公益通報といいますと、今では大体大分かなり知られてきて

おりますけれども、いわゆる内部通報というような形のものだと思います。しかし、

これは内部通報ではあるけれども、公益のために保護するものであるということでこ

の制度もあるわけなのです。一番大事なことは、こういう規則があるというだけでは

なくて、その規則がいかに職員が正しく理解して、よく周知されているかどうか。こ

このところが一番大切になってくるわけなのです。その辺について、職員に対してど

のように周知を図っているかといったところを教えていただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

、 。 、先ほどご答弁申し上げましたが 町で規則を施行したのが平成28年２月と 定かに

当時どのような職員に対して周知をしたかというのはちょっと覚えてはおらないとこ

ろではございますが、こうした規則を制定しますと職員に対してはこのような制度を

つくりましたと。今回の規則につきましては、窓口を総務課のほうに設置をしたとい

う内容でございますので、当然職員に対してはこうした窓口を設置いたしましたと、

もしこういったことに該当することがあれば、それは職員として通報をと、このよう

な形で周知をしたものというふうに考えてございます。

ただ、その制定をした後、ここ数年このような形で窓口が設置をしてありますとい

うことを職員に対して改めてまた制定以降したことは恐らくないというふうに思いま

すので、今回ご質問いただいたこともございます。総務課といたしましては、改めて
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これを機といたしまして、職員に対して周知をしてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 所定の書式とか、受付の窓口でというようなこともあるわけ

なのですけれども、きちんと形で出てくれば、はい、わかりましたということで受理

はされるのですけれども、そういう様式にのっとったきちっとしたものができないも

のもあろうかと思うのです。風評であったり、ちょっと耳に挟んだ程度のものはそう

いったものは流されていってしまうということになる心配があるわけなのです。

そういう場合には、やはりこれはしっかり対応すれば公益通報として出させて受理

。 、すべきではないかというような事案もあるかと思うのです それを出てきてないから

公益通報はありませんでしたということだと、この制度の中身がしっかり伝わってい

ないなというような感じもするものですから、そういうところを窓口はありますよと

、 、 、 、いうだけではなくて 何のためにあるのだ 何を守るのだ どういう方法があるのだ

そういうものがどこかで聞けばこういうふうにして指示をしてやって、きちんとした

手続を踏ませるのだということを、しっかり職員が個々にそういうことをわかってい

ないと、あってないようなものになってしまうと思うのです。

まさに、大きく構えて、物事を小さくおさめる。これは内部の、あるいは組織を守

るということだけではないのです。組織を守るということは、これは町民の利益にな

ることですから、そこのところがやっぱり大事なのであって、役場の組織を守るだけ

でやるのではなくて、役場の組織がしっかりするということは町民の利益になるわけ

ですから、例えば今あるような状態がそれではいいのか悪いのかという、決していい

状態ではないところもあるわけなのです。そういうものが発生しないようにきちんと

して、大きく構えて、小さくおさめて正しい町政を、業務を行っていくということが

私は非常に大事だと思うのです。そこのところに対してやっぱり町も考えていただき

たいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

冒頭の議員さんの質問が、この制度に対する町がどう意義を考えるかというところ

だと思います。まさに今議員さんがおっしゃるとおりでございまして、この法律自体
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は公益通報者を守ると、こういったことを一つの第一義的な目的として制定がされた

ものというふうに理解をしておりますが、あくまでもこれを守るというのは一義的な

ものでございまして、この制度を適切に運用していくということが、例えば今議員さ

んがおっしゃった町民の町に対する信頼が得られるものだということにもつながりま

すし、行政としてもより適切な行政運営を図ることができると、組織のあり方を正し

ていくと、こういったことにつながる制度だというふうに思っております。

先ほどご答弁申し上げましたが、全ての職員が本来のこの法の持つ意義、制度の持

つ意義、こうしたものをやはり正しく理解していただく必要は当然あろうというふう

に思います。機会を設けてこういった制度、意義、きちんと総務課としては職員に伝

えていきたいと、理解をしてもらうと、そういった取り組みをしていきたいというふ

うに考えてございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 細かいことをいろいろしてもあれですので、今の課長の答弁

で私は十分だと思います。私がこうやって一般質問をすることも職員の方もわかりま

すから、それも一つの意義があるかなと思って質問をしているわけですので、ぜひお

っしゃったような答弁を徹底していただければありがたいなと思っております。

以上でもって私の質問を終わります。

〇佐久間孝光議長 ご苦労さまでした。

◇ 大 野 敏 行 議 員

〇佐久間孝光議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号２番、議席番号３番、

大野敏行議員。

初めに、質問項目１の太陽光発電、協議を義務化へからです。どうぞ。

〔３番 大野敏行議員一般質問席登壇〕

〇３番（大野敏行議員） 議長のご指名をいただきましたので、私の一般質問を行わさ

せていただきます。

私の一般質問は、大項目として２項目でございます。まず初めに、太陽光発電、協

議を義務化へということで、質問要旨について読み上げさせていだたきます。

町内における一定規模以上の太陽光発電設備設置事業を対象に、新たな手続を定め
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る条例化についてお伺いをいたします。

（１）1,000平方メートル以上または50キロワット以上の太陽光発電設備の設置を

対象に、事業者に対し事業の適法性を確認後、地元住民への周知、意見聴取、協議と

町長との協議を義務化することが必要と思うが、そのお考えをお伺いします。

（２）につきまして、1,000キロワット以上の大規模太陽光発電（メガソーラー）

に関しては、事前に地元自治会などとの協定書の締結をもって町長の同意を得ること

を義務化することが必要と思うが、そのお考えをお伺いいたします。

（３）としまして、町長が同事業を抑制する区域を指定し、抑制区域ではこれまで

より厳しい要件を設けることで、生活や自然環境との調和を維持することが必要と思

うが、そのお考えをお伺いいたします。

以上です。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 それでは、質問項目１の（１）及び（２ 、あわせてお答えをさ）

せていただきます。

再生可能エネルギー電気の固定買い取り制度開始以来、特に太陽光発電施設の設置

が著しく増加しています。この事業は、法に基づく国の認定が必要であり、事業を実

施する際に他法令の違反が判明した場合は経済産業大臣による改善命令や認定取り消

しが可能となっております。これにより、事業実施における関係法令遵守や一定の環

境への配慮が担保される仕組みとなっております。

近年埼玉県内でも太陽光発電施設の設置が増加し、設置に当たり近隣とのトラブル

事例が散見される状況にあります。嵐山町内においても施設の設置や相談が増加して

おり、設置に当たってのトラブルを未然に防ぐ必要があることから、平成29年12月に

嵐山町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを定め、現在はこのガイドライン

に基づき、事業者に対して適正な事業実施や周辺地域に対する配慮を求めているとこ

ろでございます。

議員ご質問の事業者に対して各種手続を義務化することにつきましては、基本的に

はガイドラインに基づき、適切に対応するよう求めている状況でございますが、法令

に定められた手続でなければ事業者が適切に対応することは担保されておりません。

このような状況から、他県においては条例化により一定の強制力を持ち、事業者の責
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任ある事業実施を求めている自治体があらわれてきているようでございます。

本町におきましては、これまでの事例や相談等のある事業地の多くが行政界付近と

いう状況にあります。また、近隣自治体も同様でございまして、条例化により各種手

続を義務化する場合は隣接する自治体と歩調を合わせて、適正な事業実施を求めてい

くことが効果的ではないかと考えております。現在のところ、近隣自治体とこのよう

な協議は行っておりませんが、今後研究してまいりたいと考えております。

続きまして、質問項目１の（３）についてお答えをさせていただきます。町長が同

事業を抑制する区域を指定することにつきましては、太陽光発電設備を設置しようと

する土地の所有者の中にはさまざまなお考えをお持ちの方がいらっしゃると思われま

す。基本的には土地の有効活用を図りたいという権利者の考えは尊重されるべきであ

ると考えますが、周辺環境や防災などの面をはじめ、地域への影響に対する配慮につ

いて、事業者は関係者に対する説明等の責任も求められるものと考えております。

太陽光発電事業の実施区域を抑制することは、個人等の土地の利活用を抑制するこ

とにつながるものであり、町としても配慮する必要があると考えております。現在の

ところ、同事業を抑制する区域の指定については考えておりませんが、設置者に対し

ては、ガイドラインに基づく適切な対応を求め、近隣住民等の安全、安心を確保して

いきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 再質問をさせていただきます。

まず、１番のこの質問の（１ （２ （３）と分かれて、細分化して質問をいたし）、 ）、

ましたが、これは今年の３月に愛知県の瀬戸市が条例化をした、その細分化された項

目でございます。私が町に求めるのは条例化でございますので、このような細分化に

つきましては、条例化をする場合には町の考える細分化でもよろしいかなとも思って

ございますので （１ （２ （３）を含めた形での再質問とさせていただきたいと、 ）、 ）、

いうふうに思います。

、 、昨年６月議会で 私はやはり志賀地域のある山林のことをテーマに持ち上げまして

同様の質問をいたしました。町からの答弁としましては、県の担当者指導のもと近隣

の市町村でその研修を受けると、その研修は７月に行われるよというような答弁をい

ただいてございました。その研修を受けた後の町の方向はどのように変わってきたの
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か、ガイドラインということで全然変わっていないのか、その点は先にお尋ねしたい

と思います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

今現在基本的にはガイドラインを定めて、それに基づいた事業者へのさまざまな配

慮等を求めているということでございまして、その先については先ほど答弁させてい

ただきましたが、条例化ということにつながるかと思いますが、それについてはまだ

具体的な研究等を始めている状況ではございません。あくまでもガイドラインに沿っ

た形での対応という状況でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 私たち志賀地区におきましては、この２年間、業者と20回以

上にわたる話し合いをしてきて、協定書というのを結ぶところまで至りました。当初

の段階では、業者と私たち地元、業者が町の担当課に行かれたり、寄居林業事務所へ

行かれたりしておりました。その都度、業者というのは都合のいい話をするのです。

私たちと話をするときには、町では了解もらいましたよと、寄居林業事務所からも了

解もらいましたよと。町へ行ったときには、地元の人たちはこれでもうわかったとい

うことで、了解しましたよというようなことで、都合のいい情報をそれぞれ与えてい

くと、業者は。

そんなことは当初の段階でわかりましたので、実は私たちは町へお願いをいたしま

して、当時環境農政課、この担当課の方には、私たちはその業者と打ち合わせるのが

大体土曜、日曜の夕方６時、７時、場合によっては平日の夜７時からという形で打ち

合わせをしてきたのですが、初めの段階から町に相談しまして、その都度参加してい

ただいております、私たちのこの協議に。昨年の４月からは、環境課と農政課に分か

れましたので、両方の担当の方が私たちが業者と話し合うたびごとに参加していただ

いておりました。そこに対しましては大変ありがたく、感謝を申し上げております。

これは、町の指示だったのだと思うのですけれども、その辺のことについては職制の

皆さんは全員知り得ていらっしゃることなのでしょうか。まず、そこらのところをお

尋ねしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。



- 60 -

〇内田恒雄環境課長 情報といいますか、事業者の考え方、それに対してきちんと対応

していただくための地元との連携という意味でこれまでも、町も参加させていただい

たということで、町の担当課の中では情報は共有されておりますし、それからいろん

な手続の中で、事前協議等の段階でもそういった情報については共有しながら対応し

ているというような形だったかと思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

（ ） 、〇３番 大野敏行議員 町はいろんな仕事の関係で細分化はされておりますけれども

町は１つであるし、一体であるし、特に課長以上の職制になりますと全体のことをや

っぱり見る目を持って行動していただけると。そんな形の中で嵐山町が推移してきた

ということであれば、これは全くすばらしいことであり、これからいろんな問題に対

して、特にこういう問題に対しての条例化をつくっていくについても、真剣に取り上

げてくれるものかなというふうには考えます。

、 、 、私たちが取り組んできた そして町の指導も受けて 協定書の内容まで至ったのは

今２つの業者、嵐山町の志賀においては２つの業者と協定書を結びました。１社につ

きましては、開発面積1.7ヘクタールでございます。パネル枚数が4,276枚、工事期間

が６月の中旬から10月の中旬まで。もう１社が6.46ヘクタール、パネル9,760枚、工

事期間が６月中旬から12月初旬まででございます。

なぜこのような形になったのか、これはもう数十年前に業者に開発と言われて、こ

こらの山林が虫食いのように買われてしまっているところであるということでござい

ます。志賀地区にそういう場所が点在しているよと、志賀地区に限らず小川の下里地

域にもまたがってそういうところが点在しているということは町の職員の方々はご存

じでしょうか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 具体的にどこがどうというところまでの承知しているということ

はなかなかお話しできませんけれども、ある程度個人ではなく業者が所有しているよ

うな状況はいろんな機会で触れることがございました。その程度の認識でございます

が、実際にそういったところが今後何かしら太陽光だけでなく、いろんなことが起こ

る可能性もあるかなという程度の認識で大変失礼ですけれども、所有者がさまざまで

というような認識は持ってございます。
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〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 他町村のことで大変申し上げづらいのですけれども、他町村

では不良債権となっている山林を競売に出したのです。競売に出しましたら、特に今

蛍の里として蛍もかなり生息している場所も含めて、その地域が太陽光発電業者に買

われてしまったのです。当町のことではないので。ただ、当町と隣接しているので、

そういったところが太陽光発電業者に買われてしまうと、その後は……それが谷津な

のです。谷なのです。谷に太陽光発電をつけるとは誰も思わないです。太陽の明かり

が余り入ってこないわけですから、入ってきたとしても日中のほんの数時間のところ

しか日が当たらないわけです。それが買われてしまっている。太陽光発電と産業廃棄

物の不法投棄の処理が隣り合わせであるよということの認識は、町の皆さんはおあり

でしょうか。ちょっとその辺もお尋ねしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

議員さんおっしゃられたとおり 太陽光のパネルを設置する パネルは南向きに20度、 。

から30度の角度で設置するというのが一般的な設置の仕方かと思います。そういう設

置をしていくに当たりましては、土地の形状もそれに必要な形状ということになって

、 。きますと 谷になっているところについてはそれが可能な形状にしなくてはならない

当然不可能であれば埋め立てなり、そういったことにつながってくるということにな

ろうかと思います。そういったことの危険性、可能性という認識は持っておるという

ことでございます。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 滑川町を中心としまして、ため池農業を保存していこうとい

う動きがありまして、嵐山町もその一員であります。ため池農業をしっかりと運営し

ていくには、山に降った雨がその山にしみ込んで、しみ込んだ水がちょろちょろ、ち

ょろちょろ流れ出して、山の麓にある沼にそれが水が入って、ため込んで、ためた水

を下流域の水田の水源としようということで、この地域はほとんどのところが沼を利

用した水田をつくっているわけです。

前は埋立地や何かで太陽光発電をつけたりした。だから、海岸沿いのところが以前

は大変太陽光発電が多かったのですが、そちらのところもどんどん設置するところが

、 。 。なくなってきて 今太陽光発電業者が狙っているのは山林です 山林を狙っています
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山林を狙う意味が実はあるのです。なぜ山林を狙う意味があるか、それは農業が日本

の中でも自給率がもう40％をとっくに切って、30％近くくらいになってしまっていま

すかね。特に水田農業なんかを各家庭、家庭でそれを受け継いでいくよという人がい

なくなってしまっておりますので、また親の代で亡くなったときに相続としては農業

者しか相続、畑とか田んぼはできないものですから、兄弟が多かった場合には山林を

外に出ているその引き継ぎ者に分け与えてあげるわけです。山林の持ち主は、今では

大方の恐らく３割、４割の人は嵐山町内に住んでいない方が山林の持ち主であるかな

というふうに思うわけです。それは、これからますます進んでいくのかなと。

ですから、今の時点ではまだまだこの地域の方々が６割、７割は地主でありますの

で、やはりしっかりと地元の方と話し合って、町はどういう方向でこの地域を守って

いくのだよということを出していかないと、ますます先に行けば行くほどとても条例

化なんかはできない時代になってしまうのかなと。早急になってしまうのかなという

ふうに思いますが、その辺についてはどのようにお考えですか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 今ガイドラインを中心に、事業者のほうにはいろんなことへの配

慮、そういったものをお願いしているような状況でございます。その中でも隣接住民

や地元に対しての周知を図るということもそうですけれども、協調を保つこと、これ

をやっぱり遵守事項としてうたっております。ここの点については、一番最初、入り

口の段階で相談に来た段階できちんとそれがまず事業として計画をしていく上では一

番大切なのかな。

そのほかにも、進める上ではやはり安全対策であったり、さまざまございます。最

終的に事業が終わって運用開始をしたときには維持管理、それからもっと先のお話を

してしまいますと、事業を終了した時点での後始末、そういった対応についてもそこ

までも考えて、その入り口としては周辺住民にまず理解をいただく、協調する姿勢を

持っていただく、そういったことをこのガイドラインに規定されている遵守事項にの

っとった形で守っていただくというような形で町としては進めるというような姿勢で

いるところでございます。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 志賀地区で今年の３月、志賀１区の総会で区民の決議をいた

しました。決議の内容を少し読み上げさせていただきます。
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「私たちの暮らす嵐山町志賀地区は、昔から志賀村と呼ばれてきました。この地域

に根づいた先祖たちが四家、４つの家から始まり、村社会を築き生活したものと推察

。 、 、 。されます 四家 ４つの家の名字が何であったのかは諸説あり 定かではありません

志賀村に暮らす人々の最大の仕事は農業でした。田畑を人力で耕し、米、麦と自給用

の野菜をつくり、生計を立ててきました。水田の水は山林からの湧き水をため池に貯

水し、必要時に話し合い、分け合って利用してきました。三十数年前、この地区に学

園都市をつくるとの噂が流れ、業者による山買いが始まりました。バブル最盛期であ

り、高値にての買取価格が提示されたことによって、多くの地権者が山林を手放しま

したが、学園都市構想はバブルの崩壊とともに消滅し、買収した業者も倒産し、地権

者の名義変更された山林が残りました。その負の遺産である山林を再利用とする動き

が始まり、１番目が産業廃棄物中間処理場の建設でした。当時所沢・三芳地区や秩父

地区などでは、これ以上産業廃棄物処理場は受けられないとの市民運動が活発に起こ

り、業者はほかの受け入れ可能な地域を躍起になり探しておりましたので、当地区に

白羽の矢を立て、開発を進めてまいりました。この動きに対し、当地区が産業廃棄物

汚染に侵されることのなきよう、また水源確保を求め、産業廃棄物業者対策委員会を

立ち上げ、現在に至っております。この間、数度にわたり産業廃棄物の埋め立て、持

、 、 、ち込みの企画が起こりましたが 対策委員会では内容を調査検討を重ね 自然を守り

行政の協力も得て対処し、行動してまいりました。最近メガソーラー（大規模太陽光

発電）施設のための山林開発の動きが始まり、志賀地区の土地をまたもや業者が手に

入れる行為が起こり、業者自前の用地にメガソーラーを設置するため、反対運動が難

しい状況となっております。しかし、当地区においては、大切な水源となる山林をコ

ンクリートがら等の産業廃棄物で埋め尽くしてしまう開発行為には断固反対いたしま

す。先人たち、先祖や親が命がけで築き上げてきた豊かな自然と私たちの食の源であ

る米づくりの水源確保を継続させるため、山林への産業廃棄物埋め立て持ち込みに反

対する志賀地区の総意として、決意署名をいたします。１、私たちは志賀地区の山林

に外部からの土を含む産業廃棄物等の持ち込みを一切同意いたしません。２、現況山

林の開発、整地については協議を要します。2019年３月17日志賀１区総会」

この２のことが大変大事でございまして、現況山林の開発、整地については協議を

要します。業者に対しては一切そういう持ち込みはさせないけれども、そこに住んで

いる、そこに土地を持っている自分の子や孫、または外に出た兄弟がそこに住みたい
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よと言った場合には、それは協議によって全て何でもかんでも反対ではないですよと

いう、地権者の立場も考えてまでもこういう決議をしているわけなのですけれども、

それは町でも同じことだと思うのです。地権者のことを思って、地権者に優しい行政

であることは大事でありますけれども、この地域を水と緑のこの嵐山町をどうやって

守っていくかということが町とここに暮らす私たち区民が一体となってやっていかな

ければいけないことでありますので、ぜひ町はいろんな地域がありますから、その投

げかけをしてもらいたいなというふうに思うのですけれども、その点に対してはいか

がでしょうか。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

午後の再開を１時30分といたします。

休 憩 正 午

再 開 午後 １時２７分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

答弁からです。どうぞ。

〇内田恒雄環境課長 それでは、地域に対する投げかけのご質問をいただきました。お

答えさせていただきたいと思います。

太陽光の事業者、町のほうに相談に来た際には、可能な限り計画していることを聴

取いたしまして、必要な資料が整っている、その段階で庁舎内、役場の中で関係部署

での協議をまず行うような形になるかと思います。それで、情報共有を図るというこ

とがまず第１。

それから、あわせまして事業者に対しては、ガイドラインにも遵守すべき事項とし

てありますが、計画の段階において隣接住民に周知を図り、協調を保つとか、そうい

った規定もございます。情報提供の確認をとった上で地域の代表の方、それから地域

の団体と関係するところには可能な限り情報提供を行いながら、町としては地域、そ

れから関係するところと連携を図って対応していくというようなことで地域に投げか

けるというような考えを持っております。よろしくお願いします。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） この太陽光発電の問題に関しましては、嵐山町１町だけがい

かに頑張ったとしてもそれだけなのです。この答弁にもあるように 「条例化により、



- 65 -

各種手続を義務化する場合は、隣接する自治体と歩調を合わせて適正な事業実施を求

めていくことが効果的ではないかと考えております」という答弁がございます。この

太陽光についても、産業廃棄物業者についても行政境を狙いますから、嵐山町におい

ても志賀は小川との行政境、鎌形地区は鳩山との行政境、古里は熊谷市ですか、その

行政境、吉田も滑川との行政境、そういったとこを狙ってどんどん、どんどん侵食し

てきます。

ですから、県の指導もいろいろ仰いでいるわけですけれども、やっぱり近隣の行政

と、どこの行政の方々も悩んでいると思います、このことに関しては。俺たちだけで

はどうしようもねえよなと恐らく思っていると思うのです。ですから、やっぱり関連

する近隣の行政の人たちとは常に情報交換をし合いながら、そして私は嵐山町がその

リーダーシップをとってもよろしいのかなと思います。私どもがそのリーダーシップ

をとるから、私どもの庁舎に来ていただいて、この条例化に対してみんなで考えてい

こうやと、この地域、比企の地域としてはこういう地域にしていこうやといった相談

をぜひしてもらいたい。こういうことでこうですよと情報を流すだけではなくて、意

、 。見交換をしてもらいたいと思うのですけれども その辺に対してはいかがでしょうか

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

太陽光の事業に対する対応でございますけれども、先ほど議員さんのお話の中にも

ございましたとおり、条例化しているところが多く、特に最近は山林といいますか、

山のほうにターゲットが移ってきているような、そういう状況です。関東を見ても、

茨城県等条例が大変多く制定されるような状況があります。いわゆる平らなところが

多いからということなのでしょうか。早くにそういった事業が進んだというようなこ

とが考えられます。だんだん、だんだんこちらの丘陵地域に事業が移ってきて、埼玉

県内ではガイドラインの策定というレベルですけれども、まだ全部ではございません

けれども、１市13町１村ですか、がガイドラインを策定している状況でございます。

そういった中で、やはり比企地域は大体のところでガイドライン、それから開発指

導要綱の見直し等を行って対応しているというような状況がございますので、この太

陽光の関係についての意識というのは大分高い地域だということが考えられます。そ

ういったことからしても、近隣の自治体と協議をしてよりよい対応ができる方向に進

むということは、本当に取り組まなければならないことだというふうに考えておりま



- 66 -

す。リーダーシップという形でとれるかどうかということは、ちょっとなかなか、何

とも私も力不足のところもございまして、ここではっきりと申し上げることができま

せんけれども、そういった考え方を近隣と相談するような形で投げかけていくことに

ついてはやっていければなというふうに考えております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 志賀太陽光発電の協定書、ここにございます。役場のほうに

も１部提出してございます。少しその辺のところ、これ役場の指導をいただいてここ

までの協定書ができ上がったわけです。

ちょっと読み上げさせてもらいます。私たち対策委員会が甲でございまして、業者

、 、 、 。 、が乙ですけれども 条件の中に 第１条 基本条件が７項目ございます １項目めは

「乙は、本林地開発造成工事太陽光発電事業において産業廃棄物、残土等の搬入処理

は一切行わない 。２つ目として「乙は、水田耕作に必要な水量の確保に協力する 。」 」

３つ目として「乙は、諏訪沼の維持管理のため、造成工事中、太陽光発電設置完成後

及び太陽光発電稼働後においても甲の監査、入場を認める 。４つ目として、乙は、」

開発・造成に伴い流出する雨水の水質保全を行う 。５つ目としまして「乙は、林地」

開発造成、太陽光発電事業について水災害に対する安全確保を行う 。６つ目としま」

して「乙は、開発造成が起因する事故、問題が生じた場合、解決を図り、責任体制を

確立し、補償する 。７つ目として「甲と乙とは、工事開始後に現場での月１度の定」

例会議を実施する。太陽光発電事業開始後に年１度の定期協議を実施する。必要に応

じて嵐山町役場職員の参加を求めることができる 、これが基本条件第１条です。」

第２条は、具体的条件です。１つ目として「乙は、本林地開発造成工事、太陽光発

電事業において場外からの搬入等で産業廃棄物、残土等の処理は一切行わない 。こ」

れ、基本条件１の中にもうたわれています。２番目として「乙は、諏訪沼の堤の漏水

改修を甲の要請に基づいて行う 。３つ目として「甲は、事業区域流域の隣接する土」

側溝、水路の構造物による整備を乙に依頼する。乙は、甲が実施する整備について、

検討してできることは協力する 。いろいろ、まだこれは８項目まであります。」

第３条として、預託金という項目があります 「乙は、金1,000万円を預託金として。

乙の口座に預ける 。甲の口座に預けますと、これは贈与になってしまいまして、税」

法上いろいろ問題がありますので、自分の乙の業者の口座に預けるのですが、２番目
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として「預け先は、埼玉中央農協菅谷支店とする 。３番目として「乙は、甲から依」

頼があった場合には口座残高報告を甲に行う 。４つ目として「預託金は、不測の事」

態発生時の緊急費用などに充当する 。５つ目として「乙は、預託金の使用に際して」

は甲と事前協議をし、合意を得てから行う 。」

その他の第４条があります。第４条の中で大変重要なことがあります 「乙は、所。

有権、事業権の転売を極力行わない。万が一転売する際には、乙は甲に事前報告をし

た上で協議をし、転入先も含めた甲、乙、購入先の３者による協定の確認を行う。転

売した際には、協定書（改訂版 、新たに結ぶ太陽光発電施設維持管理協定書は生き）

続ける 。」

、 。 、こんなことまで しっかりとうたってあるわけです それも私たち地元民だけでは

なかなかここまでのことはできませんでした。やっぱり知識にたけている町の協力が

あったればこそできました。ですから、こういう動きを町はしてくれているわけです

から、全町にそれを広げていくことはそんなに難しいことではないかなという気がし

ます。今申し上げたように、嵐山町だけではかなり難しい面もありますから、より近

隣町村との細かな連絡をとり合って、ぜひ率先してこのことに対しては嵐山町が……

地球温暖化防止条例も制定している町ですから、ぜひやっていただきたいというふう

にも思いますし、緑と清流の町嵐山ですから、ぜひその辺のこともお願いしたいなと

いうことなのですが、この辺につきまして、町長のほうの見解もしございましたらご

答弁願いたいなというふうに思います。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

地域を守っていくというのが、それだけもう大変な時代に入ってしまったなという

ような感じがするわけです。そして、全体的に、今お話をいただきましたように、嵐

山町は自然を守り、環境を整え、緑と清流の町をつくっていくのだということで、町

民一致をしてこの方向で進んでいるわけです。一致をしてなのです。ですから、今議

員さんおっしゃったことも、地域が一致をしてという、地権者が今の話の中で一致を

していかないと弱くなるなという感じがするのです。そして、町がそれに応援をする

といっても、やはり地域が一致をしてという一体感がしっかりないことには、町はど

うこうするというのも大変弱くなってしまうのではないかなというような感じがいた

します。
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、 、 、そういう中で いろんな情報ですとか いろんな方策の情報が入るものについては

今言ったように情報を共有をしていけると思いますし、地域でいろんな動きというも

のも早く察知ができるでしょうし、お互いにそういうようなものを連携をし合うとい

うことはおっしゃるとおりでございます。

それで、ほかのところとの連携とかというお話ですけれども、これもどこでも同じ

苦労はしているのだと思うのです。ですので、できないことはないというふうに思う

のですが、思うのですがなのです。やはりこの私権が絡むわけです。ですので、ここ

。 、 、のところが全く大変厄介なところであるわけです 逆に考えれば 向こうにとっても

進める側にとっても、反対するものがこちらにあるとすると、そこのところがまた同

じように私権ですので、こっちがどこまで向こうの進めるものに、邪魔と言うと適切

でないかもしれないですが、そういうような形のものがどこまでできるか。向こうが

何かをやるというのに、こっちとすると困るというようなことを逆にもまた考えてい

けるのかなと。それもやはり一致団結がないと、それらの行動というのは全て弱くな

ってしまうのかなという感じがするわけですので、やはり一にも二にも団結だと思う

のです。そういうものに対して、町はしっかり自然を守り、ですからそういう形で一

緒に行動していく。

そして、今までも地域の賛成あるいは反対という一本のものがあって、町もそれに

呼応していくということになってやってきておりますので、その点についてはみじん

も変わっているとこはございませんので、これからも一緒になって自然を守り、嵐山

町をしっかり守っていく行動をとっていきたいというふうに思っています。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 業者が太陽光発電だけではなくて、こういう開発業者が欲し

い判こというのがあるのです。それは、水利組合の判こなのです。水利組合の同意書

が欲しいのです。

今嵐山町では、土地改良連絡協議会の中に入っていますから、全ての地域が、志賀

も土地改良組合という名称にしております。土地改良組合の組合長が１人だけ、業者

が寄ってたかってきて責めてくるのです。場合によっては、よろしくない人たちも組

、 。 。 。合長のところに来て 責めてくるというのが実情です どこでもそうです 実情です

、 、志賀においては 水利組合長を１人にしないということが以前からありましたので

対策委員会が矢面に立つよとなったわけです。水利組合長と対策委員会と一体である
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よと。だから、私たちの協定書の中には対策委員会の委員長、副委員長、連名で判こ

を押してあります。土地改良組合の組合長の判こもあります。業者のほうは１つです

けれども。こっちは、３人が１つになって向こうと相対をしていくわけなのですけれ

ども、そういうようなことができないとほかの地域においてもこれからどんどん、ど

んどん年代が変わっていって、若い人たち本当にさっきも言ったように、余り地元に

対して意識ないです。ここが変わっていってしまうと、嵐山町であっても、俺は嵐山

町の住人ではなくて、会社勤めしている、会社のあるところの人間なような感覚の人

が多くなっているのです。

そうではないふうにしていくには、今町長言われましたけれども、地域が一体とな

らなければ、町としてもなかなかそれを指導していくというのは難しいよとおっしゃ

ったのですけれども、やはり地域と町は一体ではなければいけないのです。それは、

私たちがこの協定書を結んでみてつくづく感じたのは、条例化されてあれば結ぶのも

うんと楽だったかなと実は感じているわけです。

皆さんに、きょう渡しました参考資料といいますか、一般質問の資料があります。

、 「 」これは ５大紙の一つであります毎日新聞に載っていた 太陽光発電 環境に優しい

というこのところなのですけれども、大事なのは一番下のクエスチョンに対するアン

サーなのですけれども、ちょっとこれ読んでみます 「これからどうしていけばいい。

んだろう 、これがＱですね。アンサー 「環境省は、原則として100ヘクタール以上」 、

に相当する出力４万キロワット以上のメガソーラーについて、来春から環境影響評価

を義務づける準備を進めています。しかし、実際にはそれより小さい規模のメガソー

ラーが大半で、比較的小さな出力のものは自治体の条例などで対応する方針です」と

いうことです。国がここらに対して条例化をしていこうとか、またそれを受けて県が

やっていこうとか、国も県もそんな気持ちは一つもないです。やっぱり各自治体がこ

れをしていかなければいけないという状況になっているわけです。

ですから、そこらのところも、これ５大紙の新聞に書かれていることですから、こ

れは記者が考えていることだけではなくて、しっかりと裏をとった中で記事を書いて

いると思います。ですから、そこらも通じまして、ぜひ真剣に町としては条例化に向

けて考えていただきたいということで、先ほど町長の答弁いただきました。今の状況

はそうでしょうけれども、これから早急にこんなことも真剣に考えていただくという

ことをお願い申し上げまして、この１番については終了させていただきます。
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２番目に移らさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇３番（大野敏行議員） 役場職員に外国人の採用を。今後当町においても外国人労働

者の増加が見込まれる。中小企業で働く外国人が心置きなく安心して働き、嵐山町に

、 、 、大いに貢献していただくよう 頼りになる行政として 例えば東南アジア系の日本語

英語の堪能な人材をいち早く確保することが大切と思うが、その考えをお伺いいたし

ます。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 質問項目２につきまして、お答えをいたします。

現在嵐山町では外国人、特に技能実習生として居住される方がアジア諸国を中心に

増加しております。こうした皆様が安心して生活をし、また技能の習得に励んでいた

だくことは行政としても望ましいことと考えています。

町の職員採用に当たっては、公権力の行使または地方公共団体の意思の形成への参

画に携わるものについては日本の国籍を有しない者を任用することができないとの地

、 。方公務員法の見解により 外国籍の公務員の採用を制限しているのが現状であります

しかしながら、近年では職種を限定し、外国人を採用している自治体もふえつつある

ようです。外国人に特化した窓口業務など、言葉の壁もあり、円滑なコミュニケーシ

ョンを図ることが難しいケースも見受けられますので、外国人の採用を検討すること

も一つの方法ではあると考えられますが、近年の技術革新による自動翻訳機や翻訳ア

プリなど補完できるツールも開発されており、こうした機器等の活用も視野に入れつ

つ、外国人が住みやすい環境を整えてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 私のこの質問は、かなり先取りをした質問であるかなという

ふうには自負しております。行政として、なかなか潤沢なお金があるわけでもありま

せん。ですから、今すぐにという意味での質問ではないということだけは承知してい

ただきたいというふうに思います。

私の身内にも香港人であったり、タイ人であったり、そういう方々がいらっしゃい

ます。私の関係する日本の男の人と結婚されて、日本に住んでいるのですが、そうい
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う人たちはどういう職場で働いているかというと一般に言われる飲み屋さん、そうい

うところでしか働けません。なかなか相談できる相手もそんなにいないのです、この

嵐山町には。お姉さんというのが池袋にいまして、相談するたびに池袋に行っている

のです。

外国人、結構日本に入り込んできています。まだまだ嵐山町には、そんなに多くは

ないと思うのですが、嵐山町へ日本人の夫の妻として来て、でも立派な職場にいる旦

、 、那だったりすれば そういう中でいろんな情報が得られたりするのでしょうけれども

そうでない人たちが結構いるのです。こういう人たちが相談できる相手というのは、

なかなか日本人には相談できないのです。同胞、はらからの東南アジア系の相談相手

がいると本当に心から安心して相談できると。そういう話は、その人たちからも聞い

。 、 、ております ぜひそういう人たちがいてくれるといいなと これは要望ですけれども

ですからその辺のところは心情としてはお酌み取りはいただけるでしょうか。ちょっ

とそのところのご答弁をいただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 国策として外国人を国内に迎え入れて、この日本の国の経済運営を

やっていこうという国の大きな動きがございます。また、外国人観光客が3,000万人

を突破したなんていう、こういう威勢のいい話もありまして、これからは外国人を日

本の活性化に役立てていくのだと、そんなこともございます。

まさに議員さんおっしゃられるように、外国に対するおもてなしの心、あるいは外

国人で嵐山にお住まいの方に対する心のこもった相談相手、そういったことは大変重

要なことであろうというふうに考えております。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 今嵐山に住んでいる日本人の奥さんになった方で有能な方も

結構いらっしゃるのです。その人が、では役場に来て働きたいと言うかどうかは別と

しまして、今地方公務員法というものがありますので、ここにうたわれているように

日本国籍も有しない者をただ単にあなたは優秀だからということで見つけてきて、職

員にできるわけではありません。それはそうだと思います。

ただ、嵐山町がこれから活性化していくために、嵐山町の中においては大変アジア

系の人たちの頼りになる職員もいるのだよと。これはマスコミ取り上げます。嵐山町

って優しい町なのだなと。要するに日本人に対してだけではなくて、グローバル化の
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世の中で外国人に対しても優しい町なのだなと。優しい町だけではなくて、日本で働

く人のために役立とうという気持ちがあるのだなということです。ぜひその辺のとこ

ろを頭の中、心の中にお酌み取りいただきまして、今すぐということではなくて私は

いいと思います。でも、近い将来的にそんな形の町、そういう職員がいてもいいかな

というような、そういうお気持ちが町長にあるのかないか、一言それだけ、町長のお

気持ちをお聞きしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 これからということで、お話をいただきました。外に出ると、東京も

そうですけれども、観光地に行けば日本人より外国籍の方が多いというような状況に

なっているのが今の日本であるわけです。そして、嵐山町でも今何カ国の人が住んで

いますかというふうに質問されて、答えるより大体多くなっているような地域が多く

なっているわけです。そういうのが今の現状であります。そして、それはこれからど

。 、 、んどん進んでいくのであろうというふうに思うのです そして 世界は小さくなって

言葉の壁も越えてしまって、いろんなツールを使って交際、交流ができるような状況

になってくる。

ですから、議員おっしゃるように、これから先というのはちょっと想像がつかない

ような状況に必ずなるであろうというのは想像ができるわけですけれども、そういう

時代がいつ、どうというのはちょっとはっきりしませんけれども、国のほうでもこれ

だけ外から入ってきて、観光客だけでなくて次の一手というのも当然国策として考え

ていくでしょうから、それらを見ながら嵐山町でもおくれないような対応をしっかり

とれるように、職員とも研さんを積んでいきたいというふうに考えています。

〇佐久間孝光議長 大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 以上で終わります。

〇佐久間孝光議長 ご苦労さまでした。

◇ 渋 谷 登美子 議 員

〇佐久間孝光議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号３番、議席番号13番、

渋谷登美子議員。

初めに、質問項目１の不妊に関する問題についてからです。どうぞ。

〔13番 渋谷登美子議員一般質問席登壇〕
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〇13番（渋谷登美子議員） それでは、渋谷登美子ですけれども、１番の不妊に関する

問題についてから質問いたします。

昨年度不妊治療への助成の利用が少なく、本年度嵐山町の一般会計で減額となりま

した。現状では、体外受精で生まれた子どもは24人に１人ということです。また、６

カップルでなくて、すみません、これ３カップルに１カップルが不妊に悩んでいて、

５カップルに１組が不妊治療をしているというふうな形になっています。不妊で悩ん

でいることは一般的な現象になっているのですけれども、人前でタブーになっている

現実があります。

今回この一般質問するに当たっては、まずタブーを破っていくということで一般質

。 、 。問をしています 物理的な子育て支援のほか 生物学的な支援も必要になっています

（１）以下の問題について、どのように取り組むか伺います。

ア、事業者の職場環境における協力体制への支援。

イ、町と医療機関との協力体制。

ウ、町と県との協力体制。

エ、家族の協力への支援。

（２）として、子育て支援センターは母子手帳からの支援が始まりますが、母子手

帳以前のカップルに対しての支援をどのように構築していくかを伺います。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１ （２）の答弁を求めます。）、

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 それでは、質問項目１ （１）のアからエにつきましてお、

答えいたします。

アの事業者の職場環境における協力体制への支援につきましてでございますが、仕

事をしながら不妊治療をする難しさとして、頻繁かつ突然な休みが必要であり、あら

かじめ通院スケジュールを立てることが難しいですとか、不妊治療に対する正しい理

解や知識がないなどの理由が挙げられます。そのため、退職をする方も少なくありま

せん。

町としては、企業が不妊治療と仕事の両立をサポートすることの重要性について、

積極的に企業に周知していくこと、またそうした支援をする企業を町としても支援す

るなど、企業が制度を整えるための支援について協力、支援を推進してまいりたいと

考えております。
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イの町と医療機関との協力体制につきましては、現在不妊に悩む夫婦からの相談や

不妊治療助成制度について、随時情報共有を図っていますが、今後も引き続き連携、

協力し、対応していきたいと考えております。

ウの町と県との協力体制につきましては、保健所の窓口で町の助成制度について周

知してもらっており、また不妊に関する研修への参加や情報共有を今後も図ってまい

ります。

エの家族の協力への支援につきましては、家族や親族から十分な支援を得られてい

ない場合も多く、特に治療費用の援助や精神的な面についての協力が得られていない

ようです。今後は、不妊治療の当事者だけでなく、その家族に対しても不妊と不妊治

療についての支援のあり方について啓発及び支援を推進してまいります。

続きまして、質問項目１ （２）につきましてお答えいたします。、

母子手帳の交付以前の支援につきましては、現在不妊治療、検査費の助成、妊娠を

希望する女性とその配偶者に対する風しん予防接種費用の助成を実施しています。そ

のほかには、婚姻届の際に県で作成したお祝いカード、ダイアモンドカード（ＱＲコ

ードから埼玉県こうのとり大使のダイアモンドユカイさんの動画メッセージが見られ

る）の配布や、成人式の配布資料の中に漫画形式の小冊子「願うときにこうのとりは

来ますか？」を入れさせてもらっております。このような若い男女に対する妊娠適齢

期や不妊に関する知識の啓発も重要な施策であることから、その支援について検討し

てまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 不妊について言えば、やはり１回の体外受精とか顕微鏡授

精というのは30万から50万と、１回について70万ぐらいかかるという話なのです。こ

れはすごい金額だなと思っていて、それを続けるかどうかという、まず女性も男性も

仕事を継続していかないといけないという大前提がありますので、仕事を継続してい

くためにどういうふうな環境をつくるかということで、私もどうしたらいいのかなと

思っているのですけれども、保険対象にすると保険料が高くなり過ぎるだろうという

ふうに思いまして、それででは助成金にするというふうな感じなのですけれども、保

険対象にすると、これが当然不妊治療に関しての労働法などの体制ができてくるので

すけれども、できるかなと思うのですけれども、今現在ガイドラインなので医療費に
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かかってどのくらいの、実際にこのぐらい費用がかかるということが、まず皆さん最

初に怖がる段階なのかなと思うのですけれども、その点については嵐山町ではどのよ

うに皆さんにお知らせしているか、助成金を出す以上それなりのことをしていると思

うのですけれども、それはどういうふうなお知らせをしているのか伺いたいと思いま

す。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

検査はともかくとして不妊治療は先ほど渋谷議員さんがおっしゃったように非常に

高額になる。ただ、不妊症というものが各その個人によって違う場合があります。検

査をしていって、いろんな状況によって不妊の原因があることになりますので、その

原因によって治療が決まっていくと。

ですので、不妊治療を開始する場合にも治療費が人それぞれ違ってきますので、こ

の額というのは、おおむねの額は出ますけれども、人それぞれ違ってくるので、それ

をどう説明するかというのは町としては難しいのかなと思っています。そこは、やっ

ぱり医療機関でどういった治療があってこういう費用がかかりますというところを、

それぞれの患者さんにお話をさせていただいて対応していくというのが、費用面では

ご説明になるのかなと思ってはいます。

本当にその会社、企業の中でどう対応していくか。先ほどもお話ありましたけれど

も、治療費用がすごくかかりますので、共働きで働いていて、奥さんと旦那さんで治

療を始めた場合に期間もかかるし、お金もかかるので、途中で奥さんのほうが会社を

やめなければいけない場合もある。ただ、そうしてしまうと今度不妊治療の費用が負

担できない、そういう問題もある。それも承知していますので、そういった面では治

療を始めるときに非常に費用面というのは細かく、お知らせしていくというのは必要

だと思っています。それは町としてするのか、それとも医療機関と連携してやってい

くかというのは、これからちょっと検討させていただきたいと思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 今現在治療費として助成があるのは、女性側の問題の不妊

なのですけれども、男性側の不妊の問題というのは48％あるのだそうです、大体。そ

うすると、男性に対しての治療というのは、私はどういうふうな治療かちょっと調べ
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ていないのですけれども、泌尿器科に大体行くということらしいのですけれども、嵐

山町の助成費の中で男性不妊に関しての助成というのを入れていくと、それを広報に

も出せるので、少し皆さんにオープンにすることができるかなと思うのですが、今現

在の中で京都府なんかは男性不妊に関しても幾らかの助成は出しているみたいなので

す。そういうふうな形をしていかないと、カップルの中でもなかなかうまくいかない

し、拡大家族というのですか、その拡大家族の中でも話ができていかないので、非常

に女性がつらい思いをするというのが現実かなと思うのですけれども、今の嵐山町の

助成の中でそういった男性不妊に関しての助成というのは考えられるでしょうか。伺

います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えします。

渋谷議員さんおっしゃるとおり、不妊の原因というのは男性も女性も両方にあるの

です。女性だけがあるという場合ではないので、そういった面で、今回助成制度が女

、 、 、性のほうの不妊治療ですと 卵子をとって そこに体外受精をしてというような形で

女性のほうの治療のほうが結構かかるというのが今の現状ですけれども、男性のほう

も検査をして、確かに男性のほうの原因があって不妊がという場合には、30年度まで

は助成がなかったのですが、埼玉県でも31年から男性のほうの助成制度を始めるとい

うことで話は来ております。今年度なのです。令和１年ですから、今年度の助成の中

で新たに変更として、多分今要綱を作成していると思うのですが、そういったことで

始めるような流れにはなってございます。なので、今後は男性も含めて、そういった

不妊治療に対する助成は始まっていくと思っております。町のほうも、そういう対応

をさせていただきたいと思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私もちょっとよくわからないのですけれども、不妊にかか

っての医療費というか、有給制度ですか、それは嵐山町の場合女性のみなのですか、

男性のみなのですか、その辺のことがよくわからないのですが、これもやはり同じよ

うに男性も医療には時間をとられるので、そういったものはどのような対応になって

いるのか伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。
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〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

町の職員ということでよろしいでしょうか。数年前に嵐山町が他の自治体に先駆け

て不妊治療に関しての休暇制度、こういったものを設けたところでございます。こち

らに関しては、男性職員、女性職員の差はなく、同じような形で規定をしているとい

うところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 全体的に労働法制の中で、まず不妊に係る治療の休暇とい

うのですか、それがないので、それをどういうふうにしてつくっていくかなんていう

のは、やはり労働組合側のほうがやっていくべきだと思うのですけれども、もちろん

意見書とか今後考えていきますが、それについてどのような考え方がありますか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 不妊治療を始めた場合に、その会社、企業としての協力で

、 、休暇がどうということですけれども まず不妊治療というのがどういうものがあって

どのくらい期間がかかってというところが多分一般の皆さんにまだそこまで周知され

てないのだと思うのです。

不妊治療の定義というのは、結婚をして２年間そういった行為をして子どもさんが

生まれない場合に不妊症ではないかという話で検査が始まって、その検査の結果、基

本検査として問題がなくて生まれないのか、それとも肉体的に障害があって生まれな

いのかというところでまた不妊治療が始まるのですけれども、不妊治療が本当に検査

だけでも３カ月とか半年かかったり、治療になってしまいますともう１年、２年とい

う長い期間になる。それも女性のほうの側でいくと不定期になりますので、そういっ

た面で内容を周知して、これだけの期間かかって、これだけの負担があるのだから、

ちゃんとしっかり社員として、その従業員に対して制度を確立するのではないかとい

うとこは、それは町としても当然啓発をしたり、そういった制度を推進するような考

え方を示していくのは、非常に必要だなと思ってはいます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ちょっと不妊のことに余り時間とってもあれなのですけれ

ども、私が実は一番……３人目の子どもが、やっと30代に、32歳か、33歳になって、

この問題があったので、いろんなお母さんたちに聞いてみたら、実は、えっ、そうな
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の、そうなのというくらい、不妊治療でお子さんをつくっていらっしゃる方が多かっ

たのですが、そのくらい一般的なのだけれども誰もしゃべれない、そういう状況が今

あって、なかなか進まないのかなと思うのですけれども、別に自分の子どもを産むと

いう形ではなくて、養子縁組をしたりして子どもを育てたい方はそういうふうな形で

もいいのですけれども、今日本の全体としては婚外子はなかなか一般的に皆さん認め

られないという状況で、やっぱり結婚して子どもを産むということが一番子どもさん

が育つ状況なので、それで伺うのですけれども、まず第１子に不妊治療で生まれたお

、 、子さんは 第２子もそうしなくてはいけない場合のほうが多いらしいのですけれども

その第２子の段階でますます子どもさんを育てなくてはいけないからという形で、第

１子の段階で諦めてしまって、第２子目にはもう続かないというのが、どうも聞いて

いるとそういうふうな現状があるのです。

、 、 、そこのところで 不妊治療にかかるお金もそうですけれども 時間的なものとして

そういったところが、家庭の主婦の方だったりしたらそういったことにもファミリー

サポートとかそういった形が使いやすいような形のアピールがまず最初に必要だと思

うのですが、そういったことへのアピールというか、まず一番最初に広報でやってい

くことが必要だと思うのですが、その点についてはどのように、しっかりした広報が

必要だと思うのですけれども、伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

まず最初に、渋谷議員さんがおっしゃるとおり、本当に不妊治療とか不妊症とか、

そういったことに対していろんなタブーがあるというのが今の社会の中です。そうい

ったところをもっとオープンにしていって、普通にちゃんと治療して話せる、どうい

う治療をしてこうなのだよというところがわかるような、そういった状況にしていか

ないと、ただ不妊治療と今言われているのが夫婦だけの問題で、夫婦の中だけで話し

合って解決して、誰にも話ができない、相談ができない。最終的に長い治療で精神的

、 、に参ってしまって 途中で諦めてしまってというものも多いという話がありますので

ここは不妊治療だったり不妊ということがもっと一般的に知れ渡って、ちゃんと正し

い理解をしていただいて、周りが、家族もそうですけれども、企業も家族も全ての方

たちが支援できるような体制にすることがまずは大事だと思っています。

そういった意味では、渋谷さんおっしゃったとおり、そういったサポートも必要な
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のですけれども、まずそういったことを広く認識していただいて、それに対する、町

としてもそういったサポートを広くしていくということも考えております。まずはそ

の不妊治療を、今一番私が思っているのは家族だけで抱え込んでしまうと一番よくな

い。生まれればいいのですけれども、不妊治療を２年も３年もやって生まれなかった

場合の負担はもっと大きいのです。だから、そういった方へのサポートもしなければ

いけないというのも思っていますし、そういう意味ではいろんな面で町としてはサポ

ートしていく必要があるなと思っております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） なかなか行政の側で窓口で対応していくというのはとても

難しいと思うのですけれども、インターネットではそういった、私が見たのはＮＰＯ

、 、Ｆｉｎｅというのでずっと勉強したり いろいろなことを読んでみたのですけれども

そういったものもあるので、まず最初に不妊治療の助成金のことを広報して、そして

そういったホームページもありますよという形で、少しずつ広げていくということが

とても大切だと思うのですが、取り組んでいただけますでしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

、 。〇前田宗利子育て支援課長 嵐山町でも ホームページ上で不妊のページはあるのです

また、その内容についてはもっと細かい内容を県のホームページでも公表しています

ので、いろんな制度とかも、そこもリンクも張ったりしております。広報紙でも、新

しく制度が変わったときなどには広報しています。

ただ、町の広報だけではなくて、やはり企業とかの中でもいろんなそういったこと

を広報していただくようなことも必要だなというふうに思っていますので、年に何回

かしか広報活動していませんので、その辺はもうちょっと、今度子育て世代包括支援

センターができましたので、そこでもうちょっと手厚く、そういった面でも相談を受

けられるようになればいいなというのは思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、次に行きます。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） （２）なのですけれども、子育て支援センター以前では母

子手帳を出すというか、それから結婚したときにそういった一つの冊子のようなもの
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を出すということでしたけれども、子育て支援センター以前のものというのはやっぱ

りもうないわけですよね。それをどういうふうにしてつくっていくかということが一

つの課題になってくると思うのですが、それはどうでしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 渋谷議員さんのおっしゃるとおり、子育て支援課のほうで

は妊娠してからの支援がメインですので、結婚して妊娠するまでの期間というのは何

も今はないのです。なので、そういったところで今町民課のほうとも話をさせてもら

って、婚姻届は来ますので今婚姻届、昨年度44件ぐらいですかね。その中で20代の婚

姻者が17名くらいで、30代が10何人。30代の方も結構いらっしゃるのです。なので、

婚姻届をもらう際にそういったところでケアをして、ピックアップをして、そこにア

プローチしていくというのも必要なのかなとは今思っておりますので、これは子育て

支援課だけではなくて、町民課と連携しながらそういった妊娠前のカップルに対する

アプローチというのは必要になってくるかと思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、次に行きます。

幼保無償化の対応についてです。幼保無償化が本年10月より実施になります。幼保

無償化の準備の進捗を伺います （１）です。。

そして （２）ですけれども、嵐山町の民間保育園での保育士の確保についてはど、

うなっているのか伺いたいと思います。

で、先ほど 本議員が話された答弁を聞くと、なかなかこれは難しいかなと思いな

がらなのですけれども、町立幼稚園は３年保育が実施されていないが、今後について

伺う。先ほどのご答弁でわかったのですけれども、すみません、１つ、教育委員会事

務局ですか、お話ししておきますけれども、あそこには施設がありますよね。施設が

ないというご答弁はおかしい。そして、私は町立幼稚園３年保育の決議をするに当た

っては、施設はどうするかということを考えてやっていて、今の遊戯室というのはし

っかりあるということを、それをないというふうに言われるのは、施設対象を新たに

つくらなくてはいけないというふうに言われるのはまずいかなと思っているのです。

今現在必要なのは、幼稚園の先生の確保が一番大切なのだろうなと思っていて、それ

以外のことは問題はないと考えているのですが、そこのところをちょっと最初にお尋
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ねします。

〇佐久間孝光議長 まず、小項目の回答からでよろしいですか。

〇13番（渋谷登美子議員） ３のことね。これ続きでやってしまったので。では、後に

しましょうか。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１ （２）について、前田子育て支援課長。）、

〇前田宗利子育て支援課長 それでは、質問項目２ （１）につきましてお答えいたし、

ます。

無償化に関する法案が５月10日に成立し、公布されました。５月30日には、国から

県への説明会がそれぞれの県で行われているということです。それを受けまして、き

のう、６月10日に埼玉県のほうで県から市町村への説明会がございました。具体的な

事務は、これからその説明を受けて始めるわけですけれども、内容といたしましては

システムの改修等事務ですとか利用者への広報、施設事業者への説明、条例及び様式

等の改正などの事務を順次進めていく予定でございます。10月に始まりますのでそれ

に向けて、国のほうでもそのスケジュール的なものが出されておりますので、それに

基づいて進めさせていただきたいと思っております。

次に （２）につきましてお答えいたします。町では、保育士の人材確保のため、、

昨年度から保育士宿舎借り上げ補助事業を実施し、人材確保に努めてまいりましたけ

れども、採用に至ることはできませんでした。引き続き、保育士の確保について各保

育所と連携し、対応してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（３）について、村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは、質問項目２の（３）についてお答えいたし

ます。

嵐山幼稚園の３年保育、３歳児教育に対する町の考えにつきましては、これまでの

一般質問での答弁と変わりなく、現状においては実施する方針はありません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 準備の進捗についてはわかったのですけれども、保育士の

確保ですけれども、今現在東昌保育園の一時保育、それは待機児童の人というのです



- 82 -

か、そういう人たちがかなり使っていて、ほとんど緊急で保育が必要な方に関しては

用をなしていませんよね。それについてちょっと伺いたいのですけれども、これはま

すますそうなっていくのかなと思うのですけれども、一時保育に関しては無償化の対

象にならないですよね。そうすると、今待機児童は一時保育のところで何とかやって

いて、例えば週３日で働いていればとりあえずいいからという形の方がそういった形

に使っていらっしゃる。幼稚園なんかでも、幼稚園に行きながら下のお子さんはそう

いうふうな形で使ってらっしゃる方もいらっしゃると思うのです。それについての把

握はどうなさっているか伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

今一時保育の定員が12名だったですかね、なのですけれども、待機児童がございま

すので、待機になっている方でそうやって週３回とか短時間で預ける方もいらっしゃ

。 、 。います もしくは リフレッシュのために預けるというような方もいらっしゃいます

これは、東昌保育園さんに毎月月初めに予約をいただいてお預かりするという、年齢

によっても預けられる人数は違いますから、定員は12と決まっていましても、年齢に

よってもっと少なくなる場合もありますので、そういった面で月の初めに予約をいた

だいて、その１カ月の申し込みを受けて預かるというような制度で行っております。

今回の無償化の対象になるかということですけれども、一時預かりですと待機児童

になっていて保育園に入っていない場合には認可外保育施設ですとかファミサポです

とか一時預かり事業は、上限がありますけれども、３、４、５歳の場合には対象にな

りますので。ただ、１カ月の利用料が、１万1,000何がしと思いましたが、そういっ

た面で待機児童になっている場合には無償化の給付金が対象になるということでござ

いますので、それも含めて、実際今一時預かり事業がいっぱいですから、もしそうい

ったところでそういう待機児童の方がお使いになるという場合には、これから計画を

つくりますけれども、そういった面では一時預かりの仕組みもどうなのかというのは

検討していく必要性はあると思っています。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私、一時預かりの場所というのを保育室で見せていただい

たのですけれども、決していい環境ではないなというふうなものがありまして、ここ

のところで恒常的に一時預かりを使っていらっしゃるのは、余りよくないなというの
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は一つあります。

それで、それの一時預かりという形ではない形でもっと広げていかざるを得ないか

なと思うのですけれども、そこの点についてはどのような考え方を持っていらっしゃ

るのか伺います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えします。

本来の一時預かり事業というのは、先ほども話しましたけれども、保育が必要か必

要ではないかではなくて、育児に疲れた場合、リフレッシュのために預けたり、突発

的に何か用事があってお子さんを預けるというときに預かるというのが本来の一時預

かり事業の趣旨なのです。ただ、これだけ嵐山町でも待機児童は多いですから、そう

いった面では一時預かり事業を恒常的に使えるという方もふえているというのは承知

をしています。なので、当然民間の保育園さんでお願いしていますので、場所的にも

人員的にもいろいろお話をさせてもらいながら今も進めているところでございます

が、内容的にはまずは待機児童を減らしていくということも含めて、一時預かりが、

今後も待機児童減らないとなりますと今のような預け方が続いてしまいますので、そ

ういった施設的な面とか保育士の確保についても連携をしながら進めていかなければ

いけないなとは考えております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次へ行きます。

基本的に町長や、それからほか他の議員さんとちょっと違うのは、違うといいます

か、保育所と幼稚園の違いというのをはっきり認識していて、今の現状の中で、保育

園に入園できる方は保育に欠ける方ですから、基本的にはお父さんとお母さんの両方

が働いている方、それから病気である方、それからどちらかが障害を持っていらっし

ゃる方、あるいはお子さんが障害を持っていらっしゃる方が保育園に入ります。幼稚

園に入る方というのは、そういう方ではないです。働く意思があるかどうかにかかわ

らず、働いていない人です。その働いていない人は、今の現状ではどんなに状況を整

えたとしても保育園に入ることはできません。ですから、幼稚園のかわりを保育園に

持っていくということは、現状のシステムではできないことになっています。

そのところをはっきり町長も、それからほかの方も認識しておいていただいて、町

立幼稚園の３年保育についてお話しするのですけれども、先ほどのことですが、私は
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町立幼稚園にはスペースがあるということをよく知っています。なぜああいうふうな

おかしな答弁をするのだろうと思うのですけれども、まずその点について伺います。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えいたします。

施設台帳上、あそこは遊戯室となっているので、教室としては使っていない場所で

はございますけれども、台帳上は遊戯室となっております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 遊戯室はさくら教室が使っておりますよね、月に２回。そ

れは、遊戯室ではなくてさくら教室ではないのですか。その点を伺います。

そして、遊戯室にかわるものというのは、またあそこに日赤社屋の中にありますよ

ね。日赤社屋の講堂の中で、雨が降ったらそこをぐるっと回って行けば何とかなるよ

うな状況になっています。そこの把握が全くなされていないというか、今までの３年

保育を実施しないという延長の中で答弁がされているものですから、そこのところの

頭の展開がされていないのかなと思うのですけれども、いかがですか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

施設上は、先ほど言いましたように、台帳上は遊戯室となっているということで、

もし３年保育なりクラス数の関係で変わってくるようであれば、それはまた、もし実

施するということを考えるのであれば、施設の利用の目的を変えるということで、現

段階では施設台帳上は遊戯室となっていると。また、日赤社屋の講堂のほう、確かに

使っております。ただ、日赤社屋のほうは空調施設がないので、その辺が若干問題が

あるかなというのは現実にはあります。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、３年保育にしても日赤社屋のほうにエアコ

ンをある程度つけていくという形で解決できるような、非常に安い金額ですよね。私

は、最初にプレハブを建てなくてはいけないのかなというふうな感じで見ていたので

すけれども、そういったことは考えられなくてもいいということと、それから 本議

員がとてもよい資料をつくってくださったのでわかったのですけれども、80名のうち
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多分３年保育を受けられる方というと、計算してみても全員入れたとして30人から

35人ぐらいになっていくのかな、大体のお母さんたちが働いていて、そういうふうな

状況になっていくのかなというふうに計算しました。

そうすると今現在でも、あの１クラス、さくら保育になっている遊戯場というのは

。 、 。とても広いですよね かつての鎌形小学校というのは ６クラスあったわけですよね

２クラス、２クラス、２クラスで、今教室がつくられているのですかね。それで、あ

そこが遊戯場になっているという形につくられていますので、決して施設としては…

…20年前後のことを考えますと、30年というふうになるとあの施設がどこまで使える

かということは問題あります。でも10から20年というふうな形で見ると、今クラスを

ふやすことはそれだけで十分可能ですよね。

そこのところを私も計算して、町立保育園３年保育の決議というのをやっているの

で、そこのところは実際のところでどのように……今これからやっていくとして、全

く考えていないので、そういうふうなことも考えていないということなのか、どうな

のですか。私は、十分やっていけるなというふうに思っているのですけれども。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

まず、その前に日赤社屋の関係なのですが、あそこに空調をつけるということにな

りますと、あの建物自体が埼玉県指定の文化財ですので、その辺がちょっと問題が出

てくるかなと。現状変更の許可が県のほうからおりるかどうかというのは、一つ課題

になるかと思われます。遊戯室を教室として使うというのは、当然仕様を変えれば変

えることはできるかと考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を２時45分といたします。

休 憩 午後 ２時３４分

再 開 午後 ２時４５分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

申し上げます。渋谷議員に申し上げますけれども、一問一答でありますので、よろ

しくお願いいたします。
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渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 町立幼稚園のことは一問一答でやっている最中だから、こ

れでいいのですよね。

幼児教育の重要性というのは、もともと国も非常に重要視していました。方向転換

をしたということではなく、幼児教育というのは経済効果がとても大きいのです。後

に税金をたくさん払ってくれるという幼児教育の効果というのはあるのです。それは

実証されています。

それで、幼児教育がとても必要なのですが、嵐山町の場合、町立幼稚園をなくして

いった場合には、全て民間の保育園に幼児教育を委ねることになるのです。障害者の

保育とか、発達支援で子どもの関係での支援というのですか、そういった問題は民間

の保育園でももちろんやっていると思うのですけれども、発達障害、ごめんなさい、

発達障害のお子さんたちなんかはやっぱり公立の幼稚園のほうがやりやすいのかなと

思うのです。

そうすると、先ほどの 本さんの廃園するか、３年保育にするか、そこの一気の家

庭に判断のところにあるということなのですが、これは今判断できないとなると皆さ

んの就園の……今度の子育て支援計画の中でそれをやっていくとなると、ちょっとい

ろいろな問題、いろいろな今後の予算の中で難しいような状況があるかなと思うので

すけれども、その点について町長はどのように判断されるのか。私は、やっぱり民間

の保育園だけに嵐山町の幼児教育をお任せするのは、全て私学に小学校教育をお願い

するのと同じようなくらい問題があるかなと思うのですが、その点についてどのよう

にお考えなのですか。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 民、公、これで片方にこれをやる、こっちだけこうするというふうに

なったらどうするという質問ですよね。そういう質問ですけれども、意味はないなと

思うのです、それは。両方がしっかりした資格をもらって、国の中でやっていいです

よと言われているものなのですから、公も私もないのです。そういう施設として認め

られているわけですから、どちらにどうしようと、こうしようと、そこのところは堂

々とやっていいですよということになっているわけですから、そこのところにお願い

をするというのは、全くおかしいことではないというふうに考えています。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） 今現在先ほどもお話ししましたけれども、幼稚園というの

は保育に欠けないお子さんがいるところです。保育園は、保育に欠けるお子さんが行

くところです。幼稚園に行っている嵐山町のお子さんを全て保育に欠けるお子さんに

するというのはなかなか難しい状況があって、どんなことがあっても保育に欠けない

お子さんというのは残っていくと思うのです。そうですよね。保育に欠けないお子さ

んというのは、例えば下に赤ちゃんができてしまったからとか、それから介護をする

けれども、ちょっとしか時間を使わないとか、ご自分の勉強をしたいとか、そういう

ふうな形で１週間に２、３日ぐらいは２、３時間勉強に行きたいとかいう方は、保育

に欠けるお子さんにならないのです。

嵐山町の場合は、保育に欠けないお子さんというのはやっぱり絶対に残っていくの

で、そうするとそこのところで３年保育という部分がどうしても必要になってくるの

ですが、そこについては私は廃止するかどうするかということではなく、そこのとこ

ろはこの半年間以上かけてつくっていかなくてはいけないと思うのですが、その点に

ついて町長はどういうふうに思われるのですか。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 先ほどからお答えをしておりますけれども、幼稚園をどうするとか、

、 。 、保育園をなくすとか続けるとか そういう問題ではないわけです 嵐山町においては

今までやってきたとおりのことを続けていく、そういうことでございまして、先ほど

来答弁をしているとおりでございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは 本議員の話もそうですが、私も前から言っていま

すように、町立幼稚園が２年保育でいて、あと１年間の間全く子どもたちがその３年

保育の部分がない場合は、どうしたって町外の幼稚園に行くようになりますので、そ

うすると１年後、２年後、３年後には今いるお子さんたちが卒園する段階になってき

たら、そうすると町立幼稚園は自動的に廃園という形になっていくのかなというふう

に思うのですけれども、廃園ではなくても５人、10人ぐらいになったときには、それ

は難しい状況になってきます。

そこのことも踏まえて、町立幼稚園の３年保育の問題というのを考えていかなくて

はいけない時期に来ていると思うのですが、それもまだ決断をすることはなさらない

ということですか。
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〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 答弁してきたとおりでございまして、２年保育もしっかり続いてきて

いるわけですし、１年保育で前やっていたのです。それを２年保育になり、２年保育

でもここまで続いてきている。そういう状況でございまして、３年保育をやる希望の

人というのは、自分のうちの玄関の前まで私立幼稚園が迎えに来てくれる状況になっ

ているわけですので、３年保育が困る、できないという状況は嵐山町の中にはないわ

けでして、嵐山町のいろんな今までの状況を踏まえた中でどこのところがいいのか、

どういう形にこれからやったらいいのか、全体的な方向については来年度方向をアン

ケートとっているということでございますので、子どもの動向、あるいは国の動向、

いろんな状況を勘案をして決めていくということでございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうすると、今の段階で町立幼稚園の３年保育はしないと

いうことではなく、全体の中で動向を見ながら考えていくということでよろしいので

すか。それは、とても今までとは違う前向きな答弁なのですが。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ３年保育とかということではなくて、幼児教育については今までと同

じように国が続けていくわけですから、それに沿っていく。そして、嵐山町の中には

今幼稚園があるわけですから、そして一番問題にしているのというのは、町立ですか

ら幼稚園はいいですけれども、保育所の場合には私立なのです。ですので、持続可能

性というのはしっかり確保できないことには、町立というのはそれを侵すような形と

いうのはとりづらいではないかと思うのです。というのは、そういう形に変えていく

場合には議会の議員の皆様にもいろいろお知恵をおかりをしたいと言っているわけで

す。ですから、現状においてはそういう答弁のとおりでございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ちょっと時間がないので、もったいないのですけれども、

なかなかご理解が進まないというか、むしろ理解したくないと、幼稚園のお母さんた

ちの状況とか、そういうふうなものを理解しないで、ご自分の主張だけをやっていき

たいという感じでしか私には聞こえないのです。

それで、今の状況で30年後には子どもの数が600人ですか、小中学生が600人になる

から、幼稚園の子どもというのは、600人だから、未就学の各１年というのは50人か
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ら60人になります。必然的にそれは子どもたちの民間の保育園なり、そういうふうな

ものは今の状況では淘汰されていかなくてはいけない。だけれども、公立の幼稚園と

いうのは、そういったものはないと困ると思うのです。その公立の幼稚園を廃止して

いくか、していかないかというのは、この３年保育をどういうふうに考えていくか、

皆さんの父母の希望というものも考えながらやっていかないと持続可能な町にはなり

ません。

持続可能な町にするためには、少なくとも今の段階で町立幼稚園の３年保育という

のを考えなくてはいけない時期に来ていると思うのですが、そこのところを、いつも

いつも民間が先ですよね。民間が先ではない。子どもが先です。子どもを育てること

が先なのです。民間が持続するなら、子どもがいて初めて持続するのです。そこのと

ころが間違っています。ですから、私は今の答弁は前向きな答弁だと思っていて、そ

してそれについてはしっかりお母さんなりなんなりと話し合っていくという姿勢が必

要だと思うのですが、その点について伺います。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 同じことを答弁するようになりますけれども、３年保育はやれないの

ではないのです。嵐山町はいつでもやれている。玄関の前まで３年保育をやりたいと

いう人迎えに来て、今現実やっているではないですか。公立でやらなければいけない

ということに決まりはないのです。私立の３年保育で、しっかり３年保育をやってい

る人たちもいっぱいいるわけですから。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 今のお話ですと、嵐山町の町立幼稚園はなくなっていく、

そして町外の私立の３年保育のお母さんに皆さんを任せるというふうな形の答弁に聞

こえてくるのですけれども、それだと嵐山町は持続可能性のなくなる町になってきま

すから。

次に行きます。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 交通まちづくりの視点と通学通園及び歩行者の安全につい

てですけれども、現在高齢者、障害のある人、妊産婦に対してのタクシー券補助はあ

りますが、具体的に地域交通計画はありません。先ほど出てきたようなお話がありま

したけれども。ですけれども、また大型バス乗り入れを始めた駅西整備計画はあるわ
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けです。

（１）として、交通まちづくりの視点を持った嵐山町の総合振興計画の見直しが必

要ですが、考え方を伺います。

（２）として、学校統合の諮問での答申では菅谷小中の敷地とすること、そしてス

クールバス、一般バスの活用とあります。現状においてもスクールバスは必要な子ど

ももいます。どのように対応するか、学校区で遠距離を一人で登下校せざるを得ない

子どもに対して越境措置は必要ですが、考え方を伺います。

３として、嵐山町の移送サービス業者の撤退により、障害のある人、高齢者の移動

にかかわる事業は緊急的な対応が行われました。今後についての考え方を伺います。

次に、４番目、地域公共交通会議を嵐山町及び周辺自治体と組んで実施すべきだと

思いますが、考え方を伺います。

５番目として、歩道への自動車の乗り上げによる死傷事故が起きています。危険な

交差点のガードレール設置の考え方を伺います。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに小項目（１ （４）について、山岸地域支援課長。）、

〇山岸堅護地域支援課長 それでは、質問項目３の（１）につきましてお答えを申し上

げます。

町では、平成23年度を初年度とした第５次嵐山町総合振興計画に基づき、各施策を

実施しております。現在第６次嵐山町総合振興計画の策定に向け、アンケート調査の

準備を進めているところでございます。次期総合振興計画の策定に当たりましては、

毎年度実施しております検証結果を踏まえ検討してまいります。そこでは、公共交通

の観点からも検討してまいります。

続きまして （４）につきましてお答えを申し上げます。町では、移動手段の確保、

につきましてさまざまな施策を実施しておりますが、全ての方が満足できるというも

のにはなっておりません。その原因としましては、少子高齢化、地域力の低下、財政

上の問題などが考えられます。

、 、 、現在町では 地域公共交通会議を設置することは予定しておりませんが ６月より

この６月になります、各課職員で構成する地域公共交通を考えるプロジェクトチーム

を設置いたしました。まずは、このプロジェクトチームにより地域の公共交通の将来

について調査研究してまいりたいと考えております。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（２）について、村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは、質問項目３の（２）についてお答えいたし

ます。

適正規模等検討委員会からの答申におきましては、施設一体型の小中一貫校を新設

することで遠距離通学となる場合にはスクールバス等の活用についても述べられてお

りますが、学校統合前の現段階におきましては、教育委員会としましては単独ではス

クールバス等の導入は考えておりません。今後学校適正規模等に関しての基本方針、

基本計画を策定していく中で、児童生徒の安心、安全な登下校の手段について検討し

ていきたいと考えております。

また、越境措置につきましては現在におきましても区域外就学制度があり、教育的

配慮を要する等の理由により、受け入れ側の市町村教育委員会の承諾が得られた際に

は、市町村の区域を越えて就学することが可能となっております。嵐山町におきまし

ても、過去には滑川町の一部地域の児童生徒を菅谷小学校、菅谷中学校に受け入れて

いたこともございますが、現在は地域全体を他市町村へという就学の形は少なくなっ

ているように思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（３）について、近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 質問項目３の（３）につきましてお答えいたします。

町内の生活サポート事業者の撤退に係る緊急的な対応として、高齢者外出支援タク

シー利用料金助成事業につきましては、今年度より対象者年齢を75歳以上から65歳以

上に引き下げ、利用者の拡大を図りました。また、障害者のタクシー事業につきまし

ては、現行の重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成事業のほかに、軽度の障害を

持つ方、難病患者の方等を対象としたタクシー利用料金助成事業を新規事業として８

月より実施すべく準備を進めているところでございます。

町ではさまざまな交通支援事業を実施しておりますが、さまざまな課題があり、ま

た近年の少子高齢化の進行等、社会構造の変化に伴い、事業の全体的な見直しが必要

となってきております。今後各課で実施している関連事業を見直し、包括的な公共交

通施策の構築に取り組んでまいります。

以上、答弁とさせていただきます。



- 92 -

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（５）について、伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、質問項目の３の（５）につきましてお答

えさせていただきます。

先月、滋賀県大津市の県道の交差点で大変痛ましい事故が起きてしまいました。ご

遺族の方々には改めてお悔み申し上げます。

交通事故は交差点において多く発生していると言われており、道路設計においては

その都度警察協議等を行っているところでございます。町道の道路整備につきまして

は、あくまでも道路構造令に基づいた整備を行っているところでございます。今後も

、 、 。国 県等の動向を注視し 調査研究してまいりたいと考えているところでございます

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 何かどういうふうにして質問したらいいか難しいなと思っ

ているのですけれども、私はこれを質問するに当たりまして、全国移動サービスネッ

トワーク事務局の方、事務局長から実は講演というか勉強会をしまして、そこに10人

ほど集まりまして、どういうふうな形にしていけばいいだろうかということを話し合

いました。今介護保険が、高齢者の方が非常に多くなっていて、それで移動ができな

いということで認知症が始まるということがとても大きな課題になっていまして、さ

まざまな形で地域公共交通のあり方を考えるというふうな形で、今までと移動体系が

国土交通省も変えてきているというか、かなり変更してきています。

一番難しい、利用できるかなと思うのは自家用有償旅客運送というのができるとい

うことで、それが一番私はやりやすいかなと思っているのですけれども、そこも含め

、 、て そして今日本ではなかなかウーバーというシステムができてないのですけれども

京都の京丹後市丹後町ですか、ウーバーを取り入れて、ウーバーというのはアプリで

何か言うと、そうするとそこにウーバーに登録している通りかかりの車がそこに乗せ

てくれてそこまで連れて行ってくれるというシステムが日本でも局所的にあるので

す。そういった形があるということを考えますと、第５次総合振興計画の中でそうい

ったことがまず勉強されていかなくてはいけないと思うのですが、この事務局長に聞

きますともういろんなところに呼ばれて、今の移送システムの講座をしているという

ことで、まず最初にその見直しをする６月から行うプロジェクトに、プロジェクトか

何かわからないのですけれども、関しては移送サービス事務局長に全体の中でどのよ
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うなことが行われているかという勉強をしていくことが最初だと思うのですが、それ

についてはどのようにお考えなのでしょうか。まず、１点。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 今渋谷議員から自家用有償旅客運送のことでご提案といいま

すか、お話をいただきました。私もこのご質問をいただいたときに、私も４月からこ

の担当となりましたので、改めて地域公共交通というのはどうなっているのだという

ことで調べてみたわけです。そうしますと、トヨタ・モビリティ基金というところが

ありまして、ここで今渋谷議員がおっしゃったみんなでつくる地域に合った移動の仕

組みということで、インターネットから冊子が閲覧できるようになっておりまして、

その中に自家用有償運送がありました。

私も渋谷議員が今おっしゃったように、これはどうなのだろうと、一番現実性があ

るのではないかなというふうには感じました。ただ、中身がどうなっていくかという

のはまだこれから本当に検討しなければいけないところですので、今ご紹介いただい

た全国移動ネットワークサービスの事務局長さんのお話とか、もしお聞きできる機会

があれば、そういうこともやっていかなければいけないのかなというふうには思いま

した。

プロジェクトチームを設置した一つの目的というのが、やはり職員がそのことを勉

強して、知識を得た上でないと進められないということがありますので、まずはそれ

を第一に考えてまいりたいと思います。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、まず最初の段階で早いうちに、全国移動サービ

スネットワーク事務局というのはときがわ町の人がやっていますので、割と話が進む

のかなと思うので、いろんなところで呼ばれているみたいですから、その方は国土交

通省の審議会委員とか、そういうこともなさっていますので、最初の段階でそれを一

応知識を得て、それから嵐山町でどういうふうなものが進められるかということを考

えていただければと思います。

次に行きます。２番目、学校統合の形でスクールバスって統合になってからではな

いと難しいということでしたけれども、先ほどの話では市町村間のことに関しては越

境ですか、それはできるということですけれども、嵐山町では一応学校区という非常

に厳しいものがありますよね。そのことについては後で質問もあると思うのですが、
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それはどういうふうにしていくかということがあって、私も実は自分の体験でいくと

そういうふうな経験をしておりますので、学校区というのを越えて、もうある程度や

っていかなくてはいけないと思うのですが、その厳しさを外していくという考え方あ

るのかどうか伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 お答えを申し上げます。

平成９年の１月27日に、当時の文部省ですけれども、文部省の初等中等教育局長か

ら通学区域制度の弾力的運用についてという通知が出ています。この通知の中は、地

域の実情に即し、保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと。さらには地理

的な理由や身体的な理由、いじめの対応を理由とする場合のほか、児童生徒等の具体

的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の申し立てによりこれを認めることが

できる。これは、規制緩和の一環としてこういう通知が出ていますので、かつてほど

厳しいものではなくなっているという状況があります。

渋谷議員さんおっしゃられた中で、学校には区域外就学と指定校変更という２つの

ものがあります。区域外就学といいますのは、市町村を超えて別の学校に行くことを

区域外就学と申します。指定校変更といいますのは、同一市町村に２校以上の学校が

あった場合にはどこに行くかというのを指定する制度でございまして、これが指定校

になりまして、その変更が指定校変更になります。本町の場合は中学校２校がありま

すので、そのどちらか、小学校３校ありますので、そのどちらかという指定をさせて

いただいていますけれども、現状でも平成30年、平成31年、令和２年、来年に向けて

ですけれども、いろいろな事情から指定校を変更している子どもたちも出ている状況

でございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、そのような形でお願いしたいと思います。

３番目ですけれども、今のお話を聞きますといろいろあるのですけれども、私もち

ょっと調べてみたら、嵐山の場合は社会福祉協議会がそういったことに対応していな

いのですが、吉見町がやっぱりそういうふうな形でやっていますよね。吉見町の社協

での運行というのがあると思うのですけれども、社会福祉協議会と嵐山町の協定みた

いなものがあったらそういったものはできるのかなというふうに思っているのですけ
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れども、そこについては社会福祉協議会との協議の中でこのものができるのかどうか

伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 その件につきましては、今後社会福祉協議会も含めてほ

かの事業者も含めた中で協議をしていきたいと考えております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、吉見町の場合は地域の支え合いによる支え

合いサービス事業という形になりますけれども、嵐山町でもそういった形でやってい

けるとなると、ヘルパーさんも入ってきたりして、車椅子の方なんかも多少は利用で

きるような形になるというふうに、話し合い次第ではなるという形でよろしいでしょ

うか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 移動に当たりまして、やはりタクシー等を利用できない

方が利用できるようなサービスをと考えております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、次行きます。ありがとうございます。

地域公共交通会議については現在設置していないということなのですけれども、自

家用有償旅客運送をやるに当たっては地域公共交通会議が設置されていないとなかな

か難しくて、それで自家用有償旅客運送をやるのにも時間的には２年ぐらいかかるよ

うな感じなのです。そうすると、嵐山町でもやっぱり事業者さんと、それからこの近

辺ですとどういうふうになるのかな、小川町とか病院関係にいらっしゃる方が多いと

思うので、そういったところと、市町村と一緒に地域公共交通会議を立ち上げること

ができるのか。また、嵐山町だけの地域公共交通会議になるのかわからないのですけ

れども、これは設置するという方向でこのプロジェクトチームの中でやっていただけ

るとありがたいのですが、いかがでしょう。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 プロジェクトチームにつきましては、設置はしたところなの

ですが、まだ会議を開いておりませんで、今月中には開きたいというふうには思って

おります。

プロジェクトチームの方向性とすると、誰もが住み続けたくなるまちづくりを推進
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するために、交通システムを創出すべくプロジェクトチームを設置するということを

。 、 、 、目的としております その内容を企画 調査 研究するということでございますので

自家用有償旅客運送はその中の一つの方法、選択肢だということで研究してみたいと

思いますし、地域公共交通会議の設置についてはどうかということは、自家用有償旅

客運送の選択肢がその一つにあるけれども、これをどうしていくかということを調査

研究するわけですから、こういう選択肢を選択した場合は当然地域公共交通会議が必

要になりますけれども、まだその方向性は会議開いておりませんし、調査研究がまだ

始まっておりませんので、その中でいろいろな選択肢を調査研究していきたいという

ふうに考えております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

（ ） 。 、 、〇13番 渋谷登美子議員 わかりました では そうすると最低でもいろんなことが

、 。移送サービスの形が実現されるのは ３年後というふうに見ていいということですね

伺います。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 実現されるのは３年後かというご質問をいただいたのですけ

れども、現実的に動いている制度もあるわけです。例えば高齢者外出支援事業、高齢

者運転免許証自主返納支援事業、福祉タクシー利用料助成事業、生活サポート事業等

々、こういった事業もあるわけです。

こういった事業は現在も動いておりますし、本来地域公共交通というのは、渋谷議

員もご案内のとおり、不特定多数の多くの方が利用するというのが地域公共交通だと

、 、思っておりますので それとは別にこういった福祉的な事業も行っているという中で

その中でまずはそれぞれの課がこの事業について、当然プロジェクトチームでも検討

しますけれども、実際に事業を実施するのはその担当課であり、町ですので、一方で

はそういう実際の事業をやっていきますし、一方ではプロジェクトチームを立ち上げ

て将来に向けて検討していくということで対応をさせていただければというふうに考

えております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 今町でやっている事業もあるのですけれども、それって高

齢者の人がこれからもっとうんとふえて75歳からなってくるときにわっとなってくる

わけですけれども、多分今の状況でそんなのんびり、のんびりやっていたら間に合わ
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ないです。間に合わないのでいろんな市町村でこの自家用有償運送法の勉強会をやっ

ていっているわけで、私も地域でモデルケースをつくっていかなくては無理だなとい

うふうに思っていますので、これはそんなのんびりしないほうがいいと思いますけれ

ども、次に行きます。ごめんなさい。余計なことを言いました。

歩道への交差点のことなのですが、これは県と国の指導に従ってということなので

すが、実は交通事故というのは自動車関係の自動車同士の事故で死亡者というのは減

っているのですけれども、日本では歩行者の交通事故というのは減っていなくて、な

ぜかというとヨーロッパでは馬車がもともと走っていたので、それ対応の歩行者のシ

ステムというのができているのですけれども、日本にはそういったものがないという

ことで、これは国と県にお願いしないとそういったここのところが危ないよというふ

うなところにガードレールをつくるとかいうのは、嵐山町独自でここにガードレール

が欲しいのですけれどもというふうな形のことはできないのかどうか、伺いたいと思

います。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

原則的に、私も交差点を見てまいりました。県道を含めて23カ所の区間を見てまい

りまして、交通量の多いところはほぼ県道かなというふうに思います。町のところと

しては３カ所ぐらいなので、現状見てもそれほどかなというふうに考えております。

交差点につきましては、ガードレール設置というのは現在ではできることはできま

すけれども、危険な交差点というのはどこまでどういうものなのかというのを定義と

いうか、形がないと、なかなか基本的に車が走っていると全て危険というふうにも考

えられませんので、それをどういうふうに考えるのか、国、県等の動向を注視しなが

ら、こういうものについてはつけたほうがいいよ等の指導があった場合はそれから考

えるという考えだと思っています。また、県道については、県の交差点については県

の施行となりますので、それにつきましては県のほうでも考えているかなというふう

に考えているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） あれはどこでしたっけ。保育園の子どもさんの事故があっ

たところは、非常に全く安全なところだったのです。それでも入ってきてしまったと
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いう形で、あんな悲惨な事故になったわけですけれども、そういったことをやっぱり

歩行者の安全を守るという立場も必要なので、国と県の指導でなくて、ここのところ

はかなり難しいかなというのがあると思うのです。見ていると同じところでばかり事

故が起きているということもありますよね、国道のあたりは。特にそういったところ

に関してはやはりガードレールをつけるべきなのか、それからもうちょっと視野を広

げるような形にするのか、いろいろな対策があると思うのですが、少し検討していっ

て町でできるところをやっていかないと、歩行者の安全というのは単純に車の人に交

通安全の日みたいなことでやっていっても意味がない、それも意味があるかもしれな

いのですけれども、そういった部分はあるかと思うのですけれども、その点について

やはりちょっと難しいのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

先ほど申し上げましたとおり、危険な交差点というのは私が見たところの感じでは

交通量の多い国道、県道が多いのかなと感じているところでございます。先ほど申し

上げましたとおり、国道、県道につきましては国、県の管轄でございますので、県も

事故を受けて対応を検討中ということでございますので、町としてどうのこうのでは

なくて、それを注視していくかなというふうに思っております。

また、大津市の事故におきましても、やはり渋滞等が多くて、あれもだろう運転の

関係で曲がってしまったというのはあると思います。スピードを出して、確かに見通

しがいいというのもありますけれども、渋滞も多く発生しているところで、それで急

に曲がることが多い交差点であったというふうに、新聞報道でされておりますので、

そういう交差点を見ながら今後国、県等が方針を出していくかなと思います。

ちなみに、町の交差点においてそのような交差点はないかなと思いますので、国、

県等の動向を注視していくということでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、次に行きます。

４番になるのです。埼玉中部資源循環組合についてです （１）として、進捗を伺。

います。

（２）として、事業者選定会議が開催されましたが、傍聴はできない状況であった
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ということです。事業者選定委員の人選をまず伺います。

３番目ですけれども、会議非公開であっても会議録は公開が通常ですけれども、公

開、非公開について全部公開されることを前提に公開していただきたいのですが、そ

れを伺います。

４番目です。焼却ごみは各市町村、小川地区衛生組合で内容が異なっているのです

が、統一されたかどうか伺います。

５番目です。大型廃プラスチックは焼却予定ですが、ダイオキシンだけではなく、

微細な環境ホルモンによる汚染もあります。因果関係の実証が難しいために廃プラス

チックも燃されていますが、それについて地元への影響と責任を伺います。

６番目です。中国のプラスチック輸入禁止措置を受け、中国、マレーシア、それか

らタイですか、輸入禁止措置を受けて環境省は緊急避難的に産廃プラスチックの、緊

急避難かどうかわからないのですけれども、産廃プラスチックの自治体での焼却炉で

の焼却を求めていますが、中部資源循環組合ではどういうふうな方向になっていくの

か伺います。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１）から（６）の答弁を求めます。

内田環境課長。

、 （ ） 。〇内田恒雄環境課長 それでは 質問項目４の １ につきましてお答えをいたします

（仮称）埼玉中部資源循環センター整備・運営事業者選定委員会につきましては、

平成31年４月12日に第１回会議が開催され、５月24日の第２回会議まで開催されてお

ります。

次に、附帯施設につきましては、副市町村長会議において検討を続けております。

続いて、用地の取得費でございます。こちらにつきましては、平成31年度予算に計

上されておりますが、現在のところ用地交渉には入っておりません。

続きまして （２）についてお答えをさせていただきます。事業者選定委員の人選、

につきましては （仮称）埼玉中部資源循環センター整備・運営事業者選定委員会条、

例第３条の規定に基づき、学識経験者等の委員５名が選出されております。

質問項目４の（３）につきまして、お答えをさせていただきます。組合事務局に確

認したところ （仮称）埼玉中部資源循環センター整備・運営事業者選定委員会の審、

議事項は民間事業者の事業提案等の非常に専門的で慎重な内容であり、公平、公正な

入札を行うため、条例の規定に基づき会議は非公開としたとのことでございます。ま
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た、会議録の公開、非公開につきましては事業者の選定に支障を及ぼすおそれ、並び

に公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位、その他正

当な利益を害するおそれがあるものなどについて、一部を非公開とする対応となると

のことでございます。なお、議事要旨及び会議資料は逐次ホームページで公開してい

くとのことでございます。

続いて （４）につきましてお答えをさせていただきます （仮称）埼玉中部資源循、 。

環センターでの焼却ごみの内容については、構成市町村が住民に説明する上で統一し

たほうがよいという意見がございました。その上で、ごみを広域処理するに当たり、

分別区分や搬入ごみの内容を統一することは望ましいことではあるものの、構成市町

村によってごみに係る環境政策やこれまでの取り組みの経緯が異なるため、現段階で

統一することは困難との結論に至っております。今後将来的に構成市町村の環境政策

上の方向性を加味し、統一化することを含めた検討が必要となると考えております。

続いて （５）につきましてお答えをさせていただきます。組合事務局に確認した、

ところ、この施設の処理対象ごみは家庭、事業所から排出される可燃ごみ及び粗大ご

み、そして資源ごみの可燃性選別残渣となっており、廃プラスチックは処理対象とな

っておりません。また、この施設が環境に及ぼす影響に対しましては、事業の各段階

に応じて環境影響評価の手続を適切に行い、事業者としての責任を果たしていきたい

ということでございました。

続いて （６）につきましてお答えをいたします。産業廃棄物に該当する廃プラス、

チック類につきましては （仮称）埼玉中部資源循環センターの処理対象ごみとして、

はしておりません。また、廃プラスチック類等の受け入れ等に関する国からの通知が

発出されておりますが、今後の取り扱いについては未定でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 事業者選定委員の人選を伺うということで、学識経験者と

、 、 、いうことはわかっているわけであって どなたが どういう立場の方が入っているか

市町村から２名出ていると思うのですが、全部学識経験者ではなかったと思うのです

が、それの名前を伺いたいのでここにわざわざ出しているわけで、それをまず伺いま

す。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。
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〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

組合事務局のほうに確認をさせていただきましたところ、現時点では非公表という

ことでございます。事業者の選定等を公正かつ適切に実施されるために設置された委

員会ということでございまして、組合のほうでは現時点では非公開という判断という

ことでございました。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、会議録もほとんど非公開という形になって

きますよね、今の状況の中で。そうすると、人選も非公開、そして内容も非公開、事

業者の内容も非公開、全て終わった段階で公開するという形になってくると、何にも

わからないで全て事務局お任せですか。市町村長は正副管理者会議があるからそこの

ところでわかるのでしょうけれども、そこのところは正副管理者会議が全部黒にして

きますよね、情報公開で。住民には全くわからない状況で、埼玉中部資源循環組合の

457億円のお金が全部使われていくという形になっていくのですけれども、それって

よろしいことなのでしょうか。町長、伺います。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 組合事務局の情報公開条例並びにその基準に基づいて、方針を決定

しているということでございます。

よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、次行きます。これは、訴訟の対象になると思っ

てください。

焼却ごみでは全く各市町村統一されていないわけなのですけれども、東松山市は少

なくともプラスチックで容器包装リサイクル法で持っていって、それで余りに使えな

いものはみんな焼却ごみになっているのです。廃プラスチックどころではなくて、一

般プラスチックも20％ぐらいまじっているのです。吉見町は、しっかり選別していま

す。そういった状況がある中で、これを統一しないでやっていくということの問題点

はどこに関しても、幹事会でも、副市町村長会議でも、正副管理者会議でもそのこと

については話し合われていないのですか。伺います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。



- 102 -

〇内田恒雄環境課長 先ほどご答弁させていただきました。やはり統一することは望ま

しいということは協議された上で、各自治体ごみの減量化にそれぞれ取り組んでいる

中で今の段階では統一が難しいということで、将来的には統一していくというような

方向で進めていくというようなことでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、多分そのままでいくだろうなというのは、現段

階で各市町村で分別がしっかりできていないと、そこのところで集めるというのは非

常に難しい状況ですから、このままいくという形になりますよね。だって、容器包装

リサイクル法で戻ってきたものを燃すというのが当たり前になっている市町村と、全

くきれいに分別している市町村とがあれなので、これについては一般質問で、少なく

とも幹事会と市町村長会議があるかと思うのですけれども、それについてはどうする

のかという一般質問があったということだけは伝えておいてください。

次行きます。大型廃プラスチックは焼却予定であるがということで、焼却予定では

ないということでしたが、粗大ごみで大型廃プラスチックは壊すことになっています

よね。その対象になっていて、それを一緒に燃すことになっているのです。それが全

く環境課長さん理解されていないようで、多分私の言っていることは正しいと思うの

です。どうですか。伺います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 大型廃プラスチックという言葉があったのですが、資源ごみの選

別残渣、これのことでしょうか。要は粗大ごみでいうと可燃性の粗大ごみ、それを可

燃性の破砕設備で破砕して焼却する。それから、不燃性の粗大ごみについては破砕選

別設備を通して可燃性の破砕残渣として焼却すると、そういうことになっていますの

、 。で 廃プラスチックを焼却するということにはなっていないということでございます

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうすると、それがいつ決まったのかわからないのですけ

れども、ごみ処理基本計画とか、そういったものがありますよね。その中で読んでい

て、大型の廃プラスチックという、例えば椅子なんかあります。プラスチックででき

た椅子、それからプラスチックでできた引き出し、そういったものがいっぱいありま
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すよね。それを大型廃プラスチックというのです。その大型廃プラスチックは破砕機

で壊します。破砕機で壊したものは燃すということになっているのです。そこのとこ

ろを事務局はどういうふうにおっしゃったかは知らないですけれども、現在のごみ処

理基本計画ですか、それにはそういうふうに書いてあります。そうではないというふ

うなことがどこで決まったのか伺いたいと思うのです。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 今公表しておりますさまざまなものがございますが、例えば施設

の基本設計案ですとか、そういった中で対象ごみということで示している。それの説

明を先ほどさせていただきました。ですから、こちらについてはこれのとおりで、事

務局からの説明のとおりでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 破砕機があって大型のものというのは、椅子は小型になら

ないのですよね、少なくとも。それから引き出しなんかもよくいっぱい売っています

よね。ああいうものは大型になるのです。そうすると、それは破砕機で壊すという形

になっていて、そこのところは破砕機で壊した後はどこに持っていくのかという話が

なくて、全て燃す形になっているはずなのですが、そこのところはずっと昔の、ずっ

と昔というか、協議会の議事録なんか見ているとそういうふうになっていて、最終的

には全部廃プラスチックとか、いわゆるプラスチックも燃したいというふうな形で、

植木さんが環境課長か何かのときに話し合いの中でそうなっているのですけれども、

、 、そういうふうな処理基本計画になっているのですが そうではないという形のことは

私は今まで把握してなかったので、本当にそれでいいのですか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 今お話しさせていただいている内容は粗大ごみでございます。粗

大ごみについては、可燃性の粗大ごみは可燃性破砕設備を通して焼却処理、不燃性粗

大ごみは破砕選別設備を通して可燃性破砕残渣を焼却処理ということでございます。

いわゆる可燃性のものは、焼却処理という形になります。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 廃プラスチックの大型のものというのは、どこかに持って

いくということなのですか。私は、ずっと大型の廃プラスチックはなぜかここでは燃
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すのだなということが問題になっていたのですが、そうではないということですか。

そこのところを、今回ではなくてもいいですけれども、はっきりさせてほしいのです

けれども。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 あくまでも処理対象ごみとして公表されているもので説明をさせ

ていただいております。粗大ごみのうち、可燃性粗大ごみ、それから不燃性粗大ごみ

と、この２つに分けられております。可燃性粗大ごみについては、破砕設備を通して

最後に焼却、それから不燃性粗大ごみについては、破砕選別設備を通してそのうちの

可燃性残渣については焼却というような形のフローで示されております。それの説明

をさせていただいているということでございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次行かなくてはいけないので。そうしますと、廃プラスチ

ックも当然壊すわけなのですけれども、それの行き場はまだ決まっていないというこ

とですね。それで、そこのところは燃さないということだけは徹底しているというこ

とですか。そこを伺います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 廃プラスチックという言い方になるとまたそれは違うのではない

かと。選別設備を通していますので、その辺が燃やせる可燃性の選別残渣を燃やすと

いう意味でございますので、廃プラスチックとはイコールではないというふうに考え

ております。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 燃やさないごみはどこに持っていくのですか。

〇佐久間孝光議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ３時４０分

再 開 午後 ３時５０分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お時間をいただきまして、大変ありがとうございました。改めて

答弁をさせていただきます。
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粗大ごみにつきましては、先ほど申しましたとおり、可燃性粗大ごみと不燃性粗大

ごみ。可燃性粗大ごみにつきましては、可燃性破砕設備を通して焼却、不燃性粗大ご

、 、 、み 例えば椅子など こういったものにつきましては破砕選別設備を通して破砕して

リサイクルが可能な金属であるとかプラスチックについてはリサイクル、残りの可燃

性の残渣につきましては焼却というような処理を行うということでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、次行きます。

財政の見通しについてです。町長の施政方針及び広域組合などによる支出予定額を

私はすごく大きいなと思っているのですが、ソフト面での必要な事業は一方財政が厳

。 、 、 、しいという釈明で実施しない方向が続いております 広域組合 駅西計画 特別会計

学校統合、県企業局の工業団地造成、川島地区への工業団地造成、観光事業、水道事

業等も含め、今後５年間の財政計画を伺います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、質問項目５につきましてお答えをさせていただ

きます。

健全かつ持続可能性の高い財政運営を図る観点から、今後５年間の財政見通しにつ

、 。 、きまして 総合振興計画の施策の体系により財政計画を作成しております 本計画は

広域組合への負担金、駅西整備、特別会計の繰り出し、川島地区への工業団地造成、

観光事業など、今後想定している事業を含めた上での計画となっております。

歳入のうち町税に関しましては、少子高齢、人口減少の進行による減収が見込まれ

る一方、高齢社会の進展に伴う扶助費の増嵩をはじめ、普通建設事業等により厳しい

財政運営を余儀なくされることが見込まれます。しかしながら、今まさに取り組んで

いる地方創生事業や花見台拡張の効果等も先々見込まれるとともに、特定財源である

国、県補助金や充当率が高く交付税措置のある地方債を有効に活用して、厳しい中で

も財政の持続可能性を高め、健全な財政運営に努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 申しわけない。具体的な政策とそれにかかわる予算措置、
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そしてそれにかかわる交付税措置というのがあります。それと、公債費の返金があり

ますよね。そういったものを含めた財政計画について伺っているので、そういうふう

な何か通り一遍のことではないのだけれども、お願いいたします。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

ただいまご答弁を申し上げましたが、基本的なことをご答弁申し上げたところでご

ざいます。個々の事業、こういったものも盛り込んではございます。ただ、その実施

の内容であるとか、事業費の総額であるとか、実施の年度であるとか、そういったも

のは当然変わっていくものだというふうに思ってございます。また、経常的な経費等

々も各課からの見込み、こういったものをもとに集計をしておるというような内容で

、 、 、 、ございまして 個々の事業について 例えばこの事業は幾ら こうこうということで

ご答弁についてはしてはおらないところでございます。

、 、 、また 歳入につきましても これは町税等々も見込んでおるところでございますが

大きく変わってくると。というのは、例えば経済変動がどうであるだとか、景気の動

向がどうであるとか、あるいは税法上の改正があったりだとか、不確定要素が多分に

あるかというふうに思ってございます。あくまでも５年間の計画ということでつくっ

てはございますが、一つの仕様としてこういったものを活用しておるというのが現状

でございます。具体的には単年度、単年度で事業のほうを精査をして予算を組んでい

ると、そういったものが現状でございます。

ただ、渋谷議員の冒頭のご質問の中にもありました。なかなかやろうと思っている

ことができない。こんなこともご質問の中にもありましたが、当然厳しいのは大変厳

しいと、財政を預かる身としては本当に厳しいのだと、こういったことは常々職員に

対しては申し上げているところでございます。

そういったことを鑑みれば、切り詰めるところは切り詰めていくと。ただ将来を見

据えた形で投資をすべきところについては適切に投資をしていくと、こういったこと

を基本的な原則として財政運営を行っていると、ご質問の答弁とちょっと違うかもし

れませんが、そういうふうにやっております。

以上です。

。 。〇佐久間孝光議長 渋谷議員に申し上げます 一般質問の残り時間約３分となりました

渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、少なくとも今わかっている段階で駅西計画

が14億円ですよね。学校統合についてどのくらいかかるか、いつやるのかわからない

からあれですけれども、10年ぐらい前はしっかり財政計画というのを出してくれてい

たのですけれども、歳入に関してもわからない、歳出に関してもわからないというこ

、 、 。とでは 財政が見通しが全然できないので これは町政できないということですよね

５年間の財政の見通しも，支出の見通しもできない。町政運営できないということを

総務課長さんみずからお話ししたということでよろしいのでしょうか。しっかり財政

計画何と何。水道工事をやるなら下水道はどのくらいかかる、そういったもののある

程度の把握はあると思うのですが、それが出せない現状ということで、今現在もう嵐

山町は破綻状況にあるというふうに考えてよろしいのですか。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんがおっしゃるようなことではございませんで、あくまでも私が申し上げ

たのは、５年間の見通しはそれはもう当然立ててございます。ただ、その中で必要な

ことは行っていくと、不足する財源についてもしっかり手当てをしていくと、その手

当てをしていく部分に関しては、国や県の補助金であったり、起債であったり、そう

いったものを手当てをしていくと。

今の嵐山町のその財政の状況、例えば自主財源どのくらいあるか、こういったこと

を県内の町村の、他町村のを見てみますと上から数えたほうが早いというのが嵐山の

現状です。嵐山より自主財源が少ない団体というのはたくさんあります。地方税の占

める割合、これ今42％です。これも類似団体、恐らくたしか27くらいだと思いますけ

れども、そういった類似団体と比べれば、かなり嵐山町の地方税の歳入全体に占める

割合というのは高いのが現状でございます。今議員さんがおっしゃるような破綻状態

にある，そんなことはないというふうには思っております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 破綻状態でないのならば、しっかりした数字を出してくだ

さいよ。これ何。破綻状態ではありません、でも厳しい財政ですって当り前ではない

ですか、見たってわかるではないですか。そういったことの数字が出てこないと無理

なのです。私たちは具体的な数字がないと、何も議員としてのチェック機能が働かな
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い。議会の議員としての活動をやめてくださいと言っているような答弁です。どうな

のですか。それってまずいのではないですか。10年前には少なくとも財政計画という

ものは出されてきた。もう一回出してください。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員に申し上げます。一般質問の持ち時間を過ぎました

ので、これにて打ち切りたいと思います。ご苦労さまでした。

◇ 青 柳 賢 治 議 員

〇佐久間孝光議長 続いて、本日最後の一般質問は、受付番号４番、議席番号５番、青

柳賢治議員。

初めに、質問事項１の嵐山の神社、城などを対象にしたゲームについてからです。

どうぞ。

〔５番 青柳賢治議員一般質問席登壇〕

〇５番（青柳賢治議員） ５番議員、青柳賢治でございます。議長のご指名をいただき

ましたので、１点目から質問させていただきます。

嵐山の神社、城などを対象にしましたゲームについてということでございますけれ

ども、これは５月の25日なのですけれども、多数の人が嵐山を訪れました。そして、

一定の場所をスマホを片手に行き交う光景というものが見られました。そして、その

ゲームの通り道となった民家、私の近所のそばだったのですけれども、何事が起きた

のかねえというような感じで話をしてきていただいた方もいらっしゃいました。そん

なことで、このイベントには町がどのようなかかわりを持たれていらっしゃるのでし

ょうか。その点についてお聞かせいただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 では、質問項目１につきましてお答えをさせていただきま

す。

５月25日に開催されたイベントは、スマートフォンのＧＰＳ機能を使い、自身の位

置情報をゲームアプリに反映させることで楽しむ、一種のスタンプラリーのようなも

のであり、町内に設定された歴史的スポットや観光地を歩いて訪れてもらい、スマー
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。 、トフォンアプリ内においてメダルを獲得していくというものでございます 今回町は

観光文化振興を図る目的で開催されるイベントという趣旨に賛同し、その開催を援助

するため、文化事業の後援をさせていただきました。具体的な取り組みといたしまし

ては、参加者に配布するための嵐丸グッズや観光パンフレットの提供、嵐丸着ぐるみ

の貸与、デジタルサイネージや町広報紙での広報を行うなどの支援を行いました。

今回のイベントに参加されたのは全国各地はもとより、海外からも30人ほど、総勢

約1,200人ほどでありましたが、初めて嵐山町を訪れた方がほとんどであったと思い

ます。参加者が実際に町内を歩き、町の自然と歴史を肌で感じていただいたことは大

変意義深いことであり、町の魅力を広く知らしめることができたものと考えておりま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今の答弁をお聞きして、デジタルサイネージ、さらには町の

広報紙で広報を行ったというふうな答弁をいただきました。それで、具体的に広報と

いうのは、どのような内容をやりますよというふうな形の、実際に実施されたものな

のでしょうか。この辺を確認させてください。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、お答えをさせていただきます。

町の広報でございますが、本年の５月１日号、こちらにご案内を掲載させていただ

きました。内容といたしましては、ゲームの簡単な内容、こうしたゲームですと、い

、 、 、ついつ開催がされますと 場所はメイン会場はこうですと そのようなことを掲載し

町民の皆様にご案内をさせていただいたということでございます。駅に設置がされて

おりますデジタルサイネージにも同様な形でさせていただいたというところでござい

ます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

（ ） 、 、〇５番 青柳賢治議員 私も次の日が美化デーでしたので 美化デーに来た人たちが

いや、鬼鎮神社あたりにもかなりの人が来てましたよという話で、それを快く嵐山町

に来てくれるということを歓迎してくれるような人ばかりならばなおさらいいことな

のですけれども、何があったんかねという話で、早朝から駆けたり、時間が不定期な
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ものだから、それこそ京都ナンバーの車が駆けつけたりとか、いろいろあったと聞く

のです。今の課長で説明してくれた周知の仕方が、ある程度このくらいのことは予想

できていたのかどうかを含めて、非常に嵐山のことを知ってもらうためのＧＰＳの機

能を使った文化ゲームだということなので、結構なことだと私思いますけれども、そ

の辺がある程度予定というか、町民の、住んでいる皆さんにはどのような反応がある

かなということはある程度予測はされていたのか、それとも、いや、反響がすごかっ

たねというような感じになっているのか、その辺はどうですか。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

まず、今回のこのイベントでございますが、あくまでも町が主催をした事業ではご

ざいません。民間の会社が作成をしたゲーム。これを町民の方、町外の方が構成をし

た実行委員会組織、ここが主催をしたというものでございます。町はあくまでも、そ

の事業に対して後援をする、支援をする、ある部分の、こういったスタンスでござい

ました。この事業が行われるということに関しては、この実行委員会が主体となって

お知らせをしたと。主には参加を募る、こういったお知らせだったというふうに伺っ

てございます。対町民に対してどうだったかというところに関しては、実行委員会組

織ということもございますので、確かに今から考えてみれば若干足らなかった部分は

あったのかなというふうには思います。

ただ、実行委員会としては、参加者に対しては当然マナーを守ることは当たり前で

。 。す そういったことに関して注意喚起はしていただいたということは伺っております

、 。また 先ほど答弁の中で約1,200名の方が参加をいただいたということでございます

日本全国、北は北海道から南は九州、沖縄まで。海外もアジア圏、あとはアメリカ、

そういったところからも参加をいただいたと。初めて来る方が、一応コースもたしか

３通りぐらいコースを設定して、それもみんなスマホを片手に歩いていました。見な

がら歩くのです。ただ、確かに初めて来たところで、辻があって、例えば私道があっ

てそういったところに誤って入ってしまった、こういったお話も伺っておりました。

そういった点に関しては、実行委員会の中心的なメンバーとお話をさせていただいた

ところ、それは反省点ですと、こういったこともお話をしていたと、こういったこと

が現状でございます。

以上です。
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〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 課長の答弁で、大体よく理解できました。中にはこういう機

会を使って、では鬼鎮神社の前でも何か鬼鎮神社のグッズでも何でもやったらいいで

はないかというような話もしてくれた方もいたものだから、やはりこういうチャンス

を、まして多方面から嵐山に訪れるなんて恐らくこのゲームが初めてだったと思いま

すので、何かこの次の質問にもつながっていくのですけれども、もう少し、実行委員

会形式のような形であったとしても、ホームページを使ったりなんかしてもう少し周

知をする必要があれば、これが来ているのだよというようなことで我々もわかったの

ですけれども、確かに実際、片手をしてこのコースからこっちに曲がってくるような

人たちがかなり相当な人数通るわけです。これは見ていると、やっぱりわかっていれ

ば、そういう人たちが来ているのだよと、ゲーム探しみたいな形でコインを取得する

のだというような形でわかればいいのだけれども、それは実行委員会形式という形の

中で、町が文化後援をしたのだよということですから理解しますけれども、今後ある

ためにはそれをさらに町民にも幅広く知らせて、それをやっぱり少しチャンスにして

いくというような感じ、生かしていくという、せっかくそれだけの嵐山そのものがわ

からない人が、ポケモン何とかという形のものに来るわけですから、それは何かもう

少し町としてもそういう事業を上手に町民に生かしていけるような方向を今後は考え

ていっていただけたらなと思いますが、課長、答弁どうでしょう。

〇佐久間孝光議長 青木参事兼総務課長。

〇青木 務参事兼総務課長 お答えをさせていただきます。

まさに結果を鑑みて振り返ってみますと、本当に観光、文化の振興ということに関

しては、大きな効果を得られたのではないかというふうに思います。参加者が参加を

。 、した後にいろいろツイッターに投稿しておるのです それを拝見をさせていただくと

例えばラベンダーのところのコースだったのです。ぜひ満開のときにもう一度来てみ

たいよと、そんなお話をいただいたり、嵐山の自然の豊かさ、こういったものに感銘

を受けたと、ああ、こういった地があったのか、同じ埼玉県民であっても初めて来た

よと、こんな声をたくさんいただいているようでございます。本当に感想としては好

意的な感想ばかりだと、こういったことも主催者からはお話は伺っております。

今回町はこの事業を後援という形でさせていただきましたが、こういった民で行う

いろんなイベント、今ふえつつあろうかというふうに思っています。例えばもう何回
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でしょう、３回、４回と行っているハロウィンパーティーであったりとか、ヌエック

を会場に行われるイベントであったりだとか、そういった今嵐山町の民間の力という

ものが徐々についてきているのだなというふうに実感しておるところでございます。

町としては、やっぱり行政で行うべきこと、それ以外に民間の力、こういったものも

かりていく、あるいは後押しをしていく、そういった力を伸ばしていく、そんな取り

組みを行っていく必要があろうかというふうに思います。民と官が力を合わせて嵐山

町の活性化を図っていく、大変重要なことだというふうに思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） きょうの答弁よく聞きましたので、私も町民の方で何人かこ

ういうふうに声かけていただいた方いましたので、よく話をさせてもらって、こうい

うことだったというような報告をさせていただきたいと思っています。

次に移ります。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） ２番目ですけれども、ＩＣＴを積極的に活用した知名度向上

についてということでございます。これにつきましては嵐山町の総合戦略、さらには

総合振興計画などの検証結果にも載っているところではございますけれども、その中

で推移というようなもの、それからどうなっているのかなという形でお聞きをしたい

と思います。

（１）でございますけれども、嵐山町の公式ホームページのヒット数の変化と課題

となっている町職員のＣＭＳに必要な知識と技術の普及の状況、ＳＮＳの活用の進捗

についてお聞きをいたします。

（２）といたしましては、今後５Ｇ戦略室のような専門な部署も必置なのではない

かというような考えも持ちます。この件につきましての町の見解をお聞きしたいと思

います。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１ （２）の答弁を求めます。）、

山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 それでは、質問項目２の（１）につきましてお答えを申し上

げます。

嵐山町公式ホームページのヒット数につきましては、平成28年度は11万9,106件、
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平成29年度は14万1,380件、平成30年度は16万3,104件と推移しております。ホームペ

ージは、平成26年度よりコンテンツ管理システム、ＣＭＳにより運用しております。

、 、各職員にＣＭＳの使用に必要な知識と技術を身につけ 積極的な情報発信を行うため

昨年６月に操作研修会を実施いたしました。今年度も７月に操作研修会を実施する予

定でございます。ＳＮＳの活用につきましては、ツイッターに加え、昨年度よりユー

チューブの運用を開始いたしました。ホームページやＳＮＳを活用し、各課とともに

積極的に情報発信をすることで嵐山町の知名度向上に努めてまいります。

続きまして （２）につきましてお答えを申し上げます。第５世代移動通信システ、

ム、いわゆる５Ｇにつきましては通信大手各社が2020年の実用開始に向けて取り組ん

。 、 、 、でいるところでございます ５Ｇ通信の主な特徴としましては 高速大容量 低遅延

多接続、低コスト、省電力が挙げられ、より多くの情報をリアルタイムで受け取るこ

とができるようになります。新たなコンテンツやこれまで以上に物と物とがつながる

ことにより、私たちの生活を大きく変える可能性を持っております。現在一般事務の

職員が情報システムを担当しており、各種研修等に参加しておりますが、十分に専門

。 、的な技術の習得までには至っていないのが現状です 進歩し続ける情報技術に対応し

積極的な情報の発信を行うためには、戦略室のような専門的部署の設置が望ましいと

思われますが、そのための専属の専門的な人員を確保することは困難な状況でござい

ます。今後は、自治体においても専門的な技術を持つ人員を配置するとともに、他の

職員への技術的な指導を行うなど、技術の向上を目指すことが望ましいものと考えて

おります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） （１）から確認をさせてもらいたいと思います。

今公式ホームページ、私もほとんど埼玉県のやつ、今回質問させてもらうので市町

村のを大体見ました。嵐山町のホームページ、確かに26年からシステムが導入されて

いて、ラベンダーのことを含めて非常に見やすくて、よその地域に負けないホームペ

ージになっているなというふうに思ったのが実感です。それで、私このホームページ

のここを挙げてきたのは、やはり先ほどにもあった１点目の質問にも関連するのだけ

れども、そういった情報、例えばこういうことが行われるというようなことをホーム

ページに随時情報発信していく、載せていくというようなことの捉え方からなのです
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が、ここについてもホームページの運用管理規程のようなものはいかがだったのです

か。あるのでしたか、なかったのですか。その辺ちょっと確認させてください。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 嵐山町のホームページの運用管理規程については現在ござい

ます。取扱要綱という形でございます。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） それで、それぞれの総合戦略の検証の中に載っていたコンテ

ンツの管理システムということが出ていました。それで、今実際に運用していく中で

ホームページをつくり上げるというか、つくる担当者としては専属の人が１人それに

担当しているのかどうか、その辺はいかがなのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 特にホームページの更新をすることについては、内容の更新

というのは各課で今できるような形になっておりますので、それを課長が内容を確認

して承認するというような形になっております。そのほかの基本的なホームページに

ついてどうしていくかということで、行う職員については専属的な職員ということで

はございません。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうすると、一般事務を行う職員の方が何人かで運用、管理

、 。 、しているというような形で捉えておいて それでよろしいのでしょうか そうすると

今実際に携わっている職員のメンバーというか、人数というのは把握できますか。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 各課の情報の個々の更新以外の部分で携わっているのは、地

。 、域支援課の担当で２名がその情報の関係について担当していただいております ただ

情報専門ではなくてほかの業務も兼務というか、ほかの業務も担当した上でそれを行

っているということでございます。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） わかりました。このＣＭＳの知識と技術についても操作研修

会を実施しているということですので、非常に嵐山の職員の皆さんのスキルが上がっ

ているのだなというふうに私感じております。それで、ここでやっぱり、今２人の方

がホームページをある程度責任を持ちながら進めているということなのですが、そこ
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で私が１つ話ししておきたいのは、先ほどのような、例えばポケモン何々といったよ

うなもの、ああいったものがあるときにその情報を持っていないとその人できないわ

けなのです。だから、私はやっぱりホームページを管理する人というのは、情報を発

信する源みたいなもの、今の（２）に移る前の戦略の部屋みたいなものなのだと私は

思うのです。そこのやり方とかによっては、いろんなインターネットのホームページ

が出ていまして、かなりそれによって定住が進んだとかいう話も出ていました。そう

いったようなところの充実度というか、それがやはり求められるのではないかなとい

うふうに私感じたので、このところを上げさせてもらったのですが、担当課の課長、

まだ新しいけれども、どうですか。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

、 、〇山岸堅護地域支援課長 今青柳議員がおっしゃったとおりでして 本当に今後ＩＣＴ

あるいはＩＣＴの中のＳＮＳとかという形になるのでしょうけれども、５Ｇになった

ときに、また情報量が多く通信できるとかということで、どんどん革新されていくと

いうような形になります。職員としては、そういうものに変化についていかなければ

いけないわけでして、ついていくためには相当のスキルを持っていないと、それはつ

いていけないということになると思います。そういった意味でも、ご提言いただいた

戦略室のような専属的な、専門的な技術を持った方がいらっしゃるというのは、今後

町の情報発信ということを考えると非常に重要なことになるというように考えており

ます。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 実際にこのヒット数が予定とされるところの20万ヒットまで

まだ距離はありますけれども、果たしてこれが地方自治体の中で適正なのか、多いの

か、少ないのか、これは私も調べたけれどもわかりません。ですけれども、のぞいて

みたときにまたもう一回見てみたいなというのが、嵐山独自の例えばラベンダーがき

れいに凝っていて、入っていくと本当に剪定の仕方まで勉強させられるぐらいに出て

きます。今のインターネットなんかで。やっぱりそんなふうな嵐山でなくてはできな

いというようなもの、嵐山の特色というものが大切なのではないかなと。だから、あ

る程度そういったようなことも深く理解をした上で、そしてやっぱり、今あったよう

な小さな情報でもいいけれども、あっ、ちょっとこんなことが反響大きそうだなとい

うようなものをやっぱり、そういう段階がある程度いい情報を早目に出していく。悪
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い情報ももちろんそうですけれども、いうような対応が必要だと思います。そのため

には今言った、課長がここで答えてくれたように、いわゆる操作研修会、こういった

ようなものがかなり今後とも予算等も含めたりしながら、時間も必要だと思いますけ

れども、やっぱり充実させていかなくてはならないのではないかというふうに私は考

えるところでございますけれども、町長はどのように捉えていらっしゃいますか。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

まさにおっしゃるとおりだと思うのです。それで、課長のほうから答弁ありました

けれども、専門部署がまず人で現状では大変厳しい状況だという答弁がありました。

そういう状況で現在いるわけです。というのは、ラベンダーもそうですけれども、そ

のほかにもいろいろ仕事を抱えて、財政難の話もありましたけれども、いろんな形で

仕事に取りかかっておりまして、大変厳しい状況にあります。

しかし、今お褒めいただきましたように、ホームページがいいのができているよと

いうような話もございました。これも現在の職員の皆さんの中でしっかり対応する職

員がやっていただいたわけで、こういうふうになっているわけですけれども、これか

ら研修というのはまさに必要だと思うのです。それで研修は必要ですし、専門部署も

これからつくっていかなければいけないと思いますけれども、現状ではそういうよう

な状況であるわけで、今その実際のネットワークというのを埼玉の町村会でやってい

、 、るわけですけれども そこのところでもちょっとトラブってしまったといったときに

県の町村会の中で専門的にそういう専門職を抱えるというのは大変町村の中では厳し

い状況でなかなかいないのです。

それで、人事のほうもこの人を動かしてしまうと困ってしまうのだよみたいな感じ

があって、なかなかうまくいかないというような状況がある中で、県では、今年から

、 、なのですけれども デスクネットといって県の中で町村会の中に専門職を置きまして

嵐山ちょっとトラブったというとすぐすっ飛んできて直してもらう、どこでなったっ

、 。ていうとそこへ行く そういうのをみんなで持っていこうということが始まりました

それと、町村会の中ではあちこちのところでパソコンの器具も取りかえなければいけ

ない、それ何十台にもなるわけで、全体でまとめて何百台にしてコストダウンを図っ

、 、ていこうというようなこととか 町村会でできることを始めているわけですけれども

そこでも専門のデスクネットというのを置いてということなのです。
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、 。それで ここのところに始めるのも川口市で専門の人が何十人かいるらしいのです

20、30人くらい、30何人なのでしょうかね。その中でこのデスクネットというのを、

きょう保育園に行く、幼稚園に行く、公民館に行くみたいな感じで、こういうふうに

川口市の中でこうやっている。それがそうではないととても川口市の中でも専門職の

このところに、こっちにも、あっちにもというような状況はできないということでや

っていると。これを見習って、ではうちのほうもというので町村会も始まったわけで

すけれども、こういう状況下ですので、なかなか専門的な者をここのところに置いて

というのが難しい状況ですので、こういうところから専門官を呼んで、それで講習会

を頻繁にやってスキルアップを図っていくというようなことが当面はできるのかなと

いうような感じがするのです。そこのところに部署をつくるとか、専門官を置くとか

ということは、なかなかすぐすぐというわけにはいかないかもしれませんが、そうい

う人たちを呼んで勉強会を開く、その勉強会をちょこちょこやるというようなことと

いうのはこれから必要になってくるし、さらにそういうものが行政のレベルを上げる

一番のもとになるのかなというような感じもしておりますので、参考にさせていただ

きたいというように思います。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 確かに今後は、小学校においてもプログラム教育とか行われ

ていきます。実際に、ちょっと話が外れて恐縮ですけれども、今後それが行われるに

は、ある教える人が１人いても、それをカバーする何人かがいないと進んでいかない

のではないかというふうに専門家の方は私に言っていただいた方がいます。そういっ

たことも含めると、非常にこの小さな町ではあるけれども、さっき言ったポケモンの

云々を含めていろんな可能性を秘めているということなのです、このＩＣＴの環境の

世界というのは。そうすると、そういったものを町が主導する、民が主導する、いろ

んな今の専門官の話もありました。やっぱりそういったことに、常に言っているよう

にアンテナを高くしてとおっしゃっているけれども、しっかりとそこのところを嵐山

。 。町の知名度を上げていくということ この知名度を何で上げるのかということなのだ

やっぱり知名度を上げることによって嵐山町に来てもらったり、そしてラベンダーに

来てもらったり、そういうところにつなげていくことだと私は思うのです。

だから、この総合計画の中では知名度を上げるということに、ヒット数だとかＳＮ

Ｓのコンテンツのいわゆる指導者をつくっていくとかとあるのだけれども、知名度を
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上げていくということをやっぱり役場の職員も一つの進む方向性として、しっかり持

っていてもらわなくてはならない。我々議員もそうなのだけれども、今広報広聴でＩ

ＣＴの勉強をしています。ですけれども、これがある程度進んでいる町のホームペー

ジとかを見ると、やっぱりＳＮＳの発信なんかが違うわけです。私もそっち得意では

ないものだから、余りこれ以上のことは言えないのだけれども。

そんな中で知名度を上げるという中で、きょうの新聞だったのですけれども、ある

新聞に５万株のラベンダー園というのが載っていたのです。ここで、嵐山町に来月７

日までだと、そして東武東上線から３キロほどのところにあると。９日に開いた式典

に出席した埼玉県の上田清司知事は、人口減少の中でも地域を訪れる観光客など、こ

れを関係人口と申します、これをふやす方法はあるということで期待をしているとい

うお言葉をいただいたわけです。この文章がこの記事に載っているのです、新聞の記

事に。こういうありがたい記事が嵐山町のラベンダー園について載っているというこ

とです。これは新聞報道ですけれども。

そういったようなものをやっぱりこんなこと言ってくれている人がいる、マイナス

の情報もあります。ですけれども、いいものを取り上げてみんなで発信し合っていこ

うというようなところにやはり町は活気がついたり、元気が出たり、みんなを励まし

たりしていくというふうに私は感じております。そういう中でこの戦略室、提案させ

てもらいましたけれども、こういった部分がやはりある程度のまちよりもなかなか人

材が集まらないという中でも、いろんな厚遇をするとか、いろんな給与体系を考える

とかして、やはりそういった人たちに来てもらうような底辺の部分をつくっておかな

いと、なかなかこれからは、町長が年頭で５Ｇの話をされていました。すごいスピー

ドで進んできて、どんなことが行われるかというと、例えば私がここにいなくてしゃ

、 。 、べっているようなことができてしまう よそにいても そんなものが2020年ですから

もう間もなく来てしまうわけです。そんな文化が我々の目の前に来ているので、これ

どうなることかとは思うけれども、非常に期待もできると思います。

ですから、そういった分野もある程度やはり強い人、検証していく人、それからお

互いにスキルを高め合っていくというようなこと、そういうところを一つ知名度を上

げるということがどういうふうにつながっていくのだというようなことをもう一度総

、 、合計画の戦略なんかも含めて確認をしていただけたらなと思いますけれども その点

課長、どうだろう。
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〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 青柳議員ご指摘のとおりでございまして、あと現状を申し上

げますと、担当している職員が２名いるというお答えをいたしましたけれども、この

２人の職員がどういったことに一番時間をとられるのかなということで聞いたとこ

ろ、各課でパソコンのふぐあいが起きるのです。システム等にふぐあいが起きた場合

は、通常業者さんのほうからＳＥに来ていただいて、それで直していただいたりとか

というのをするわけですけれども、それでは間に合わないわけです。なので、担当し

ている職員が行っていろいろ何かあったときに、私も税務課にいたときにパソコンが

おかしくなったよということですぐに見に来てくれるわけですけれども、今そういっ

たことに時間がかかってしまうということがあるのです。

私が役場に入ったころから考えると驚く話なのですけれども、税務課にいたときは

パソコンが机に２台あるのです、基幹系と情報系ということで。これは、もう切り分

けしないと情報漏えいの関係でだめだということで、役場へ入ったころではもう考え

られないようなことが今起きていると。役場入って30何年になりますけれども、私自

身もそういうのについていくのがようやっとですし、それだけの台数が役場の中にあ

るわけですから、本当に担当する職員はそういうのまで管理していくということなの

で、そういったことに時間とかがとられてしまって、青柳議員がおっしゃるような本

来の知名度を上げるとか、情報発信していくとか、そういったところになかなか手が

行かないというのは現状としてあります。

ただ、それがあるからいいということではなくて、やはり何かいろんなことを工夫

しながら知名度アップあるいは情報発信、常々町長からも情報発信力が足らないと指

摘をいただいておりますので、そういったことに努めていきたいというふうに考えて

おります。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇３番（大野敏行議員） 新しいこととなると、なかなかつらいところもあります。で

も、やっぱりそれを１つずつ乗り越えていって初めて今のいろんな出てくるハイビジ

ョンの時代も越えていけるわけですし、私たちも後押ししながら、そういう時間が少

なく済んでスムーズに流れるように我々も応援していきたいなというふうに思います

ので、頑張ってください。

次へ移ります。
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〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） ３点目になりますけれども、空き家が増加しまして、その続

けている現状、これについてでございます。空き家条例の制定、さらには措置法の施

行後も空き家の増加が止まらないようでございます。現状の課題解決に向けた町の取

り組みについてお尋ねしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 質問項目３につきまして、お答えをさせていただきます。

町内の空き家につきましては、平成24年と平成28年に空き家等の調査による実態把

握を行った結果、291件と454件という状況でございました。この間の４年間で163件

増加しているという状況でございまして、その後も増加傾向は続いていると考えられ

ます。また、各実態調査の後、空き家の所有者に対して空き家活用の意向等を把握す

る目的でアンケート調査を実施しております。このアンケートで、空き家バンクへの

登録希望があった物件については現地調査等の確認を実施し、登録可能な物件は空き

、 。 、家バンクへ登録し 活用促進を図っております 空き家に関する課題でございますが

今後ふえ続けることが予想される空き家をいかに活用していくかということが課題に

あります。また、そのほか、管理不全の空き家による住環境の悪化を防ぐため、この

ような空き家を適正管理につなげることが大きな課題となっております。

町としましては、引き続き空き家バンクをはじめとする空き家の利活用を進めると

ともに、管理不全の空き家につきましては適正に管理されるよう所有者や管理者に意

向確認しながら取り組んでいきたいと考えております。また、空き家の増加抑制の取

り組みについても現在検討しているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） これについては、過去においても総務経済でも研究させても

らうことがありました。空き家対策の推進に関する条例、これもできたりしまして、

ある程度落ちついているのかなというふうに思ったりもしましたけれども、私聞くと

ころによりますと相談窓口といいますか、役場の環境課のほうへある地域から代表者

なり来たりして相談もしているというように聞いています。それで、空き家対策会議

が開かれたような形跡はありませんので、特定空き家に当たるようなものはないのだ
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ろうというふうに理解していますけれども、そうはいっても桟がぶらぶらしていたり

だとか、そういう状況のところもあるらしいと。そういったことに対して、町はどの

ような指導をしたり、今答弁いただいていますけれども、具体的にはそういった話し

合いの中で対応されていただいているのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

まず、危険性のあるような緊急対応が必要な空き家につきましては庁内に対策の会

議、そういったものがございます。それを開いて、対応を協議して早急な対応を図っ

。 、 、ていくというような形になろうかと思います また 特定空き家に該当しそうなもの

そういった心配ですとかいろんな地域での苦情、そういったものが実際のところござ

いまして、それに対しましてはこれまで所有者に対して通知等を行ったり、直接接触

するなど、そういった対応を行ってきたところですが、それでもやはり解決には至っ

ていないというのが現状でございます。その理由の一つとしては、例えば相続が発生

して、それが年数がたって相続人が複数になっていると、その相続人同士も面識がな

かったりとかいうことで、実際のその空き家等の取り扱いを決めかねているとか、そ

。 。の辺がはっきりしない そういった状況が一番の対策が進まない要因と考えられます

現在そういったところに対して、なかなか具体的なアプローチができていなかった

のが現状でございまして、今年度そういった話、私はこの４月に課長になりまして、

実際そういった地域からお話いただいている、その前も聞いていた部分はありました

が、直接伺うような話になって、考え方も伝えさせていただいたところなのですけれ

ども、やはりその権利のある方、そういった方たちがその物件を今後どうしていくか

ということをはっきりと確認した上で、その意向に沿った形で何ができるか、その辺

をきちんと整理していかなければ解決には至らないのかなということがございます。

そういったことで、少なくとも全関係者に接触していくような形がまず第一歩なのか

なということで、管理不全の空き家についてはそういう取り組みを進めていきたいと

いうことを考えているところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 担当課としてもできる限りの努力をされているのだと私も思

います。ただ、そういったものがある地域の方からするとなかなか役場は動いてくれ
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ないではないかとか遅いのではないかと、これは前もそんな話をしたことがありまし

たけれども、そういうような案件というか、物件というか、空き家というのは、困っ

ているというようなもの、今どのくらい把握されているのですか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 程度の違いは大分ございます。そういった中で一般的な、年間を

通して地元の方、近所の方から苦情なり対応を求められている物件はおおむね30件弱

ぐらい、そのうち本当にどうしても何とかしてほしいという強い要望を受けているも

のについては10件に満たないぐらいですが、結局それが一番の問題になっているとこ

ろで、対応がなかなかできないというような物件でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 確かにそういうふうなものがふえていくことによって地価は

なかなか上がらない、環境がやっぱりそういう状況であれば人がなかなか来ないとい

うことにもつながっていきますよね。ですから、やはり空き家対策をつくったときに

もまず予防が第一だと、これに力を入れていくという、町も対策計画つくっているわ

けです。私もまさにそのとおりだと思うのです。

ただ、今のような状況の数が、私これ29年ぐらいだったかな、植木課長のころに一

回聞いているのですけれども、10件に満たないという答弁をいただいているのです。

それが今30件ぐらいになっているということになると、非常にこれから町も負担をし

なくてはならない状況も考えられるということです。例えば最近の新聞ですと、毛呂

山町で空き家に向けていわゆる解体することに対しての補助金を出すというような、

この間出ていました、条例化したと。それで、これもなるべく町に金がかからないよ

うになるために早目に手を打つというような対策なのです。そうすると、今言った状

況がふえていっているという状況がある程度把握できるわけだから、このふえている

30件ぐらいの状況のものというのは余り好ましくないですよね。そういう中で、何と

か相手が応じてくれて対応してくれるというものがほぼ全物件であるとか、それとも

いやという感じなのか、どうですか、課長。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

30件弱と申し上げた物件の状況でございますが、全てが物すごい状況ということで
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はなく、庭木が伸びているとか、そういう軽微なものも含めての30件程度ということ

でございまして、先ほど申し上げました10件未満というところ、そこが非常に地域の

生活環境に対して問題が出ているところかなというような状況でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） なかなか、空き家がふえていく中で、自治体も負担がふえる

ような状況にもなってきているということでしたよね、新聞なんかの報道によると。

それで、そういった状況が生まれてくるという根本を考えていくと、確かにそこにも

う誰も住まなくなったとか、おじいちゃん、おばあちゃんのうちだったからもう誰も

いないとか、それはもうなかなかしようがないことなのだけれども、空き家のいわゆ

る特徴と解説、発生予防というようなものを呼びかけるというようなことは、町とし

てもパンフレットをつくったりしているようなところも見受けられますけれども、そ

の辺のところの努力については町はどのように捉えていますか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

発生予防という点についてでございますけれども、議員さんが今おっしゃられたよ

うに、パンフレットをお送りして、適正な管理というのはもう空き家になっているも

のに対してでございます。発生予防の取り組みにつきましては、最初の答弁でもお話

しさせていただいたのですが、具体的に申し上げますと検討というよりは今年度埼玉

県の空き家予防支援事業というものの中で相続おしかけ講座というようなものを実施

する予定でございまして、嵐山町も手を挙げておりまして、実施していくような方向

で今、調整というほどまだ入っていませんけれども、実施していく予定でおります。

これは、要は今現在空き家でなくても、高齢の世帯の方とか空き家になる可能性が

あるかもしれません。相続でトラブルなり、きちんと相続されなかったり、そういっ

たことで空き家になって、非常に難しい状況になるものがありますので、そういった

ことにならないように、今住んでいる方が事前にそういった対策を考えていただく、

そういうきっかけとなるような講座、それを開催して、そういう意識を持っていただ

くことで予防につなげていくというようなことをしたいというふうに考えておりまし

て、これが今年やってみて効果があればもっと広げていければなというふうに考えて

おりますが、実際昨年埼玉県のほうで試験的に何件かこれをやった状況を伺ったとこ



- 124 -

ろによりますと物すごく反響があって、その先まで少し違う講座をやってくれとか、

そういう地域も多かったように伺っております。

ですから、非常に興味を持たれる方、やっぱり自分自身の問題としてきちんと、内

容もそういう内容なのですけれども、考えていただける方が多いのかなと。そういう

ふうに考えていただければ、予防に本当につながっていく一つの対策なのかなという

ふうに考えています。ぜひ今年実施していきたいと考えております。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 前向きな答弁で、千葉市あたりではかなりの成果を上げたと

いうことも私聞きました。ですから、１万8,000人の町だといえども、やっぱりそう

いったところがふえるのではなくて、事前に予防できていくという、これがやっぱり

肝心なところなので、それが一番町の仕組みというか、まちづくりにも貢献していく

のではないかと思います。

それで、あともう一点だけ確認しておきたいのだけれども、空き家バンクの運営と

いうかその状況、インターネットを見れば載っていましたけれども、余りここのとこ

ろ活用というか、状況は止まっているような状況になっているのかどうか、その辺ち

ょっと確認させてください。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

空き家バンクを立ち上げて、実際のところ35件ほどの登録希望がある中で、登録が

実際22件だったということでございます。その中で、登録しなかった方については、

しなかったというよりも登録したのですけれども、価格面であるとか、いろんな修繕

が必要だとか、そういったものがはっきりせずに実際にそのバンクに載っけて希望者

を募るというところまで持っていけなかったような状況がございます。その後の希望

者の把握をできていない部分がございますので、そういったこともやっていかなくて

はいけないというふうに考えておりまして、それによって少しでも空き家となってい

るものが流通なり活用されていくような形で持っていければなというふうに考えてお

ります。

以上です。

◎会議時間の延長
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〇佐久間孝光議長 議事の途中ですが、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ

延長いたします。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） それで、これは副町長のほうにでも答弁いただければと思う

のですけれども、空き家バンクなんかには自治会の中で登録を呼びかけたことによっ

て補助金を出すような仕組みもどこかではあるらしいと私聞いたのです。それで、そ

ういったような、例えば登録を呼びかけて、私も川島で実際２件そんなにあかないう

ちに、１カ月もあかないうちに人が入ったり、売却されたりと、中古だったのですけ

れども、そんなにないのだろうなという思いがあったのですけれども、今お聞きする

とふえているという事実があるわけです。

そういう中で、地域の地区なら地区でもそういった登録する人を紹介と言ってはお

かしいのですけれども、紹介して、成約できた場合には何らかのものをあれする。そ

んなことも空き家バンクがこれからもう少し動いていくのかななんていうふうに考え

たりするのですけれども、課長でもいいし、副町長でも、どうだろう。空き家バンク

の運営自体は、登録する人と売却されればそのままなのだけれども、それを登録した

らどうだろうというような、そういう仕掛けと言ってはおかしいけれども、これを地

域でやってもらうわけだよね、私の今言っているのは。そういったことを登録して、

仲介という形になるけれども、してくれた人には何らかの、成約した場合にはどうの

こうのという形のものというのは、これは今の運営上なかなか難しいものなのかどう

か。その点をちょっと。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

現在は宅地建物取引業協会、こちらと協力して空き家バンクの運営を行っていると

いうような形になりますが、議員さんが今おっしゃられたような仕組み、これは他地

域で多分先進事例があるのでしょうか。少し研究をさせていただいて、今の仕組みと

併用ができるものなのか、実際それができるかどうか、その辺はちょっと研究をさせ

ていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） とにかくそういった景観を含めて、そういうところがふえて
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いくということは嵐山町の地価はなかなか上がらないと。要するにそういう環境の場

所はなるべく事前に予防していくということを、町民の一人一人が住んでいてやっぱ

り思っていくということなのです。近所隣こうなっているけれども、どうだろうなと

知って、たまに来たときにもしあったら貸したらどうだいとかと言うことだってでき

るわけです。そういうようなことも有効活用になっていったりするわけだから、そう

、 、 、いったような町の捉え方というのは 私は空き家を一つでも減らしたり ふやさない

予防していくということ、これ以上にないわけであって、あとみんな私権があるわけ

ですから、そのままにしておきたいという希望も結構あったりして、なかなかそこま

でたどり着かないということも結構書いてありました。ですけれども、それは自分で

建てた自由でもあるのだけれども、やはり後々近所に迷惑かけるようであっては果た

してどうなのかなというふうに考えます。そんな中で、状況の改善が見られないとい

う状況はなるべく少なくしてもらって、相談者もいるでしょう、真摯な対応をお願い

したいというふうに思います。副町長、そうですか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 この空き家の問題は、本当に大きな社会問題だというふうに思いま

す。さらに高齢化が進めば、この空き家はさらに増加をするというふうに言われてお

りまして、町もただ手をこまねいているわけではなくて、毎年度空き家の利活用の補

助金をいただいて取り組んでいるのですけれども、途中まで行くのですけれども、な

かなか成果に結びつかないと。特に要望のある区長さんのところにも課長と一緒に私

も伺いまして、とくと相談をさせていただいて取り組めるかなというところまでいっ

たのですけれども、そこから先にまた進まなかったと。

それから、もう一点、嵐山町の事情として、例えば農村地帯の空き家を使ってレス

トランをやりたい、あるいは宿泊施設をやりたい、そういう希望のある方があったの

。 、 。 、です でも これが都市計画上の規制がありましてなかなか前に進まない しからば

もとを、県の規制を緩和をしてもらおうということで、これはまた町村会にお願いを

いたしまして、町村会から埼玉県のほうに働きかけていただいて、そういったことも

できるように一歩ずつなってきているのですけれども、なかなか具体的な空き家の利

活用は、いろんなアイデアはあるのですけれども、進んでいないというふうな現状で

ございます。

ありがたいご質問をいただきました。町もこれまで以上にこの空き家の利活用、そ
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れから空き家バンクの登録、真剣に取り組んでまいりたいと思いますので、引き続き

ご指導のほうをよろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 町も県のそのことをやってもらえれば、相当またいい効果が

出てくるのではないかと思います。期待しておりますので。

以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。

〇佐久間孝光議長 どうもご苦労さまでした。

◎休会の議決

〇佐久間孝光議長 お諮りいたします。

議事の都合により、６月12日は休会といたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。よって、６月12日は休会とすることに決し

ました。

◎散会の宣告

〇佐久間孝光議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時５９分）
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◎開議の宣告

〇佐久間孝光議長 皆さん、おはようございます。第２回定例会にご参集いただきまし

て、大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和元年第２回嵐山町議会定例会

第４日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５７分）

◎諸般の報告

〇佐久間孝光議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇佐久間孝光議長 日程第１、一般質問を行います。

◇ 長 島 邦 夫 議 員

〇佐久間孝光議長 本日最初の一般質問は、受付番号５番、議席番号４番、長島邦夫議

員。

初めに、質問事項１の駅西活性化についてからです。どうぞ。

〔４番 長島邦夫議員一般質問席登壇〕

〇４番（長島邦夫議員） おはようございます。ただいま議長から指名をいただきまし

た長島邦夫です。一般質問させていただきます。

今回の一般質問は、大項目で２問でございます。順次質問しますので、ご答弁のほ

どよろしくお願い申し上げます。それでは、早速質問に入らせていただきます。

大項目の１番、駅西の活性化について伺います。嵐なびは、観光客、住民、駅利用

者の利便性、商業者の活性化を目指し、見方にもよるが、紆余曲折の中、完成、運用

をされている。今後は、長年の懸案であるロータリーの拡張改修、停車場線の改良、

周辺整備に進み、駅西の活性化につながると考えるが、住民がどのように望んでいる
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か、費用対効果を決しておろそかにしてはならないというふうに考えます。今後の進

め方について、以下の質問にてお伺いをいたします。

（１ 、ロータリーを拡大させ、車両の安全運行、歩行者の利便性につなげたいと）

のことであるが、進捗がどのようになっているか、まずお伺いします。

２番目としまして、県道停車場線は歩道も狭く、安心安全な歩行は難しい状況であ

り、車両の運行も同様と考えます。以前も周辺住民の理解、最大限の効果を視野に、

一方通行などについて一般質問させていただきましたが、沿線活性化もあわせてお伺

いをいたします。

３番目としまして、いかに駅前に人を導くかは大変難しい課題であります。民間資

金を導入した開発は理想ではありますが、民間は自己利益が予想されなければ、手を

つけることはないことでございまして、順当な考え方としては今ある民間機関の存続

はもちろんのこと、新たな官民共同の事業、公共施設の導入も視野に入れた開発も必

要というふうに思いますが、考え方をお伺いをしたいというふうに思います。

以上、駅前の活性化について質問といたします。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、質問項目１の（１）につきましてお答え

させていただきます。

武蔵嵐山駅西口の駅前広場整備につきましては、平成30年１月、都市再生整備計画

を策定し、国補助金を活用しつつ、平成30年度より事業を実施しておるところでござ

います。平成30年度事業におきましては、用地測量、用地取得、駅前広場の詳細設計

を行うこととなっておりましたが、用地交渉が難航しており、用地測量を除き、今年

度に繰り越しを行っているところでございます。現在、関係者の方にご協力いただけ

るよう、引き続き交渉を行っているところでございます。

続きまして、質問項目１の（２）につきましてお答えさせていただきます。長島議

員ご指摘のとおり、さまざまなアンケートをとるごとに駅前の活性化について厳しい

ご意見をいただいております。町では、武蔵嵐山駅周辺活性化として、嵐丸ひろば整

備、東西連絡通路の改修、嵐なび整備などの事業を行ってまいりました。現在は、駅

前広場の整備を行っているところです。武蔵嵐山停車場線の現況は、車道が約2.8メ

ートル、歩道が約1.0メートルと、現在の普通車両の通行においては狭いと感じる方
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が多いと考えられます。また、歩道を歩かれている方からも、狭いとのご意見が寄せ

られたところでございます。県道の一方通行を含めた沿線活性化とのご意見ですが、

これまでの本地域の経緯を考えますと、なかなかすぐには難しいと考えているところ

でございます。今後は地域の意見を聞きながら、関係機関とも相談しつつ、嵐山町に

ふさわしい活性化について取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

続きまして、質問項目１の（３）につきましてお答えさせていただきます。駅前の

土地利用につきましては、都市計画マスタープランにおいても玄関口にふさわしい環

境整備、景観拠点の形成、中心商業地の再生と位置づけております。駅前の活性化の

。 、 。手法はさまざまあると考えられます 現在 町では駅前広場の整備を行っております

駅前の活性化は重要施策として取り組んでいるところでありますが、ご存じのとおり

町も財政的に大変厳しい状況が続いております。町が主体的にすべきこと、民間が主

体的にすべきことをある程度分けて考えていく必要があるものと考えているところで

ございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、再質問させていただきます。

、 。１番 ２番は関連があるので一括して再質問していきたいというふうに思いますが

まず私、議員になった当時からこの駅前の活性化というのは取り上げていろいろ質問

してまいりました。そういう経緯から何でまたこの時点でそれを取り上げて質問する

かということになると、自分の今まで歩んできたところをちょっと申し上げて、それ

から質問をさせていただきたいというふうに思うのですが、中心市街地の活性化とい

うのは、やはりそこに人が来ていただかないと物も売れないし、何かを見て代金を置

いていただくということもできません。そういう一環から嵐山さくらまつり、15年ほ

どたちますか、いつも話すことでございますけれども、駅におりる方にぜひ桜の並木

のほうに来ていただきたい。その道中にいろいろ散策をしながらお買い物もしていた

だいて、町にお金を落としていただきたい。そういうことが始まりでございました。

今では、花火のほうに移行し、夜ではございますが、それほどあふれるほどの人が

来て、大きなお金は落としているのかなというふうに思います。それが実際、住民の

方の営業している方に落とされているかどうかというのは、ちょっと一概には言えな

いところがあるかとは思いますが、とにかく人が来るということは、いろいろなとこ
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ろの糧になるわけでございます。

そして、また今回は千年の苑ラベンダー園がオープンをして、ほぼ６日目ですか、

きょうで。全国放送で先ほどＮＨＫで放送され、嵐山町というところが、今までも知

っている方は多くいらっしゃるかとは思いますけれども、全国的に知れ渡ったと。多

分今夜あたりになったら 「嵐山が出たよ」なんていうふうに、電話なり、またはＳ、

。 、ＮＳで伝わってくるのではないかなというふうに思います そういうところにおいて

ラベンダーというのは本当に成功していきたいなというふうに自分でも思っておりま

すし、なるべく協力はしていきたいというふうに思っています。

そういうほかに自分の活動としては、人を呼ぶのであれば、何としたって、東上線

の運行率、そのようなものがよくならなければだめだと。若いときから、仲間と東上

線に特急列車を走らせよう、そんなばかげたことを思いながら活動した結果が、やは

りＴＪライナーというものに結びついています。最初はそんなに大したことはないな

というふうに思ったのですが、利用する人が多いのでしょう、随分増便をされている

ようでございます。この間、私乗ろうかと思ったら乗れなかった状況がございます。

そのように、やはり東上線、非常に力を入れて、運賃を稼ぐということは、そこで稼

いでいただければ、当然この地区にもそのお金が落ちてくるということでございまし

て、非常に理想的な方向に進んでるなとうれしく思っているところでございます。

、 、 、ですけれども 今度は駅におりた方を いかにこの町に効果を上げるかというのは

なかなかこれは至難の問題でございまして、嵐なびができ、観光の方については非常

にいいところができたなと思っております。ですけれども、そこのところに、ロータ

リーを拡大をして利便性を増していくと。当然どこの町を見ても、駅の周辺の整備と

いうことになれば、ロータリーを拡大して当然やってくるかなというふうに思うので

すけれども、今ここに書かれているとおり、やっぱり住んでいる方がいらっしゃるわ

けです。その方のことも当然理解をしていただいた上で町が活性していかなければ、

余り批判的なことが出ると、逆にお金はつぎ込んだけれども、それで利用者もふえた

けれども、嵐山のイメージは下がってしまったと、そのようなことでも非常にうまく

ないかなと自分は考えます。

そういう面から、丁寧に丁寧にご理解をいただくように進めているのではないかな

というふうに思うのですけれども、また駅前広場というのは非常に大きなお金が使わ

れます。そういう点から、自分ではいわゆる今までの資料をいただいた中でございま
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すけれども、基幹事業として駅前の広場というところに、約80％ぐらいのお金が使わ

れるということでございますけれども、私わからないところが、全体的なそこの事業

、 、にそれだけ使われるというのはわかるのですけれども ただその移転の費用ですとか

補償の費用ですとか、またロータリーの事業に入るところ、そこら辺のところの費用

の割合が全然わからないのです。それでは、自分の頭の中にそのくらいの補償料では

とてもではないけれども、立ち退きなんかできないのではないのというふうな考えも

持てる、そのもとのあれがないものですから、今回、立派な事業でぜひ成功させたい

、 、と思いますけれども そこら辺のところをちょっと詳しくお聞きをしたいなと思って

このあれを取り上げました。ぜひ再質問しますので、そこら辺をまずお聞かせいただ

きたいというふうに思います。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきたいと思います。

今現在ホームページでも駅西の整備につきましては公表させていただいておりまし

て、全体で13億9,000何がしというのが出ているところでございます。内容につきま

しては、議員さんご指摘のとおり、基幹事業は駅前広場は幾ら幾らというふうになっ

ておるところでございまして、それ全体の総額でございます。内容については、契約

上で総額で出ておりますので、内部はこれが幾ら、これが幾らというのを公表してお

りませんので、全体的な金額でご了承願いたいと思います。

また、補償費につきましては町で決まったというか、国が定めておる基準がもうご

ざいまして、それを県もそれに伴って基準を定めております。それに基づいてやって

、 、 、おりますので 補償費が幾らというのもありますけれども 適正にやっていただいて

それが多い少ないというのは適正な補償費を出しておりますので、ないなというふう

に考えているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それだと全然わからないのですけれども、やっぱり補償とい

うか、そこに住んでいる方に移動していただいて、町の今後のためにぜひお願いをし

たいというふうなことをお願いしているのだと思います。長年そこに住んでいれば、

そうそう左から右に、はい、わかりましたというわけには多分いかないと思います。

ですから、何年もかかっている、これは当然のことかなというふうに思いますけれど
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も、町としては、このくらいの線であれば妥当な線ということでお話はしているのだ

と。その詳しい金額まで聞くつもりはございませんけれども、やっぱり全体の総額が

出ていますから、補償のところにどのくらい使われるのかなと、そんな疑問を持った

わけでございます。再度質問しますけれども、いかがでしょうか。話せないのであれ

ば、もうお話しできないということだからそれで結構ですけれども、幾らかでも何か

予想的なものが立てられるようなことをちょっとお聞きできればというふうに思うの

ですが、どうでしょうか。逆にロータリーの整備のほうにはどのくらいかかると、そ

ういうふうにおっしゃってくれてもそれは構いませんが。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

用地費につきましては、個別個別にその当該年度におきまして予算計上させており

ますので、ちょっと今年度の資料につきましては手元にないのですけれども、予算書

の提出した金額について土地購入費物件補償費と出ておりますので、その金額の総計

ということで考えていただきたいなというふうに思っているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） しつこいですけれども、ロータリーの部分だけでも、あそこ

のところだけでどのくらいかかるものだか、概算で結構ですからもちろん、教えてい

ただけないでしょうか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

あくまでも概算ではございますけれども、今現在の計上におきましては約9,000万

程度というふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） そうなると移転の補償だとか、そちらのほうに多くのお金が

必要とされているということで理解をしました。それは私がどうこう言うあれではな

いのですけれども、そこのところの整備の一環の中にちょっと違う方面からなのです

けれども、地域生活基盤施設用地ということも載っておりますが、青写真の中で四角

に囲まれたところですけれども、そこの目的というのは、町で考えている構想という
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ものはどんなものなのでしょうか、教えていただけますか。

〇佐久間孝光議長 まず最初に、伊藤まちづくり整備課長のほうから訂正を申し出てお

りますので、まず訂正をしていただいてから再度その質問に答えさせていただきたい

と思います。

伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

先ほどの9,000万程度というのは、ちょっと間違った数字でございましたので、ま

た改めて数字のほうをお答えさせていただきたいと思いますので、数字につきまして

は訂正させていただきたいと思います。

駅前広場につきましては、駅前ロータリーのところと、また駅前広場の先ほど言い

ました地域生活基盤広場につきましては、ロータリーの外側というか、滞留するとい

うか、そういうところでございますので、本当に車が走るロータリーのところと、そ

れを含めた歩道というか滞留する施設ということで、駅前広場というところで地域生

活基盤整備というものの内容を位置づけておるところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

（ ） 、 （ ） 、〇４番 長島邦夫議員 駅前広場 この説明書を見たら 道路 と書かれていますが

それはロータリーの部分だというふうに思うのです。その後ろ側に地域生活基盤施設

と書かれている部分があるのですけれども、ここはどういうことを考えていらっしゃ

るのですかというふうなことをお聞きしているのですが。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

さっき議員さんご指摘のとおり、道路の駅前広場はあくまでも車が通る駅前広場の

ことを考えておりまして、その他の地域生活基盤の駅前広場というのは、外側にスペ

ースを設けさせていただこうと思っています。これにつきましては、さまざまな今後

イベントを行ったり、駅に来た方が座ったりするベンチを整えたり、そういう施設と

して考えているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長嶋邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 今そこに店舗を構えている方が当然移動するということにな
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ると 「いや、よそへ私行きますからいいですよ」というふうな方はいいかなと思う、

のですけれども 「また、ここへ戻ってきたい、そういう用地は確保できないんです、

か」とか、そういうところのものなのかなと思ったのですけれども、そうではないの

ですか。まず、そこから聞きます。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

移転した方が戻ってくるという場所ではなくて、町が管理する駅を使って、ロータ

リーの周りで歩行者等の方がいろいろなイベントをやったり、そこで滞留するという

か、いる施設、それにはベンチ等を設置しようと考えているところでございますけれ

ども、今後詳細設計におきまして、改めて皆様に案を詰めさせていただこうと思いま

すけれども、基本的には駅前のロータリーの外側の滞留するというか、スペースとい

うふうに考えているところでございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） そうすると、そういう施設、それはわかりました。

ですけれども、そこの立ち退かれる方が「私もここへもとに戻ってきて、また商売

みたいなものをやりたいんだ」というふうなことをおっしゃった場合には、場所がな

いと、なかなか難しいかなというふうに思うのですけれども、そういうことは何かお

考えですか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

あくまでも、こちらの契約は駅前広場の整備ということでございまして、また移転

した方から戻ってきたいというところは、ほかの代替地というか、それ以外の土地に

、 。ついてご案内すると そういう形になるというふうに考えているところでございます

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） わかりました。

（２）番のほうの１、２をまとめて質問しているのですが、停車場線のことは、開

発については全然構想というか、考えは持っているということでしょうけれども、具

体的なものはまだ何も出てないということでよろしいのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。
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〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

停車場線につきましては、2018年６月に策定しました駅前広場整備計画におきまし

ても道路が狭いという意見もいただいています。これは菅谷地区にアンケートをとっ

たのですけれども、いただいております。それは長年の町の課題でございますので、

これを受けて今後検討していくということになっているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 駅前のロータリーが解決しないと、そちらのほうにもお金も

かかることですし、なかなかいかないのではないかなというふうに当然考えるわけで

すけれども、やはり実情として狭いというか、車道も狭いし歩道も狭いし、その後の

後ろの方にどうこうというふうなことになると非常に難しいなと。そうすると、私質

問したのがもう議員になりたてのころですから、もう12年ぐらい前です。そのころで

もそういうことはあったわけです。ですけれども、こんな簡単にいくというふうには

思っていませんので、仕方ないことかなというふうに思うのですけれども、でも、そ

ろそろ全体的なロータリーのほうを心がけていくと、構想的なものを示して住民の方

にご理解をいただくというふうなものは必要かなというふうに思うのですけれども、

課長さんの答弁がなかなか難しいことであれば、副町長でも町長でも少しお答えをい

ただければというふうには思うのですが。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

駅広整備計画におきましても理想とする道路の幅員とかというのは示させていただ

きまして、車道３メーター、歩道については２メーター、４メーターがいいのではな

いかという意見を受けて、広域整備計画の報告書として提出されております。これに

ついて、ホームページ等で公表させていただいておりますので、これが一つの嵐山町

の案なのかなというふうに考えております。

ただ、こちらはアンケートを受けて、ただ報告書として示させたものがございます

ので、関係機関等の相談等もまだ行っておりませんし、あくまでもこのアンケートを

受けて、皆様地域の、菅谷地区のアンケートを受けて概算、あと交通量を見てこれぐ

らいかなというのを決めさせていただいているところでございます。

以上でございます。
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〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

（ ） 、〇４番 長島邦夫議員 非常に交渉を持っても住民の方がいらっしゃるわけですから

そうそうそれが実現できるかどうかというのは非常に難しいことですし、うかつにそ

んなことを言えるわけもございませんし、まず住民の方に話すのが第一ではないかな

というふうに言われてしまうと思います。ですけれども、ある程度今みたいに交渉は

持っているということだと。そういうことであれば、少しずつでも前にそういうもの

を出していかないと、ロータリーが終わりました、すぐ今度は停車場線にかかります

といったら、住民の方もびっくりするかなというふうに思うのです。それにはもう今

の駅のロータリーにかけるお金でも、もう10億以上のお金ですから、全体の総予算が

60億ぐらいなのですから、そうそうできるわけはございません。ましてや県道の整備

ですから、県のご理解がなければできないことでございますけれども、町の構想、住

民の思いを少しずつでも前に出していくということのあれがないと、一旦構想的なも

のはできたのですといっても、その後それがある程度、徐々にでも進んでいかないと

難しいかなというふうに思うのですけれども、課長さん、お答えいただけますか、大

丈夫ですか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それではお答えさせていただきます。

駅前のロータリーの整備につきましては、２度につきまして地元の説明会を行って

いるところでございます。平成30年５月の祭日に行いまして、その後交渉事業に進ん

でいるところでございます。

また、ロータリーの説明会におきましてもロータリー等ができれば、早目に案を示

していただきたいというご意見もいただきました。今現在、設計を行っているところ

でございまして、案ができましたら早いうちに皆さんの意見をいただきたいなと思い

ます。そこに合わせて、今後進めていく道路につきましてもある程度のお話ができる

か、またこういう考えを持っていますよ、絵としては別ですけれども、どういう考え

を、意見を聞いたり、町としても今後整備をしていく方向ですという話をさせていた

だきたいと思います。また、現に説明会におきましては、口頭ではございますけれど

も、駅西についても駅前道路についても考えてございますよという話はさせていただ

いているところでございます。

以上でございます。
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〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） ご苦労があるかなというふうには思います。ですけれども、

駅ロータリーができた暁には当然そういうふうになっていくのでしょうから、ある程

度のものを示していって、今存命の方がご理解いただいても、次の代の方にはまたご

理解いただけるかどうかというのはなかなか難しいことなので、継続的にというのは

長く時間をかけて基礎を固めていくということが重要だといういうふうに思いますの

で、ぜひ私ももう何年も前から、議員になりたてのとき、そのときにもうこの質問を

させていただいて 「一方通行がいいんじゃないですか。そうそうお金もかけられな、

いでしょう」と、借財も町はたくさんあるわけですから。そういうことを考えると、

そういう気持ちをそのときにお話ししたわけでございます。

そのときに町長のご答弁いただいたのがここにあるのですけれども、町長いわく、

「今後道路整備においては、高齢化社会の中、福祉の核と捉え、優しいまちづくりの

基本となるよう進めていきたい」というふうなご答弁をそのときいただきました。も

、 、う12年も昔の話ですから 大分薄れてしまったかなというふうに思うのですけれども

今のお考えをちょっとお聞きできればと思いますが。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

今回の事業についても今お話しのように10年計画ということでスタートいたしまし

た。ですから、10年で仕上げたいわけですけれども、どういう形に進みますか、状況

によっては厳しい状況が続いていくわけですけれども、いずれにしても嵐山町の町民

の皆様、アンケートをとるたびにあそこのところをどうにかしてくださいと、駅前を

開発、整備というのですか、きれいにしてください。嵐山町の玄関口なんだからとい

うのが昔からのアンケートの内容でございました。そして、整備計画、町の計画をつ

くったり、いろんなアンケートをまた改めてとったり、駅近辺の活性化のアンケート

をとったり、そうするたびにあそこの駅前をどうにかということでずっとこう来てい

るわけです。そういう中で今回スタートしたわけですけれども、このスタートという

のも駅の上の道路といいますか、通路といいますか、あそこのところをきれいに、駅

から出たらちょっと環境が違うなというような形をつくろうということで、駅ナカ、

駅の上を整備を進め、そして階段ができ、そしてそれらを受け入れるところの窓口、

、 、発信場所をつくっていこうということで一歩一歩 本当に一歩一歩なのですけれども
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そういう形で整備を進めてきているのが現状であるわけです。

そして、東武さんの協力がいただけて、嵐なび、発信基地もできているわけですけ

れども、なかなかその発信基地のところも駅の活性化ということでやっているわけで

すけれども、あれだけつくっても周りのところが同じような形で活性化が進んでいな

いわけですので、思いどおりの形のあそこのところのにぎわいづくりといいますか、

発信基地がにぎわいがなかなかできていかないという、もどかしさというのがあるわ

けですけれども、そういうことがある一面、そして周りのところの駅前広場を整備を

していこうということで、地権者の皆様方にご協力をいただいているわけですけれど

も、議員さんおっしゃるようにそこで生活を長くしてきているわけですから、そうい

った周りの環境に協力をする気持ちはあっても、やはり自分の生活というのはありま

すから、なかなかご理解がいただけるところまでいかない部分もあるわけですけれど

も、もう本当に一歩一歩ですけれども、10年計画ということでスタートしております

ので、町の考え方、そして町民の皆様のご意向をいただいた計画に沿った形の実施が

できるように、それには県、国にできるだけそういう形が実現できるような形のアプ

ローチをしっかり進めながら、これからもいきたいと思っておりますけれども、本当

に一歩一歩になってしまいますので、なかなかここのところはこうなります、そして

このところの予算は今度こうなりましたから、この予算でこのところがこうなります

と言いたいところですけれども、なかなかそこのところまで相手があるわけですし、

またなかなか予算のほうもどこのところまでどうというのもありますので、ぴしっと

したお答えができないところを本当に申しわけなく思っておりますが、答える課長の

ほうももどかしさというのはあると思いますけれども、議員さんのほうはさらにもど

かしい部分があるかと思うのですが、ぜひご理解をいただいて、誠心誠意進めさせて

いただいているということでお許しをいただきたいというふうに思います。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 非常に時間がかかることですし、住んでいる住民の方の全体

のことを考えてやっていくわけですから、一部の方の声だけというわけにはいかない

わけですから、時間がかかるのは当然かなというふうに思います。でも、今一歩一歩

というふうなお話をいただきましたが、一歩一歩でも前に進んでいって、いい結果が

出るようにぜひご努力いただきたいというふうに思います。

それで、ちょっとずれるのですけれども、駅の東側の駐輪場が廃止になってから、
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一時期西側のところに随分乱立を、自転車がエレベーターの前あたり、いわゆる点字

のところに自転車を置いていく人たちもいましたが、ついこの間見ましたらすっかり

きれいになっていて、この人たちの自転車は今度はどこへ行ったのだろうなというふ

うにちょっと思ったのですが、町はそこら辺の調査は何かなさっていますか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 調査というのはしていませんけれども、駅前のとこ

につきましては、撤去のいろいろ通告をしたりして置いていただかないような方策を

。 、とっております どちらに行ったかというのはそこまで調査しておりませんけれども

ここは止めてはいけませんよというのを毎日のように言って注意喚起をしているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 駅西に自転車で来る人は、やはり駅西のどこかに止めておる

のだなというふうに思うのです。だから、民間のところに止めていただいて迷惑にな

、 、っていなければいいですけれども 逆にほかのところに迷惑しているのではないかと

相当な台数でしたから、そこら辺は調査なさっているのかなと思って今お聞きしたわ

けですけれども、調べていないということでございますけれども、やはりまたもとへ

戻ってくる可能性もありますので、ちょっと調査なさったほうがいいかなというふう

に思いますので、ご提言申し上げます。

それでは、３番に移らせていただきますが。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） ３番も関連しているようなことでございますけれども、町に

はたくさんの公共施設があるわけでございますけれども、その公共施設、町内の中に

点在しているわけです。それで、駅のところには駅ナカというところですけれども、

嵐なびがあったり、そしてまた子どもの嵐丸ひろばができたりしているわけです。そ

して、駅の開発、駅のロータリーができ、そこら辺の余裕地が多少なりとも出てくる

と、やはり民間の方が何かを建ててくれて、そこに人が呼べるようなものができれば

理想なのですけれども、嵐山の現状から考えれば、なかなか大きな投資をしてそこに

出てくれる方というのは少ないかなというふうに思うのですけれども、そういう面か

らして、もしロータリーができ上がったら、町は少しあそこにこのようなものもした
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いなというような構想でもあったら、町長、お聞きをできればというふうに、なけれ

ばないで、今のところないですで結構なのですけれども、ありましたらお聞きしたい

なと思うのですけれども。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 駅西地区がいろんな形で活性化対策を講じていて、しかも民間の力

、 、をという議員さんのお考えでございますけれども まさにそのとおりでございまして

町が果たせる役割というのは限られておりまして、いかにその環境整備を行った後、

民間の方に力を加えていただくか、そういうことが大事だというふうに思います。

１つは、今度病院の跡地が寄宿舎に改修が進んでおりまして、今言われているのは

食料品を買えるところがないのだと、そういうことを言われております。それから、

菅谷の丘の上の商店が空洞化をして生活用品の買い物さえ不便を来しているのだと、

そういうお住まいの方からの声をお聞きしております。どう民間の力を誘導していく

かなのですけれども、駅通りに大きくあいているスペースがございまして、そこにあ

る方からのご紹介をいただきながら、コンビニの誘致についても探ったことがござい

ました。これも土地の所有者のご意向がございまして、今なかなかうまく進んでいな

いわけですけれども、あるいはこの駅通りにあるＪＡの店舗、これの統廃合の計画も

ございまして、その跡地の利活用についてもＪＡ側から町と相談をしたいというふう

なありがたいお話もいただいております。すぐ町として取り組めることはないわけで

すけれども、そういったありがたいお話に対して、町も積極的にご相談に応じ、また

ご支援できるところはしっかりご支援申し上げながら地域の方々の利便性の向上のた

めに、一歩ずつ、これも進めてまいりたいと、このように考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 先ほどの話に通じるわけですけれども、住んでる方は当然あ

そこの中で自分のエリアというものがありますから、隣町に行くような、車で買い物

できるようなというのは、それは週に１遍だとかそういうあれだったらいいですけれ

、 。ども 近場にある程度の生活用品が購入できるところがないとやっぱり困るわけです

そういう面からして、住民の方、特に菅谷地区の方は会議の中でも何の中でもいろい

ろお会いしますから、いろんなことをお話をします。ですから、最終的にはそこの町

の中がいかに活性化するかということになると、先ほども言ったけれども、民も必要
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ですけれども、官も相当な考えを持って、民ができなかったら官もそこにある程度の

ものをして、やっぱり住民の方が駅前の開発に協力してよかったなと思えるようなあ

れもやっていただかないと、それはよくお考えになってぜひ進めていただきたいなと

いうふうに、これは究極的なことでございますから、ここのところをなおざりにする

と、何でここまでいろんなものを協力したのだけれども、できなかったのだろうなと

いうふうなことにならないように、ぜひいろんな英知を集結してやっていただきたい

なというふうに、それは住民の方が望んでいることでございますから、副町長、よく

いろんな方とお話をして、または来る方の話も聞いて、今お答えいただいたかなとい

うふうに思います。私が聞いている範囲とほとんど変わりがございませんので、ぜひ

そこのところだけは嵐山町の中心地でございますから進んでいただきたいというふう

に思います。１番については以上で再質問は終わりにします。

２番に進ませていただきたいと思います。

、 、 。〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員 今 伊藤まちづくり整備課長のほうから訂正ですか

〔何事か言う人あり〕

〇佐久間孝光議長 先ほどの質問でまだ答弁がなされていなかったところの回答ができ

るということですので、ここでさせていただきたいと思います。

伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。大変時間を

かけて申しわけございませんでした。

物件補償の関係につきましては、平成30年度、31年度に当初予算と、あと補正もし

ましたけれども、計上させていただきました。予算額でございますけれども、土地に

つきましては平成30年度１億220万 物件補償につきましては補正後6,958万 平成31年、 、

度、令和元年度ですけれども、土地につきましては2,650万、物件補償につきまして

は8,000万という補正予算を計上させていただきます。これは２年間で補償するとい

うことを考えてございますので、これが全体でございます。総計２億7,828万という

ことで予算計上をさせていただいたところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 理解いたしました。また、ちょっと控えられなかったことが

ありますので、後で見せていただければと思いますが、よろしくお願いいたします。
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それでは、２番をやらせていただきます。

〇佐久間孝光議長 はい、どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） 安心安全な通学ということで質問させていただきます。

人口減少により、児童の下校の状況が、１人ということはまれでございますけれど

も、１人、２人になる状況が増しているように見えます。この危険な状況は、統廃合

での通学問題を議論する以前の問題でありまして、既に緊急の課題であるというふう

に思います。そして、状況は悪化しているとも思われると自分では思っております。

数年前にも一般質問の経緯もあるのですが、公共交通を下校に使うことは順当な手段

と考えますがというふうなことで質問しました。このときは北部のバスも学校を通っ

ていまして、それでこのようなことを質問したわけでございますけれども、町はこの

ような状況をどのように捉えているかお答えをいただければというふうに思います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

村上教育委員会事務局長。

、 。〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは 質問項目２につきましてお答えいたします

安心安全な通学につきましては、平成29年第２回定例会において長島議員の一般質

、 、 、 、問で答弁させていただきましたが 児童の安心安全な通学対策については 町 学校

ＰＴＡ、地域をはじめ、町全体で温かく見守るまちづくりを進めていくことが重要で

あり、現在も地域の方々の見守りに支えられております。適正規模等検討委員会から

、 、の答申にもスクールバス等の活用が述べられておりますが 教育委員会としましては

現段階では町域全体を範囲としたスクールバスの運行は考えておりません。地域公共

交通を考えるプロジェクトチームが設置されたことにより、その中で企画、調査及び

研究事項の一つとして児童生徒の安心安全な登下校の手段としての地域公共交通を検

討していただきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） この答弁書に書かれているとおり、地域の方に守られている

のですよね、本当に。最近は特に多くの方が協力しているなと、町なかを、菅谷地区

の中を通るといつもそんな感じがします。多くの方が登録をなさってやってくれてい

るのだなというふうな感じを持ちます。ですから、そんな１人、２人になること、交

通的な面で交通事故等を防ぐためにはやっぱり多くの方がいて全体を守るということ
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は、今、時局からいって大切なことだというふうに思います。ですけれども、１人、

２人になってしまうのをやはり見かけるのです。これはある方に聞いたら「朝行くと

きは集団登校だから心配はないんだけど、帰りになっちゃうと心配だから、いつもこ

こまで迎えに来てるんだよ 。車で、そのうちのほうということは４キロぐらいあり」

ますから、その半分ぐらいのところで待っているわけです。これが実情なのです。も

っと在のほうにも協力していただく方がいて見ててくれればいいのですけれども、結

局お母さんが子どもが来るのを遠くのほうから見守っているわけです。ですから、こ

れは一つの方法であって、これがいいのですということになれば私も何も言うことは

ございませんけれども、だけれども、やはり統廃合のことの中に一つとして、公共交

通機関は利用するのは避けられないでしょうというふうなことが書かれているわけで

す。そういうふうなことになると、やはり住民の方は期待をします。それはいつにな

るかはわからないけれども、自分の子どもはいなくなってしまうかもしれませんけれ

ども、やはり期待をします。その期待をするものについて、少しずつでもそういう姿

がこのプロジェクトチームの中でよく検討するということが、その第１段階かもしれ

ませんけれども、そのようなものをどのように公表していくのか、住民の方がそうい

う期待するものにつながっていくのかどうか、そこら辺のところの広報的なものはあ

る程度考えておるのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

検討委員会からの答申につきましては、町の広報にも今度載せさせていただきます

けれども、あくまでも教育委員会に対する答申でございますので、この後、教育委員

会で基本計画、基本方針等を定めまして、町としての考え方というのをきちんとお示

しをその段階でしたいと思っておりますし、そういった方針が決定した段階で地域の

方々にも説明会等も計画したいというふうに考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 地域公共交通でございますから、町内の利用する方の全てを

対象にしたことだというふうに思います。こういう状況において、私がこの中に意見

を言うわけではございませんけれども、こういう状況において、人口が少なくなって

いる時代において、状況は徐々に徐々に悪化していくわけですよ、利用者がいないわ
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けですから。だから、そこのところを多くの範囲での形を住民全体で捉えて、それで

考えは進んでいくのかなというふうに思うのですけれども、やはり今でも車を持って

いる方または持たない方、いろいろいらっしゃいますけれども、今は今で生活してい

るわけですけれども、その方はその方でいいのですけれども、子どもたちの場合は違

うわけです。学校を出てから家に帰るまで学校の責任なわけです。そういうことにな

ってくると、何か問題が起きたときには非常に、これから統廃合の話を進めていくと

きに余計問題が難しくなってくるかなと。何もなければいいですけれども、その答申

がいつ出てくるかというのもよくわからないわけですから、答申のあれはある程度目

鼻はつくのでしょうか、ちょっとそこを聞きます。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

検討委員会の答申が出されてから、これが今年の２月でしたが、その後、教育委員

会でも現在方針を決定する検討を進めております。既に２回の教育委員会で協議して

おりますけれども、この先も進めていきまして、大事なことですので、大きな町の将

来にかかわることですので、いつまでにというふうな具体的な日程までは、期日を定

めて方針を決定するというわけではないですが、できれば今年度の早い段階で方針を

決定して町民の方々にもご説明したいというふうに考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 統廃合の適正規模検討委員会のほうの答申が出て、それを受

けて教育長にお伺いしますが、８月ごろをめどにある程度一定のものを出したいとい

うふうなお話は聞いております。そのときに、当然登下校の運用というか子どもたち

の扱い方というのが、答えが幾らか入ってくるのかなというふうに思うのですけれど

も、いかがなものでしょうか。

〇佐久間孝光議長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 お答えを申し上げます。

今事務局長からも申し上げましたけれども、２月の段階で答申をいただきまして、

教育委員の中で今検討しているところなのですけれども、今年度の初め、つまり８月

あたりまでにはその答申を受けまして、教育委員会としての方針というのを出したい

と。それに基づきまして今度は総合教育会議に諮りまして、町としての方向性を決め
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まして、町民の皆さんにご説明をさせていただきます。

ただ、まだこれからスクールバスということではなくて、スクールバス等という形

で書いてありますのは、子どもたちが乗れるだけのバスという考え方ではなくて、も

う少し広めて役場、全庁的に公共交通機関として使えるものが考えられないのかとい

うことで検討をしていければいいかなというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 子どもたちだけというのはなかなか難しいかなというふうに

思います。そうすると、そのことによって、また先に延びてしまうといけないので、

やはり町全体の公共交通として子どもたちが利用できると、登下校におきまして下校

のときには利用できるというあれはぜひ進めていただいて、安心安全なあれは、体力

をつけるにはやはり歩くことも必要だというふうなご意見もわかりますけれども、そ

れは家に帰ってから十分やっていただければ、それはまたいいことですし、ぜひそこ

のところは間違いない下校につながるよう、ご検討いただきたいというふうに思いま

す。また、答申が出ましたら、町の考えをお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

以上で、私の質問は終わりにいたします。ありがとうございました。

〇佐久間孝光議長 どうもご苦労さまでした。

会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を11時５分といたします。

休 憩 午前１０時５４分

再 開 午前１１時０５分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 畠 山 美 幸 議 員

〇佐久間孝光議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号６番、議席番号６番、

畠山美幸議員。

初めに、質問事項１の子育て支援についてからです。どうぞ。

〔６番 畠山美幸議員一般質問席登壇〕
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〇６番（畠山美幸議員） それでは、議長のご指名がございましたので、今回は４項目

をやらせていただきますけれども、１項目めからお願いいたします。

子育て支援について （１ 、子育ての拠点が役場庁舎敷地内にでき、屋内外の子育。 ）

て支援拠点にしていくべきではないでしょうか。駐車場も完備され、移動も楽にでき

ます。フィットネス21パークの遊具の状況を見ましたが、大分当初の遊具とは違い、

簡素化されていました。昔は立派な複合型の滑り台があり、近隣の親子はもちろん、

保育園、幼稚園の児童もバスで遊びに来ていました。現在嵐山町にそのような遊具が

ない状況と思いますが、伺います。

ア、児童遊園地は町内に幾つありますか。

イ、遊具の状況は。

ウ、観光地に遊具の設置は可能か。

エ、フィットネス21パーク内に複合型の滑り台設置のお考えは。

あと（２ 、今年度……いいのですよね （２）まで行っていいのですね。） 。

〇佐久間孝光議長 続けてください。

〇６番（畠山美幸議員） （２ 、今年10月に消費税が増税になることで、保育料の無）

償化などが実施される予定です。保育料無償化の対象は、いわゆる３歳から５歳児、

年少から年長までで、ゼロ歳から２歳児は所得によって対象になるようです。町単独

でゼロ歳から２歳児全て無償化をお願いしたいところですが、難しい場合は子育てか

ら解放させてリフレッシュして子どもに向き合っていただく制度として、在宅子育て

をしている家庭に、パパ・ママリフレッシュチケット、一時保育チケットを配付する

お考えはありますか。

以上です。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、質問項目１の（１ 、アにつきましてお）

答えさせていただきます。

嵐山町内には児童遊園地は29カ所ございます。

続きまして、イにつきましてお答えさせていただきます。まず、町の公園は都市公

園法に基づく都市公園が23カ所、地区に管理をお願いしている児童遊園地が29カ所あ

ります。そのうち都市公園７カ所及び児童遊園地27カ所には遊具が設置されている状
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況でございます。

続きまして、ウにつきましてお答えさせていただきます。設置する場所が農地、山

林、河川等である場合は、関係機関の手続が必要になる場合があると考えられ、設置

できないこともあるものと考えられます。

、 。 、続きまして エにつきましてお答えさせていただきます フィットネス21パークは

平成６年度から本庁舎とともに整備が行われました。当時は、ウッドステーションと

いった滑り台やラダーなどを備えた複合型遊具が設置されておりました。しかし、木

製ということもあり、劣化に伴い平成23年１月に撤去しております。現在、フィット

ネス21パークは、スカイロープ、滑り台、トランポリン等の小規模遊具及び平成26年

度に設置した健康遊具があり、多くの方に利用されていると考えております。ご質問

の複合型の滑り台、いわゆる滑り台等各種遊具を組み合わせた複合型遊具におきまし

ては、近隣市にも設置しており、町民の方からもご要望はいただいております。今後

国、県の整備財政支援を含め、研究してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（２）について、前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 質問項目１ （２）につきましてお答えいたします。、

在宅子育て家庭の育児負担軽減を目的に、一時預かり事業などの子育て支援サービ

スを利用することは、とても有用なことだと認識しております。町でも東昌保育園で

一時預かり事業を実施しておりますが、近年は待機児童が生じていることにより、そ

の待機児童が一時預かり事業を利用する傾向にあり、常に利用者が定員いっぱいで、

利用者の方が希望どおりに利用できない状況にあります。このような状況の中、ご質

問にありますパパ・ママリフレッシュチケットを配付しても利用できないという状況

が予想されますので、現在は実施の考えはございません。しかしながら、在宅子育て

家庭の育児負担軽減ということでは、こうした施策を引き続き研究してまいりたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） それでは、順次再質問させていただきます。

一番最初のアにつきましては、29カ所ということで、あわせてイのほうに行きまし

て 都市公園が23カ所と児童遊園地が29カ所あって 都市公園７カ所と児童遊園地27カ、 、
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所に遊具がついているということでした。児童遊園地というのは各自治区に設置され

、 、 、ていて 町が管理するのではなくて 自治区が草刈りをしたりとかやるということで

塗装が剥げたとか、ちょっとふぐあいが出たときには、町がふぐあいを直したり、塗

装したりということをしていただいているところだと思いますけれども、大分もう老

朽化が進んでいて、どんどん撤去している状況だと思うのです。

私も広野２区の公園がございまして、この間も美化清掃がありまして、久々にって

年に３回やっているのですけれども、上に行きましたところ、やはり滑り台はもう当

初のとおり、メンテが行き届いているのか、割ときれいでしたけれども、あと鉄棒が

あって、ただ砂場は草が生えてて、もうとても砂場とは言えないような状況ではござ

いましたけれども、そのうちこれもどんどん老朽化して、撤去する方向になってしま

うのかなと思って見てはいました。でも、今のお母さん方のニーズというのは、やっ

ぱり子どもが多く集っているところに子どもを連れていく傾向があるのかなと。１人

や２人でぽつんと自治区の公園に行って遊ぶという景色は、もう私が子育てしている

30年前とは、さま変わりしているかなと思っております。ですから、今駅のところに

ある嵐丸ひろばとか、あと今回つくっていただいた子育て支援センターなどがこれか

らの拠点になっていくのではないだろうかと思うところです。

本当に昨今、つい最近も札幌のほうでまたあんなひどいニュースが流れて、２歳の

赤ちゃんがあんな殺され方をしてしまったというのがもう本当に胸が痛くて、子育て

しているお母さん、あの方はちょっと仕事柄いろいろとあったのかもしれないのだけ

れども、やはり今本当に仕事をやらないと生活できない状況にもなっていますから、

少しでもお仕事行ったりして、子どもを預けていらっしゃる方が本当にふえているけ

、 。 、れども そんな中でも在宅で頑張っているお母さんもいらっしゃる そういうことで

ちょっと全然、話がずっと後ろに行ってしまったな。

イのところに戻りますけれども、遊具の状況は今どんどん撤去されて老朽化してい

る状況です。ですので、本当に１カ所、２カ所にもう統廃合というか、場所は残して

おいていただいていいのですよ、児童遊園地は。しかしながら、遊具はもう立派なも

のを１カ所、２カ所に集中化させて楽しめる場所をつくってあげると、にぎわいが生

まれるのかなと思うのです。

皆様のお手元に資料としてお配りしました、さいたまなびというところから調べま

したら、ちょっとこれ現在のさいたまなびで引いたのです。そうしましたら、今全然
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この遊具がないのに、これが載っているということになっているのですけれども、こ

れはさいたまなびさんのサイトが悪いのか、更新がちょっとされていないので、これ

どういう状況なのかなと思うのですけれども、まずここは訂正しておいたほうがよろ

しいのではないかなと思うのですけれども、担当はどちらになるのでしょうか、この

サイトの関係は。では、すみませんけれども、それだけまず。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

ちょっと私のほうでさいたまなびの検索内容がこういう状況になっているとは知り

ませんでした。早急に検討して、現在の遊具があるものについて更新して、サイトの

ホームページのほうに掲載していただくようにお願いしてまいりたいと考えていると

ころでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 私、担当課のほうに当初の遊具の写真があったらいただきた

いというお願いはしていたのだけれども、当初のはもう申しわけないけれども、ない

のですということだったのですが、ここを調べたら出てきました。

それで、裏面を見ていただきますと、裏面の下のところに当初の遊具が掲載してあ

りますけれども、当初こんな形で、もうあのころ、23年前についたときは画期的で、

子どもたちが大喜びでここで遊んだという思い出がございますし、本当に近隣の幼稚

園、保育園の方がここに遊ばせに来ていたなということで、すごくにぎわっていた記

憶があります。たまたまこの間、久方ぶりに野田ぼたん園にちょっと友人と遊びに行

、 「 、 」 、「 、ったところ その人が 東松山 すごい遊具がついたんだよ ということで じゃ

ちょっと一緒に行きたい」と言って行ってきました。そうしましたら、この上にある

「ＰＥＯＮＹ ＧＡＲＤＥＮ」と書いてありますけれども、このような立派な複合型

遊具がここにもついていて、山の上にもこれよりちょっとコンパクトな、小さい、ゼ

ロ歳は遊べないけれども、２、３歳の子が遊べるような、もうちょっとコンパクトな

ものまで山の上にもありました。ですので、その後うちの孫が保育園でここに遊びに

行ったという、アンパンマン号に乗ってという話を聞いて、やはりこういうものがで

きると、近隣の保育園、幼稚園のお子さんが、ああ、遊びに行くのだなということを

また再度気づかされたところなのですけれども、ですのでフィットネスパーク、私も
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この間、質問する前に見ておかなくてはと思って見に行きましたら、昔ながらのター

ザンごっこするみたいな、スロープの、あれは生きていましたけれども、あとは高齢

者の方が健康のために使われるような健康遊具もついていました。しかしながら、滑

り台はプラスチック製の黄色とブルーの滑り台が２口ついているものがぽんと置いて

あるだけで、何かすごく寂しいなって思って帰ってきたところだったので、やはり今

後こういうすごくお金がかかるのはわかるのです。ですけれども、こういうものをつ

けていくべきではないのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

議員さんのおっしゃるとおり、いわゆる大型遊具につきましては、町民の方からも

お母さん方からも設置してほしいというのは前々からご要望がございまして、なかな

か金額も張るものですから、設置できていないというような状況でございます。先ほ

ど答弁させていただいたとおり、いろいろ財政支援も研究しながらやってますけれど

も、なかなかいい財政支援がございません。引き続き研究してまいりたいというふう

に考えているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） それと、今回増進センターが子育て支援センターになったわ

けで、１階に何クライミングだっけ、岩を登るような施設がありましたけれども、次

のページを見ていただきますと、東京立川のららぽーとの中なのですけれども、こう

いう木質化された、本当に小さい子から小学校入学前の子が遊べるような、これちょ

っとワンシーンしか載っていないのですけれども、ホームページ見ると、だだだだっ

といろんなものが載っているのです。ここはとにかくお店ですので有料化で、裏の面

を見ていただきますと、60分650円とか、そういうものになっているわけなのですけ

れども、やはり今嵐丸ひろばもいろいろと工夫していただいて、子どもたちが遊べる

ような場所にはなっていて、大変人気で、滑川町からも電車一本で来れるということ

でご利用があるようなのですけれども、あそこは当初からお金を取らないということ

で無料でずっと使われているわけなのですが、例えば今度増進センターの中の２階の

ところが大変広いお部屋で、そこがレピが今またあそこで開催されているようなので

すけれども、何かこういう工夫のある施設にしていきながら、町外の方は有料化する
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とか、そういうようなお考えとかで考えていくというのはどうなのかなと思うのです

けれども、これはどこの課になるのだろうか、そういうお考えは。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

今、畠山議員さんからお話があったように、駅の中の嵐丸ひろばにつきましては、

以前社協でやってたおもちゃ図書館ですか、その延長線でいっていますので、いろん

なおもちゃがあったり、本があったりというのも含まれて、結構そういった面では楽

。 、しめるスペースになっていると思います 今滑川町からも結構利用者がありまして

昨年度から滑川町の担当課のほうに私のほうからお話をさせてもらって、これだけ人

数がいるのに何とかならないかという話もさせていただいて、今年度から滑川町さん

も月の輪小の学童の中に週３回午前中だけそういった広場を開設するようなことにな

りましたので、多分その辺では利用者の数も減ってくるのではないかなと思っていま

す。滑川町さんとも連携をしながら、そういったことで嵐丸ひろばの利用状況もお話

ししながら、対策のほうはお願いをしているところでございます。

次に、増進センターの中にあります子育て世代包括支援センターにつきましては、

今まで子育て広場を北部の交流センター、あと町民ホールと３カ所で常設の場所がな

かったものですから開いておりました。それを今年度から子育て世代包括支援センタ

ーの２階にそういった広場をつくらさせていただきましたので、その３カ所でやって

いた広場を今年度そこに集中をしてやっています。今のところ午前中、広場の延長で

やっていますので、そういったいろんな授業をしながら開催をしていると。午後は今

使ってない状態ですけれども、そういったものも今後は検討していくことが必要だと

思っています。また、母子保健のほうでも、増進センターの中でいろんな親子教室で

すとか、そういった授業をしていますので、そのときにもあの場所を使っているとい

うこともありますので、いろんな面でスケジュールも調整しながら、午後も使えるよ

うな形で今後は研究してまいりたいと思っています。

１階にクライミングの施設があって、あそこも検診とかで使っていまして、ただ昼

間の事業としては具体的にはないのですけれども、あと大きな広場でやっている夏ま

つりですとかクリスマス会ですとか運動会というのもレピでやっていまして、それに

ついては町民ホールが広いので町民ホールも使わせてもらってやっていこうという考

えもありますので、現在はその増進センター、子育て世代支援包括センターの２階と
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町民ホールとあと嵐丸ひろば、３カ所でいろんな事業展開を考えていきたいと思って

います。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひこちらの立川のほうへ行って、ちょっと視察、行って見

てきて、いいところは盗んできてもらって、何かそういう、１階はもういろんな検診

をやったりとかするところにもなっていますから無理だと思うのですけれども、２階

の部分で、ああ、こういうものは何かちょっと使えるなとかというところがありまし

たらぜひとも、階段とか危ないなと思うかもしれないのだけれども、やっぱりいろい

ろな訓練というか、そういう面でもあっても大丈夫なのかなと思ったりするので、何

か盗んできてほしいかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

、 、 、 。それで 遊具の状況はそういうことなのですけれども 今回 ウのほうに行きます

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 観光地というのは、これは私はラベンダー園を指しているわ

けなのですけれども、ラベンダー園のところも皆さん観光でいらっしゃるのだけれど

も、子連れとかでいらっしゃる方もいるのかなと思うのです。そういう中で、遊具が

あると、やっぱりあそこもすごく広いし、いい香りもするし、とてもいいところだと

思うので、ああいう場所にぜひ遊具がつけられるといいなと思いまして入れたわけな

のですが、あそこは農地ということで厳しいということはここに書いてあるのですけ

れども、何か探っていただきたいのですけれども、いかがなのでしょうか。どんな方

法か、ないか。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 ラベンダー園のほうの遊具の設置ということでお答えさせていた

だければと存じます。

今畠山議員ご指摘のとおり、ラベンダー園につきましては農業振興地域の第１種の

農地でございますので、今イベントを開催しているところにつきましては、これ法的

な一時転用、農地を一時的に他の用途に使うというふうな許可をいただきましてやっ

ている状況でございます。その期間が過ぎれば、当然また農地に戻して農業の用とし

て利用するわけでございますので、その期間の中に何らかのものを置く、例えばふわ

ふわのトランポリンみたいなもの、そういったもので撤去できるものをその期間に設

置するということは可能かもしれませんけれども、それにつきましては今後の利用状
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況等も見ながら、家族連れがあそこで楽しんでいただけるような方策ができれば、そ

れもまた調査していきたいというふうに考えてございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） あのふわふわの、よく空気で膨らませて中にボールか何かい

っぱい入っていて、ずっと中でぽよんぽよんって遊べるようなそういう施設とかあり

ますので、そういうものを、これからの状況を見ながら検討していただきたいと思い

ます。

それで、エのほうに移ります。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） フィットネス21パークの複合型の考えはと、さっきイのとこ

ろで聞いてしまいましたけれども、そういう考えはないわけではないということで答

弁いただきましたので、ぜひこのような、人を呼ぶ遊具を設置していただければ、ま

た「嵐山町ってすごいものがついているよ」ということで、口コミで活気が戻ってく

ると思うので、ぜひご検討いただきたいと思います。

次に （２）に移ります。、

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） それで （２）のほうは、本当にきのう 本議員さんがとて、

もすばらしい資料をつくっていただきましたけれども、とにかくきのうの人数だとゼ

ロ歳から２歳の部分、保育園や幼稚園に行った子を除くと、150人足らずが在宅なの

かなというふうに計算したのです。そうすると、150人の方が、東松山でやっている

のですよ、パパ・ママリフレッシュチケットというものを。ここは満１歳と満２歳に

なったときに市のほうから10枚つづりのチケットが送られてきて、それも保育園とか

幼稚園とか行っていない在宅の方に限り送付されて、一時預かり保育ですとかそうい

うものに午前中だったら１枚で、午後も使うのだったら２枚でとか、何かそういう使

、 。い方があるみたいなのですけれども 10枚いただけるということが書いてありました

ゼロ歳からさっき言った150人足らずの人数の方を、やはり少しでも育児から解放し

てあげるという時間があってほしいのだけれども、さっき前田課長の答弁だと、東昌

保育園の一時保育が今でも現在でもいっぱいいっぱいですというお話でした。高齢者

の関係だと、いろいろと福祉サービスって広域にわたって使えるではないですか。例
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えばこういう一時預かりを広域で使えるということができないのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えします。

一時預かり事業、第２種福祉事業になっているのですけれども、嵐山町の場合は嵐

山町の中のお子さんを対象にやっています。各町村についても多分町内のそういった

お子さんについて対象にしていますので、広域化となりますと難しい面があると思い

ます。保育所については広域化でよその町村に行く場合がありますけれども、一時預

かり事業、町独自でやっているこういった事業については、おおむねその町村のお子

さんが対象となりますので、もしやる場合ですと、町村間のそういった協定ですとか

協議を結ぶとかというようなことが必要になると思いますので、やっていないと、全

然なくはないのです。何町村かで協定を結んでいろんなものを複合的に使えるような

ことをやっている町村もありますので、そこはちょっと研究の余地があるかと思いま

す。

以上です。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひちょっと研究していただいて、嵐山町１カ所では賄えな

いのだよということであれば、それをやってもらいたいことと、あとファミサポを活

用するとか、嵐山は嵐山独自のやり方でいいと思うのですけれども、そういう方法を

ちょっと探っていただきたいかなと思います。

そういうことを探っていただいて、リフレッシュの関係で今ちょっとふと思い出し

たのだけれども、忘れてしまった。そういうことでやっていただきたいと思いますけ

れども、町長、前田課長がそういうふうにちょっと調査をしてみますよというお話で

すけれども、本当に２歳までのお子さんを抱えているお母さんたちは、年がら年中、

、 。 、おじいちゃん おばあちゃんが手伝ってくれる家庭もあるかもしれない だけれども

やっぱり24時間、いつも赤ちゃんの泣き声と接していると、もう半分ノイローゼみた

いになってしまうときというのはあるのです。だから、いっときでもちょっとリフレ

ッシュすると、また子どもに向き合えるという時間がとれるので、何かそういう方法

、 。を探っていただくように考えていただきたいと思いますけれども いかがでしょうか

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。
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おっしゃるとおりで、大変子育てというのは男どもにはなかなかわからない部分と

いうのもあるのかもしれません。きょうも「行政の女性が」というニュースが流れま

した。どれぐらいプレッシャーがかかって大変なのかというのも、ニュースを聞いた

り新聞を読んだりするだけで大変なのだなと思うのだけれども、その奥深さというの

はちょっと理解ができないのですけれども、大変なプレッシャーだと思うのです。子

どもをどうにかしてしまいたいという、しっかり育てている子どもをそういうふうに

思うところまで追い詰められてしまうようなことだと思いますので、おっしゃるよう

に何らかの手だてをしなければいけないなというのは思うのです。

だけれども、逆に今までもそういうことを経験をしてきて、みんな成人までやって

いる方がほとんどであるわけですので、どこをどうやるということというのは限界が

ないと思うのです。ここまでやったらこれでいいやというのはないと思いますし、こ

ういうふうにやればなおいいよ、こうやると、なおいいよというのはあると思うので

すけれども、そこのところができる行政の範囲、各自治体の範囲という、行政の力と

いうのですか、そういうようなものもあるのかなと。

今の遊具の話もありましたけれども、偶然話す機会がありまして、東松山市の話も

聞きました 「新聞に載って、すごいのついたね」と話をしましたら、そこのぼたん。

園の人数がこうなってきて、それで大変なのだ。それと、町なかにもぼたん園がある

わけですけれども、そこのところのそのボタンというのも全部毎年土を取りかえてや

らないと、ですから移植をして土を取って土を違うものに入れてこれ持ってきてとい

うのを毎年これをやるのだそうです。だけれども、人数はこう。それで、そこまでや

っていてそういう状況では、どうにかしなければということですごいジャングルジム

ができたわけですという話で、そこのところの改修だけで億千万円かかっているとい

う話です。ですから、そういうことがこの選択肢の中に、嵐山町の場合どちらをとっ

たら町民の皆様のためになるのかなというようなこともあると思うのです。

今回健康増進センターを改修するに当たっても、さっき言ったそんなようなことも

検討もした部分があると思うのですけれども、そういう中で手をかけてというか、相

談をする人をふやして、そういう人たちが来て話し合いをするのがいいのか、あるい

はそうではなくやったらいいのかというようなことというのは、やはりその町その町

の考え方というもの、それと、そこのところにどれだけつぎ込めるか、うちのほうが

このところ遊園地に人が来るのが少なくなってしまったから、では、これだけかけて
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こういうふうにやろうというのと一緒にここのところにぼたん園があるのでという、

そういうようなものも総合的に勘案してそういうことになったのだと思うのですけれ

ども、みんな行政の中では難しい部分というのがあると思うのです。それで、確かに

そういうような遊具をつくってやって、ブランコと滑り台だけではなくて、ほかにこ

ういうのがあるといって子どもたちは楽しいよ、全くそうだと思うのです。

しかし、逆に熊谷の市長なんかの場合には 「ぜひうちのほうのラグビーに子ども、

たちに見に来てください。そして、今動かない子どもが多い。ですから、動き回るよ

うな形にしてください」というような話も今回の検討するときにも話をさせてもらっ

たのですけれども、広い公園の中の遊具を全部とってしまって、中のところをきれい

にして、周りにボールが飛び出さないようにこういうふうにやって、中で投げる力、

今小学校に行って一番だめなのは投力、投げる力がないわけです。それから、テレビ

や何かでよく言いますけれども、けんけんができない、とんとんとんって行ってぱ、

ちょんちょんぱなんていうのができないとかというようなこと。というのは、昔はそ

ういうことは少なかったと思うのです。みんなで缶蹴りやるとか何やるとかいうので

やってたわけですけれども、だから今はもうやっぱり小学校に行くとやらなければい

けない、ボールをすぐ投げさせるということなのだと思うのだけれども、それはもっ

と前から嵐山町ではやってもいいのではないかと思いますし、それには滑り台は古く

なって、それをとって平らにして、けがしないような形にして、周りにボールが飛び

出さないようにして、投げたり、とったり、熊谷市長のように蹴ったりというような

ことをやる町にしても一つの方法なのではないだろうかななんて思ってます。ですの

で、いろんな知恵を発揮をしていくのもあれなのかなと。東松山の話を聞いて 「お、

金があるところはいいですね」と言ったら 「苦し紛れだ」って。だから、対策の対、

策というか、潰さないためにはまた何かつくらなければというようなことになると、

そういうようなことになるのかなと思いましたけれども、苦し紛れだと言いましたけ

、 、れども そういうようなことも事情の底のほうにはあるのかなと思うのですけれども

これはよその話ですから、うちのほうとすれば、議員さんおっしゃるように、ぜひ子

どもたちが元気に遊び回って、そしてお母さん方のストレスというものが少しでも解

、 、 、消ができる策を 嵐山町では できる策を早くしっかり捉えていく必要があろうなと

その点は全くそのとおりだと思います。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） ボタンがそんなに手がかかるものだと私はつゆ知らず、お客

様が減っていたということも、東松山市はピオニーの町というぐらいですから、ボタ

ンが箭弓神社の中にも咲いていますし、あちらこちらで見ることもできるから、あそ

こまで行かなくても駅の近くで終わってしまう人もいるのかなと今思いました。

本当ににぎわいをつくってもらいたい、あとちょっとお母さんのリラックスもして

もらいたいということで今回この質問をしたのですけれども、今リラックスといえば

図書館が、知識の森が29年の２月７日から図書館では１時間のみですけれども、小さ

なお子さんを１時間面倒を見ますから、お母さん、どうぞ、本を読んでくださいとい

う、そういう配慮をしていただいたというのも広報で見ておりますので、ああ、いい

ことをしたなということを見てはおりますけれども、それは図書館に拘束されてしま

うことなので、ちょっと美容院へ行きたいとか、お友達とたまにはカフェに行きたい

とか、そういうことをできる時間を３時間でも与えてくれるといいのかなと思います

ので、ぜひ検討をしていっていただきたいと思います。

次に移ります。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 次に移りますって言ってしまったのですけれども、さっきの

児童公園の統廃合とかって私ちょっと言いましたけれども、統廃合というよりも区の

方によく区長と話をして、今度こういうふうに一つにまとめていきたいから、どんど

ん遊具はなくなりますけれども、それでもいいでしょうかというのをよく区長とも確

認していただきたいと思いますので、区長は地域支援課かな、ぜひお話を聞いて、言

ってあげてください。以上です。

２番に移ります。企業誘致について。現在、工場見学や体験型企業が人気です。最

近では、北本市のお菓子の工場や入間市の中華まんの工場ができ、人気です。このよ

うな企業を誘致して観光と一体にすることで町が活性化すると思います。お考えを伺

います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、質問項目２につきましてお答えいたします。

現在、町で取り組んでいる企業誘致事業は、杉山地区、花見台工業団地拡張地区、

川島地区がございます。杉山地区については、物流企業の立地が予定されており、花
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見台工業団地拡張地区についてもエントリー企業が選定されている状況となっており

ます。川島地区については事業の進め方等、具体的な調査を行っており、企業立地の

進め方についてもこれから検討を行う予定となっております。今後事業が進捗し、造

成を行った区画に仮に複数の企業から応募があった場合には選定を行うことになるか

と考えますが、社会的貢献度として工場見学実施企業を優遇することは可能と考えて

。 、 、おります いずれにしましても 工場見学は町の活性化にとって有効と考えますので

研究してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひよろしくお願いしたいのですけれども、私、花見台工業

、 。団地がまだエントリーが続いているのかなと思って きのうホームページを見ました

、 、 、そうしましたら もうエントリーは終わっていて 今課長の答弁にありましたとおり

もうエントリーが決まっている状況だという答弁でしたよね。エントリー企業が選定

されている状況だとなっているから、企業名は言えないと思いますけれども、どうい

う関係の企業かということも難しいのでしょうか。ちょっと確認だけ。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 今回エントリーのほう、選定のほうが終わっておりまして、

その企業と今調整を企業局さんとやっている最中でございます。ですので、まだ、確

定といいますか、決定ということではございません。ただ、この３社なのですが、３

社でやっていく方向での調整といいますか、最終的な打ち合わせを今企業局と一緒に

やっておりますので、その３社のほうで決まってくるかなというふうには思っており

ます。

先ほど企業名、今あったように、ちょっと今名前のほうは公表はできないというこ

とになっております。これも、その企業さんによっては、ライバル企業というのがあ

りますので、早目に企業誘致、進出するよとかそういった情報が流れますと、ライバ

ル会社に対して好ましくないということもありまして、企業さん側からも最終的な決

定になるまでは、できれば公表はしてほしくないというようなご意見もあるようで、

企業局のほうも決定がされるまでは公表はしないという方針でやっておるということ

ですので、すみません、会社名につきましては、まだ公表できないという状況でござ

います。
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また、業種というのでしょうか、そういったことなのですけれども、花見台工業団

地の用途地域、そういったものと、あと地区計画ということである程度できるものを

制限をかける予定でございます。そういった部分もございまして、基本的には製造業

関係が多くなる、そういったところになるのかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） わかりました。３社が、ではそこに申し込んでいるというこ

とで、今関東圏内で人気なバーベキュー場は嵐山町が断トツ１位なのですけれども、

では関東圏内でどこの工場見学が人気なのかというのがベストテンが出ておりまし

て、千葉県にあるグリコさんが１位で、２位が三富今昔村というのかな、これどうい

うものだかわからないのですけれども、あと株式会社イワコーが３位、そして４位が

ロッテ浦和工場、そして５位が明治なるほどファクトリー坂戸工場、そして本庄の赤

城乳業が６位に入っていて、７位に北本でできたグリコピア・イースト、それで８位

が川崎の味の素、９位がＡＮＡ、大田区の羽田のところです、あと崎陽軒横浜工場と

いうことでベストテンが載ってました。埼玉もすごく頑張っているのですよね、だか

ら。３社ぐらい入ってしまっているわけです。なので、こういうところがやっぱり人

気があって、私もこの間グリコピア・イーストのほうに見学に行ってきました。ここ

は受け付けを１日４回、時間ごとに区切っていまして、70分のコースだったのですけ

れども、いろいろとまず工場の中のグリコの歴史を見させていただいて、今度３階に

上がって、ポッキーができる状態、あとプリッツのできる状態、そしてまた２階に戻

ってきて今度はクイズ、スタジアムホールといって、各椅子が置いてあってそこにモ

ニターがあってクイズに答えるような感じになっていて、70分があっという間の工場

見学だったのですけれども、そうすると、またその近所で食事をしたりとか、また近

所の行楽地は何があるのかなと見ていくということがあるので、ぜひともこういう企

業を誘致していただきたいと思うのですが、今嵐山町の花見台工業団地の中にもたく

、 、 、さんの企業さんがいますし あと鎌形のほうとかにもありますけれども 今実際問題

工場見学をしていただいているような企業さんは何社ぐらい嵐山町にはあるのでしょ

うか。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 すみません、町内全社は確認はできていないのですが、今回



- 166 -

ちょっと質問を受けまして、まず花見台工業団地、ここにある企業につきましては名

簿がありますので、全社にちょっと電話で確認をさせていただきました。その中で、

やはり企業的には製造業関係が多いものですから、その中で４社の会社が受け入れま

すと。ただし、こういった製造業務でございますので、ライバル会社の視察というの

ですか、そういったものはやっぱり好ましくないという考えを全社持っていまして、

学校の社会科見学だとか、例えば嵐山町職員か何かの研修のためにちょっと行きたい

だとか、素性がわかっている方というのでしょうか、そういった方であれば見学のほ

うは受け入れていますと。通常の、一般の、先ほどあったグリコみたいな形で申し込

、 、んでとかというものは やはりどういった方が見えてくるかわからないということで

悪い言葉で言えばスパイが入ってくる可能性もあるということで、それはちょっと受

け入れがたいというふうに全社言っておりました。花見台工業団地の中では４社が可

能だと。実際１社は過去に菅谷中学校さんが来たことがありますという回答もいただ

いております。

また、町内その他のところなのですけれども、県のほうで出しております彩の国工

場マップというのが１年ごとに多分出ているのだと思いますが、その中で嵐山町のほ

うを見ますと、そのほかに昭和機器工業さん、ここも見学が受け入れ可能というふう

になっております。また、私の個人的な周知でございますけれども、そのほかでは太

陽インキさんも受け入れているというふうに周知しております。その他の会社につき

ましてはまだそこまでは確認はしておりませんが、以上でございます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 素性のわかる団体さんにはやっていただけるということで、

４社プラス２社、６社あるということで、わかりました。

私的には、お菓子をつくっている工場が平澤にあるではないですか、お菓子をつく

っている。ああいうところは売店があって、すごく安く買えてとても便利でいいので

すけれども、ああいうところももし声かけて、何か見学できるようにできませんかと

かと、そういうのというのはずうずうしいお願いなのですか、どうなのでしょう。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 食品系、要は食べ物関係の工場となりますと、例えば花見台

。 、では武蔵野フーズというパンをつくっている工場があります この辺につきましては

衛生面そういったものの関係から、やはり一切そういった工場見学のほうは実施して
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いないという回答でございました。

今回畠山さんのほうで紹介していただきましたグリコですとか中村屋のこういった

工場、私も実際には行っていないですけれども、ネット等で調べてみますと、当初か

ら見学も考えたそういったものの施設の計画でつくられているのかなというふうに、

いろいろと、写真ですとかネットを見る限りでは感じましたので、今ある武蔵野フー

ズさん、また川島には明星食品関係のそういった食品を扱っている工場があります。

また、今言った平澤、紅葉堂というカステラ関係の工場かなと思うのですが、もとも

とそういったつくりになっていないと、衛生面でやはりなかなか受け入れられないと

いうところが実情なのかなというふうに考えております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） わかりました。

今度花園にキューピーができる予定だというので流通ニュースを見ました。そうし

ましたところ、キューピーは３月29日、埼玉県深谷市に野菜の魅力を体験できる複合

型施設、深谷テラスＦａｒｍを開設するということを発表しましたということで、あ

そこはいよいよインターの近くにいろんなものがそういうふうにできるのだなという

ことで拝見しまして、とにかく嵐山町ラベンダー園、もう本当に大盛況だと思ってお

りますけれども、今後こういう工場の誘致、これから川島にそういう誘致する場所が

できるわけですので、ますますこういう企業さんに来ていただいて、嵐山町がもっと

盛り上がるように頑張っていっていただきたいと思いますので、ぜひ周知のほどをよ

ろしくお願いしたいと思います。以上で、これは終わりたいと思います。

それで、３番目に移ります。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

（ ） 。 、〇６番 畠山美幸議員 障害者タクシー券について 障害者タクシー券は年間36枚で

かかった費用の１割を引いてさらに初乗り分を引いた金額です。一方、高齢者外出支

援タクシーは年間48枚で、初乗り分の場合は500円を引いて残り分を支払います。福

祉有償タクシーの利用ができない状況になった障害者の方が戸惑っています。町外の

病院に通院するのに、障害者タクシーよりも高齢者タクシーにしてほしいと相談があ

りました。さまざまな足の確保が見直しの時期に来ています。考えを伺います。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。
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近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 それでは、質問項目３につきましてお答えいたします。

少子高齢化が進む中、地域の交通につきましてはさまざまな課題があり、今後は包

括的な施策が必要となっております。まず、ご指摘いただきました高齢者外出支援タ

クシー事業と福祉タクシー事業につきましては、助成の方法は異なりますが、助成券

の年間配付数の統一並びに高齢者外出支援タクシー券と福祉タクシー券が選択ができ

るように検討いたします。また、本年度設置された地域公共交通を考えるプロジェク

トチームにおいて、各課で実施している関連事業を見直し、包括的な公共交通施策の

構築に取り組んでまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 答弁にありましたけれども、枚数が今違いがあるということ

で検討していくという答弁をいただきました。私も全然、よく枚数のことを知らなく

て、今回わかばさんがなくなったことで本当に戸惑っている方からのご連絡が入りま

して、その方は江南のほうの病院に通うのに片道2,000円ぐらいかかってしまったの

かな。これが例えば高齢者福祉タクシーであれば、2,000円かかれば1,000円で行くわ

けですよね 自分の自己負担が ところが この方は障害者タクシーですので 2,000円、 。 、 、

かかったら、730円の初乗り分は引いてもらいますけれども、１割ですから200円。そ

うしますと何十円か余分に払ってしまう、高齢者タクシーよりも。それがちょっとお

かしいのではないだろうかということで窓口に相談に行ったら、制度上こうなってい

るのでということで言われてしまったというご相談だったのです。障害者手帳を見せ

ることによってタクシー会社さんが１割を引いてくれるそうなのですけれども、何か

以前見せたときに、タクシー会社の人にもよるし、人間ですからそのときの感情、や

っぱり疲れてたりすると、ああ、何だよという顔してしまったのかわからないのだけ

れども、ええ、障害者タクシーなのかよみたいな顔をされたって 「それから私出す。

のがすごく気が引けるのよ」という、そういうふうにお話をされました。なので、そ

うなってしまうと1,270円かかってしまうわけですよね、見せなければ。なので、タ

クシー会社の人も人間ですけれども、やはりそういう配慮はしていただくように町か

らももう一度言っていただきたいのはもちろんのこと、そういう制度を考えてくれる

ということですので、最初にお配りするときに障害者タクシーはこういう内容、高齢
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者タクシーはこういう内容だけれども、どちらになさいますかと聞いて選ばせてあげ

るのもありなのかなとか、48枚にしてくれるとかしていただいてもいいのかなと思い

ます。

、 、私 ほかの市町村はどうなっているのかなと思いましていろいろ調べてみましたら

うちはタクシー券が36枚ということでしたけれども、吉見町だとタクシー券36枚に自

動車の燃料費というのを配付しているということと、あと滑川町も36枚で１リッター

50円の換算で１カ月30リッター分1,500円の負担をしているとか、燃料があるところ

は吉見町と滑川町と鳩山町とときがわ町と東松山市でした。タクシー券のみというの

が嵐山町と東秩父村と小川町でしたけれども、これは多分昔は燃料もやっていたと思

うのですけれども、どの時点でこの燃料がなくなっていったのか、余り需要がなかっ

たのか、ここをちょっと確認したいと思います。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

もともと福祉タクシーの事業というのは県が実施をしていたもので、たしか平成

20年ぐらいでしたか、に町のほうに権限委譲されたものでございます。ちょっとその

時点のことを把握しておりませんで大変申しわけないのですが、いつから燃料費の補

助がなくなったかというのは、今ちょっと手元に資料もございませんで、お答えする

ことができません。申しわけございません。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 燃料が余り需要がなかったのかなとは思うのですけれども、

再度検討しろということは、その方からはそういうことは言われていないのですけれ

ども、今回はタクシー券の枚数のことと内容のことを言われただけで、言われていな

いのですけれども、ちょっと確認しておいてもらっていいでしょうか。

それで、今いろいろと先ほど来いろんな議員さんが質問されて、地域公共交通プロ

ジェクトチームというものを立ち上げて、いろいろな方法を探っているのだというこ

とですから、こういう高齢者の関係も障害者の関係も全部一緒くたに考えて、今この

プロジェクトチームの中で考えているのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 プロジェクトチームの関係でご質問をいただきましたので、

お答えを申し上げます。
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地域公共交通といいますと、昨日もお答えを申し上げましたけれども、不特定多数

の方がご利用するのが地域公共交通ということになるわけですけれども、それ以外に

もこういう福祉部門の交通制度、足の確保をする制度があるわけでございます。当然

、 、地域公共交通を検討するわけですけれども そういった福祉的な有償運送であるとか

タクシーの補助事業であるとか、そういったことも当然研究、調査していくというよ

うなことになろうかと思います。そういった制度がどうなっているかということも含

めて研究していくということになるかと思います。

プロジェクトチームについては、企画、調査、研究というのがその内容になってま

いりますので、その出た検証結果がそのまま事業化されるかといえば、それはイコー

。 、 、ルではないということです 実際事業をやるのは 制度上のその中身を考えたりして

実行していくのは担当課であり、また、最終決定するのは町ということになると思い

ますので、あくまでもこういった方法はどうでしょうかということで、金がなければ

知恵を出せ、知恵がなければ汗を出せですか、という言葉がありますけれども、汗を

かきながら知恵が出せればなということでございます。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

午後の再開を１時30分といたします。

休 憩 午後 零時０２分

再 開 午後 １時２７分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

畠山美幸議員の再質問からです。どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） では、３番のところ、先ほど山岸課長のほうからお金がなけ

れば知恵を出して、知恵がなければ汗をかけということで頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

先日ちょっと番組を見てましたら、コムスという今ヤクルトさんが乗っているコン

パクトな車があるではないですか。電気自動車で、あれ100ボルトの家庭の電気から

充電ができて、６時間満タン充電で156円だそうです。それで、あの車は車検も車庫

証明も重量税も取得税も不要だということで、どこかの自治体の取り組みなのですけ

れども、今免許証を返納した高齢者にこちらの車を貸与するというような取り組みが

始まっているのをたまたまテレビで見たのですけれども、これは最高速度が60キロと
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いうことで、それで、通常30キロで走っていれば102キロメートル走れるということ

でありましたので、こういうのも検討の中に入れていただければと思います。

それでは、４番目に移りたいと思います。

〇佐久間孝光議長 はい、どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 地域活性化について （１ 、フィルムコミッションについて。 ）

です。町おこしディレクターの神岡氏が頑張っているようです。現在の窓口はどこに

なっていますか。

（２ 、日本赤十字社埼玉県支部旧社屋は歴史的建造物で、現在は幼稚園で一部を）

、 。 、使っていますが ほかの部屋は物置になっているようです ラベンダー園からも近く

隣には南部交流センターもあるので、週末の利用方法を考えるべきと思います。お考

えを伺います。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 質問項目４の（１）につきましてお答えを申し上げます。

。 、フィルムコミッションの窓口につきましては企業支援課となっております しかし

現状では多くの場合、町おこしディレクターの神岡氏を通じ、撮影場所の提供依頼な

どがございます。このようなケースにつきましては、地域支援課が窓口となっており

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（２）について、村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは、質問項目４の（２）につきましてお答えい

たします。

歴史的建造物である日本赤十字社埼玉県支部旧社屋の週末の利用方法とのことです

が、当該施設は町立幼稚園の敷地内にあり、埼玉県指定文化財となっています。当該

施設は町立幼稚園の園舎として利用しており、行事、会議等で日常的に使用しており

ます。また、一部の部屋は教育委員会事務局の文化財関係資料等の保管のための資料

保管室としても利用していて、既に多くの部屋を利用しています。また、当該施設は

近年非常に傷みが進行していて、今後は当該施設の保存が課題となっている現状であ

ります。以上のことから、週末における当該施設の一般利用などについては現在考え

ておりません。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） （１）のほうから再質問させていただきます。

企業支援課が窓口だけれども、神岡氏を通じてのフィルムコミッションというか、

撮影のところは地域支援課だということなのですけれども、今までの実績、神岡さん

が一生懸命やっているなというのを伺ってはいるのですけれども、今までどのような

フィルムコミッションを、どの場所を借りてやってきたかという、ちょっと例を教え

ていただきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 お答えを申し上げます。

平成30年度に行われたものでございますけれども、５月にスバルのＣＭロケという

ものがあったようです。こちら、たしか笛吹峠であったかと思います。あとは、ショ

ートフィルムロケというのがございまして、これは９月と11月です。場所はちょっと

不明なのですが、嵐山町民の方が出演をされたということです。それから、やはり同

じようにショートフィルムロケというのがありまして、これが１月20日。それから、

同じ日にスチール撮影というのがございました。こちらは日赤社屋、雑誌の写真とい

うことでございます。このような例がございます。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 私がたまたま見た番組で、日本テレビだったかな 「正義の、

セ」という弁護士さんの役のもので、地産団地の交差点が映ったのです。あれが神岡

さんがやったものかどうかわからないのだけれども、そういうところにお話が来たと

いうのは企業支援課がそのときは窓口だったのでしょうか、伺います。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 お答えさせていただきます。

そのときには企業支援課のほうにも話があったということでございます。私は、当

時はまちづくり整備課にいたのですが、道路の関係もございまして、まちづくり整備

課長時代でも、まちづくり整備課のほうにも実は道路の中での事故のそういった再現

の撮影ということもありまして、その辺では協議等をさせていただいた経緯はござい

ます。

以上でございます。
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〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） そうしますと、やはりロケをするに当たっては、さまざまの

課をまたがなければいけないのだなというのが今のお話でわかりました。

神岡さん、こちらに来て今年で３年目に入られるわけですけれども、最終年度を迎

えられて、神岡氏を各課の方ももちろんのことなのですが、町民の方は広報紙にも載

せていただいて、大分周知はしてきているのかなと思ったのですが、でも最初のころ

はやはり東京の東久留米市でしたか、のほうから嵐山町に来て、どういうところがあ

るのかもわからない、そういう青年が町のために何か頑張っていこうと思っているの

に、町のバックアップがないと１人で何かやれというのは難しいことだったと思うの

です。

やっぱりこれもある番組になるのですけれども、何年か前になるのですが、このま

ちおこし支援隊というのかな、まちおこし隊というものがはやり出したころ、たまた

まコンビニの本部の職についていた方が別のところに引っ越しをされて、まちおこし

のために取り組みたいというので、何かそこの町の職員と町を歩いて、こういうとこ

ろがあるのですよ、ああいうところがあるのですよというのを、その町の職員に説明

を受けながら、町の人とコンタクトをとっているという風景が思い浮かべられるので

すけれども、町はそういう取り組みをしてこられたのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 個々の事例につきましては細かく把握しておりませんので、

こういうことがありました、ああいうことがありましたということがお答えできませ

んけれども、町おこしディレクターとして嵐山町においでいただいているわけです。

畠山議員が今おっしゃったとおり、嵐山町について最初はそれほどというか、余り知

らなかった方がその中で活動していくというのは本当に大変なことだと思います。

そういった中で、町もできる限りバックアップして、まちおこしをしていきたいと

いう考え方の中でお願いした方だと思いますので、今までもできる限りのことはして

、 、 、いたというふうに思いますし 今後もできる限りのご協力といいますか まちおこし

まちの活性化、こういったものにつながるように一緒に動いていければというふうに

考えております。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 「動いていければと思っています」なのですけれども、何か
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神岡氏と職員の接点みたいなものをつくる機会みたいなものというのは今まではあっ

たのか、これからあるのか、その辺をお伺いします。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 これは、細かく過去２年間どうだったかというのも私も全て

まだ把握しておりませんので、あったかなかったかと言われますと、はっきりとお答

えできないのですが、私の知る限りでは広報紙などでご紹介したということがあった

かと思います。

今ご指摘いただきましたとおり、２年間活動していただいて、いろいろなことを、

人とのつながりもそうですし、町にある資源についてもそうですし、そういったこと

を発掘したり、人と連携したりということを神岡さんがこの２年間で蓄積したものが

あると思います。そういったものをぜひ発信していただきたいということで、６月の

19日に全職員を対象に神岡さんにこういった資源がありますよ、こういう人がいます

よというようなことでプレゼンテーションというか、そういったことをしていただけ

ればなということでお話ししたところ、神岡さんもぜひやりたいということでしたの

で、６月19日にそういった機会を設定いたしました。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ、本当は逆だったと思うのですけれども、本当はこうい

う資源があるよ、だから神岡さん、何とかこれを生かしてもらいますよというのが先

に来ての話だったと思うのだけれども、逆に町の人たちがプレゼンしてもらうという

のも何かおもしろいなと思いますけれども、神岡さんの目線から見た嵐山町のいいと

ころというのが、また再確認できるいい機会かと思いますから、もう残り１年切って

います。せっかく、こんなやる気のある方が来てくれたのだから、もう余すことなく

大結集をこの残りの期間でやってもらいたいと思うのです。

私も、前からフィルムコミッションのまちをやってほしいというのも前から言って

いたのですが、このフィルムコミッションで、制作関係者に対するサービス支援、こ

っちが支援するということです。全てのフィルムコミッションが必ず提供するサービ

ス支援はということで、ロケ地に関する情報、写真や撮影条件や使用料や連絡先地図

などの提供が欲しいと。２番目としては、宿泊、食事、機材、レンタカーといったロ

ケ関連の情報の提供が欲しいと。３番目は、撮影許認可に関する情報の提供、こうい

うものがないと動きがとれないよと。今度は、制作関係者に対するサービス支援の②
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なのだけれども、フィルムコミッションによって提供する場合があるサービスの支援

、 、 。で さっき言った①として 警察署や公的機関などへの撮影許可手続の簡便化や代行

②に、ボランティア、エキストラの手配。３番目に、ロケハンや撮影への同行。そし

て、４番目にフィルムコミッション専用車両や公用車による送迎や案内。５番目に、

ロケハン助成金や制作補助金などのインセンティブ。６番目に、宣伝への協力という

のがあります。

、 、 、そして フィルムコミッションの特徴の３つとして 地方型フィルムコミッション

、 、首都圏や政令指定都市から離れた地域 まさしく嵐山町の場合のプラス因子としては

１つ目として、地域そのものが画面に映ると、匿名代替地の可能性が低い。②、作品

がヒットすれば間接経済効果が大きい。そして③、人口が少ないメリットがある。だ

から、人口が少ないから道や道路が混雑してないから撮影しやすいだとか、人脈によ

る融通がききやすいだとか、町ぐるみで支援ができるよと。そして４番目に、支援件

数が少なく、丁寧な対応が可能。

マイナス因子は、では何かあるのかというと、件数が少なく経済効果が不安定。②

は、小規模なフィルムコミッションであることが多いため、ロケ支援以外の事業をフ

ィルムコミッションで行うことが難しい。３として、地域でのこれまでの支援作品の

露出が少ない。４番目として、アクセス原因で誘致できないことがあるとあるのだけ

れども、でもこのアクセスの原因というのは全然嵐山町はないなと、インターからも

。 、 、 、近いから だから こういうすごくプラスなことがいっぱいあるので もうどんどん

せっかく神岡さん、やる気になっていらっしゃるので、ぜひ町も全部町ぐるみ、協力

して、どんどん、今回のラベンダー園もそうですし、次に質問する日赤社屋も何かさ

っき、スチール版で何か撮るという、雑誌の表紙か何になるのだかわからないけれど

も、そういうのに来てくれたというのもあるので、ぜひそういうふうに頑張っていた

だきたいと思っておりますけれども、副町長、そういうふうに町は職員が各課が協力

しないと進まないと思うのですけれども、そうやって協力して、神岡さん、最後もう

１年切りました。何とかこういう活動とかにも協力していただきたいと思いますけれ

ども、いかがなのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 嵐山町にとっては、大変期待の大きい分野の仕事だと思います。そ

れだけに、非常に神岡氏と接点を持つ課も神岡氏本人も非常に手探り状態で、どんな
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ことから嵐山町の発展に寄与しようか、活性化に寄与しようかということで真剣に取

。 、 、り組んでくれたのだというふうに思います 人と人をつなぐ 人や企業と町をつなぐ

町の資源に磨きをかける、さまざまなことが抽象的にあるわけですけれども、嵐山町

の地域おこし協力隊版だというふうに思うのです。全国で地域おこし協力隊も大勢の

隊員が活動しておりまして、成功事例もいっぱいあるのですけれども、ほとんどがこ

んなはずではなかったと、非常に難しい仕事なのです。そういうふうなことも伺って

います。

、 、今課長申し上げましたように 彼にはもう本当に自由に嵐山町で活動してもらって

成果を残してもらうこの２年間だったというふうに思います。３年目になりまして、

ちょっと具体的な、例えば嵐なびにこういうふうな形で勤めをしてほしい、嵐なびを

活動拠点にしてほしい、それから今お話しの職員と接点を持ってお互いに連携協力が

できる環境をもう一度見直してほしいとかいろいろありますけれども、３年目はこの

２年間で培った集大成の年と、こういうふうに我々も位置づけておりまして、彼に対

する期待もありますし、彼もそれなりにこの３年目を心を込めて、今までの経験を生

かして活動してくれるものだろうというふうに考えております。ぜひ彼の３年目の活

動を見守っていただきたいというふうに思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ頑張って町を本当に活性化させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

（２）のほうに移ります。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） 日本赤十字社のさっきの答弁いただきました。今資料とかが

入っていたり、あと幼稚園の敷地内があるということで、あと傷みも進行していて一

般利用は難しいというご答弁でしたけれども、こういうチラシがありまして、この中

に見学はやっているのかなと、見学の方法と書いてあって、一般開放は平日の９時か

ら16時、土日祝日を除く日に幼稚園のほうへご連絡いただければ一般開放いたします

よというのがここに書いてあるのですけれども、これ実際今もやっていらっしゃるの

でしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。
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〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えいたします。

一般開放といいますか、見学、そちらについては幼稚園のほうにご連絡いただいた

後、幼稚園のほうから教育委員会のほうに許可をとってくださいという形でお話を伺

ってます。昨年度の件数で、屋外から、外から建物を見たいというお問い合わせに関

してはご自由に見てくださいということで、結局幼稚園の駐車場と裏側は道路になっ

ていますから、敷地内に入らないので、それはご自由に見てくださいと、それは10件

ほどあったということです。内部の撮影ですとか、一般的な開放というよりも撮影と

ＣＭか何かの問い合わせが５件ほどあったということなのですけれども、そちらに関

しては結局撮影はしなかったということで、一般的な中の見学というのは実際にはな

いという状態でした。

以上です。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） もったいないですね、中の見学がなかった。

たまたまなのですが、群馬大学の理工学部、桐生にある大学の中にもこのような、

明治時代に建てられたような建物があるのですよ、同窓記念会館といって。それで、

あと松高にも何か２階建てのこういう建物、明治時代の建物が残っていたりとかして

いるのですけれども、群馬大学のところにある建物は100年ぐらい、昭和24年に群馬

大学が誕生したときに持ってきたのかな。だから、こっちは明治38年ですから、それ

よりさらに50年まではいかないか、25年ぐらい前の、20、30年ぐらい前か、明治、大

正だから、もっとたつのかな、50年ぐらい前になってしまうからこっちのほうが古い

、 、のかなと思うのですけれども 群馬大学は中がちゃんと見学できるようになっていて

それで何かいろんな資料も展示してあって、ましてやここは、またさっきのところに

戻ってしまうとあれなのですけれども、つい最近でしたら「純情きらり」というＮＨ

Ｋの平成18年の４月からやっていた朝の連ドラにも使われていたりとか 「花子とア、

ン」というのにも使われていたりとかして、そういうふうにして何か撮影場所として

使われてたりしてたのですけれども、今回の質問はそういう撮影場所にも使ってもら

いたいけれども、あるご婦人からちょっと言われたのだけれども 「とにかく中がす、

ごくすてきにできている」と。私たちも幼稚園の入園式とか卒園式で行ったときに、

お部屋の中が、間取りがこの間もらってあって、卒園式とかに使うのは舞台のある広

い部屋を使っていますけれども、来賓が控室として使っているお部屋が渡り廊下から
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来て大きなちょっと会議室みたいなところに入れていただくわけですけれども、天井

が高くて、窓枠もすてきで、電気も何かちょっと昔ながらの電気がついていて、とて

もすてきにつくられているではないですか 「あのまま何か、何も使わないで置いて。

おいたらもったいないわよね」と 「今のラベンダー園もああやって開園したことだ、

から、週末だけでも南部交流センターの調理室で何かお料理したものをああいうとこ

ろで提供できたりできないのかしら」という 「何かそういうものに活用していった、

ほうがいいんじゃない」と、ちょっとそういうご提案があったのですけれども、そう

いうことというのは可能なのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

今畠山議員がおっしゃったお部屋というのは、もともと貴賓室、日赤の関係ですの

で、皇室の方が見えたときに使われていた部屋になります。あの部屋だけ特別に内装

が違います。

渋谷議員の質問にもお答えしたのですが、まずあれが県の指定文化財であるという

こと。文化財の管理という面からいうと、管理者がいないところに一般開放というの

はちょっと厳しいかなという面があると思います。まして、あそこで今のところは園

の関係ですとか、鎌形地区での会議等にも使うことがあるようですけれども、職員が

管理上いないところで、ただ開放するというのはちょっと厳しいかなというのは、文

化財の管理の面から言うとあると思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ああ、そうだったですね。あそこは貴賓室ということで、内

装があそこだけああいう素敵な感じになっているけれども、あとほかにも間取りを見

ると、全部で講堂みたいなところと貴賓室とそれ以外に４つ区切られたお部屋がある

のですけれども、そこの内装というのは、ああいう感じにはつくられていないのか、

もう一回確認します。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 あの部屋、貴賓室以外はああいうつくりではございま

せん。講堂の一番端っこと同じような感じの部屋のつくりになっています。

以上です。
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〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ああ、そうだったのですね。ですので、町民の方がちょっと

いろいろそういうお料理を提供したい、お料理といったってカフェ程度だと思うので

すけれども、そういうものが、あそこのお部屋を借りられて、隣の南部交流センター

でつくって提供できるといいんだけれどもというちょっとお問い合わせがあったもの

ですから、地域活性化についてというタイトルの中に今回日赤社屋を入れさせていた

だいたわけですけれども、では文化財であるという観点からそういうことは難しいと

いうことでできないということですね。再度。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 今国のほうでは文化財も保存だけでなく活用というこ

とも、今後日赤社屋だけではなくて、国、国内にある文化財の活用ということも強く

言っておりますので、その辺についてはどうやったらできるかということは、これか

ら担当としても研究していきたいと考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ、南部交流センターもちょっと活用状況がほかのところ

と比べると、何かせっかくすてきな南部交流センターなのだけれども、使っている回

数も余り多くないみたいですので、何かそれとあわせて考えて使えるようなことを探

っていただくと、昔馬車道で、はかまと矢がすりの何か着物を着てウエイトレスさん

がやっていた時代があって、今はもう変わってしまいましたけれども、あそこでそう

いうふうにしてカフェにすると、ちょっと週末なんかはお客さん来るのではないかな

と思いますので、局長のほうでどうやったらそういう活用ができるか、ぜひ探ってい

ただきたいと思いますので、大丈夫ですか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

なかなか、営利を目的とするような使い方となると、ちょっと厳しいかと思うので

すけれども、以前日赤社屋では５、６年前ですか、障害者の方々の展示をやったこと

がたしかあったと思います。そのときは貸し出しの申請いただいて、きちんとそれを

主催される方々がずっと管理をしていただいたというのを当時記憶しておりますけれ

ども、そういう活用の仕方であればできるかなと。きちんとした企画があって、管理



- 180 -

もしていただけるというようなことがあれば、そういう貸し出しもできるかと思いま

すので、その辺についてもお問い合わせがあった時点でもまた考えたいと思います。

〇佐久間孝光議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） では、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。

〇佐久間孝光議長 ご苦労さまでした。

◇ 河 井 勝 久 議 員

〇佐久間孝光議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号７番、議席番号８番、

河井勝久議員。

初めに、質問事項１の通学児童の安全対策についてからです。どうぞ。

〔８番 河井勝久議員一般質問席登壇〕

〇８番（河井勝久議員） ８番議員、河井勝久です。議長のご指名を受けましたので、

通告に従いまして一般質問させていただきたいと思います。私は、大きく分けて３つ

の質問をしていきたいと思います。

まず１つ目は、通学児童の安全対策についてであります。これは、おとといの渋谷

議員、それからけさの長島議員からも同じような質問が出てきているわけであります

けれども、通学児童の安全対策で、とりわけ少子化によって子どもの数が各地区で減

少し、通学登下校時に通学班編成にも変化が生じております。上級生班長がいずに下

級生だけの班もあり、登下校の安全対応に問題が生じています。最近の登下校時の痛

ましい子どもの交通事故や事件の発生が報じられるたびに、当町にもいつ起きても不

思議ではない状況は、子どもの数の減少、学校問題とあわせ、対策、対応について検

討する必要があると思いますけれども、この考え方についてお伺いいたします。

（１）といたしましては、登校時の班編成と人数、通学距離について、遠距離通学

者は学校まで最高何キロになるのか、また途中の見守りなど安全対策を伺います。

（２）といたしましては、七郷小学校区内、太郎丸、杉山地区は、志賀小に新規入

学希望者は可能でありますけれども、なぜなのかお伺いいたします。

（３）につきましては、来年度の広野地区の新入学児童数は何人になると予想され

ますか。一人登下校の対応についてお伺いいたします。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。
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村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 それでは、質問項目１の（１）につきましてお答えい

たします。

通学班につきましては、菅谷小学校、七郷小学校、志賀小学校ともにＰＴＡ安全担

当の保護者が中心となり 毎年度末に編成しております 編成に当たっては １班10名、 。 、

以下とすること、高学年の児童が班長を務めること、地区ごとに班を編成することを

基本としますが、通学路の状況等により地区を越えて編成する場合もあること等、児

童が安全に登校することができるよう配慮しております。各校の状況は、菅谷小学校

は63班、班人数は最少３人、最大14人で平均6.3人、通学距離は最短100メートル、最

長2.9キロメートル。七郷小学校は12班、班人数は最少３人、最大９人で平均6.3人、

通学距離は最短が1.2キロ、最長が４キロメートルとなります。志賀小学校は36班、

班人数は最少４人、最大10人で平均6.2人、通学距離は最短450メートル、最長1.9キ

ロメートルです。

登下校時の見守りにつきましては、自宅から集合場所、解散場所まで遠距離である

場合には保護者による送迎を依頼しております。また、教職員による登下校指導に加

え、スクールガードリーダーをはじめとする学校応援団や地域の皆様に見守り活動の

ご協力をいただいております。今後も地域の皆様のご協力のもと、家庭との連携を図

りながら、教職員による児童への安全指導等を強化し、児童の安全な登下校に努めて

まいります。

続きまして （２）につきましてお答えいたします。各学校の通学区につきまして、

は、嵐山町立学校通学区域に関する規則に定められておりますが、これまで数度にわ

たり文部科学省より通学区域制度の弾力的運用について地域の実情に即し、保護者の

意向に十分配慮した多様な工夫を行うよう通知が出されております。太郎丸、杉山地

区の児童が七郷小だけではなく、志賀小に就学できることについては、志賀小学校開

校に際して通学区域の取り扱いについて審議され、この２区について通学区域制度の

弾力的運用として、志賀小にも就学できることを選択できるものとしたことによるも

のであります。

続きまして、質問項目１の（３）につきまして、お答えします。令和２年度の広野

地区の新たな就学予定者は５人の予定であります。七郷小学校区では、古里、越畑、

勝田地区の新たな就学予定者はそれぞれ１人の予定であり、質問項目１の（１）でお
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答えしたように、集合場所、解散場所まで遠距離である場合には保護者による送迎を

依頼するほか、地域の皆様のご協力のもと、家庭との連携を図りながら、教職員によ

る児童への安全指導を強化し、児童の安全な登下校に努めてまいりたいと考えており

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） それでは、再質問させていただきます。

登校時の通学編成でありますけれども、本当に児童数が減ってきて、確かに４月入

学前にそれぞれ編成がされて、全く違う班に入れられて、それぞれ通学しているわけ

でありますけれども、そういう中でも上級生がいなくて本当に３年生ぐらいで班長を

やらざるを得ないというようなところも出ていると。私ももう10年、平澤のなごみの

ところの交差点でやってきているわけでありますけれども、本当に大変な状況になっ

ているのだなというふうに思います。人口も増加している平澤にあって、１年生５人

しかいないのですね、今回も。２班が２人いるところがあって、あとは13班あるので

すけれども、１班に１人というところが２つです。そういう状況で、保護者の方も見

守りに出てくるのですけれども 「１年生の子が６年生になったときにどうなっちゃ、

うんだろうね」というのを聞かれるのです 「それは子どもの数が減っているから、。

相当再編成が進んでいっても大変な状況になるんじゃないですか」と言うのですけれ

ども、あわせて学校の統廃合の問題も教育委員会等で検討されてきているというお話

を聞いて 「多分５年ぐらいの間にはそういう形は、きちっとしたものが出るんじゃ、

ないですか」という話はしているのですけれども、そういう中では大変厳しい状況が

生まれてくるのかなというのは、それはそれなりに先ほどの答弁の中でわかってきま

した。

。 、 、これの安全対策の問題が今後大変な状況になってくるのかなと というのは ２人

３人で通学班、先ほども最高10人でという形の答弁があったのですけれども、そうい

う形で10人を組むのはその地区というか、班を組むところに大勢の子どもがいればそ

うなるのですけれども、実際はそうならないから、いろんなところを集めてきて一定

の数をつくっていくという形になってきています。この問題では、安全の問題がこれ

から出てくるのだろうと思うのですけれども、そういう問題でいきますと、今後どう

いう形でさらに検討されるのか、そこのところを聞いておきたいと思います。
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〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 今後というか、もう既にそういう状態になっていると

いう現状がございます。ですので、遠山地区の小学生の場合は直売所のところまで保

護者の方が送ってくると。そこで、恐らく平澤のほうの通学区ですか、と一緒になっ

て登校するというような形をとっていたりしております。そういったこともあるとい

うことで、教育委員会としましては学校の統廃合についての検討を２年前から始めた

ところでありますので、もう喫緊の課題として学校をどうするか、そして一昨日から

の一般質問の答弁でもお答えさせていただいておりますけれども、学校を統廃合する

ことと同時に、そこに通学、登下校という問題が当然生じますので、それについても

可能な限り早く答えを出して実現に向けて進めていくというのが現在の町の教育委員

会の考え方であります。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 班編成の問題でちょっと遠山の話も出ました。私も最初のこ

ろは、確かに直売のところまでは送ってきていました。ところが、もう本当に数が少

なくなっているのだろうと思うのですけれども、もう親御さんが学校まで送ってきて

しまっているのです。平澤の野崎医院の周りが一つの通学編成の１カ所の班になって

いるのですけれども、実は一人もいないのです。そういう状況で来ると遠山の子があ

そこに来ても誰も連れていってくれる子がいなくなってしまっているわけです。バイ

パス南は子どもはいません。そういう状況が出てくると、今度帰りのときどうしてい

、 、るのだろうかと思っているのですけれども 多分また親御さんが迎えに来ているのか

それか本当に上級生と一緒にまた歩いていっているのか、その辺は明らかにはわから

ないのですけれども、多分そういう形になってきているのだろうと思うのです。

私も菅谷小学校管内では、まだまだわかるのですけれども、七郷小学校管内でも、

例えばこういうところが出てきているのだろうというふうに思っているのです。３キ

ロぐらいは全然子どもがいないというところがあるという話です。こういう形でぽつ

んと今度そこのところに通学で生徒ができてきたといっても、では上級生もいなけれ

ば下級生もいないという形になってくれば、１人でやらざるを得ないのかなというふ

うに思うのですけれども、こういう地域については、今後どういう対応をしていくの

か。後でこれ（２ （３）の関係にも出てくるのですけれども、そういう地域はどの）、
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くらい今あるのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 議員の今のお尋ねのとおり、非常に少ない人数で長い

距離を歩いてくるという通学班が実際ございます。

各小学校ともスクールガードリーダーの方々で、一番最後の班は一緒に学校まで実

際についてきていただいている。それ以外にも、そういった見守りのほかに保護者の

方で、私も毎朝通勤する際に、恐らく大蔵、根岸、将軍澤の子どもたちの保護者の方

がずっと、大体蛇坂を上がってヌエックのところの歩道橋のところまで送ってきたり

していると。あとは、鎌形方面の子たちが駐在さんが立っているコンビニのところま

で一緒についているとか、そういったことをしないと、やはり安全が守れない状況が

現在あるという状況だと思います。その辺のところは、学校のほうでも通学路も毎年

そういった子どもの編成の関係で変わるわけでございますので、どこの地区にどうい

う感じで子どもたちが各校でいるということを把握して、その上でＰＴＡとも連携を

とりながら、通学路、通学班を編成しているところでありますので、そういった問題

点を重々承知しながら、安全な登下校に教育委員会としても地域としても保護者とし

ても、一緒になって考えていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） この問題では、学校までの距離があるわけでありますけれど

も、菅谷小学校は最長は2.9キロです。例えば2.9キロの間で通学班の見守りや何かが

どういうふうになっているのか。七郷ですと最長４キロです。４キロの間に子どもの

数がどのくらいいて、班がどのくらいあって、例えばどのくらいの見守りの方が出て

いるのか、それおわかりになりますか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

七小の４キロの場合は、古里の馬内の公民館のところ集合が一番最も遠い班なので

すが、そこから古里１区、２区、３区とだんだんと集まってくるわけです。地域の各

学校で把握している毎日見守りをしていただいている方の数というのがあるのですけ

れども、菅谷小学校ですと鎌形お一人、菅谷お二人、川島お一人、七小では、古里１

人、勝田１人、吉田１人、広野お二人、越畑１人、杉山お一人、志賀小では杉山お一
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人、志賀お二人とフリーでお一人いらっしゃるということなのですけれども、これは

あくまでも学校で毎日そういった見守り活動をしていただいている方というだけであ

りまして、実際にはそれ以上の先ほども言いました保護者の方が一緒に歩いて登校す

。 、る等のこともございます いろいろな場面で教育委員会としてもお願いしているのは

例えば庭の水まきするのも子どもたちがちょうど帰るぐらいの時間に大人の目が光る

、 、 、ように そういう時間にただ外にいてくれるだけでも 一つの見守りになりますので

そういったことを住民の方々にお願いしながら、完全に安全というのはなかなか最近

の事件を見ても難しいかと思うのですけれども、できるだけ安全を図るために何がで

きるかということは、地域と連携して教育委員会としても考えているところでござい

ます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 登下校の場合には、見守りの方がそれぞれボランティアとか

いろんな方が協力していると、それはそれなりに私も承知しております。例えば一番

距離が遠くのほうから学校までというのは、その通学班になる人数の問題は、ある程

、 、度10人とか９人だとかという形での通学班になっていればいいのですけれども ３人

４人の班、それでどうなのかなと。というのは、今事故はないわけですけれども、登

校のときはある程度見守りもいいのですけれども、下校のときはみんな学年によって

も割と違ってくるのです。すると、１人でぽつり帰る子どもがいっぱいいるわけなの

です。これもたまに私も出たりなんかして見ているのですけれども、声をかけて「お

帰り」とかと言っているのですけれども、それはこの間に何かあったらどうなるのか

。 、 、なと あるいは１ ２年生ぐらいの子どもたちがほかのものに興味を持ってしまって

信号なんかこう渡るんだよと言っていても、ぱっと振り向いたりなんかしてて、そう

いう子が何かあったときに、高齢者の今運転の事故が交差点や何かでも多くなってき

ているのですけれども、そういうのについて学校の先生も見切れないと、それを見守

る人たちも全部見切れないという状況が出てくるわけですけれども、その問題につい

ては、学校あるいは教育委員会のほうでもどのような形で指導してきているのでしょ

うか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 河井議員おっしゃるとおり、全てを完璧に子どもたち
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の登下校を守るということは難しいことであります。ですので、先ほど来の答弁でも

子どもたちの安全な登下校についての指導ということで、今、おっしゃったような横

断歩道を渡るのもそうですし、信号を渡るのもそうですし、こういう形で渡りなさい

ということで通学の指導というのを各校で行っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 例えば小川警察なら小川警察にもそういう形での指導や何か

はするということはあるのですか。

〇佐久間孝光議長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 河井議員さんからいろいろご質問いただいていますけれども、登下

校における子どもの安全を100％確保するというのはなかなか難しいことでございま

して、登下校における子どもの問題で特に注目されるようになりましたのは、ご案内

のとおり新潟県で小学校２年生の子が下校の際に命を奪われまして、線路に置かれて

ひかれてしまったということがあります。

その後に、文部科学省と警察庁で合同で登下校防犯プランというものをつくりまし

た。先ほど事務局長のほうから何度もお話ししておりますけれども、１点目が地域に

おける連携の強化なのです。つまり学校だけでは無理、地域だけでも難しい、学校と

地域と連携していろんな方たちのご協力を得ながら進んでいくしかないのであろうと

いうことが１点目にあります。

２点目は本町でも行っておりますけれども、通学路の合同点検の徹底及び環境の整

備・改善、子ども110番の家等を確認をさせていただいておりまして、そういうこと

も含めて呼びかけを行っているところです。

それから、３点目は、不審者情報等の共有及び迅速な対応、今メールでも各ご家庭

に配信をさせていただいていますけれども、不審者情報等の共有及び迅速な対応。

４点目は、多様な担い手による見守りの活性化、ボランティアの方たちにご協力を

いただいております。

そして、５点目が子ども自身の危険回避に関する対策の促進です。つまり子どもた

ちにどういうことをして、もしされた場合はどうすればいいかというようなことを呼

びかけて教育しているところでございます。

今回、川崎市におきまして事件が発生しました。そのときには火曜日ということも
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ございましたけれども、昼の段階で全ての小中学校の校長のほうから各ご家庭に学校

で児童に指導していること、各ご家庭でお願いしたいことというチラシをつくりまし

て配布をさせていただきました。これには何かおかしなことがあったら、大きな声を

出すとか、近くの家に逃げていきなさいとかということも含めて入れてあるのですけ

れども、なかなか世の中が難しいといいますか、危険なところがありますので、子ど

もたち自身の自分を守るという意識と、さらには地域の皆さんのご協力を本当に得な

がらいかないと、学校の教員もいろんなところを歩いてはいますけれども、私も県警

の方たちとこの川崎の事件の後、話をさせていただきました。そうしましたところ、

県警のほうから来ていますのは登校時と下校時のパトロールを強化するようにという

指示が出ているということで、派出所のおまわりさんたちも朝の段階と夕方の下校時

については特に多目といいますか、パトロールをするようにという形で言われていた

ということです。

私も町内ずっと見て回ったのですけれども、やはり下校のときもそうなのですが、

今回のような事件があると人が多くたまるところ、つまり信号のところが一番多くた

まって、そこに後ろから来られた場合には非常に厳しい状況になってしまうのかなと

いうのは感じたところでございます。

今後も地域の皆さんのご協力を得ながら、学校とともに教育委員会も子どもたちの

安全安心の確保に努めてまいりたいということで考えているところでございます。

答弁につきましては、以上でございます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 安全の確認というのは、ドライバーにも相当責任が出てくる

だろうと思います。

それから、通学路の問題をどう我々が解決していくかというのも、それぞれの保護

者なり、あるいは地域の人たちがどうそれにかかわってくれるのかということも大事

なことになるのだろうと思うのです。私も交差点でのあれをやっているのですけれど

も、子どもが確かに渡るときに本当に怖いよということがあるのです。というのは、

、 、ドライバーはもう信号が黄色になっても強引に入ってきて それで割り込んできます

子どもが渡っているにもかかわらず。時々注意するのですけれども 「子どもをけが、

」 、「 」 、させたらどうするんだ と言ったら お前にそれを注意する権限はないだろう と

「警察官ではないんだ」と 「交通整理なんかお前らにはできなんだ」と 「ふざける、 、
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んじゃない」と逆に開き直ります。そういうドライバーがいるということは、必ず事

故が起きるだろうというふうに思っているのですけれども、なごみのところも駅へい

わゆる送り迎えの車が郵便局のほうを回って駅の道路に出ていくと、３つ、４つの信

号にひっかかるのですけれども、あそこからですと１回です。さいしんのところで１

。 、 。 、 、 、回駅前で だから 速いのです だから そういう形だと あれはかなり強引なので

そういうドライバーの注意もこれから必要になってくるだろうと思うのですけれど

も、それはそれとして大変な状況になってくるので、今後ともこの通学班の編成も含

めまして、いろいろと検討していかなければならないだろうと。それは学校区とあわ

せて、全体的に統廃合の問題も含めてやっていかなければならない問題だろうと思う

のですけれども、今後よく検討していただきたいと思います。

それでは （２）に移りたいと思いますけれども、七郷小学校区内で、先ほどちょ、

っと答弁があったのですけれども、太郎丸地区と、それから杉山、これが志賀小に行

っているわけですけれども、この問題で私も議員になりたてのころからこの質問をし

ていきまして、そういう形でそれぞれ希望をとって志賀小に行けるようにしますよと

いう話が出てきていたのです。今はそういう形になっているのですけれども、今七郷

小学校に行かずに太郎丸と杉山地区で何人ぐらいの生徒が行っているのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えいたします。

現在の方、何人がその地区のかわりに行っているかというのは、ちょっと手元に資

、 、 、 、料ないのですが 現在 来年の１年生 杉山地区で４名いらっしゃるのですけれども

そのうちお二人は志賀小に希望されているということで、既に就学区域の変更を申し

立てられているご家庭がございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

（ ） 。 、〇８番 河井勝久議員 そうすると２名は志賀小を希望していると やっぱり兄さん

姉さんが、１年生になるときにもう七郷小学校なら七郷小学校に行っていれば、そこ

に一緒に行きたいというのは出てきて、全くそういうのがない場合には、親御さんも

なるべくなら志賀小に行かせたいという形があって、これまでもずっと続いてきたの

だろうと思うのですけれども、いわゆる七郷小学校に行かなくて、太郎丸地区と杉山

地区が例えば通学区がこういう問題がとりわけあるのでというのは、市街化区域と市
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街化調整区域との関係もあるようなお話を聞いたのですけれども、そういう形での２

つ学校があるわけですけれども、近くに１つ、志賀小があるわけですけれども、そう

いう問題もあって、１つはそうなったのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

特に就学区域の審議会の議事録の中でそういった形のものは残っておりません。ま

た、太郎丸と杉山だけではなくて平澤の区画整理区域内、あちらで志賀の住所なので

すけれども、もともと平澤とのつき合いという地域のつき合いをされているところの

区域の方については、平澤のそういったおつき合いということなので菅小に希望され

るという、そういった区域もございますので、単純にぴしっとここでという線引きで

はなく、教育長のほうの答弁でも渋谷議員のときにありましたけれども、弾力的運用

というのを図って、河井議員がおっしゃったように、ご兄弟でもともとの指定校では

ないところにお兄さん、お姉さんが行かれていたので、自分もというようなご家庭も

何軒も現在もございますし、そういったいろいろな配慮、家庭のご事情ですとか、教

育的配慮なり、そういったことで現在でもそういった太郎丸、杉山、また、今の平澤

の区画整理地域だけでなくて、そういった指定校変更というのは、柔軟に教育委員会

では認めているところでございます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 今の答弁で確かに線路南、これについては、線路の南方にも

むさし台の地域があります。確かに南方のほうに志賀の地域の人もいます。これはそ

れぞれ平澤の通学班に入っている子もいて、菅小に通っている、あるいはむさし台の

一部は、当然隣同士がもう平澤とむさし台とで分かれているといっても、その方は菅

谷小学校に一緒に通学班として行っているというのは何人かおるのですけれども、た

またま太郎丸と杉山地区は、そういう形では志賀小に行っているというのは、それが

そういうふうに行けるような形になったとしても、それはあくまでも市街化区域か市

街化調整区域かということがあって、そういうことも一つの調整の関係では出ていた

のかどうか、それが明らかにできるのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

先ほどもお答えさせていただきましたけれども、通学区域に関しては審議会がある
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わけでございますけれども、私も今回、河井議員から一般質問いただいたので、過去

のそういった審議会での審議の状況、特に志賀小学校開校時の審議会の議事録等も見

、 、 、させていただきましたけれども そこでは先ほどお答えしたように 市街化調整区域

市街化区域というのが線引きの対象になったというような議事録等は残っておりませ

んでした。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） それはわかりました。

それで （３）に移らせていただきたいと思うのですけれども、来年度で七郷小学、

校の生徒数がこれだけになっているとお聞きしたのですけれども、そういう中にあっ

て、この広野地区はどのくらいの数になるのですか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 広野地区は全部でですか。

〔 １、２年生」と言う人あり〕「

〇村上伸二教育委員会事務局長 先ほどお答えしましたように、広野１区で３名、広野

２区で２名の方が現在ですと七郷小学校に通われる１年生になりますけれども、それ

に関しましては指定校の変更ということも可能という状況ではあります。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そういう中で、例えば広野地区から通学班というのは幾つに

なっていますか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 通学班でございますけれども、今年度の状況ですと、

広野１区が７名、広野２区が９名という状況でございます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） それで、来年卒業する方もいると思います。そうなってくる

と、若干減ってくるのだろうと思うのですけれども、例えば１人、２人で七郷小学校

まで通わなければならない。４キロ近くある、3.5キロぐらいはあるのだろうと思う

のですけれども、そういう地区も太郎丸との境界あるいは杉山とかぶる地区との境界

あたりのところではどうなりますか。
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〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 やはり七郷小学校の場合は、どの通学班も距離がござ

います。今おっしゃったように広野の２班のほうについては、やはり3.5キロという

、 。 、のがございますし ３キロ台というのがほとんどでございます 広野１班が3.2キロ

古里１班４キロ、２班３キロ、３班３キロ、勝田も３キロ、杉山も３キロという状況

になっております。現在一番その中で数が少ないのが古里３班、３キロで現在３名と

いう班人数になっておりますので、状況によっては１年ごとに毎年同じ数の１年生が

入って同じ数の６年生が卒業していくわけではないので、１年ごとに通学班というの

はかなり大きく変わることになると思われます。その辺で年度末にＰＴＡのほうで、

ではどういう班編成にするか。余りにも２人とか３人の通学班というのは幾ら何でも

やはり問題があると思いますので、そうした場合になったときに先ほども答弁させて

いただきましたけれども、例えば今までは２つの班だったものを１つの班にする、集

合場所を変える、そこまでは保護者の方に必ず集合場所まで送迎していただくような

形をとる等して、やはりまして低学年の新入学生が１人で家から集合場所まで何キロ

も歩くなんていうことは当然できないわけですので、そういった状況を毎年毎年学校

のほうでも、来年入学されるお子さんがどの地域から通われるか、その場合、ではど

ういう班編成で、ここの集合場所に来るまで誰と誰で集まるかと当然把握しておりま

、 、すので そういった状況では保護者の方にそういった送迎のお願いをしたりですとか

地域の方々にも、やはり先ほど来言っております見守りですとか、そういったものの

さらなる連携をお願いしたりとかという形をとりまして、安全な登下校、特に登校で

。 、 、すね その最初の朝の状態でもやはり一定の 最低10人以内ということですけれども

ＰＴＡのほうとしては。でも、やはり５、６人はいないと、なかなか安心して登校と

いうのは厳しいかと思いますので、その辺でスクールガードリーダーの方々もそうい

うことを把握した上で毎年一緒に通学していただいていると。学校の前で待っており

ますと、ガードリーダーの方が最後にいて、この班で終わりだよと必ず一番最後につ

いてきていただいているのですけれども、そういった形で安全な登校というものを今

後もいろんな角度で見ながら図っていきたいというふうに考えております。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を２時45分といたします。

休 憩 午後 ２時３４分
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再 開 午後 ２時４６分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほどの河井議員の質問に対して答弁漏れがありましたので、村上教育委員会事務

局長よりまずお願いいたします。

〇村上伸二教育委員会事務局長 先ほど河井議員のほうから七郷小学校に行かずに志賀

小学校に通われている児童数についてお尋ねがあったのですけれども、現在、本来七

小の太郎丸、杉山地区の方で志賀小に通っている児童の数は７人でございます。すみ

ませんでした。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） わかりました。来年の就学予定者が広野地区で５人と、全体

では古里、越畑、勝田という形で８人という答弁です。広野地区は、広野２区を合わ

せてだろうと思うのですけれども、この問題で県道と、それから広野２区の地区につ

いては、それなりの子どもたちがいるわけです。ところが、杉山との境のところは来

年度誰もいないという形だそうです。関越自動車道をくぐるまでずっと通学路がこっ

ちは決められているから、そこのところで県道のほうを通らないわけですから、その

間には誰もいないという話でありますから、新たに例えば集約していく場合に、１人

で一定の距離を行かざるを得ない状況が生まれるということを聞きました。そうしま

すと、安全の問題で、例えば一人もそこの地域に上級生から下級生まで誰もいないと

いうことになれば、誰も通らないところに見守りというのはなくなってくるのだろう

と思っているのです。そういう問題でいくと、現実には例えば１人で３キロちょっと

歩いたりなんかする場合の安全対応というのはどういうふうに考えているのでしょう

か。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

先ほど来教育長のほうからも答弁がございました。やはり１人で登校というのは、

長い距離というのは非常に安全が確保できないという状況であれば、地域の見守りと

いうよりも先ほども答弁させていただきました遠山地区の方々は、もともと直売所ま

で、実際には学校まで送っているというお子さんもいらっしゃるようですけれども、

やはりその辺のところは保護者の方と連携して、集合場所までの送迎ですとか、そう
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いう形をとり、集合場所でもまだ人数が少ないのであれば、さらに次の地区との班と

の合同になる場所までの送迎ですとか、そういった形を個別に考えていく必要がある

かと考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 通学で、登校の場合にはそれはその地域まで行くということ

は、それは可能かもしれないと思いますが、それぞれ親御さんがどういうふうに考え

るかが問題なのだろうと思いますけれども、下校のときに例えば低学年の場合でも、

そうすると一定の地域からはある程度そこまで１人で帰ってくるという状況が生まれ

てくるわけです。これは間違いなくそういうふうになるのだろうと思うのですけれど

も、そのときの安全性の問題というのはやっぱり大変な状況になってくるのだろうと

思うのです。こういう問題での事故や何かが起きたときには、責任問題や何かいろい

ろ出てくるのだろうと思うのですけれども、こういう問題については最後まで見守り

ができるのかどうかについては、どういうふうに。あくまでも、これはもう最終的な

というか、一定の地域までは一緒に帰る子どもがいるけれども、そこから先は１人で

対応ですよという形になってくると、これは例えば親御さんが迎えに行けないとかな

んとかになってきたときには、それなりのあれはせざるを得ないという形も生まれて

いるということなのですか。

〇佐久間孝光議長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 お答えを申し上げます。

全てのお子さんが最終的には１人になってしまうのが現実なのです。先ほどから申

し上げましているとおり、地域の皆さんの連携を得ながら安全を確保していくという

のが唯一の方法になってしまうかもしれません。

あと、いろいろな責任の問題というのがありますけれども、法律上、子どもたちが

登下校に際しましては、通学路を通って家を出てから最終的に家に戻るまでは学校管

理下でございます。これは法令でもう決まっていますので、学校の先生方は承知して

いると思うのですけれども、決められた通学路を通って 「行ってきます」と家を出、

てから授業が終わって、家に「ただいま」と帰るまでが学校管理下ですので、その辺

は学校長の責任のもとにいろいろなことが行われているというふうに理解していると

ころでございます。
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以上でございます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） わかりました。

そうすると、通学路を通って何かあった場合にはそれなりの問題は出てくる可能性

はあるわけです。そういう対応についても学校が責任を持たざるを得ないという形も

あるということです。それは、かなりぴしっと答えられないのかなというふうに思っ

ているのですけれども、大変な状況がこれからも出てくるのかなというふうに思って

いるのですけれども、子どもの数が減れば減るほどそういう問題というのは出てくる

のだろうと思っているのです。これふえていく可能性というのは、大体その地域でど

のくらいの出生があるのかなんていうのを見ていればわかるのですけれども、例えば

２年、３年と続く可能性は今あるわけです。これから生まれてくる子どもがそこには

一人もいないというふうになってくれば、来年も生まれない、再来年も生まれないと

いうことになれば、１人でずっと行かざるを得ないような状況。通学編成がそういう

形で変わるか、それはこちらではわからないわけですけれども、そういう可能性はあ

るということです。そういうことを考えると、余りかたくなに、通学路の問題ももっ

と柔軟に対応できるかどうか、それはどうなのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 一昨日も渋谷議員さんのご質問にもお答えを申し上げたのですけれ

ども、既に平成９年、まだ文部科学省の前の文部省時代から規制緩和の一環として、

通学区域制度の弾力的運用というのがあります。その中には、やはり子どもたちの安

心安全を第一に考える、いじめあるいは不登校を中心にこういう話がなされたのです

けれども、その後いろいろな安全面もありますので、もしご家庭の中でご希望あるい

は子どもの安全面からこういう点でこっちの学校のほうが子どもの安全が確保される

ということでありましたら、教育委員会のほうにお申し出いただければというふうに

思います。余り通学区域については、かたくなにこれだからこうですよということは

今の状況ではありません。やはり安全第一という形で各市町村教育委員会も対応して

いるところでございますので、嵐山町からほかの他市町村へ行くというのは、なかな

かないかなと思うのですね、地理的に。

ただ、ご両親が他町、他市にお勤めで夜遅くまで帰れない状況がありますので、近

くに祖父母の家があるから、そこの近くの学校に通わせてほしいというお申し出はあ
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りまして、それはその受け入れの市町村が承諾をすれば、こちらのほうからそちらの

ほうにお願いするという形になっていますので、もしご不明な点、不安な点がありま

したら教育委員会のほうにお申し出いただければと思います。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） わかりました。それぞれそういう地域的に問題が出るという

ことはこれからも出てくるだろうというふうに思っているのです。それはある程度教

育委員会のほうでもそれぞれの対応をして、子どもたちの安全、安心、そういう登下

校ができるような形をとっていただければいいだろうというふうに思ってます。

では、次に移らせていただきます。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇８番（河井勝久議員） 千年の苑ラベンダー園、それからバーベキュー広場の利用客

のつながりについてであります。バーベキュー広場を訪れる利用客は春から秋までで

あり、家族利用や若者が多いわけであります。ラベンダー園は６月から７月、これが

シーズンになってくるのだろうと思うのですけれども、夏で季節も短い、そこで次の

ことについてお伺いいたします。

（１ 、ラベンダー園について、約10カ月以上のオフシーズンをどう運営管理し、）

収益を図っていくのか。

（２）といたしましては、客層の違う２つの広場の施設、事業内容をつなげること

への方向性についてお伺いいたします。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１ （２）について、杉田農政課長。）、

〇杉田哲男農政課長 それでは、質問項目２の（１）につきましてお答えさせていただ

きます。

ラベンダーの開花期は約１カ月でございます。本年は30日間、ラベンダーまつりを

、 。 。開催し 見学料500円を頂戴いたします ７万人の有料入場者数を見込んでおります

経費を差し引いた残金を園の維持管理に充当いたします。今年のラベンダーまつりの

見学料で圃場等の管理とまつりの経費を稼ぎ出すことは厳しいですが、徐々に来場者

をふやし、有料入場者数10万人に向けたＰＲを行っていくことと、千年の苑ラベンダ

ー園に即したビジネスモデルを構築していくことでございます。
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まず、運営母体である千年の苑事業推進協議会にかわる法人格を持った管理法人の

立ち上げの準備に着手いたします。千年の苑ラベンダー事業に取り組んだ趣旨である

農業を中心とした産業の新たな展開を実践するため、農業を核として、商業、観光な

ど多彩な関係者と連携をした組織を整え、ラベンダーの付加価値を商品とするための

加工品の作成にも取り組みながら稼ぐ力をつけてまいります。

続きまして （２）につきましてお答えをさせていただきます。議員ご指摘のとお、

り、バーベキュー場は若者、ファミリー層、ラベンダー園はシニア層と訪れるお客様

の年齢層に幅があると考えられます。しかし、各施設に訪れている人たちにもっと嵐

山町の魅力ある自然と歴史に彩られた観光地を知っていただき、四季折々の嵐山町に

訪れていただくことが必要かと存じます。町にはスカイツリーまで見渡せる大平山山

、 、 、頂あずまやや嵐山渓谷 春の都幾川桜堤 秋のマンジュシャゲが見事な親水公園など

多くの資源がございます。点ではなく線としてエリアとして捉え、周知、誘客を図っ

てまいります。各施設のハイシーズンに広くＰＲし、ＳＮＳなどを活用しながら、四

季折々の嵐山町に訪れていただけるよう知名度を上げてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） （１）でありますけれども、いわゆるラベンダー園等につい

ては、シーズンオフが、これで７月、８月上旬ぐらいまではどうなのかわからないで

すけれども、ほとんど客が来なくなるのではないかなというのは危惧しているわけで

す。それは認めているのだろうと思うのですけれども、その間の管理も含めて、やっ

ぱりいろんな対応を考えていかなければならないのだろうというふうに思っているの

です。

この10カ月のオフシーズンでの収益を上げるというのは、今の状況の中では大変な

ことになっていくのだろうと思うのです。いろんな宣伝をして、なおかつ付加価値を

つけてあるものがある程度あって、そしてそこにお客さんが来られるという形での稼

ぎができていくのだろうと思うのですけれども、今の形では大変厳しいのかなという

ふうに私も判断せざるを得ないのですけれども、このところでこれ（１）と（２）番

とで同じようになってしまうのですけれども、バーベキュー広場はもう春４月ごろか

ら秋はシーズンで、終わりにするまではほとんど来ています。この来ている客層とい

うのは、先ほどから申しているように、ほとんどファミリーあるいは若者、そういう
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人たちが来て、電車で来る人もいれば、マイカーで来てそれなりの楽しみをして、そ

れで帰る。ところが、私もちょっとあそこで見ているのですけれども、ラベンダー園

のほうに回ってこようというお客さんはいないです。これはそれぞれ目的が違ってく

るのだろうと思うのですけれども、この２つの形がどうつなげられるか、この客層の

つながりをある程度とっていけないと厳しいのかなというふうに思っているのですけ

れども、これはやっぱり１つは、例えばバーベキュー広場に来た人たちに、どうラベ

ンダー園もあるのですよとか、このところについては回って見てくださいよとかとい

う形の宣伝はどういうふうにしていくのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

今現在バーベキュー場の駐車場と千年の苑ラベンダーまつりにつきましては連携を

させていただきまして、通常あそこのバーベキュー場の利用料金1,000円ということ

でございますけれども、回転数もあるということで、今１台500円ということで、あ

そこも有料駐車場として活用しながら実施をさせていただいてございます。昨年の例

で申し上げさせていただきますと、バーベキュー場は１年間で約８万人の来場者数が

あると、ラベンダー園につきましては昨年のプレオープンが７万7,000人ということ

でございます。やはり観光資源、そういったものもよく知っていただく、当然バーベ

キュー場のほうにもポスター等は掲示をさせていただいてございますけれども、そう

いった方々に、いろんなところに来ていた方が、いろんな観光地、嵐山町のよさを知

っていただきまして、リピーターとして来ていただくというふうなところでは、やは

り千年の苑事業推進協議会につきましても商工会であったり、観光協会であったり、

そういったところが組織としてございます。そういった中で、おのおののところがＰ

Ｒをさせていただきながら連携をとっていくというところで今実施をしているところ

でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） バーベキュー広場に来るお客さんが、私も聞いたことがある

のです。それは相当混むときは混むのです。そうすると、あとどこがあるのだろうか

というのでいくと、学校橋下でもある程度、自分たちで飲食物を持ち込んできますか

ら、それなりのところを探していけるわけです。そういう目的を持って来たお客さん
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というのはそういう対応をするのです。ラベンダーに来た人はもうラベンダーしかな

いわけです。ラベンダーから、ではバーベキュー広場に行ってくださいと言うわけに

はいかないでしょう。バーベキュー広場に来た人は、向こうに回って見てくださいと

いうのは、ある程度あそこの対応している観光協会なりなんなりの人たちが、商工会

の人たちがそういう宣伝はできるのだろうと思うのです。

ただ、ちょっとあそこ県道を渡るのに、やっぱり家族連れや何かで渡って縁石や何

かも高いですから、ちょっと難しいのかなと、あとトンネルしか今度ないわけですか

ら、そうすると、わざわざあそこまで行かなくてもいいよと、道路の上に立って歩道

の上から見ればわかるよという形の、そういう声で終わってしまうのかなという可能

性もあるのです。ここをやっぱりシーズンの長い人たちがどうラベンダー園のほうに

回れるかというのは、これは全然、片方は10カ月、片方が２カ月で終わってしまうと

いうことになると、そのつながりをつけていくというのは大変難しいのかなと思って

いるのですけれども、ラベンダー園の前にある程度桜の関係がありますから、バーベ

キューに来た人は、帰り際に桜土手のほうに回ったりなんかすると、ああ、嵐山とい

うのは桜がきれいなのだなと、一緒に見られたよとかとそういう声も出てくるわけな

のですけれども、このラベンダーとのいわゆる相乗効果をどうつけられるかというの

は、一つ稼ぐ力の問題になってくるのだろうと思うのですけれども、先ほども課長は

そんなことを言ってましたけれども、再度聞きたいと思うのですけれども。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 連携というところでお話をさせていただければと存じます。

今年のオープンに際しましては、入口のところに観光協会の観光ＰＲのブースを用

意をさせていただきました。やはり嵐山町に、千年の苑に来ていただいた方々、また

バーベキュー場に来ていただいた方、さくらまつり、花火大会、そういった方々に、

より嵐山町の観光資源、そういったものを知っていただく機会、そういったものを設

ける意味で、今年は観光協会のブースの中で非常に好評を得てございます。千年のラ

ベンダー園に来て、この近辺でどこかいいところがありますか、そういったお声が非

常に多かったのですね、昨年のプレオープンで。それの反省を踏まえまして、今年お

願いをさせていただきまして、今の時期であれば越畑の金泉寺のアジサイ、そういっ

、 、 。たところであったり 近隣のお店の紹介 そういったものもさせていただいています

やはり先ほど答弁をさせていただきましたけれども、観光資源を広く知っていただき
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まして、リピーターとして何度も来ていただく、そういったことが経済効果が上がる

一つの手法ではないのかなというふうに考えてございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

（ ） 、 。〇８番 河井勝久議員 これからの対応になってくるのだろうと思うのです これは

私は、家族連れで来た、いわゆるバーベキュー広場に来た子どもたちなりなんなり

が、ああ、あそこでバーベキューをやって本当に楽しかったと、行ったときには桜も

咲いていたと、何もあったという形になれば、それはずっと子どもの心に残って、や

っぱり大人になっても嵐山町あるいは近隣市町村に住んでいる方は、そういうのでは

もう一度行ってみようとかなんとかという形にはなってくるのだろうと思うのですけ

れども、都区内から住んでいる人たちはなかなか難しいのかなと思っているのですけ

れども、そういう意味では意外と近隣市町村からも来ているわけですね、聞くと。そ

れをやっぱりファミリーの人たちの子どもたちが、後でもう一回嵐山町のバーベキュ

ーに行ってみたいなというのは、それなりにあるのだろうと思うのですけれども、今

度ラベンダーの問題になってくると、もう一度という形が何回か出てこないと、これ

は難しいのかなと思っています。

２、３日前に、ときがわ町のショウブのあれが出ていました。新聞にあれだけ大き

く載っていました。それなりのあれが、ときがわ町にあるのかどうかはわからないの

ですけれども、新聞に関係する記者なんかいるのかどうか、そういうのを投稿する特

別の人たちがいるのかどうかわからないのですけれども、やっぱりテレビや何かだけ

ではなくて、そっちの方面からも見ると、訪れてくるという人たちもいるということ

なのですけれども、そういう形でいくと、今後のＰＲというのはプレオープンの関係

でいろいろと前宣伝をして、テレビなども放映されてそれなりに見た人が今訪れてい

るわけでありますけれども。これは継続してやっていけるものなのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 ＰＲの関係でお答えさせていただきます。

県ともご協力をいただきながら、今一つのツアーとして非常に受けているのが飯能

市に最近できましたイベント広場のところと嵐山町の千年の苑をコラボして、日高に

あります直売所、そういったところ３つを結んだツアーであったりですとか、非常に

今そういった動きが見えてございます。当然我々といたしましても昨年プレオープン
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の中でファームツアーの実施をさせていただきました。そういったところでご参加を

いただいた旅行会社、報道機関、そういったところには今年度も情報提供をさせてい

ただきまして、県庁記者クラブ等にも投げ込み、川越の記者クラブ、そういったとこ

ろもこちらから足を運んで実施をさせていただきました。

また、新たな取り組みといたしまして、６月３日には池袋の中央口改札前で職員等

々15名参加させていただきまして、またこれは東武鉄道のほうもご協力をいただきな

がら、チラシのほうを約1,000部ほど持参をいたしまして、ＰＲをさせていただいて

ございます。今現在も池袋の南口で７月７日までのお祭り期間中につきましては、特

設の展示ブースの中で広くＰＲをさせていただいているというふうな取り組みもさせ

ていただいてございます。いろいろ旅行会社等からも、本日のテレビ放映についても

非常にお電話も、問い合わせも多くいただいてございます。またこれを、やはり我々

としては来ていただいたお客様に満足をしていただいて、また再度来ていただく、非

常に広大なラベンダー畑でございます。その中での魅力の一つとして摘み取り体験で

、 、 、あったり 手芸体験 こういったものは非常にほかにはないところでございますので

そういう優位性をＰＲをしながら、嵐山町の観光資源を広く知っていただきまして、

何度も足を運んでいただけるというところにいければなというふうに考えてございま

す。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） わかりました。

それで、私も先ほどちょっと県道の関係でお話ししたのですけれども、バーベキュ

ー広場とラベンダー園とをつなぐのはトンネルしかないのですよね、今度。例えば行

、 。ったり来たりのあれだと 歩行者なんかはトンネルまで行かなければならないという

警察との関係、いろいろとあるのだろうと思うのですが、先日、あっちに行く道路の

丁字路のところに手押し信号なり、客が渡れるような信号というのは考えていないの

でしょうか。あれをわざわざトンネルのほうに回るというのは大変な距離が必要にな

ってくるわけなのですけれども、そこら辺の関係で対応しないと、何とか離れてしま

っているのです。それはどう考えてますか。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 ルートの関係でございます。こちらのところにつきましては、ラ
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ベンダー園から昨年のプレオープンに際しまして、警察との協議も何度かさせていた

だきました。やはり地元の方も、あそこのところが歩車道境界ブロックが切れている

という部分がございまして、非常に渡る方が多かったと。警察といたしましては、あ

そこの部分については直線で非常に川に向かって下っているところでスピードの出や

すいところであると。そういったところに関しましては、今現在、地元からも要望が

出ているという話は聞いていますけれども、手押し信号等は設置をするというところ

はほかの優先順位等もございますので、今現在としてはできないというふうなお答え

をいただいている状況でございます。

非常に、我々としましても事業課といたしましてはやはり事故、これを最優先とし

て回避をしなくてはならないといったことがございます。また、バーベキュー場の駐

車場から県道を渡っていただいてというのも非常に危険でございますので、西側には

歩道がついてございます。そういった意味合いで、バーベキュー場、また大型バスの

駐車場から幸いにしてあそこにトンネルがございましたので、裏の町道を整備をさせ

ていただきまして、道路を横断することなくラベンダー園のほうに来ていただくとい

うふうなルートを考えさせていただいたという状況でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 今年オープンですから、そういう面でいくと２年、３年たっ

てくると、いろんな客の動きや何かもあるし、２つの客層がどういう形でバーベキュ

ーとラベンダーとのつながりをつけられてくるのかというのが大きな問題点になると

思うのです。そういう面では、様子を眺めながらいろいろとこれから対応していかな

ければならぬだろうと思うのですけれども、私もいろいろと見ていきながら、町に言

いたいこと、こうしたほうがいいのではないかというのはまたやれる機会があったら

そういうふうにしていきたいと思いますけれども、とりあえず３年間ぐらいは、そう

いう面での客層の動きというのを見ていただければというふうに思っています。

それでは、３番目に移らせていただきます。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇８番（河井勝久議員） 比丘尼山の産廃埋め立て、処理の進捗状況ですけれども、埋

、 、め立てが今終了しているのかどうか そのまま止まっているわけでありますけれども

既にもう２年以上たっているということです。業者が、昨年も聞いてどういう状況に
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なっているのかについてお伺いしてきたわけでありますけれども、回答は昨年の９月

までに全て処理をしますという回答があったという話なのです。その後、何度か環境

課のほうでも業者との対応をとってきているのだろうと思うのですけれども、業者の

ほうが一方的に財政的に厳しくてそういうことはできないのだとか、あるいは逃げて

いるのかどうか。もう既に夏草が生い茂ってしまって、大雨が降って土砂が崩れたと

しても沼に落ちていくだけという形ですから、あれが大水害になるとかなんとかとい

うには恐らくならないだろうとは思っているのですけれども、それによってはこれか

らあの沼の下の田んぼや何かにもそういう可能性は出てくるわけでありますから、こ

の業者との関係がどのようになっているのか、進捗がどういうふうになっているのか

について聞いておきたいと思うのです。

〇佐久間孝光議長 それでは、答弁を求めます。

内田環境課長。

、 。〇内田恒雄環境課長 それでは 質問項目３につきましてお答えをさせていただきます

比丘尼山地内における無許可による土砂埋め立てに関する進捗状況につきまして

は、平成29年８月18日の措置命令後、計５回にわたり督促を行ってまいりました。そ

の後事業者から提出された事業計画書に基づき、平成30年９月20日から土砂が搬出さ

れる見込みとなりましたが、実際には実施はされませんでした。町では提出された事

業計画の実施を求めましたが、今後の作業は未定とのことから、土砂条例に基づく罰

則規定の適用について小川警察署や町顧問弁護士と相談し、対応しているところでご

ざいます。今後、町顧問弁護士に相談しながら対応していきたいと考えております。

なお、事業者に対しては、引き続き条例に基づく措置命令に係る督促をしてまいり

たいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） この業者については、町はまだ連絡をとれるのですか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 この９月20日の土砂の搬出される見込みという後に、予定どおり

行っていないということも含めていつなのかということ、それから、そういうもろも

ろ実際にやる気があるのかも含めての連絡を逐次とっている中で、業者のほうで実施

の意思がないような、そんな発言もございました。そういったことを含めて、町とし
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ましては罰則規定の適用やむなしといいますか、それを早急に手続をとっていくとい

うことで、いろんな資料のほうを警察のほうに相談をかけたり、それから顧問弁護士

のほうにも経過等を見ていただいて、必要な資料を準備したりというようなことを進

めてきているような状況でございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そうすると、業者には文書通告だけをしている状況なのです

か、あるいはある程度電話だとか相手のほうに会っていろんな問題点について対応し

ているのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

これまでも事業の計画を何度か出して、業者のほうには提出をしていただいており

ます。そういった中で、計画の内容の確認であったり、いわゆる搬出先が書いてあれ

ば、その搬出先が確実に確保されているかというのをその事業場所に出向いて確認し

たり、また内容の不明な箇所があれば事業者の都合もございますけれども、町役場の

ほうに来てもらって確認をさせていただいたりとか、文書だけではなく、場合によっ

たら毎日のように電話をかけて、そういった内容の確認、実施の予定の確認であると

か、そういったことをやりながら来て、あわせて文書による督促も５回ほど行ってお

ります。

そういったことをやりながら、実際の措置命令の実施の方向でということで、町と

しても担当職員が取り組んできたわけでございますが、最終的にはその事業者の言葉

の中にできないようなそんな話もあって、それ以上の話の進展がないというような状

況の中で罰則規定の適用というようなことで、町としても進めていこうというような

ことで今準備をしているところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 罰則規定というのも残土条例だとかいろんな問題の中で、そ

れは私もわかっています。ただ、ああいう業者に対して、やれよやれよだけでは絶対

動かないだろうと思っているのです。それが向こうの逃げる手です。今までもそうい

うところというのはいっぱいあったわけです。例えば警察や何かとの協議あるいは顧
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問弁護士との協議、これの関係でやっぱりきちっと対応するという形はとっていくと

いう方向にあるのでしょうか。例えば昨年の９月でそういうことをやるということに

なっていたわけですけれども、いまだにそれは何のあれもないというふうに、私も踏

んでいるのですけれども、そうすると、やっぱり町も２年、３年たってくると、どん

どんやぶになっていってしまうし、そういう形での例えば洪水や何か、大雨が降った

ときなんかの土砂崩れだとかなんとかが出たときには遅いのだろうと思うのですけれ

ども、そこら辺というのはやっぱり、早い時期に対応はとっていかないとならないだ

ろうと思うのですけれども、それらについては今後どういうふうにしていくつもりで

いるのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 先ほど来、罰則規定適用というお話で、まずは条例に沿った形で

やるべきこととしてやるのが罰則規定の適用と。それから、現地につきましては、事

業者に今現在期待できないのが実際のところでございます。こちらの担当課としまし

ても現地のほう、大雨の際に危険性があるというようなこともあって、以前ブルーシ

ートをかけたりとかして、その後、少量の搬出があってブルーシートが破られた、そ

の後もかかっているのもありますので、定期的に現場のほうは確認しておりますが、

具体的に実際のところの土砂の搬出がどうという話になってきますと、現在のところ

先に進めるというようなことが見えないような状況が現実でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そうすると、町は言っていることは言っているよという形だ

けれども、それは様子眺めでずっと対応していきたいという言い方はまずいのですけ

れども、そうせざるを得ないという状況判断はあるでしょうか。そうでなければ、も

っと早く罰則規定を適用してやるべきだろうと思うのですけれども、その辺はいかが

でしょう。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

やはり原因者、事業者が本来やるべきことをきちんとやっていただくというような

姿勢で町のほうも当たってきたわけでございます。それが、その結果が今の状況でご

ざいますが、なかなか進まなかったのは現実でございます。そういう中で、今やるべ
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きことをすぐにやらなくてはいけないことは、もっと早くすればよかったのではない

かというような話もございましたが、本当に今弁護士等とも相談するという形で早急

にそういう手続として条例に定まっていることについては進めていきたいというよう

なことで進めているところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

（ ） 。 、〇８番 河井勝久議員 既に経過している年数は２年以上たっている そういう中で

付近の人たちもやれよ、やれよと言っていながらいまだにそれがやっていないと。町

に対する批判も出ているのです。町は甘いよなと、もっときちっと対応していったら

どうなのだと。そうでなければ、また20年後30年後に同じ形がまた出てくる可能性も

あると。業者のほうは土砂で埋めたという形で、それは対応しないでそのままやらな

ければ逃げ切れるという考え方でいってしまう可能性もあるわけです。だから、そう

いうところを町の対応が甘いのではないかという声も出るのです。そういう批判を町

はきちっと受けとめながら、やっぱりこの問題についてはやっていくという対応をと

っていただきたいというふうに思うのですけれども、そこだけお聞きしておきたいと

思います。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

町の対応が甘いというようなお言葉もあろうかと思います。そういったお言葉もし

っかりと受けとめて、同様の事例が少しでも発生することがないような取り組みをし

ていかなくてはいけないかなということを改めて思っております。ぜひ今のところは

条例に沿った形の手続を粛々と進めていきたいというふうに考えております。よろし

くお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） この問題については、ぜひ早い時期にきちっと対応して、や

っぱりそういう問題については、嵐山町ではこういう土砂については曖昧に埋め立て

なんか絶対させないという対応を示していく必要があるのだろうと思うのです。その

ためにもぜひ早い時期にこれを解決できるように要望いたしまして、私の質問を終わ

りたいと思います。

以上です。
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〇佐久間孝光議長 ご苦労さまでした。

◇ 川 口 浩 史 議 員

、 、 、 、〇佐久間孝光議長 続いて 本定例会最後の一般質問は 受付番号８番 議席番号９番

川口浩史議員。

初めに、質問事項１の難聴者への支援についてからです。どうぞ。

〔９番 川口浩史議員一般質問席登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。一般質問を行ってまいります。

１つ目の質問として、難聴者への支援についてであります。難聴は、ただ単に耳が

遠くなるというだけではなく、認知症にもなりやすいという研究結果があります。難

聴者への支援は介護保険の支出を抑える役割とともに、家庭内の不和、社会的活動へ

の参加を促すものになるということでありました。

そこで、お伺いいたします （１）として、難聴者には補聴器を積極的に使用して。

もらうことが重要だということです。しかし、購入費は大変高いものであります。医

師の診察を受け、補聴器が必要という方に補助金を支給する考えを伺います。

（２）として、町が行う事業に積極的に参加を促すため、町内施設に磁気ループの

設置の考えを伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、質問項目１の（１）につきましてお答えをい

たします。

人の聴力は、加齢とともに徐々に低下していきます。高齢になり聞こえにくくなる

と、家族や友人とのコミュニケーションがうまくとれなくなったり、外出する回数が

減ったりしてさまざまな社会生活に支障を来してきます。また、孤立や不安などの心

理的影響により社会との交流が少なくなると、認知機能が低下して認知症になる可能

性が高くなります。加齢による難聴は、老化による聴覚機能の低下であるため、根本

的な治療方法はありませんので、必要に応じて補聴器等を使用することも重要になり

ます。補聴器を使用することで、家族間や地域でのコミュニケーションがうまくとれ

、 。るようになり 社会との交流もふえることで認知症への進行を抑えることもできます

補聴器の購入に対する補助については、平成30年第４回定例会において 本議員か
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らも同様のご質問をいただきました。そのときには「補聴器を使用することでいろい

ろな面で好影響を及ぼすため、補聴器を使用することの大切さ等を広報紙やホームペ

ージ、また各種事業等において周知を図っていきたいと考えており、助成につきまし

ては近隣市町村においても実施しているところはありませんので、今のところは考え

」 、 。ておりません という答弁をさせていただきましたが 現在も同じ考えでございます

なお、本年２月号の広報紙で、専門医への受診と補聴器を使用することの大切さに

ついてお知らせをいたしました。また、補助制度ではありませんが、平成30年１月以

降に補聴器を購入した場合には、専門医の受診等の要件はありますが、新たに医療費

控除の対象となることになったということですので、今後はその制度についても広報

紙等でお知らせをしていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、小項目（２）について、近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 質問項目１の（２）につきましてお答えいたします。

川口議員ご案内のとおり、磁気ループは床に輪のようにはわせたアンテナ内に音声

磁場をつくり、磁気コイルつきの補聴器や人工内耳または専用の受信機で音声信号と

して聞くという仕組みになっています。補聴器では音声が聞き取りにくい雑音の多い

人の集まる場所等でも、マイクからの音を直接補聴器や受信機に伝えるため、クリア

な音で聞くことができるということです。高齢化が進む中、介護予防、健康増進の取

り組みとして、難聴の方が外出しやすい環境をつくることは重要なことと考えており

ます。設置につきましては、設置場所や使用方法、国、県の補助制度等、課題がござ

いますので、今後も関係各課と連携し、研究してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

（ ） 、 、〇９番 川口浩史議員 この問題を質問しようと思ったのは 今年の３月の中旬ごろ

鳩山町で講演会を行ったのです。そのときの先生が神崎晶先生、慶應大学の耳鼻科の

。 、先生ということでありました これからご質問を一つ一つちょっと聞いていきますが

神崎先生と本というか、講演をした人を本にしたのですけれども、野田寛先生、琉球

大学の名誉教授でこの方も慶應大学医学部を出ておられるという方なのです。この両

先生のことをあわせて質問していきたいというふうに思います。

それで、加齢性難聴というのは70歳を超えると約半数の方がなるというのですね、
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70歳を超えると半数の方がなると。全国では約1,000万人がこの加齢性難聴になって

いるのではないかというふうに言われているのですけれども、最初にご質問したいと

思うのですが、嵐山町では70歳以上の方は現在何人おられるか、ちょっと調べてあり

ますでしょうか。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

令和元年の６月１日現在ということでございますが、70歳以上の方が嵐山町には

4,269人いらっしゃいます。そのうちで男が1,880人、女が2,389人というような状況

になってございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 4,269人ですから2,100人くらいが嵐山町でも計算上では加齢

性難聴になっているということになるわけです。加齢性難聴になると、もっと若くて

も難聴にはなりますけれども、まず車や自転車の音が聞きづらくなると、事故に遭い

やすいという危険が出てくるわけです。それから、これもおやっと思ったのですけれ

ども、オレオレ詐欺にも遭いやすいのだと。電話をかけてきて、息子の声に似て聞こ

えてしまうらしいのです。そのために、オレオレ詐欺に遭いやすいと。それから、犯

罪被害にも遭いやすいと、後ろから近づいてくるのがわからないからということで、

こういう問題があるということでした。それから、難聴者は我々の目に見えにくい。

これは先ほど広報の話が、私も広報２月号を思い出して読んだのですけけれども、ち

ょっと書いてあったような感じがするのですけれども、目に見えにくいのだと。どう

してかというと、会話がうまくいかなくなる、相手の声が聞こえないのですから。そ

のために人と会わなくなる、人から見えなくなる、家族とも会話がなくなると、そう

いうことで人から目に見えにくい存在になってしまうのだということでした。そうい

う結果、家族や社会から遊離し、孤立をしていくと、中には虐待も受けるということ

なのです。こういう問題もあるということなのです。

日本では昨年の平均寿命ですけれども、女性が87歳、男は81歳ということで、平均

寿命が延びるというのは喜ばしいことなのですけれども、こういう家族や社会から孤

立をしている状態では、これは決して喜ばしい状況ではないなというふうに思うので

す。この本にあるのですけれども、人は精神的な動物ですから、生きがいを感じなか
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ったら、これ生きている価値を見い出せないと、意欲を失ったら生きている価値を見

い出せないと、こういうことなのです。そういうことで、難聴になると会話がなくな

り、孤立し、生きがいを失う。ＱＯＬ、クオリティー・オブ・ライフ、ご存じだと思

うのですけれども、生活の質というのはクオリティー、高級なという、たしか単語だ

けだと、そういう意味だと思うのですけれども、ただの生活ではないですね、クオリ

。 、 、ティーですから でも これ厚労省がこういう訳し方をしているのだと思うのですが

生活の質を落とさない、これが大事だということでこの先生はこう言っていました。

それで、ちょっと伺いますけれども、ＱＯＬを落とさない、クオリティー・オブ・

ライフ、生活の質を落とさない、今までの生活を続けることが重要だということはこ

れに、難聴に限ったことではないのですけれども、そういうことの重要性は感じてお

られるのかどうか伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほどの答弁の中でも、そういったことは難聴になりますと、いろんな社会生活の

中で支障を及ぼしてくるということは担当課としましても十分承知をしているところ

でございますけれどもというような形で、その中であってもそういうふうなことを、

例えば補聴器を使うことは大切なことなのですけれども、それのほかにもいろいろと

難聴になっている方も結構やっぱりいらっしゃると思うのですけれども、そういった

、 、 、方が全部 では質が悪いといいましょうか そういった生活をされているかというと

そういうことではないわけでございまして、いろいろな方法で人生を楽しむといいま

しょうか、そういった方もいっぱいいらっしゃると思います。

ですから、先ほども申し上げましたが、実際のところ、この辺の近隣の市町村、埼

玉県内においても今現在補助制度をやっているところというのは朝霞市１つでござい

ます。ほかのところはやってございません。全国を見ましても全自治体の中で21の自

治体しか、しかと言っていいのかどうかわかりませんけれども、それだけしかやって

いないのです。ですから、今こういった問題について重要なことはうちのほうでも大

変理解をしています。ただ、それについてここで補聴器の助成をすることが重要にな

ってくるかというと、その辺がなかなか難しい問題でございますので、今では見守っ

ていきたいといいましょうか、ということで考えているところです。

以上でございます。
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〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 補聴器の使用の補助についてはこの後質問しますので、ＱＯ

Ｌを生活の質を落とさないように、今までの生活を続けられるようにしていくことが

重要だというふうには町は考えているのかどうかをちょっとここで確認しておきたい

のです。いかがですか。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 失礼しました。先ほどちょっと申し上げたかと思うので

すけれども、そういったことは大切だということは十分承知をしているところでござ

います。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それで、ではなぜ補聴器を使わないのかという問題が出てく

。 、 、 。 、るのです そういう点で今度の広報 あれはあれでいいですよ とりあえずは でも

あれでは使わないですよ、あの内容では。補聴器を使わないか、１つは値段があるの

です。平均価格が使用している人の平均使用者の価格が15万円になっているというこ

とで、ちょっと国民年金だけで暮らしているような人では簡単に手が出ないという状

況があるわけです。それから、その値段に加えて評判がよくないと。補聴器をつけて

も、ガーガーとうるさいばかりで頭が痛くなると、こういうこと、その２つが重なっ

て日本では13％、今年の赤旗では14.4％まで、でも伸びてきたのです。13％は、ちな

みにいつの時点だかわからないのですけれども、なのです。ちなみにアメリカは

2014年、ほかは2018年です、去年の。これ日本補聴器工業会が調べた結果なのですけ

れども、アメリカは30.2％、ドイツは36.9％、フランスは41％、イギリスは47.6％に

対して日本は14.4％という状況なのです。そういう普及率なのです。

そういうガーガーうるさいという中で、どう使ってもらうかというのをきちんと町

は啓蒙、啓発していかないと、これ使ってはもらえないわけなのです。野田寛先生は

補聴器を上手に使おうということで、ちょっと読んでみますと、では、聞こえが悪く

なったらどうするのか、やはり補聴器しかないのです。でも、先ほど言ったように補

聴器の評判は非常に悪い。補聴器はガーガーうるさいばかりで頭が痛くなって言葉が

わからないから要らない。これは補聴器を合わせる制度が日本にはないのです。補聴

器を合わせる制度が日本にはないからだというのです。これができていない。業者に
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都合のよいようになっているが、難聴者に本当によいようにはなっていないのだと、

、 、これが問題なのだと いろんな日本の悪い風習がそのままここに反映されてしまって

補聴器が適切に難聴者のためになるようになっていないと。しかし、補聴器は実はそ

う悪いものではないのです。一人一人聞こえ方が異なりますから、聞こえを正確には

かって、それに補聴器を合わせていくと静かに言葉がわかるようにできますというこ

となのです。補聴器をその人に合わせるようにしていかないと、これはだめだと言っ

ているのです。そこの説明がこれないから、こう聞いて、ああ、これは補聴器という

のはこんなものだと。いいものを買ったけれども、こんなものだと。でも、ガーガー

うるさいし、やめたということになってしまうわけなのです。ぜひこの辺のところは

しっかり伝えていく必要があると思うのです。ぜひ研究していただきたいというふう

に思います。

そういうことで、補聴器を合わせるように、患者も医師の診断のもとに補聴器メー

カーのほうにしつこくというか、合うまで通うということが必要だというふうに言っ

ています。その辺をしっかり書いていっていただきたいと思うのです。やはり医師の

診断が大事で、補聴器を持っている人は補聴器と同じ単位で行ってもらうということ

で、これは何を言っているかというと、病院に行ってもレシーバーで耳全体を当てて

やってしまうので、それだとイヤホンで聞いたのとやっぱり感覚が違うのだというこ

とも言っていました。そういう病院ではしっかりした聴力の検査ができないと、自分

に合ったものが買えないのだということを言っていますので、その辺もアドバイスを

しておく必要があるというふうに思います。

そういうことでありまして、これが前段です。それで、補助のほうにちょっと入っ

ていきたいと思うのですけれども、長く難聴でいると脳の機能が低下してくるという

のです。機能が低下してしまうと回復までに時間がかかるということなのです。だか

らできるだけちょっと自分が難聴になってきたな、聞こえが悪くなったなと思ったら

早目に補聴器を使うほうがいいということなのです。そういうために補助が私は必要

だというふうに思うのですけれども、いかがですか、今までの話を聞いて。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を４時５分といたします。

休 憩 午後 ３時５１分
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再 開 午後 ４時０５分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

答弁からです。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

、 、先ほど川口議員のほうから広報に載せても ああいうふうな載せ方では意味がない

どのように使っていくべきかということもお知らせの中にしていくべきだというよう

なことでございますが、そういったことにつきましては、なかなか難しい。補聴器に

つきましては、やっぱり医師の診察を受けて、そういったことの中でどういったもの

がいいかという、また販売業者さんともいろいろなことで話し合いをしながら決めて

いくべきものであって、なかなか細かいことまで広報の中でお知らせするのは難しい

のかなというふうに考えてございます。

それから、買ったら合わせる個々の耳の状況に合わせてやる制度がないからなかな

か使えないのだというようなことも先ほどお話がちょっとございましたけれども、普

通の、例えばこれちょっと一つの例になるのですけれども、うちのおふくろもそうい

うふうな状態になりまして、これ私のところでは医師の診察を受けずに補聴器のほう

を買ったわけですけれども、そちらを購入したら、最低でも一度その場で自分に合う

かどうかということを合わせていただいて、その様子をまた２、３カ月後に使ってみ

てどうだったかというようなことで来てくださいと。その次も、そこでちょっと調整

をして、そこでまた２、３カ月後に来てくださいと、そういったようなアフターケア

というのが普通の業者さんで買えばやっていただけるのかなというふうにも思ってお

ります。ですから、一人一人の本当に合うように合わせてくれるのだというふうに思

っています。それでもやっぱりその人に対してうまく合っていないのというのが、な

かなか先ほど言われていましたような雑音問題なんか起きてきてしまうのかなという

ことで、なかなか使っていただけないのかなということもございます。

それと、県内のちょうどある市から購入の助成制度のアンケート調査がちょうど来

ていて、今回答しているところで、まだ全部の市町村の回答をしていないので、ちょ

、 、っとはっきりとは言えないのですけれども 今６月10日現在で中間なのですけれども

ちょっと状況を教えていただきました。県内63市町村でお聞きしたところ、今返って

きているのが57市町村が回答いただいたそうです。それで、先ほども言いましたけれ
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ども、助成制度があるというところが１カ所、ないというところが56カ所でございま

す。この助成制度について知っていたかということなのですけれども、知っていたと

いう市町村が17、知らなかったというのが39でございます。それで、こちらの知って

いたという市町村に対して検討したことがありますかというようなご質問もございま

した。検討したことがあるというのがそのうちの６、検討したことがないというのが

11の市町村でございます。このようにわかっていてもなかなか検討までは至っていな

いというようなことでございます。検討した市町村の中で、ある市でこういうふうな

回答をしているのですけれども 「補聴器は医師の診断のもとで長い時間をかけて自、

分に合うものを見つけ、またその使い方について高齢者自身が理解する必要があり、

購入助成によって購入に対する問題が全て解決するわけではない」というようなこと

で、その助成には至らなかったというようなことがございます。まさにそのとおりな

のかなというふうに思いまして、先ほど言った全国でも21の自治体が助成をしている

ということで申し上げましたが、その中でも大体２万円か３万円の助成ということに

なります。その添付資料の必要の中にやっぱり医師の診断書というのか意見書、そう

いったものは費用もかかってきますので、それを差し引きますと、余り実際に助成に

なっている額というのは少ない額なのかなと、そういったこともあってなのかなと。

また、鳩山町のほうでも、前の 本議員さんの質問のときもお答えさせていただき

ましたが、28年度まではこの制度を鳩山町で実施をしていたのです。それが29年度か

らはやめてしまった、そういった状況もございます。いろいろなこともございますの

で、今のところは助成については考えていないというような答弁をさせていただいた

わけでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ちょっと補聴器はきちんと調整すれば、かなりの人が聞こえ

るようになるのだということなのです。ですから、この中にも書いてあるのですけれ

ども、100％は、これはできないのですけれども、どうしても無理な人がいるらしい

のです。でも、かなりの人は補聴器の調整で聞こえるようになると、ガーガーいって

いたものが、聞こえるようになったなというふうになるらしいのです。ヨーロッパで

は補聴器の調整をする専門の医者がいるらしいのです。日本は、そういう面でそうい

う医者は聞いたことないでしょう、いないでしょう。そういう面で、日本が低いとい
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うのも私はあるのではないかなというふうに思うのです。

それで、ちょっと角度を変えて聞きたいと思うのですけれども、難聴になると、鬱

や認知症になるということで、これは広報にもこう載っています。仮に認知症になっ

た場合には、介護保険、あと本人負担も出てきます。これどのくらいふえてしまうの

かわかりますか。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

介護保険の場合は、認知症だから違う病気だからということでなくて、認知症にな

ってその方の介護度というものを認定調査して審査会にかけて介護度が決まりますけ

れども、その介護度の重さによって保険のほうの費用というのが変わってきます。例

えば利用者の負担割合が１割の方が利用した場合１カ月の費用ですけれども、例えば

要支援２というふうな判定をされた方なのですけれども、この方は緩和型サービスと

いうことで総合事業を使っていただいた場合、居宅サービスを訪問介護、週３回で１

カ月ということになりますと、約３万円の費用がかかります。公費分が約２万

7,000円、自己負担分が約3,000円、それから居宅のサービスの通所介護、デイサービ

ス等、こういったものを週２回利用した場合、これが約２万7,000円、公費が２万

4,300円で自己負担分が２万7,000円という形になります。この食事代等は、またこれ

のほかに別途かかります。

それから、もし要介護中程度で要介護２の方がそういった居宅のサービス、訪問介

護を利用した場合、約４万8,000円かかります。こちらは公費分が約４万3,200円、自

己負担分が4,800円、それから居宅サービスですけれども、これが地域密着型通所介

護ということで、これも週２回利用した場合、約７万円かかります。公費分６万

3,000円、自己負担分約7,000円、こちらも食事は別途でございます。

それから、例えば施設、要介護２の方が認知症対応型のグループホームを利用した

場合でございますけれども、約29万円ほどかかります。公費分が約26万1,000円、自

己負担分が約２万9,000円、これにプラスとして、また食費ですとか居住費等がかか

ってくるということでございます。

それから、また一番介護度が重い要介護５の方が認知症対応型グループホームを利

用した場合は約30万5,000円、公費分が約27万4,500円、それから自己負担分約が３万

500円、それに食費と居住費が別途必要になると、このぐらいの費用がかかってくる
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と。これはあくまでも一般的でございますので、全てが同じということではございま

せんので、その辺についてはご了承いただければというふうに思います。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ちょっと書き切れなかったので、後で細かい数字をお願いし

たいと思うのですけれども、いずれにしても、認知症になるとお金がかかってしまう

と、要介護５で30万5,000円ということで大変なお金になってしまうと、ここまでい

ってしまうと。

それで、社会的負担というか、そういう方はいろんな経験をされて、認知症になら

なければ社会に生かしていただける方々です。そういう点でももったいないというふ

うに思うのです。いかがですか。そういう方を認知症にできるだけさせないように町

は努力すべきだと思うのです。ＱＯＬを下げない、難聴になったって生活の質は嵐山

町では維持できるのだと、そういう町をつくっていくべきだと思うのですけれども、

課長ではちょっとだめなので、町長か副町長、お願いしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきますけれども、議員さんおっしゃるとおりでご

ざいます。何しろ五感ですから、人間の生きていく一番基本中の基本のところですか

ら、何としてもそれが正常な状況で長く続く、これが一番ですけれども、これなんか

もそうですけれども、こういうものをかけなければ正常なところに合わせられないと

いうものについては、そういうことできることはやって、しかもおっしゃるように認

知症というのは国の中で一番難しい対策の一つになっているわけですので、できる対

策というのはやるべきだというふうに思っております。ただというところが、いろん

な形の、耳の場合には助成制度、補助制度というのが進まないというのは難しさとい

うのがあるのだと思うのです。議員さんおっしゃるように、いろんなところの難しさ

があるので、なかなか一律にいかないのではないかというふうに思っております。し

かし、基本はそういうものにできるだけ手厚くいろんな形でこうできる、これが理想

だというふうに思っています。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ぜひそういう方も安心して暮らせるような嵐山町をやっぱり

つくっていくべきだというふうに思います。昨年の12月議会に 本議員が、私がこの
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半年これでやったわけですけれども、これから私にすれば第１回目の質問ですので、

補助制度はこの程度で終わらせておきますけれども、ぜひ考えていっていただきたい

というふうに思います。

磁気ループの問題なのですけれども、答弁でもありましたように、床に輪のように

はわせて、私は普通のコードのように見えたのですが、それで磁気を発生させて聞く

ということなのです。こういう集団補聴というらしいのですけれども、集団補聴シス

テムには磁気ループ、磁気ループというのは日本だけの呼び方で、ヨーロッパ、アメ

リカとかはヒアリングループというらしいのです。それはいいのですけれども、磁気

ループ、赤外線、ＦＭというそれぞれの方式があるということなのです。赤外線はど

うしても短所があるのだと、人が通ると光を通さなくなるので聞こえなくなると。だ

から、人が全く座ったような場所だけだったら意味があるのですけれども、嵐山町の

ような施設では後からおくれてくるような人がちょっと通っただけでその瞬間だけ聞

こえなくなるということが考えられますので、この赤外線方式は余りよくないのでは

ないかなというふうに思います。

それから、ＦＭはろう学校なんかでよく使っているらしいのです。ですので、ある

程度の性能といいますか、よく聞こえるのだと思うのですが、何か貸し出しができる

ように調整をして聞かせるわけにはいかないのだということなので、ちょっと私も詳

しいのはわからないのですけれども、ＦＭもちょっと限界があるみたいなのです。そ

のために、磁気ループが今普及をし出しているということなのです。

近隣ではどこが使っているのかなと、我々の仲間にも聞いたのですけれども、川越

で使っているのです。川越の人に聞きました。市役所の中の障害者課だか部だか、そ

こに来た人は障害者ですから、いろんな障害を持った人がいるわけですけれども、耳

の難聴な方はそこに来た場合には、磁気ループもセットされていて常時常設だという

ことなのですけれども、イヤホンを貸してそれで会話をするというふうにしているの

だと。

それから、施設への対応については貸し出しをしているという、こういうことなの

です。私も鳩山のときに実際にやってみましたので、聞いてみました。こっちの耳で

磁気ループで聞いて、右の耳はスピーカーからの音が、どうしてもスピーカーからの

音が私の場合大きかったので、こっちのほうがよく聞こえてしまったのですが、磁気

ループは大変澄んだ音でまざりっけのない、どうしてもスピーカーはノイズが発生し
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ますので、難聴者にはノイズも含めて聞き取りにくいのだと、壁にもはね返ってきて

聞き取りにくいのだということなのです。ですから、この前にスピーカー、いいスピ

ーカーつければいいという話を課長がしていたのですが、いいスピーカーをつけても

だめらしいのです。

そういうことで、壁にはね返る、スピーカー自身のノイズが入るということで、難

聴者にとってはどうしてもこの集団補聴というものを使わないと、聞き取りにくいと

いうことなのです。そういうことで、難聴者も町の行う講演事業、こういうものに積

極的に参加をしてもらうということは大変私は大事なことではないかなと思うので

す。まずその考え方だけちょっと伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

先ほど答弁でも申し上げましたとおり、やはり高齢化が進む中、介護予防、健康増

進の取り組みとしては、難聴の方が外出しやすい環境をつくることは重要なことと考

えております。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） なるほど、そうです、重要なことです。

東京都は、福祉のまちづくり条例というのがあるのですが、そこには客席のある施

設の改修や新設の際に集団補聴システムの設置が義務づけられたという、これ条例で

つくられたということなのです。ですから、まだ日本も本当に緒についたという段階

だと思うのです。川越でせいぜいやっている程度ではないのですか、近隣で。どこか

やっているのはご存じですか。ご存じですか、ああそう。ちょっと、ではどこでやっ

ているか。

〇佐久間孝光議長 近藤健康いきいき課長。

〇近藤久代健康いきいき課長 お答えいたします。

県内で磁気ループを導入している市町村もしくは県の施設は全部で20カ所になって

おります。近隣の自治体ですと、先ほど議員さんがおっしゃられました川越市役所、

それから川島町役場、それと所沢市、北本市、桶川市、熊谷市等、近隣ではございま

す。

以上でございます。
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〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。狭山も半年前のときに課長のほうに質問したと

きは狭山の件で質問したのですけれども、多分狭山も入っているわけなのですが、ち

ょっと集計の時点がいつの時点だかわからないのですけれども、なるほど、まだ全体

としてはそんなに多くはないということです。ですが、難聴者は先ほども嵐山ではお

よそ2,000人超という、計算上はそうなりますから、そういう方も生きがい持って、

また町の講演事業を聞いてもらうということをしてもらう、それも大事なことだとい

うふうに思うのです。

川越で値段は幾らぐらいしたのですかということを聞きました。60万円だというこ

とでありました。１回60万円で買えば、まず１台買って補聴器何台分か用意をして、

それで貸し出しをしていくということが私は大事ではないかなと思うのですが、ちょ

っと課長返事しないというから、いいですか。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 具体的にちょっとわからないので、勉強不足で大変申しわけないので

すけれども、その60万円のがあってどういうものをどれだけ用意したら何人分できる

のかというようなことだとか、あるいはそれが移せるものなのかとか、固定するとそ

こだけなのかとか、あるいはいろんなところで集会をやるわけですから、そういうと

ころがいろんな会場に持っていけるというのか、どんな形になっているものなのか。

あるいは、ループと言いますけれども、コードだけそこに張れば済むものなのか、そ

このところにほかの何かを持ってこなければいけないものがあるのかとか、ちょっと

大変不勉強で申しわけないのですが、そういう使い勝手というものがどんな形になっ

ているのかというのもほかのところでやっているところがあれば、また勉強してみた

いと思っていますけれども。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 私が鳩山に行ったときには、ワイヤレススピーカーを受信で

きるスピーカーであれば、そのスピーカーの裏側からその人がつないでぐるっと回し

て、このくらいの部屋だったかな、人数分だったかな、回して、それでできてしまう

のです。その方はそういう知識を持っているからなのでしょうけれども、ワイヤレス

スピーカーの裏面を使えばできるらしいのです。実際できているのです、それで。常

設型と持ち運びできる型、両方あるということで、川越市は貸し出し用は持ち出しが
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できるものを持っているということなのです。この部屋の大きさによってコードの長

、 、さも当然違ってきますので それは長くなれば長くなるほど負担はふえますけれども

単なるコードですから、そんなには負担にはならないのではないですかということを

言っていました。

イヤホンのほうは、ちょっと私も聞いていないので、鳩山のときには５、６人分持

っていたのかな。７、８人分あったのかな。もっと人数いたので、耳の悪い人が優先

でしたので、私わざわざ借りに行って聴いて 「ああ、よく聞こえるのですね」で返、

してしまいましたので、そのぐらいということです。値段が幾らかというのはそっち

は私は聞いていません。全体で60万の中に入っているのか入っていないのかわからな

いのですけれども、ぜひこれ川越と川島でやっているということですから、ぜひこれ

聞きに行っていただきたいと思うのです。これは嵐山でも使えるなということを、確

かに町長おっしゃるように聞きもしないで設置するというのは、60万円もかけてやる

というのはいかがなものかと思いますので、それはぜひそういうことでやっていただ

。 、 。きたいと思うのです 今の町長の答弁で これはいいということでしたいと思います

次、移りたいと思います。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） 子育て支援について、医療費無料化を18歳までにする考えに

ついて伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 それでは小項目（１）の答弁を求めます。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 それでは、質問項目２ （１）につきましてお答えいたし、

ます。

こども医療費の助成の対象を18歳まで拡大する考えにつきましては、窓口払いの廃

止により医療費の助成額が増加している状況の中、さらなる財政負担を伴うことにな

ります。そのため、今のところ拡大の考えはございません。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。埼玉県内で、今入院で18歳までやっている自治

体が20自治体、通院では17自治体になっていると、広がってきているということなの

です。市レベルでは深谷市、北本市、熊谷市が、深谷市は17年10月から、北本市は昨
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年の10月から、熊谷市は昨年の１月からということで、もう18歳まで広げてきている

ということなのです。近隣では、滑川町はもう随分前からですけれども、東松山もこ

の10月から始めるわけです。子育て支援の一環として18歳まで拡大をすると、こうい

うことです。それは確かにふえますよ、負担は。負担はふえますけれども、今までの

アンケートをとってみても子育てにお金がかかり過ぎる、これがいつも１位ではない

ですか、１番ではないですか。恐らく今とったって、そういうアンケートが１番にな

ると思います。これが、お金がかかり過ぎるというのが子どもの増加につながってい

かない、一番の桎梏になっているということだと思うのです。ですから、そこは町が

できるだけ応援をしていこうと、そういう姿勢が私は大事だと思うのですけれども、

今の私ちょっと聞いていて、何ですか、これはという感じで受けたのですけれども、

そういう子育てをお金がかかり過ぎるという、そういう声に応えようというお考えは

ないのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 川口議員さんがおっしゃいますように、今県内の自治体で

３割ぐらいの自治体が18歳まで医療費の拡大をしております。比企郡内では、唯一滑

川町だけが18歳まで拡大ということで町村ではやっておりまして、ほかの町村につい

ては、まだ中学生まででございます。

川口議員さんのおっしゃるとおり、流れとしては18歳にというのが徐々にですけれ

ども、なっているというのは承知をしております。嵐山町でも平成27年度から窓口払

いの償還払いから現物給付にしたところによりまして、大分医療費のほうは上がって

おります、その段階で。平成26年度のときがまだ償還払いだったのですけれども、そ

のときは大体3,700万ぐらいでした 総額が 今30年度のこども医療費の総額が4,700万、 。

です。償還払いを廃止をして現物給付にして、おおむね1,000万ぐらい上がっていま

す。

なおかつ、また今度18歳までに拡大をするということになりますと、ちょっと試算

、 、 、をさせていただきますと 近隣で今18歳までやっているのは滑川町と越生町 寄居町

この辺が18歳までの医療費の拡大をしています。嵐山町では、今15歳から18歳までの

お子さんの数が平成31年度ですと、452、おおむね450人ぐらいおります。この方は、

大体１人当たり１万8,000円ぐらいが近隣でやっている町村の高校生まで延ばすとき

にかかる１人当たりの医療費なので、それで計算しますと、18歳まで延ばすと800万
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ぐらいがさらにかかってくるということでございますので、償還払いを廃止して

1,000万がふえ、また、ここで18歳まで拡大して800万ふえるということでございます

ので、なかなか財政的に、ほかにもいろんな子育ての政策やってございますので、今

のところは18歳までの拡大は考えていないという現状でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 岩澤町長に伺いたいのですけれども、岩澤町政では18歳まで

の医療費無料化は考えていないという、そういうことで町政を進めているのでしょう

か。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 子育て支援ですから、できるだけいろんな形に町としてできれば拡大

をしていきたいところであるわけですけれども、今、課長から答弁したような医療費

に関しては、そういうような形の推移。まだ動いているわけです。

そして、子育て支援、要するに医療費18歳の助成というと、ここだけではないわけ

ですね、子育て支援は。そして、いろんな形で給食費が無料になります、小さい子ど

もたちをいろんな形で遊び場をつくります、相談箇所をつくります、家庭への手を伸

ばします、足を伸ばします、いろんな形の子育て支援、子どもたちを応援するやり方

というのはあるわけでして、嵐山町でやっているのは、例えば駅の上のところなんか

は隣の町からも大勢来ているというのは、隣町のそのところはまだ不足しているのだ

と思うのです。だから、うちのほうに来る。

それから、今度この健康増進のところにできたものについては、相談業務をこのと

ころに１カ所に集めて、それで妊娠、出産、そこの一番最初のところの相談からでき

ていって、子どもたちの遊び場もできて、それでお母さん方が一緒に相談もできる、

遊び場もできるというようなこともこのところでできる。

それから、学校、学齢期になった者については、スクールパートナーというような

ものを嵐山町では設置して、そして学校の先生がなかなか家庭まで届きづらいという

ようなところを町でお願いをした職員の人に行っていただいて、相談業務に当たって

いただいておる。そういうような別の形のものを嵐山町では、ほかでやっていない部

分のものも嵐山町でやっている。ですので、子育て全般を考えてみていただいて、嵐

山町ではどこのところの子育てのこの部分が一番必要なのではないかとか、ここのと
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ころを強くしたいとかというのを教育委員会等とも相談をしながら事業展開をしてい

、 、 、るわけでありまして そこのところも ちょっとほかのところもご理解をいただいて

。 、お話をさせていただけるとありがたいというふうに思っております これはやらない

あれはやらないとかということではなくて、これもやりたい、あれもやりたいわけな

のですけれども、その前にこれをやっている、こっちもやっている、今年これを始め

ましたというような形で、子育て全般について嵐山町ではこれが必要だろうというよ

うなことをそれぞれの担当が教育委員会と連絡をしながら進めている、こういうこと

でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。安倍総理が2017年、平成29年の総選挙のときに

少子化が国難だと、こういうことを言って解散したわけです。これ今も変わっていな

いわけです。ですから、日本全国が子育て支援を一番強めなければならないわけなの

ですけれども、まだ20自治体、埼玉県内で。もう少し多かった、ちょっと今、それは

後で聞きますけれども、まだそんなに多くないですね、埼玉県内では、そういう状況

で、嵐山町もそのおくれているほうの中に入ってしまっているということですから、

これはやっぱりまずいなというふうに思います。

私と渋谷議員がよく提出して、私も賛同して、今回も出しますけれども、補正予算

の修正動議、今回も出しますけれども、そこでも大体820万ということで出していま

す、我々も計算をして。きょうも稼ぐ力だと、町長もこの前のラベンダーまつりのイ

、 、ベントのときにお話ししていましたけれども 嵐山町は稼いで町民に還元しないのか

私はそれ一番思いました。稼いだらどういう形で還元するのかというのを稼ぎっ放し

ではまずいのではないですか。町民に還元してこそ意味ある稼ぐ力になっていく、そ

うだと思うのですけれども、町長はやりたいということではまだ理解できる答弁だっ

たのですけれども、稼ぐ力が本格軌道に乗ったら、ぜひこれやるようにしていってい

ただけないですか、いかがでしょう。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 先ほどもお話をしましたけれども、いろんな形の助成制度というのを

拡大をどんどんしたい、そして子育てをさらにやりやすい状況にしたい、そして相談

業務、先ほども話ありましたお母さんの子育ては大変なのだ、相談もというようなこ

とで全般にそういうようなことをしたいわけですけれども、それには今おっしゃる稼
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ぐ力、町にそういうような形のものがないことには、お金を出すことができなくなっ

てくるわけですので、今回ラベンダーについては、そういう形で取り組みをして、稼

ぐ力ということで、町が仕掛けをする、そしてそこのところでいろんな形で関係、か

かわっていただいて、それぞれ稼いでいただく、稼ぐ力を強くしていただく、そうい

うようなことです。

それから、町で直接といいますか、そこの協議会のほうからお金は出るわけですけ

れども、ラベンダーは１カ月っきり花は咲かないわけですから、そこのときにお客さ

んに来ていただいて、入園料、見学料という名目でいただくお金、それをラベンダー

の花園維持管理、手入れをするのにも、もう冬の12、１、２くらいですか。やらない

だけで、草はほかのとき生えますから、そうすると、もう10カ月近くやらなければい

けないということを逆に考えますと、そこの１カ月間で上げた収入というものを10カ

月間かけて雇用の場がそれだけできるというふうに考えていただくと、また違った展

開になるのかなと思うのです。

10カ月間は、あそこのところは草ぼうぼうであったところなわけですけれども、そ

このところを手入れをする、それでそこのところにかかわっていただく人は冬の３カ

月間を抜いて、ほかのときにはあそこのところを働く場として提供ができ、そこのと

ころで活躍できる、そういうような状況もできる、これがまさに稼ぐ力を少しずつこ

ういうふうに広げていくわけでありまして、町で仕掛けたものをそういう形で活用し

ていただく、そして町もそういうものを応援をしていただく、そして稼いだものをそ

れぞれの皆様の形に変えて使っていただく、これが町が元気になる一つの方法という

、 、 、 、ことで 進めてきておりますので それらを含めて子育て支援 あるいは高齢者対策

、 。そういうようなことからもこういう事業を展開している そういうことでございます

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。ちょっと岩澤町政では18歳までの無料化という

のは先が長いなというふうに思わざるを得ません。議員が積極的にこれ今回も修正動

議出しますので、ぜひご賛同いただきたいと。そうでないと実現しない、そういう感

じを受けましたので、ちょっとこの場でよろしくお願いしたいと思います。

次に移ります。

〇佐久間孝光議長 どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） 中部資源循環組合についてです。
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（１ 、新年度予算の総務費が昨年より507万円ふえています。理由を伺います。）

２ 技術支援業務委託料1,190万円 事業者選定支援業務委託料 今年が1,420万（ ）、 、 、

円、昨年は3,000万円でした。用地取得支援業務委託料1,089万円とはそれぞれ何でし

ょうか。また業者名について伺います。さらに、委託に頼るのではなく、スペシャリ

ストの職員を育てる計画はないのか伺います。

（３ 、建設費、運営費を合わせた額が457億円です。こんな高額なのはなぜなのか）

伺います。

（４ 、附帯施設はどんな施設か、また各行政区の負担割合はどのくらいになるの）

か、伺いたいと思います。

そして、最後の（５ 、できるだけ燃やさないようにしようという議論はしている）

のか、伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。内田環境課

長。

〇内田恒雄環境課長 それでは、質問項目３の（１）につきましてお答えをさせていた

だきます。

新年度予算の総務費増加理由としましては、人事異動に伴う人件費関係で給料、職

員手当等、共済費の増加、それから、使用料及び賃借料の増額が主な理由でございま

す。

続きまして （２）につきましてお答えをさせていただきます。技術支援業務委託、

料につきましては、新ごみ処理施設建設及び周辺整備に係る助言等を行う業務に係る

委託料でございまして、一般財団法人日本環境衛生センターと契約をしております。

事業者選定支援業務委託料につきましては （仮称）埼玉中部資源循環センターの、

整備・運営に係る事業者選定において、民間資金等の活用による公共施設の整備等の

促進に関する法律の規定に準じて実施するＤＢＯ方式による事業者選定手続及び契約

に係る支援を実施すること及び周辺関連施設の整備内容検討に係る支援を実施する業

務に係る委託料でございまして、株式会社日建技術コンサルタントと契約をしており

ます。

用地取得支援業務委託料につきましては （仮称）埼玉中部資源循環センター整備、

事業のために必要な用地取得のあっせんについて必要となる事務に係る委託料でござ

いまして、埼玉県土地開発公社と協定書を締結しております。
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また、埼玉中部資源循環組合では、各構成市町村に対して配属後の業務内容に精通

する職員の派遣を依頼し、派遣された職員は業務に当たっております。専門性の高い

特殊な業務につきましては、外部委託により効率的な業務遂行を心がけているとのこ

とでございます。

続きまして （３）についてお答えをさせていただきます。基本設計（案）に記載、

されている概算事業費につきましては、メーカーヒアリング及び環境省の手引をもと

に算出されているものとの説明を受けております。

続きまして （４）についてお答えをさせていただきます。附帯施設に関しまして、

は、各構成団体の負担割合も含め、副市町村長会議で現在検討しているところでござ

います。

続いて （５）についてお答えをさせていただきます。可燃ごみの減量化は、構成、

団体が個々に取り組むべきものと考えております。嵐山町といたしましては、今後も

環境負荷の低減や処理費削減に直接つながる可燃ごみの減量化に努めたいと考えてお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

（ ） （ ） 、 、 、 、〇９番 川口浩史議員 １ の答弁が 人事異動に伴う人件費関係で 給料 職員

共済費の増加、使用料及び賃借料、507万円ですよ、こんなに上がるのですか。これ

人数は同じなのでしょう、４人なのでしょう、職員は。昨年４人と書いてあって、今

年書いてないのですけれども、人数は同じなのでしょう。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

人数は変わっておりませんが、半数が交代していると、各構成市町村からの派遣で

職員が構成されております 交代している職員の給料 人件費でいうと増額分が241万。 、

5,000円の増。特に事務局長が再任用職員から現役の職員にかわったというところも

ございます等々で、給料と職員手当、共済費合わせて全体で人件費が241万5,000円の

増という内訳でございます。

それから、使用料及び賃借料につきましては、こちらが全体で223万2,000円の増と

いうことで、一番大きいのは電算機器等のリース料、事務所で使いますパソコンの当

初買い取りだったものが、60月のリースをするという予算でございまして、パソコン
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８台、それからサーバーですとか関連する機器のリース料として、こちらのほうが

173万円、これだけで増でございます。

それから、複合機のリース料、これも使用料及び賃借料の中でも大きな増の中身で

ございまして、こちらがコピーの枚数に応じた額ということで、説明会の資料等、カ

ラーで見やすく印刷するという場合を想定して、実際に枚数が多くなればそれなりに

複合機のリース料もふえてくるということでの増額の予算というような説明を受けて

おります。

以上でございます。

◎会議時間の延長

〇佐久間孝光議長 議事の途中ですが、本日の会議時間は、議事の都合により、あらか

じめ延長いたします。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか、随分上がったものだなというふうに思います。

ちょっともう少し調査したいと思いますので、これはとりあえず一旦置いておきたい

と思います。

技術支援業務委託料は、今年のスケジュールをこう見てみると、平成31年度、用地

交渉取得というのが黒くなっている、これ実施しますよと。それから、ごみ処理施設

本体、事業者選定手続、これは事業者選定委員会がつくってやっている、そういうと

ころですよね。それから、附帯施設事業規模負担割合、これがそういう黒くなってい

る。それから、附帯施設基本計画事業方式というのがあるのですけれども、この技術

支援業務委託はこの中でどこに入るのですか。入らなくてもいいのではないですか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

技術支援業務委託でございますけれども、こちらは現在、埼玉中部資源循環組合が

計画をしております一般廃棄物処理熱回収施設等の整備事業、これの技術的な助言等

を行うというのが、ざっと言うとそういうことで、そういった事業を円滑に行うため

の支援を行うという中身でございまして、スケジュール管理であるとかをはじめ、資

料の作成も含めて専門的な部分、そういった技術的な支援を行う、そういう技術的な
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情報提供や助言を行うということで、こちらを経験の豊かなというか、そういった経

験の実績のあるところに発注して、専門性の高い技術的な助言をいただきながら事業

を進めるという内容の委託でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これ基本計画をつくるとかそういう段階だったらわかるので

す。だけれども、平成31年度はないではないですか、そういうのが。ないのです。そ

れなのに1,000万円です。このふっかけられようです。皆さんも真剣にやってくださ

、 。 。いよ 本当にこれが必要なのかということを きょうはこの程度にしておきますから

次に、事業者選定支援業務委託料、これについて、これ昨年3,000万円だったので

すが、補正予算を見たら100万円近く使ってはありましたが、2,900万円くらい返って

。 、 。 、いました 100万円何に使ったのだろうなって 会議が開かれていないのに そして

今年が1,420万円だと。昨年のごみ処理施設だよりを見ますと、事業者選定業務は、

その事業費は合計で4,500万円を予定していますということなので、今年の1,400万円

というのは、ほんの一部なのだろうなと思うのですけれども、そういうことでよろし

いのですか。では、一問一答だから、ちょっと先に。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 お答えをさせていただきます。

先ほど議員さんのほうから補正で減というお話がございました。30年度の２号補正

で2,921万円の減額補正を行っております。あわせまして、その２号補正の際に債務

負担行為の変更、補正も行っておりまして、期間が平成30年度から32年度までの期間

で、限度額2,640万円という債務負担行為の補正を行っているところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ですから、会議をやっていないのです。事業者選定委員を、

今年やったのでしょ、やったの、やったのですか、渋谷議員の質問で。今年やったの

だったら、この負担が出てくるのはわかるのですよ、100万円近く使っているのだか

ら、これ何に使ったのかということなのですが、わかりますか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 細かいところをこうだというふうな答え方ができないかもしれま
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せんが、今年度４月と５月だったでしょうか、会議を開いているということで、当然

会議を開くための準備は着手しているということで、実績に応じた支払いを30年度中

にしているということではないかというふうに考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そういう答弁が来るなと思っていましたけれども、そういう

ことでいいのですね。では、後できちんと確認しておいてください。

それで、4,500万円だということで、今年1,420万円というのはまだ後で4,500万円

だから、3,000万円超のお金の負担がまだ発生するという、そういう理解でよろしい

のですか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 先ほどもお答えさせていただきましたが、債務負担行為の限度額

が2,640万円ということでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番 川口浩史議員 今2,000何万って言ったよね 昨年が1,500万円だから2,000何（ ） 、

万で、そんなに合わなくもないのかな。課長も今年ついたばかりだから、ちょっとき

つい質問になってしまって悪いのですけれども、ただ問題が多いところなので、課長

だったらきちんと見られるから、そういう期待もあって私はちょっときつく聞いてい

るので、いいです。では、ちょっと後で調べておいてください。

用地取得支援業務委託料1,089万円、これには用地取得には専門的な説明が必要と

なるため、その知識を持つ業者に説明の補助を委託する必要があるということで、昨

年のごみ処理だよりで答弁も同じような答弁だったのかな、そういうことでいいので

すか。

〇佐久間孝光議長 内田環境課長。

〇内田恒雄環境課長 そのとおりでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それで、ちょっとまちづくり整備課長に伺いたいのですけれ

、 。 、ども 駅西の買収を今やっていますよね これどこか業者委託しているのでしょうか
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誰がやっているのですか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

駅西の整備事業におきましては、調査につきましては業者委託をしておりまして、

用地交渉につきましては職員のほうでやっているところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） その調査、今費用を聞いてもわかるかな、わからないかな。

およそでいいですけれども、もしわかれば。ああ、時間食ってしまうか、いい、ちょ

っと時間ないから、いいや。

〇佐久間孝光議長 よろしいですか。

〇９番（川口浩史議員） いいです、後で。

〇佐久間孝光議長 では、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それで、専門的な知識が必要なのだということを言っている

のですけれども、これ買収までやるわけです。嵐山では職員がやっているのです。職

員ができるわけです。わざわざ業者に1,000万円以上のお金をかけてやらなくても、

調査だけは必要でしょうね、どのくらいの鑑定になるのか、それは。そこだけでいい

のではないですか。ああ、課長に怒ってもしようがないね。そうでしょう。これこん

な無駄なことをやってはだめですよ、いかがですか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 埼玉県土地開発公社と協定を結んでこの用地買収について支援をし

てもらうと、こういう予定だということでございます。埼玉県土地開発公社は用地買

収に当たってのさまざまな知識、これまでの経験、そういったものが有効だと、この

事業の用地買収は当然組合が実施するわけですけれども、それにとって有効だという

ことで専門的な知見がある公社に委託をする、そういう協定を結んだということでご

ざいます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ですから、嵐山町の職員が特別優秀だというわけではないで

しょう。吉見の職員だってあそこに優秀な職員を派遣しているのだって書いてあった

ではないですか。説明したでは、答弁したではないですか、優秀な職員を。優秀な職
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員がいてて、それで1,000万円もかけるようなことをやっていてはまずいです。鑑定

ぐらいに抑えておいて、買収は職員にやってもらうようにするべきです。嵐山町がで

、 、きているのですから 吉見のあそこの中部の組合の職員ができないわけがないのです

そうでしょう。それちょっとこれから言ってください。いかがですか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 今申し上げたとおりでございまして、そういう予定で進んでおるわ

けでございます。必要な予算を、この中部の議会の議決をいただき、そして事業を執

、 、 、行していると こういうことでございまして 議員さんが疑念を抱かれているような

どうして職員ができないのかと、これは次の副市町村長会議のときにそれは聞いてみ

たいと、このように考えております。

〇佐久間孝光議長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を５時15分といたします。

休 憩 午後 ５時０５分

再 開 午後 ５時１５分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

川口浩史議員の再質問からです。どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） やはり職員の質を高めていくということが、これからの焼却

場の関係でも、何でも委託すればいいというものではないと。職員が設計できるよう

に、そういうふうに育てていくということが私は必要だと思うのです。そういう考え

、 。 、がこの中部資源にはないのでしょう ないわけですよね 何でも専門性の高い特殊な

何でも専門性の高い特殊だ、業務だと、外部委託だと、これでは育たないです。いろ

いろ研修にも行かせて苦労もしてもらうと、そこでノウハウをつけてもらう、スキル

アップしてもらう、それが必要だと思うのですけれども、そういう職員を育てていこ

うではないかというようなことをぜひ話し合っていただきたいと思うのですが、いか

がですか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 議員さんのおっしゃるとおりでございまして、今嵐山町からも職員

が２年目になりますけれども、派遣をしております。いろいろ経験していることもお

話をお伺いをする機会がございまして、非常に町の一つの課だけでは経験できないい
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。 、ろんなことを経験させてもらっているなというふうに感じました そういう意味では

本人にとっても非常に将来にとってはいい財産になるのではないかなというふうに思

いました。

ただ、限られた時間に大きな施設をつくっていく中で、当然専門分野については、

外の知見のあるシンクタンク等に委託を出していくというのは、これは当然のことで

ございまして、自分たちでできるものは自分たちが実施をする、専門性の高い、外に

外注を出した方がよりよい効果が得られるもの、成果が得られるものについては外に

出していくと、そういった考え方で事業を実施しているのだろうというふうに思いま

す。職員の研修といいましょうか、派遣している職員のことについては、議員さんお

っしゃられるとおりだというふうに思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ぜひ専門性の高いスペシャリストの職員を育てていって、余

りふっかけられないようにしていっていただきたいと思います。

457億円の問題なのですが、メーカーヒアリングと環境省の手引でこうなってしま

ったという、こういうことです。もちろんこれは契約金額ではないですから、契約の

段階では下がるのでしょうけれども、しかしその下がるにしたって、もとが高いと大

した下がりはしないだろうなと、そういう予想がついてしまいます。これ渋谷議員が

議会報告で出しているものを大野議員と佐久間議員と、あと町長も行ったのですか、

船橋北部清掃工場の、この金額の差をまとめて出していますけれども、船橋北部清掃

工場では焼却炉が３炉だと、１日381トン。こちらは焼却炉２炉で228トン、金額はと

いうと船橋が149億円で中部資源のほうが202億円だということなのです。

運営費、船橋は15年ですけれども90億円、中部は20年で131億円だと。何でこんな

に高くなってしまうのかということを、船橋まで下がるのですかと、競争が働いて。

こんな高かったら、457億円だなんていう金額でやっていたら、下がらないのではな

いのですか、船橋並みに。船橋が１年だか２年前にできたということなので、それか

ら見ても若干上がっているでしょうけれども、その上がり方以上に高い金額で中部は

契約することになってしまうのではないですか。私は大変危惧します。これ９市町村

民の大事な血税を使ってやるわけですから、補助金も入りますけれども、そこをしっ

かり見ていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。
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〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 熱回収施設 当初の数字は137億円でございました それが平成30年、 。

３月の施設整備基本計画になりましたらば、議員さんがおっしゃられる数字になって

いると。この計画案が示されたときに議員さんと同じような、私も随分ふえたなとい

うふうに感じましたので、質問をいたしました。そうしたところ、メーカーアンケー

ト、当時のトン当たりの単価と今整備されているトン当たりの単価とこれだけ上がっ

ているのだと、そういうふうなご説明でございました。

それについては、これからさらに内容を吟味をして、そして競争入札によって発注

をしていくということでございますから、我々としてはできるだけ金額が安くてしっ

かりしたよい施設ができるというふうな、そういうところを期待をしております。金

額については、同じような感じで私もその数字を見ておりました。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 反対している議員がお願いしますというのは変なのだよね。

地域住民が納得しないでしょうね、こういう高い金額から今これだけ上がっているの

ですよというようなことで言っても、そういう金額になってしまったらもっと怒り出

すというふうに思います。そこをきちんと見られるのかどうか、余り当てにはしませ

んけれども、きちんと見るようにしていただきたいというふうには思います。

附帯施設について伺いたいと思います。副市町村長会議で検討しているところでご

ざいますという、たったこれだけの答弁なのですが、何ができるかというのは何にも

まだ決まっていないということでいいのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 附帯施設については、本当に長い間、関係をする副市町村長で議論

をしてまいりました。いろいろ意見の違いがございまして、まだこの結論に至ってい

ないと、こういう段階でございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 負担の割合について、そうすると全然話し合いもしていない

ということなのですか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 一番構成市町村で意見が違うところは、その部分が非常に隔たりが
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ございます。それはどういうふうな考え方に基づいてかというと、やはりそれぞれの

市町村にそれぞれの議会があり、それぞれの市町村民がいるわけでございまして、果

たして理解が得られるのかどうなのか、そういったところがポイントになっておりま

して、要望、要求、地元から要請をされている施設と。ああ、これだったらば十分地

域に、町に帰って説明ができるものだと、そういうところでございまして、そこのと

ころに隔たりがあると、こういうことでございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） とはいえ、負担割合の嵐山町のスタンスというものを持って

いかないとだめだと思うのです。嵐山町民が吉見町に施設をつくった場合にどのくら

いの利用があるのか。やはり距離に比例して利用状況は反比例するというふうに思う

のです。例えば私のちょっとどこかに置いてしまったのですけれども、５キロ以内は

どのくらいの負担割合だと、そこから10キロまでは幾らだと、10キロ超えたところと

いうのはまた負担率が下がっていくという、そういうのが公平性が保てると思うので

すけれども、いかがでしょうか、この考えは。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 まさにそのとおりでございまして、内容、嵐山町の考えはお話がし

てございます。それは、まだ結論が出ていない段階で、その議論した中身が隔たりが

あるものは隔たりがあるように正副管理者会議に上げて、またご指示をいただこうと

、 、いうふうなことになっておりまして 町の考え方については述べておりますけれども

それについてはここで発表するといいましょうか、ご回答するのはちょっと遠慮させ

ていただきたいというふうに思います。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。ぜひそういう考え方で公平性を持った、負担割

合の少ないものにしていくべきだというふうに、それを強く主張していただきたいと

思います。

吉見町の小宮議員というのが吉見町の全員協議会の中で……

〇佐久間孝光議長 発言の途中ですが、川口浩史議員に申し上げます。

一般質問の持ち時間、５分を切りました。どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） はい。負担をしたくない市町村は抜けてもらいたいと、こう

。 。言ったというのです 小宮議員というのは中部資源循環組合議会の議長もした方です
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もう大物ですよ、だから。そういう方は、何も負担をしたくないというのは、これは

公平に負担をなんて小宮議員が言っているわけではないのです。吉見町はできるだけ

出したくないと、ほかの市町村で出してくれと、そういう意味を込めて、これ言って

いるのです。いかがですか、こんなことを言われて腹立ちませんか。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 誤解があるといけませんので申し上げておきますけれども、施設を

吉見町さんで受け入れてくれると、そのことによって地域が望むもの、こういったも

のが欲しいのだというものについては、その建設を負担することについては、これは

どこの市町村もそれはそうだろうと、そういうことなのです。ですけれども、施設を

運営する運営費、運営費は誰が使うのだと。そうすると、受益者負担の原則に立てば

当然負担の割合というのは定まってくるだろうと、そういうことでございまして、運

営費について、それぞれの構成市町村の意見が一致をしないと、建設費については一

致をしておるわけでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

（ ） 。 、〇９番 川口浩史議員 建設費も運営費も同じですよ 小宮議員が言ったこの一言を

吉見町はできるだけ出さないで、他の市町村で応分の負担をして附帯施設をつくりま

しょうという、これが嫌だったら抜けてもらいたいと言っているのです。だったら抜

けましょうよ。こんなことまで言われて、ついていく必要はないですよ、そうでしょ

う。町長、いかがですか。

〇佐久間孝光議長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

、 。委員会のほうでは 粛々と建設に向けて議論を進めているということでございます

その中で、先ほどただいま副町長が申しましたように、意見の相違部分はあると、こ

ういうことでございます。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） こういうことを言われて、そこについていくというのもいか

がなものかというふうに思います。向こうから抜けてもらっていいのだと言っている

のだから、大物議員が。ふざけるのではないという気持ちを少しは持ってもらいたい

と、そう思います。



- 235 -

できるだけ燃やさないようにということで、これが米の輸入米を最低限度に抑える

という、その表現としてミニマムアクセスという言葉を使っています。最低限の、そ

ういうものが、この中部資源の焼却場のあり方としても私は必要だと思います。それ

以上のものは各市町村でやっていくべきですけれども、こんな最低のものも決めない

わけでしょう。そんな焼却場をつくろうというのですから。１軒が、うちのほうは燃

やし放題なのだと言ったら、そこから引っ越してきた住民は、なんだ、こんなに分別

、 。 、 。するのかと 厄介でしようがないではないか 壊れますよ 嵐山町のこの分別体制が

そういう最低限のものはつくっていこうではないか、話し合っていこうではないかと

いうのをちょっと答弁を伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 当然でございますけれども、町にもごみ処理の基本計画がございま

して、どこの市町村にもあるわけですけれども、今叫ばれているスリーアール、ごみ

の減量化、再資源化、再利用、これについては、そういう方向で進んでいくと、こう

いうことでございます。

〇佐久間孝光議長 よろしいですか。ご苦労さまでした。

◎散会の宣告

〇佐久間孝光議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ５時３２分）
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令和元年第２回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第４号）

６月１４日（金）午前１０時開議

日程第 １ 報告第 １号 平成３０年度嵐山町一般会計繰越明許費繰越計算報告につ

いて

日程第 ２ 報告第 ２号 平成３０年度嵐山町一般会計事故繰越し繰越計算報告につ

いて

日程第 ３ 報告第 ３号 平成３０年度嵐山町水道事業会計予算繰越の報告について

日程第 ４ 報告第 ４号 平成３０年度嵐山町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算報告について

日程第 ５ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（嵐山町青少年問題

協議会条例等の一部改正）

日程第 ６ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（嵐山町税条例等の

一部改正）

日程第 ７ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（嵐山町国民健康保

険税条例の一部改正）

日程第 ８ 同意第１０号 嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて

日程第 ９ 議案第３０号 嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正することについて

日程第１０ 議案第３１号 嵐山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正することについて

日程第１１ 議案第３２号 嵐山町介護保険条例の一部を改正することについて

日程第１２ 議案第３３号 令和元年度嵐山町一般会計補正予算（第１号）議定につい

て

日程第１３ 議案第３４号 令和元年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

議定について

日程第１４ 議案第３５号 工事請負契約の締結について（防災行政無線設備(移動系)

デジタル化工事）
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日程第１５ 議員派遣の件について

日程第１６ 閉会中の継続調査の申し出について

追加

日程第１７ 発議第１１号 嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議

日程第１８ 発議第１２号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議

日程第１９ 発議第１３号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意

見書の提出について

日程第２０ 発議第１４号 性犯罪におけるさらなる刑法改正を求める意見書の提出に

ついて

日程第２１ 発議第１５号 減プラスチック社会への構造転換を求める意見書の提出に

ついて

日程第２２ 発議第１６号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を

求める意見書の提出について

日程第２３ 発議第１７号 沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求め

る意見書の提出について
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◎開議の宣告

〇佐久間孝光議長 おはようございます。

第２回定例会にご参集いただきまして、大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和元年第２回嵐山町議会定例会

第５日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５９分）

◎諸般の報告

〇佐久間孝光議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、本日渋谷登美子議員外１名より、議案第33号 令和元年度嵐山町一般会計補

正予算（第１号）議定について、修正の動議が本職宛てに提出されました。お手元に

配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、議員提出議案が提出されましたので、報告いたします。発議第11号 嵐山町

立幼稚園３年保育実施の決議、発議第12号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議、

発議第13号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出に

ついて、発議第14号 性犯罪におけるさらなる刑法改正を求める意見書の提出につい

て、発議第15号 減プラスチック社会への構造転換を求める意見書の提出について、

発議第16号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書

の提出について、発議第17号 沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を

求める意見書の提出について、以上７件であります。お手元に配付しておきましたの

で、ご了承願います。

なお、議員提出議案７件につきましては、後刻日程の追加の件をお諮りいたしまし

て審議する予定でありますので、ご了承願います。

最後に、青木参事兼総務課長は体調不良により、本日の会議を欠席しております。

青木参事兼総務課長の代理として、総務課、木村副課長と清水副課長が出席しており

ますので、ご了承願います。
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以上で、議長より諸般の報告を終わります。

◎報告第１号の上程、説明、質疑

〇佐久間孝光議長 日程第１、報告第１号 平成30年度嵐山町一般会計繰越明許費繰越

計算報告についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第１号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第１号は、平成30年度嵐山町一般会計繰越明許費繰越計算報告についての件で

ございます。平成30年度に繰越明許費を設定した企業誘致事業ほか５事業、総額２億

7,885万9,000円を令和元年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第２

項の規定に基づき報告をするものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

清水総務課副課長。

〔清水延昭総務課財政契約担当副課長登壇〕

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 報告第１号の細部につきましてご説明申し上げ

ます。

平成30年度嵐山町一般会計繰越明許費繰越計算書の表をごらんください。去る３月

定例議会におきまして議決をいただき、設定いたしました繰越明許費６事業につきま

して、繰越額の確定に伴い報告するものでございます。繰り越し事業等につきまして

は、第７款商工費、第８款土木費及び第10款教育費にそれぞれ計上している記載の６

事業でございます。

繰越額の金額につきましては、合計で予算計上額が２億8,128万9,000円、翌年度繰

越額が確定額でございまして２億7,885万9,000円でございます。また、その財源とい

たしましては既に収入されました財源が100万円、国県支出金が9,861万3,000円、地

方債が１億4,950万円、一般財源が2,974万6,000円でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。
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〇佐久間孝光議長 この際、何かお聞きしたいことがございますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑がないようですので、本件につきましては地方自治法施行令第

146条第２項の規定による報告事項でありますので、これにて終わります。

◎報告第２号の上程、説明、質疑

〇佐久間孝光議長 日程第２、報告第２号 平成30年度嵐山町一般会計事故繰越し繰越

計算報告についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第２号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第２号は、平成30年度嵐山町一般会計事故繰越し繰越計算報告についての件で

ございます 平成30年度嵐山町一般会計予算の幹線道路整備事業のうち 町道１―25号。 、

整備事業に係る公有財産購入費並びに補償、補填及び補償金の一部について、繰り越

し予算の費用の支出が年度内に終了しなかったため令和元年度に繰り越しましたの

で、地方自治法施行令第150条第３項の規定に基づき報告をするものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

清水総務課副課長。

〔清水延昭総務課財政契約担当副課長登壇〕

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 報告第２号の細部につきまして説明させていた

だきます。

平成30年度嵐山町一般会計事故繰越し繰越計算書の表をごらんください。今回事故

繰越を行いましたのは、第８款土木費に計上してございます幹線道路整備事業の町道

１―25号整備事業であり、避けがたい事情によりまして年度内にその支出を終えるこ

とができませんでしたので、翌年度に事業費の一部を繰り越したものでございます。

その具体的な理由といたしましては、説明欄に記載をしておりますように、土地所

。 、有者との調整に不測の日数を要したものでございます 繰越額の金額につきましては
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支出負担行為を行った額189万5,966円のうち15万4,112円を繰り越したものであり、

その財源は全額一般財源でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 この際、何かお聞きしたいことはございませんか。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） この１―25というのは、どこの道路に……１―25号はどこに

当たるのか。

それと、土地所有者との調整に不測の日数を要したというのは、もう少し具体的に

説明できないでしょうか。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

１―25号線につきましては、国道254の嵐山渓谷のバイパスを入ってすぐ左に曲が

っていく幹線道路でございまして、場所的……ファミリーマートの反対側に入ってい

く、大妻女子高に入っていく道の道路のことでございます。

これにつきましては 12月補正で予算をいただいて事業を行ってまいりました 12月、 。

補正後、地権者との交渉を行った結果、道路幅員の関係でいろいろ調整がつかずに、

契約後もその関係で話し合いがつかずに、当初では年度内に契約等を行って、土地購

入を行う予定でございましたけれども、３月の議会においても終わる予定でございま

したけれども、終わらずに繰り越させていただいたということでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 幅員の関係でということで、町は幅員を広くとりたいという

ことなのですか。ただ、土地所有者はそんなにとられては困るよと、そういうことで

のことなのですか。もう少し中身がお話しできれば伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

当初幅員につきましては１メーターということでお願いをさせていただきました。

ただ、地権者の方が50センチにしてほしいという要望がございまして、その中で交渉

がなかなかつかなかった関係で事故繰越させていただいたということでございます。

以上でございます。
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〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これからは、地権者の方の了解は得られそうだという見通し

はあるのでしょうか。あるいはもうできているのか、ちょっと伺いたい。

〇佐久間孝光議長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

それにつきましては既に契約を行っておりまして、了承を得ております。契約後の

、 。 、中においても 調整がつかずに事故繰越させていただきました 内容につきましては

４月18日に登記を終了させていただいて、土地の購入を終了しているところでござい

ます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑がないようですので、本件につきましては地方自治法施行令第

150条第３項の規定による報告事項でありますので、これにて終わります。

◎報告第３号の上程、説明、質疑

〇佐久間孝光議長 日程第３、報告第３号 平成30年度嵐山町水道事業会計予算繰越の

報告についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第３号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第３号は、平成30年度嵐山町水道事業会計予算繰越の報告についての件でござ

います。平成30年度に設定をした建設改良費に係る工事の工期を延長する必要が生じ

たため、必要な額を令和元年度に繰り越しましたので、地方公営企業法第26条第３項

の規定に基づき報告をするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山下上下水道課長。
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〔山下隆志上下水道課長登壇〕

〇山下隆志上下水道課長 それでは、報告第３号 平成30年度嵐山町水道事業会計予算

繰越の報告についての細部説明をさせていただきます。

平成30年度嵐山町水道事業会計予算繰越計算書をごらんくださいませ。平成30年度

に設定をした工事及び委託の契約工期を延長する必要が生じたため、地方公営企業法

第26条第３項の規定に基づき報告をするものでございます。

工事が３件及び業務委託１件でございます。１件目は、資本的支出、建設改良費、

事業名が第１浄水場ナンバー２、ナンバー３送水電動弁等更新工事でございます。予

算計上額は5,201万8,200円で、翌年度繰越額も同額でございます。財源内訳につきま

しては、損益勘定留保資金でございます。必要となる管材の準備と溶接接合作業に期

間を要したことにより繰り越しをさせていただいたものでございます。

２件目は資本的支出、建設改良費、事業名が新浄水場・配水場整備基本設計業務委

。 、 。託でございます 予算計上額は1,757万9,160円で 翌年度繰越額も同額でございます

財源内訳につきましては、損益勘定留保資金でございます。新配水場の配水池構造、

配水池計画、浄水方法の検討に期間を要したことにより繰り越しをさせていただいた

ものでございます。

３件目は資本的支出、建設改良費、事業名が町道１―14号配水管布設替え工事でご

ざいます。予算計上額は1,781万1,360円で、翌年度繰越額も同額でございます。財源

内訳につきましては、損益勘定留保資金でございます。当該路線につきましては、大

妻嵐山中・高等学校に隣接しており、生徒の送迎バス運行時間と工事時間帯が競合い

たしまして、施工時間を短縮、調整したことにより繰り越しをさせていただいたもの

でございます。

４件目につきましては、資本的支出、建設改良費、事業名が第３配水場県水流量計

。 、 。更新工事でございます 予算計上額は486万円で 翌年度繰越額も同額でございます

財源内訳につきましては、損益勘定留保資金でございます。当該流量計が特殊製品で

あったため、製作、納品までに期間を要したことにより繰り越しをさせていただいた

ものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〇佐久間孝光議長 この際、何かお聞きしたいことはございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇佐久間孝光議長 質疑がないようですので、本件につきましては地方公営企業法第

26条第３項の規定により報告事項でありますので、これにて終わります。

◎報告第４号の上程、説明、質疑

〇佐久間孝光議長 日程第４、報告第４号 平成30年度嵐山町下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算報告についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第４号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第４号は、平成30年度嵐山町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算報告につ

いての件でございます。平成30年度に繰越明許費を設定した川島地区可能性調査業務

委託、総額63万円を令和元年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第

２項の規定に基づき報告をするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山下上下水道課長。

〔山下隆志上下水道課長登壇〕

〇山下隆志上下水道課長 それでは、報告第４号 平成30年度嵐山町下水道事業特別会

計繰越明許費繰越計算報告についての細部説明をさせていただきます。

平成30年度嵐山町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書をごらんください。平

成30年度に設定をいたしました１款公共下水道費、１項公共下水道総務費の川島地区

可能性調査業務委託につきまして、委託の契約期間を延長する必要が生じたため、地

方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき報告をするものでございます。予算額

が100万円、繰越額が63万円でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〇佐久間孝光議長 この際、何かお聞きしたいことはございませんか。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 町長が初日の挨拶の中で追加議案があるというのは、このこ
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とを言ったのですか。違うのですか。これがおくれて出てきたわけですよね。その理

由を伺いたいのと、６月10日提出となっているわけですけれども、我々の手に来たの

は翌日だと思うのです。議運はこれで了解をしたということなのですか。よくわから

ないのですけれども、日程が違うのではないかと、提出日の。その点、２点を伺いた

いと思うのですけれども。

〇佐久間孝光議長 山下上下水道課長。

〇山下隆志上下水道課長 お答えをさせていただきます。

議員さんおっしゃいますように、大変申しわけございませんでした。当議案につき

ましても本来でしたら当初からお願いをするべきでございましたけれども、水道のほ

うが先行いたしまして繰越明許費の議案を出ささせていただきました。下水道会計に

つきまして、同時に出したかったところでございますけれども、マンホールポンプ等

の修繕等が発生いたしまして、若干おくれてしまいました。大変申しわけございませ

んでした。この場をおかりいたしまして、おわび申し上げます。

〔 11日でしょう。だから、日程違いますよね」「

と言う人あり〕

〇佐久間孝光議長 日程につきましては、菅原事務局長のほうから答えさせていただき

ます。

〇菅原浩行事務局長 それでは、私のほうからこちらの議案の整理につきましてお話を

させていただきたいと思います。

こちらにつきましては、先ほど上下水道課長からお話がありましたとおり、10日の

日、既に議会が始まるぎりぎりのところで提出がございましたので、議運のほうには

かけられません。１週間前の議会運営委員会のほうにはかけられませんでしたので、

10日の日に議会運営委員会を改めて開きまして、そちらのほうで取り扱いを決めて、

その結果をもちまして翌日議案書につきましては配付をさせていただいて、議事日程

につきましては14日の議事日程のほうに組み込むということで議運のほうでお話をさ

せていただきまして、協議をしていただきまして、そのように対応させていただいた

ものでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、提出日が、我々がもらった日が、議会が始まる
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と、議会前だったらいいのですけれども、始まったら、我々がもらった日が提出日と

いうふうになるのではないですか。議運にかけた日になるのですか。その辺、きちん

とされているのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 菅原議会事務局長。

〇菅原浩行事務局長 こちらの報告事項につきましては、10日の日に議長に到達をいた

しましたので、10日提出ということで処理をさせていただいております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑がないようですので、本件につきましては地方自治法施行令第

146条第２項の規定による報告事項でありますので、これにて終わります。

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第５、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（嵐

山町青少年問題協議会条例等の一部改正）の件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 承認第１号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

承認第１号は、専決処分の承認を求めることについて（嵐山町青少年問題協議会条

例等の一部改正）の件でございます。教育委員会事務局の組織改編に伴い、地方自治

法第179条第１項の規定により、嵐山町青少年問題協議会条例等の一部を改正する条

例を専決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求めるものでございま

す。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

木村総務課副課長。

〔木村公正総務課庶務・人事担当副課長登壇〕

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 承認１号の細部につきまして説明をさせてい
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ただきます。

承認１号は、教育委員会事務局の組織改編に伴いまして、嵐山町青少年問題協議会

条例等の一部改正につき専決処分したので、議会の承認を求めるものでございます。

次ページにつきましては、専決処分書でございます。平成31年３月29日に専決処分

を行ったものでございます。

一部改正条例の新旧対照表でございますが、こちらは３条で構成をされており、そ

れぞれ該当する条例中の庶務規定につきまして改正をしてございます。第１条は、嵐

山町青少年問題協議会条例の一部改正、第２条は嵐山町奨学資金貸付基金条例の一部

改正、第３条は嵐山町博物誌編さん委員会条例の一部改正であり、教育委員会事務局

において庶務を処理するよう改正を求めるものでございます。

なお、附則につきましては施行日を平成31年４月１日とするものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（嵐山町青少年問題協

議会条例等の一部改正）の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇佐久間孝光議長 挙手全員。

よって、本案は承認されました。

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第６、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（嵐

山町税条例等の一部改正）の件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。
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〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 承認第２号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

、 （ ）承認第２号は 専決処分の承認を求めることについて 嵐山町税条例等の一部改正

の件でございます。地方税法等の一部を改正する法律が平成31年３月29日に公布され

たことに伴いまして、地方自治法第179条第１項の規定により、嵐山町税条例等の一

部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求める

ものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

村田税務課長。

〔村田 朗税務課長登壇〕

〇村田 朗税務課長 それでは、承認第２号につきまして細部説明を申し上げます。

参考資料をごらんください。今回の嵐山町税条例等の一部を改正する条例は、提案

説明のとおり、法律の改正が平成31年３月29日に公布されたことに伴い、同日に専決

処分をしたため、議会の承認を求めるものでございます。

なお、今回の改正は第１条から第５条により改正するものです。参考資料の元号に

、 。つきましては 平成31年３月29日条例第14号に基づき表記及び説明を行っております

初めに、第１条の主な改正部分につきましてご説明申し上げます。１点目は、ふる

さと納税制度の見直しによる改正でございます。寄附金募集の適正化、返礼品の基準

に適合する地方団体を指定することによる寄附金税額控除として、特例控除額の措置

、 、対象を特例控除対象寄附金と改め 平成31年６月１日以降の寄附から適用するもの等

所要の改正及び条文の整備を行うものでございます。該当条文は、第34条の７でござ

います。

２点目は、住宅ローン控除の拡充について、消費税率引き上げによる税負担の増加

を緩和するため、住宅の取得をして指定期間に住宅の用に供した場合についての住宅

借入金等特別控除の特例を３年間延長、その適用を平成45年度分まで延長するもの、

及び個人住民税における申告手続の要件を廃止するものでございます。該当条文は、

附則第７条の３の２でございます。

３点目は、地域決定型地方税制特例措置による固定資産税の課税標準の特例措置に
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関し、所要の改正を行うものでございます。該当条文は、附則第10条の２でございま

す。

４点目です。新築住宅等に係る固定資産税額の減額措置の適用を受けようとする者

がすべき申告について、建て替え家屋に係る規定の新設にあわせて条文の整備を行う

とともに、その他所要の改正及び項ずれによる改正を行うものでございます。該当条

文は、第10条の３でございます。

５点目です。軽自動車税の税率（種別割）の特例及び賦課徴収の特例について、第

１条、第２条及び第３条において３段階で重課、軽課及び賦課徴収の規定を整備する

ものでございます。本条では、税率の特例について重課を平成31年度に限ったものと

し、平成29年度分の軽課を削除するものでございます。該当条文は、附則第16条及び

附則第16条の２でございます。

６点目ですが、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者が

すべき申告等について 条文の整備を行うものでございます 該当条文は 附則第18条、 。 、

の７でございます。

裏面をごらんください。次に、第２条の主な改正部分につきましては、１点目は、

給与所得者、公的年金等受給者の扶養親族申告書記載事項への単身児童扶養者項目追

。 、加等の条文の整備を行うものでございます 該当条文は第36条の２から第36条の４で

施行日は平成32年１月１日でございます。

２点目は、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減として平成31年10月１日から平成

32年９月30日までの間に取得した自家用乗用車について税率を１％軽減するものでご

ざいます。該当条文は、附則第15条の６でございます。

３点目は、軽自動車税の種別割税率の特例及び賦課徴収の特例について、本条では

重課の規定を整備し、平成32年度分及び平成33年度分の軽課の新設を行うものでござ

います。また、附則第16条の改正に伴いまして、附則第16条の２を新設するものでご

ざいます。該当条文は附則第16条、第16条の２で、施行日は平成31年10月１日でござ

います。

次に、第３条の改正につきましては、１点目は子どもの貧困に対応するための町民

税の非課税措置について単身児童扶養者の規定を追加し、要件に該当するひとり親に

対し、町民税を非課税とするものでございます。該当条文は第24条で、施行日は平成

33年１月１日でございます。
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２点目は、軽自動車税の税率（種別割）の特例及び賦課徴収の特例について、本条

では平成34年度分、平成35年度分の軽課の対象を電気軽自動車等に限るものとして新

設し、この改正に伴い、附則第16条の２についても条文の整備を行うものでございま

。 、 、 。す 該当条文は附則第16条 第16条の２で 施行日は平成33年４月１日でございます

次に、第４条及び第５条の改正につきましては嵐山町税条例等の一部を改正する条

例の一部を改正するもので、地方税法等の改正に伴い、条文を整備するものでござい

ます。

最後に、附則につきましては第１条で施行期日を定めております。第２条から第４

条は町民税に関する経過措置、第５条は固定資産税に関する経過措置、第６条から第

８条は軽自動車税に関する経過措置を定めております。

以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

第９番、川口浩史議員、賛成ですか。

〇９番（川口浩史議員） 反対。

〇佐久間孝光議長 はい。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。代表して、２点について反対理

由を述べて、反対理由としたいと思います。

今回の改正について、全部が賛成しかねるというものではありません。賛成できる

ものもあります。そのことを前もってお話ししておきたいと思います。

まず、反対の第１の理由ですが、ふるさと納税です。これまで全ての自治体が無条

件にふるさと納税制度の対象でしたが、過度な返礼品競争が問題であるとして、今年

度から総務大臣が地方財政審議会の意見を聞いた上で、基準として、①に寄附金の募

集を適正に実施する地方団体であること、②の１として返礼品を送付する場合に返礼

割合を３割以下とする。２番目として、返礼品を地場産品とすることに適合する地方

団体をふるさと納税の対象として指定する仕組みが創設されたわけであります。

総務省は、一昨年以降通知によって過度の返礼品の送付自粛を指導、助言してきた
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ものの強制力がなく、改善が進まなかったために法律事項として規制を導入したわけ

であります。しかし、ふるさと納税制度はそもそも寄附控除という形式を利用して、

、 。事実上税の移転を行うものであり 自治体間競争を生む制度として設計されています

さらに、制度利用者の急激な拡大は2015年の法改正で控除上限を２倍へ引き上げたこ

とやワンストップ特例制度、これは寄附先が５つの自治体以内である給与所得者の確

定申告を不要とすることなどを導入によるところも大きく、返礼品競争が激化する呼

び水を政府みずからがつくり出したという矛盾があります。制度運用に係る自治体の

対応だけを非難し、一方的に規制をかけるのみでは、制度の抱える矛盾を解決するこ

とにはつながりません。災害対応や福祉政策、文化財修復など、人への共感による寄

、 、附制度として運用している自治体もありますが 各自治体の動向や意見を踏まえつつ

制度のあり方を検討することが求められているということで、ふるさと納税制度には

反対であります。改正には反対です。

続いて、住宅ローン控除の拡充に伴う措置についての見解です。所得税における住

宅ローン減税の控除期間が延長になったことに伴い、所得税額から控除し切れない額

を個人住民税額から控除する措置についても３年延長するものです。個人の住宅に係

、 、る負担軽減措置は 持ち家比率が高い現状から直ちに否定するものではありませんが

賃貸住宅に居住する者については消費税による負担増の対策はなく、居住に係る費用

について負担の差が生じ、国民の間に不公平感を持ち込むものであります。消費税増

税に係る駆け込み需要、反動減対策であることも指摘して、今回の税制改正に反対を

するものであります。

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（嵐山町税条例等の一

部改正）の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇佐久間孝光議長 挙手多数。

よって、本案は承認されました。

◎承認第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第７、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（嵐
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山町国民健康保険税条例の一部改正）の件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 承認第３号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

承認第３号は、専決処分の承認を求めることについて（嵐山町国民健康保険税条例

の一部改正 する件でございます 地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年） 。

３月29日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第１項の規定により、嵐山町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定に

より議会の承認を求めるものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

村田税務課長。

〔村田 朗税務課長登壇〕

〇村田 朗税務課長 それでは、承認第３号につきまして細部説明を申し上げます。

参考資料をごらんください。嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概

要でございます。今回の嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方税

法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴いまして、所要の改正をする

ものでございます。

主な改正内容をご説明申し上げます。初めに、１、課税限度額の引き上げ。国民健

康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を３万円引き上げ、下記の表の額とするもの

でございます。項目、基礎課税額、現行58万円を改正後61万円とするもので、３万円

の引き上げ額となります。後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額に関しまし

ては変更ございません。合計で現行93万円が改正後96万円、引き上げ額は３万円とな

ります。

続きまして、２の軽減措置の判定に用いる基準額の引き上げ。国民健康保険税の軽

減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の判定に用いる基準額の算

定方法の変更で、１人当たりの加算額を増額するものでございます。５割軽減基準額

につきましては次のとおり、１人当たりの加算額を27万5,000円から5,000円増額し、
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28万円とするものでございます。２割軽減基準額につきましては、１人当たりの加算

額を50万円から１万円増額し、51万円とするものでございます。

最後に、附則につきましては、第１条で施行期日、第２条で適用区分を定めたもの

でございます。

以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 基礎課税額が３万円引き上がったということで、この61万円

に今度なるような人数、何人ぐらい対象になるのかを伺いたいと思います。

それから、61万円というとどのくらいの所得の方がなるのか計算できていますか。

４人家族で子どもは学生ということで計算できますか。

それから、片方をふやして軽減が拡大するということで、こちらが大変結構なこと

なのですけれども、こういう抱き合わせのものが最近多くて、私も大変悩むのですけ

れども、軽減措置のほうの５割軽減、この対象者というのはどのぐらいいるのか。２

割軽減もそうですけれども、人数がどのぐらいいるのかを伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 村田税務課長。

〇村田 朗税務課長 お答えさせていただきます。

最初に 課税限度額61万円に引き上げられた関係の世帯数でございますが 現行32世、 、

帯でございましたが、改正後は32世帯、同世帯でございます。

続きまして、限度額に達する所得の関係で、４人世帯、子どもが学生ということで

の試算でございますけれども、夫婦ともに40歳以上、そして子ども２人で、妻は収入

がなしということで試算をいたしますと、96万円に達するのが、上限に達するのが夫

の所得が778万円、給与収入で申し上げますと約998万円という試算になります。

続きまして、５割軽減、２割軽減の対象者数でございますが、５割軽減の対象者、

現行が691人、改正されますと704人、13人の増でございます。２割軽減につきまして

は、現行が676人、改正後が698人、増減が22人の増ということになります。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。
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討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（嵐山町国民健康保険

税条例の一部改正）の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇佐久間孝光議長 挙手多数。

よって、本案は承認されました。

◎同意第１０号の上程、説明、質疑、採決

〇佐久間孝光議長 日程第８、同意第10号 嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任

につき同意を求めることについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 同意第10号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

同意第10号は、嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

についての件でございます。嵐山町固定資産評価審査委員会委員、小澤博氏の任期が

令和元年６月28日に満了することにつき、引き続き同氏を選任したいので、地方税法

第423条第３項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。

小澤氏の経歴につきましては、裏面の資料をご高覧願いたいと存じます。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。
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よって、討論は省略することに決しました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第10号 嵐山町固定資産評

価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての件は、これに同意するこ

とにご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。

よって、同意第10号 嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについての件は、これに同意することに決しました。

◎議案第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第９、議案第30号 嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関

する条例の一部を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第30号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第30号は、嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

ることについての件でございます。働き方改革を推進するための関係法律の整備に関

する法律の施行及び人事院規則の一部改正に伴いまして所要の改正を行うため、本条

例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

木村総務課副課長。

〔木村公正総務課庶務・人事担当副課長登壇〕

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 議案第30号の細部につきまして、説明をさせ

ていただきます。

長時間労働是正のための措置といたしまして、民間労働法制におきましては働き方

改革を推進するための関係法令の整備に関する法律が施行されたところでございま

す。また、国家公務員におきましても超過勤務命令を行う上限の設定につきまして、
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。 、人事院規則が一部改正されました 本町におきましても国の制度に準拠することとし

時間外命令の上限設定について本条例の一部を改正するものでございます。

正規の勤務時間以外の時間における勤務について規定している第８条につきまし

て、第３項を追加するものでございます。第３項は、正規の勤務時間以外の時間にお

ける勤務、時間外勤務について必要な事項を規則で定めることを規定するものでござ

います。

参考資料をごらんください。参考資料につきましてご説明をさせていただきます。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則でござい

ます。こちらの規則につきましては、第５条の14を第５条の16に改め、新たに第５条

の14及び第５条の15を加えるものでございます。主な改正内容につきましては３つご

ざいます。１つ目は、時間外命令を行うことができる上限時間の設定でございます。

２つ目は、他律的業務の比重の高い部署に勤務する職員についての上限時間の設定で

ございます。３つ目は、上限時間の特例のこちらの３つを主な改正内容として規則で

改正をしてございます。

附則につきましては、施行期日及び経過措置について記載をさせております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これで長時間労働が是正されるのかなと思うような内容なの

ですが、現状は一番長いのでどのくらいになっているのか伺いたいと思います。

それから、上限設定ということですけれども、１カ月45時間と書いてあるのですけ

れども、720時間も年ですよね。これも生きるわけですよね。これが他律的業務とい

う、そこに当てはまるということなのですか。それはどんな業務になるのか伺いたい

と思います。とりあえずそれでいいです。

〇佐久間孝光議長 木村総務課副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答え申し上げます。

まず、職員の中で一番長時間労働していた者の時間数ということでお答えをさせて

いただきます。30年度につきまして、職員の時間外につきまして集計をとったものが

ございます。その中で月ごとに計算をさせていただいておりますので、ある職員につ

きましては一月において最大で111時間、こちらの職員が去年の30年度の中では一番
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多かった時間でございます。

２つ目のご質問ですけれども、他律的業務とはどういったものかということでござ

いますが、人事院のほうで定めております例がございます。そちらの中につきまして

は国の、あくまでも人事院の例で申し上げます。復興事業、議会関係、法制執務、予

算編成等ということで、業務の量や時期が部局の枠を超えて他律的に高まる比重が高

い業務ということで人事院のほうでは定めておりますが、町のほうでは特にこれとい

った業務をまだ決めてはいないのですけれども、想定される業務といたしましては例

えば選挙関係とか、そういったものが当たるのかなというふうに考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 111時間、この方は他律的業務に当たった人なのですか。平

成30年度ですから、災害も幸いにしてなかったというふうに思うのですけれども。

〇佐久間孝光議長 木村総務課副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答えいたします。

こちらは年度の末に局地的に、特に期間を限定して仕事が急に多くなってしまった

ということで、３月の一部の期間だけ、一部の１カ月だけ多くなってしまったという

、 。ことで 特に今現在ではその業務が他律的であったというふうには考えておりません

以上です。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、今度の条例改正ではこの方のような方は45時間

以内におさまるという理解でよろしいのですか。

〇佐久間孝光議長 木村総務課副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 今現在45時間を超えている職員ってそう多く

はないのですが、こちらの３月に一時的に100時間を超えてしまった職員につきまし

てはもちろん他の職員の配置等を考えて、45時間を超えないように人員の配置等を考

えていきたいというふうに考えております。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 ならないように努めていきたいというふうに

思います。
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以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） １点は、正規と非正規との関係があるのだろうと思うのです

けれども、正規の関係について条例変更が出てくるわけですけれども、非正規の関係

についてはどういうふうになっているのでしょうか。

それから、先ほど川口議員の質問の中で111時間、相当のこれはオーバーになって

いるのだろうと思うのですけれども、例えば月にそれだけの労働時間をオーバーして

いるということになってきて、これを平均化するためにはオーバーしている人の時間

外については翌月に回して平均化してしまうということはあるのでしょうか。あるい

は、そういうことが今まであったのかどうか聞いておきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 木村総務課副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答え申し上げます。

まず、正規職員、非正規職員についてということなのですけれども、非正規職員に

つきましては時間ごとに時給、日給等で計算をして賃金等を支給しております。現在

のところは時間外等発生しているというような、多くの時間外が発生しているという

ようなことは聞いておりませんので、45時間を超えるということはないかというふう

に思っております。

あと、平均化ということですけれども、こちらは１人の職員がずっとたくさんの時

間外をやっているということはございませんで、平均化をすればそんなに長い時間外

をやっているということはございませんので、本当に一時的に年度末に業務がふえて

しまってということになりますので、平均化をすればそんなに多くはない時間外をや

っているというような形になっているかというふうに思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。
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これより議案第30号 嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を

改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇佐久間孝光議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

会議の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時間を11時15分といたします。

休 憩 午前１１時０５分

再 開 午前１１時１６分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第10、議案第31号 嵐山町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについての件を議題といたしま

す。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第31号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第31号は、嵐山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正することについての件でございます。放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、本条例の一部

を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

前田子育て支援課長。

〔前田宗利子育て支援課長登壇〕

〇前田宗利子育て支援課長 それでは、議案第31号の細部説明をさせていただきます。
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改正条例をごらんください。今回の条例の一部改正は、放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令において、放課後児童支援員認定資

格研修を都道府県知事に加え、指定都市、いわゆる政令指定都市の長も行えることと

したため、本条例の第10条第３項中の下線部分、埼玉県知事を都道府県知事または地

方自治法第252の19第１項の指定都市の長と改めるものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） この条例改正ですと、埼玉県だけではなくて、東京都や、

例えば九州とか北海道で研修を修了した者も嵐山町の放課後指導員になれるというこ

とになってきますけれども、この違いというのはすごく緩やかな基準にしたというこ

とになってくると思うのですが、それについて県知事が行うものと、この全国で行わ

れているものとの違いというのはどういうふうになっているのか伺いたいと思いま

す。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

認定研修につきましては、都道府県等で差はなくて、この省令で決められている基

準がございます。それに基づいた認定研修を行うということでございますので、どこ

の都道府県等で行っても同じ基準の資質を持った認定講習が来るということでござい

ますので、埼玉県に限らず各都道府県で受けた者についても同様の認定をしてきます

ので、採用の基準にするということになってございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは国家資格というか、研修なので、例えば保母とかの

国家資格とは違いますけれども、これはどういうふうなものになるのですか。任意の

資格という形になるのですか。都道府県と、それから市町村の行う研修を修了した者

という形になってくるとまた状況も違いますし、どの程度の研修を行ったら認定され

るものなのですか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 これは国家資格というのではなくて、国が決めてございま
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す基準がございます。放課後児童の支援員ですとか、子育て支援員ですとか、もろも

ろのこういった子育てに関係する支援員の方たちの研修、カリキュラムが決まってご

ざいまして、それを受けていただければそういった資格を認定するというふうになっ

てございますので、ただ最低の基準でございますから、都道府県によってはこれ以上

の研修をしているところもあると思いますけれども、そういった面では基本的な決め

られた基準についてクリアしていれば、嵐山町の場合には各都道府県で認定を受けた

者でも厚生労働省等で決められたカリキュラムを認定してくれれば資格基準になると

いうことで考えておりますので、今回の条例の改正につきましては、そういった意味

で基本的な国で決められた講習を修了した者ということで考えております。

〇佐久間孝光議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 放課後児童支援員は一つ、保母資格と教師資格、社会福祉

士資格などがあったと思うのですけれども、これは別にそういったものではなくて、

そして単純にこれは、この研修を受ければ放課後児童支援員という形で仕事につくこ

とができるというものですか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えします。

実は、放課後支援員の資格がそういった保育士とか教員の免許を持っていて、なお

かつこの国が定めたカリキュラム、研修を受けて初めて支援員になるのです。ですか

ら、保育士持っています、教員の資格持っていますだけでは、放課後児童支援員にな

れないのです。この国で決められた基準の講習を受けて、初めて放課後児童の支援員

になるということでございますので、保育士、教員の免許を持っているだけではなれ

ない。この研修を受けて初めてなるということでございまして、実は27年にこの制度

が変わりまして、それ以前についてはそういった保育士とか教員とかの資格があれば

支援員でしたけれども、新制度になって、それにプラス国で行うそういった講習を受

けなければいけないということで、今制度が始まったときには全員が受けたのです、

この研修。ただ、一遍に受けていますので、需要が非常に多いということもありまし

て、埼玉県だけではなくて、各都道府県全部受けていますし、都道府県知事ではなく

て今回政令市でも資格の認定の講習ができる。要するに新しく支援員になる方につい

ては、この研修を受けないと保育士とか教員とかの免許を持っていてもだめなわけで

す。なので、非常に受ける需要が多いので、こういったことで政令市の長も研修を開
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くことができるということに変わりました。そういった意味で、今回こういった制度

の改正があったということでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 学童の指導員、支援員の不足というのが、保育士も含めて言

われているわけですが、その対策の一環としてこの政令指定都市の長でもできるよう

にしたと、そういう理解でいいのでしょうか。いかがですか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 先ほどもお答えしましたけれども、放課後児童の支援員に

つきましては保育士の資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者、学校教育法の

その他資格を有する者等々ございます。それに加えて、この都道府県等、国で決めた

研修を受けた者ということになりますので、それが今までは都道府県知事、都道府県

でその研修はすることができるということだったのでございますけれども、それだけ

ではなくて需要が多いものですから、政令市についてもその研修が開くことができる

というふうに省令で改正になりました。それを受けての改正でございます。基本的に

は今までは都道府県がやっていたのですが、そういった需要が多い、その支援員はこ

の研修を受けなければなれませんので、そういった意味で政令市にもそういった研修

を開く権限を与えて、そして今回の条例の改正になったということでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 指導員というのはしっかりと研修というか、見識積んで、そ

れでなるものですよね。それから見ると、支援員というのは緩いものですよね。より

。 、 、一層緩くしたと これは支援員不足 指導員不足につながっていくわけですけれども

、 、その一環としてなっているのかなと思うのですけれども 大体支援員なんていうのが

つくったこと自体が非常にまずいと思うのですけれども、それをより緩くしたという

ふうに思えるのです。その一環ではないかなと理解しているのですけれども、いかが

でしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 先ほどお答えしましたように、支援員さんとしては保育士
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の資格を持っていたり、今言った社会福祉士、それから学校教育法で言う教員免許を

持っていても支援員にはなれないのです。この国で決めた支援員の資格研修の講習を

受けて、初めて支援員として認定します。ですから、逆に言ったらば保育士とか教員

の免許を持っていても支援員として扱われなかった、今までは。それが27年の制度改

正のときに放課後児童健全育成の法律がちゃんとできまして、その中でそういった資

格を持っていても、ちゃんと支援員としての資格研修を受けましょうということにな

って、それができるのが都道府県知事だけだったのです。ですので、27年から定期的

にいろんな学童保育の支援員さんたちがその資格を受けに行っているわけです。今ま

では保育士、教員だけでもよかったのですけれども、それだけではだめなので、この

都道府県知事がやる研修を受けています。嵐山町でも当然支援員さんが、今いる支援

員さんたちについては受けています。それで、今回は都道府県だけでは講習の機会が

足りませんので、そういった意味でさらに政令都市の長にもそういった研修を開ける

というふうに追加したわけでございます。なので、資格が緩くなったのではなくて、

逆に厳しくなったと私は認識をしているところでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 本来なら指導員でおさめるべきです。学童のきちんと遊びを

知っている人が教員の資格を持っていて、研修１週間かそこらでしょう。２週間でし

たかね。そんな程度で支援員というのは取れてしまうわけですよね。それと違って、

指導員というのはしっかりと大学から学んでこないと取れない資格ですから。そうい

う面から見て、厳しくなったという言い方ですが、埼玉県知事ができるようになった

ものを今度は政令指定都市。もうそのうちに各市町村長もできるような、そんな程度

に落としてきてしまうと思います、今のままでは。どんどん質を落としていくという

そういう嫌いがあるというふうに私は危惧します。

今の指導員不足、支援員不足というものがこうした緩さをつくっているのではない

かというふうに思うのですけれども、１、２週間の研修だけで支援員というのは取れ

てしまうわけですから、そういう問題点について、きちんと見ていってほしいと思う

のです。これで支援員は確保できるのかどうかもちょっと伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 すみません。私の答弁の仕方がまずかったのだと思うので
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すけれども、この支援員の資格認定を受けただけでは支援員にはなれませんので。そ

の前に、先ほども言いましたけれども、保育士の資格を持っていますですとか、教員

の資格を持っていますですとか、既に２年以上をそういった事業に従事していますと

か、そういう条件があって、なおかつこの認定講習を受けて初めて支援員になるとい

うことでございます。

、 、 、 、なので 今まではそういった資格を持っていれば 保育士ですとか 教員ですとか

２年以上というのがあれば支援員としてなったのですけれども、それプラス27年の法

律の改正のときにそういった資格プラス都道府県でやる認定講習会のカリキュラムを

修了しなければ放課後児童支援員にはなれないということでございますので、制度が

緩くなったというふうな認識は私のほうではしていないのですが、そういった制度、

保育士ですとか、教員ですとか、そういった条件プラス都道府県知事が新たに国で定

めた認定講習をやってということで、逆にそういった意味では十分な研修をした方が

指導員になっていくと、特別な放課後児童支援員としてのスキルを身につけた方がな

ってくるのではないかと私は思っております。

今嵐山町の状況なのですけれども、実際学童クラブが４学童ございますけれども、

。 。認定講習を終わっている方が７名おります 今年度認定の講習を予定が５名おります

一遍に需要が多いものですから、割り当てが来るのです。各学童１名とか２名とか。

なので、毎年受けていかないと全員が受けるということになりませんので、そういっ

た面で今までは７名が取っていますので、今年度も資格をまた取りに行く方がいらっ

しゃるということで、トータルでは７名と５名、12名が講習を受けた認定の支援員に

、 、なるということで思っておりますので 随時これからも新たに指導員をとる場合には

そういった資格、保育士とか教員の資格プラス認定講習を受けるということが条件に

なりますので、そういった意味では十分なスキルを持った支援員が確保できるのでは

ないかなと思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 27年のときに改正１回あって、この指導員と支援員の関係、

そこに講習受けないために、支援員であってやめていった人も何人かいるわけです。

今度そういう形でいきますと、指導員と支援員で賃金なんかの格差というのは改めて
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出てくるのでしょうか、はっきりと。これは、例えば指導員になっていて、今度は支

援員から指導員になろうというときの関係で、何人というふうに今割り当てで決めら

れてきてしまうということになってくると、指導員になりたくても割り当てにはまっ

ていかないと、支援員であってもなれないということになってくると、その間の１年

。 、 、なり２年の差がついてくるわけです そういう問題について 例えば勤務時間だとか

賃金だとか、この辺の関係については変化が出てくるでしょうか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 嵐山町についても指定管理者でやっておりますので、その

指定管理者のほうで決められた賃金体系になってございます。この支援員の資格の割

り当てがあるというお話をさせてもらいましたけれども、実は27年のときには誰も持

っていなかったわけです、この認定資格を。それが一気に来ますと、埼玉県だけでも

何百人という方が一遍に受けるということで、各市町村に人数の割り当てがあったの

です。そういった意味で、５年を期にそれまでに取りましょうというように国のほう

で言っていますので、それも含めて今回もそういったことで割り当てが、政令指定都

市は当然人口が多いですから、そういう面ではニーズが多いので、都道府県知事だけ

ではなくて、政令市の場合には長もできるというふうに変わったと。

河井議員さんのおっしゃるとおり、割り当てが来てしまう、そういったなりたくて

も受けなければなれないということもありますので、そういった面で政令都市の長も

できるようにして、そういったニーズをもっと酌み上げようというような改正の意味

も込められているものと思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 例えば指導員が早くしてそういう形でなっていったと。早く

指導員になったと。支援員については、かなり長く学童保育室に勤めていたという方

もおられると思うのです。だけれども、なかなか指導員になれずに、だから指導員以

上に経験があるという方もこれまであったわけなのでありますけれども、そういう面

でいきますと講習を受けなければ指導員にまでいかないということになってくると、

それらの問題も含めるとなかなか指導員不足の問題も出てくるのかなというふうに思

っているのですけれども、そこら辺で嵐山の場合にはシダックスが指定管理者になっ

ていますからですけれども、そういう面でいくとこれらの問題で勤務時間だとか、賃
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金格差だとか、そういうものも企業によって生まれてくるのかなというふうに思って

いるのですけれども、それらについては嵐山町なら嵐山町はどういうふうに判断して

指導しているのかお聞きしておきたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 基本的には常勤の指導員、支援員さんについては、この認

定講習会を受けるようなことをお願いをしています。実際今常勤の支援員が９名、全

体の学童で今現在いるのですけれども、そのうち既に認定講習を終わっている指導員

が４名おりまして、今年度受けるのは先ほどお話ししましたが、５名の常勤の支援員

の方が受けますので、常勤の支援員の方については今年度中に全て認定講習をとると

いうふうに考えておりますので、基本的にはそういう常勤の指導員については認定を

受けていただいて、放課後児童の認定支援員になっていただくように町のほうとして

は考えております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより議案第31号 嵐山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇佐久間孝光議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第11、議案第32号 嵐山町介護保険条例の一部を改正すること

についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。
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岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第32号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第32号は、嵐山町介護保険条例の一部を改正することについての件でございま

す。介護保険施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴

い所要の改正を行うため、本条例の一部を改正するものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〔山下次男長寿生きがい課長登壇〕

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、議案第32号 嵐山町介護保険条例の一部を改

正することについての細部についてご説明いたします。

まず、今回の一部改正の概要ですが、本年10月に予定されている消費税率10％への

引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第１号被保険者に対する介護保険

料の軽減措置が強化されます。これを実施するため、介護保険法施行令等の一部が改

正され、本年３月29日に公布、４月１日に施行されました。そこで、所要の改正を行

うため、本条例の一部を改正するものでございます。

主な改正内容といたしましては、平成27年度から軽減措置を実施してきた第１段階

の保険料額をさらに引き下げるとともに、軽減措置の対象を第２段階及び第３段階に

まで広げ、減額した保険料額を定めるものでございます。

それでは、議案書裏面の新旧対照表をごらんください。第２条、保険料率の改正を

行うもので、第１項では改元に伴い、平成32年度となっているものを令和２年度と改

めるものでございます。

第２項の改正と新たに第３項、第４項を追加する改正につきましては、お配りして

あります参考資料をごらんください。この表につきましては、第１号被保険者の保険

料に関して記載しているものでございます。今回改正をするのは、太線で囲まれた所

得段階が第１段階から第３段階までで、第４段階以降の改正はございません。

表の３列以降にある介護保険条例第２条、平成30年度及び令和元年度、２年度の欄

を見ていただきたいと思います。２段書きで記載してございますが、上段が改正前の
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本来の保険料で、下段が軽減措置を行った後の保険料を記載しているものでございま

す。

まず 第１段階ですが 条例第２条第１項第１号の規定により 本来は２万7,000円、 、 、

となっておりますが、第２項の規定により30年度は２万4,300円に減額しており、そ

れを今回の改正で令和元年度、２年度はさらに軽減し、２万250円とすると改正する

ものでございます。これが第２項の改正の内容となります。

次に、第２段階は条例第２条第１項第２号の規定により、本来は４万500円となっ

ておりますが、今回の改正で新たに第３項の規定を追加し、令和元年度、２年度は３

万3,750円とすると規定するものでございます。これが第３項の内容となります。

次に、第３段階は条例第２条第１項第３号の規定により、本来は４万500円となっ

ておりますが、今回の改正で新たに第４項の規定を追加し、令和元年度、２年度は３

万9,150円とすると規定するものでございます。これが第４項の内容となります。

それでは、もう一度新旧対照表をごらんください。最後に附則でございますが、１

項で施行期日を、２項で経過措置を規定するものでございます。なお、今回の保険料

の軽減強化につきましては、本年10月以降の消費税率の引き上げによる財源の手当て

であることを反映し、令和２年度以降の完全実施時における軽減幅の半分の水準に設

定をしているというものでございます。したがいまして、令和２年度の保険料につき

ましては、今年度中に改めて条例改正をさせていただくことになると思いますので、

ご承知おきをお願いいたします。

以上、議案第32号の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 何点か質問させていただきます。

この問題につきましては、10月の消費税の引き上げが伴うと。それによって、この

引き下げがあるのかどうかの問題が出てくると。これは消費税の問題ですから、これ

までも福利厚生なんかにいろいろと使いますという形を国は言っておきながら、現実

には、ではどうだったのかというと、なかなかそっちのほうに回らずに違うほうに回

っていってしまったというのが多いわけです。今回もそうなるだろうということは、

防衛費の問題や何かがかなり引き上げられるということで、借金もしてアメリカから

飛行機を買わなければならないとかなんとかいう、いわゆる契約まで結んでしまって
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いるわけです。そういう中で、今の景気回復の問題が、またオリンピックも含めてこ

れから下がっていくだろうという形になってくれば、当然消費税の問題については、

こっちの福利厚生あるいは福祉関係なんかに回っていかないだろうというふうに言わ

れているわけです。

その中で、令和２年からこういう形になるということですけれども、それはこれか

らの消費税が国会の中で通るか通らないかの問題等もかかわってくるわけなのですけ

れども、そこら辺で、こうした関係で完全に実施されるのかどうかについては、どう

いうふうに考えているのでしょうか、その点だけお聞きしたいと思います。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

河井議員の質問のとおり、こちらのほうの軽減強化につきましては、消費税の引き

上げに伴うものの財源としているということでございまして、10％に今後引き上げら

れるかどうかというふうなこともございますけれども、一応これは国のほうの国策と

いうことで、こういった強化をするということでございますので、今の段階におきま

しては、ほぼといいましょうか、全ての市町村がこういった条例等の改正をして、こ

ういった軽減強化をしていくのだというふうに思います。

令和２年度以降の完全実施につきましては、その後の状況ということでまだ国から

調整率等も示されてございませんので、この改正で一緒にすることはできないわけで

すけれども、そういったことはその辺の情勢によって、完全実施になるのか、それと

も見送られるのかというような判断になってくると思いますけれども、町のほうでは

ちょっとその辺につきましてはお答えができないということでございます。

〇佐久間孝光議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 国が消費税引き上げを言っているわけでありますけれども、

現実にそれが通るか、通らないかについては国会の問題です。これまでも消費税とい

うのは何回も何回も引き上げをやっていくという形で来たのですけれども、現実には

そのとき、そのときの選挙や何かの結果によっては先延ばしをしてきたりなんかして

。 、 、 、いると そういう形になってくると これを条例で決めてしまって 果たしてそれで

では消費税が確実に10％に引き上げができなかった、あるいはそれが引き延ばしされ

てきたということになってくると、その問題で条例で決めてしまったからやらなけれ

ばならないのだということになっていくのかどうか。そこら辺は相当な判断力を必要
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とするのだろうと思いますけれども、ここはどうなのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

河井議員のおっしゃるとおり、10％になるかどうかということなのでございますけ

、 、 、れども この令和元年度につきましては 国のほうからそういったことでも示されて

先ほども申し上げましたが、全市町村でこういった条例の改正等をしていくことにな

ると思っていますので、それでもし上がらないというようなことがあったとしても、

こちらの令和元年度につきましては、そういった措置はされるのではないかというふ

うに、そうしないと各自治体等で困ってしまいますので、担当のほうとしては、そう

いうふうに思っているというところでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 初めに、これ専決にしなかった理由を伺いたいと思います。

それから、それぞれの人数はわかりますでしょうか。人数の変更はないのか、人数

の変更はないのですね。金額の変更が出てくるのかな。すみません、ちょっと今頭が

混乱してしまっているな。

それと、課長が今説明で、今年は半分だというような説明でした。この半分という

意味はちょっとよく理解できないのですが、来年はさらにこれに上乗せして、もっと

下がるということをおっしゃりたかったのか、ちょっとそこを伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

初めに、１点目の専決処分で行わなかったのはなぜかというようなご質問でござい

ましたけれども、当然専決処分というのは議会にかけている時間がないといいましょ

うか、そういったことでございますので、この６月議会にこういった条例を提出しま

して、可決をいただいて、それからでも間に合うということで、このような形です。

近隣では、たしか滑川町が専決処分でやられたのかなというふうに思いますが、専決

処分でやるよりはこの議会の議決をいただいてやったことのほうが正しいやり方では

ないのかなということで、そのようにさせていただいたということでございます。

、 、 、それから これの関係で対象になってくる人数 金額につきましてでございますが
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まず第１段階ですけれども、これは４月１日でということになりますけれども、ほぼ

ほぼ当初賦課については４月１日でやっていくものですから、人数についてはほぼ確

定しているというような状況でございます。第１段階につきましては756人で軽減額

の合計が510万3,000円、第２段階ですが、373人、金額が251万7,750円、第３段階で

すけれども、324人、43万7,400円、合計いたしまして1,453人で805万8,150円となる

ものでございます。

それから、この軽減のあれが半分というのがちょっとよくわからないということの

ご質問でございますけれども、先ほども申しましたが、最終的な軽減割合というのが

示されてございまして、例えば第１段階ですと本来は0.5で、第１段階につきまして

は、今は30年度も0.45になっているのですけれども、それを最終的には0.3まで持っ

ていくということなのですね。それで、今年度につきましては10月からの財源を宛て

がうということで、１年の半分ということでその半分にしているということでござい

ます。

それから、第２段階につきましては、本来は0.75の調整率でございますが、それを

最終的には0.5まで引き下げると。

それと、第３段階につきましても0.75なのですけれども、それを0.7にするという

のが、最終的な調整ということでの軽減の強化ということでございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） １点確認させてください。

この対象となる第１、第２、第３段階、これがこの0.3ぐらいに、１年フルに動い

たときになるわけでしょうけれども、ここの移動、要するに第４、第５段階のほうに

該当するというか、対象になるというようなことは今の現段階ではあり得ないという

ような捉え方でよろしいですか。

今、きょう対象になる方というのは第１から第３段階までですよね。それで、今後

0.375というものが0.3ということで幅が広がります。そういったときに、その対象に

なる人たちというのは第４段階とか、第５段階のほうにも及ぶのかどうかというよう

なことは現時点ではどうなのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 山下長寿生きがい課長。
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〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今回の軽減強化につきましては、所得の低い段階の方でございまして、第３段階ま

での軽減強化策ということでございまして、第４段階以降につきましては、そういっ

た今の段階では軽減をしていくというようなことは示されてございません。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

第９番、川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。嵐山町介護保険条例の一部改正

をすることに反対をいたします。

今回の改正内容ですけれども、低所得者の保険料が安くなるのは大変結構なことと

考えております。しかし、その原資、財源が問題です。消費税の増税とあっては認め

ることができません。消費税増税は、保険料が下がる人にもかかる上、景気のさらな

る後退を招くものであります。

そこで、財源については、使い道に困っている大企業の内部留保、毎回調査するた

びに積み上がっているこの内部留保にこそ手をつけて、低所得者の保険料軽減にして

いくべきだというふうに考えております。

したがいまして、今回の改正案には反対をいたします。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより議案第32号 嵐山町介護保険条例の一部を改正することについての件を採

決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇佐久間孝光議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

会議の途中ですが、暫時休憩いたします。
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午後の再開時間を１時30分といたします。

休 憩 午前１１時５６分

再 開 午後 １時２８分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第12、議案第33号 令和元年度嵐山町一般会計補正予算（第１

号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第33号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第33号は、令和元年度嵐山町一般会計補正予算（第１号）議定についての件で

ございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,980万1,000円を追加をし、歳入歳出予算

の総額を64億1,980万1,000円とするものであります。このほか債務負担行為の追加が

１件であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

清水総務課副課長。

〔清水延昭総務課財政契約担当副課長登壇〕

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 議案第33号の細部につきましてご説明申し上げ

ます。

６ページをお願いいたします。債務負担行為補正でございます。農業振興地域整備

計画策定業務委託について債務負担行為を新たに設定するものでございます。現在の

計画は平成21年度に策定したものであり、その全体見直しを行うための業務でござい

ます。限度額につきましては、額が確定していないため、文言で記載をさせていただ

いております。
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10ページ、11ページをお願いいたします。今補正の総額は4,980万1,000円でござい

ます その財源の内訳につきましては 国県支出金が3,353万2,000円 その他が126万。 、 、

9,000円、一般財源が1,500万円でございます。

続きまして、12ページ、13ページをお願いいたします。歳入でございます。２款地

方譲与税、４項森林環境譲与税、１目森林環境譲与税、こちらは温室効果ガス排出削

減規定の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保

する観点から、新たに森林環境税及び森林環境譲与税を創設するものでございます。

森林環境税に先立ちまして、本年度より森林環境譲与税が譲与されるものでございま

す。

14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、プレミアム付商品券事

務費補助金及び事業費補助金でございます。こちらは消費税、地方消費税率の10％へ

の引き上げが低所得者、子育て世帯の消費に与えます影響を緩和するとともに、地域

における消費を喚起、下支えすることを目的とするものでございます。

同じく３目衛生費国庫補助金、疾病予防対策事業費等補助金でございます。こちら

は、風しんの感染拡大防止のための対策事業でございます。抗体保有率が低い39歳か

ら56歳の男性への抗体検査及び予防接種を促進する事業でございます。

15款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金でございます。子ども・子育て

支援事業補助金でございます。こちらは、幼児教育の無償化に伴い、幼児教育の負担

、 、軽減を図る少子化対策 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を鑑み

10月１日より実施されるものでございます。

18款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金でございます。財政調整基

金を繰り入れるものでございます。

14ページ、15ページをお願いいたします。歳出でございます。今回歳出におきまし

ては、各課にわたりまして４月の人事異動に伴う職員配置等によりまして人件費の増

減がございます。補正後の人件費の総額につきましては21万5,000円の減額となるも

のでございます。また、臨時職員の賃金につきましては、７月以降の経費をそれぞれ

の科目に計上しております。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、18住民・税情報システム運用管理

事業でございます。こちらは、幼児教育・保育無償化に伴うシステムの改修費用を計

上しております。
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16ページ、17ページをお願いいたします。同じく４目財産管理費、ふるさとづくり

基金管理事業でございます。こちらは、ふるさとづくり基金の自然保護・緑化推進事

業分に森林環境譲与税分を積み立てるものでございます。

22ページ、23ページをお願いいたします。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健

衛生総務費、５健康づくり事業及び２目予防費、４母子予防接種事業でございます。

こちらは、緊急風しん抗体検査等事業に要する経費を計上したものでございます。

24ページ、25ページをお願いいたします。６款農林水産業費、１項農業費、３目農

業振興費、２農業者支援事業。こちらは農業振興地域整備計画策定業務委託料を計上

したものでございます。

７款商工費、１項商工費、２目商工振興費、６プレミアム付商品券事業、こちらは

プレミアム付商品券事業に要する経費を計上したものでございます。

、 。 、 、 、32ページ 33ページをお願いいたします 13款予備費 第１項予備費 １目予備費

歳入歳出総額の調整を図るため、予備費を減額するものでございます。

34ページ以降につきましては、給与費明細書等を掲載しておりますので、後ほどご

高覧いただきますようお願い申し上げます。

以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

（ ） 、〇９番 川口浩史議員 17ページの一番上のふるさとづくり基金積立金ですけれども

これ森林環境譲与税をそのまま積み立ているということですけれども、どういう目的

というか、使い道をどう考えているのか、あれば伺いたいと思います。積み立て後、

幾らになっているのか伺いたいと思います。

それから、21ページの家でも学校でもない関係なのですが、嘱託員の報酬から臨時

職員に変わっているわけです。ちょっとこの理由を伺いたいと思います。嘱託員で採

用できなかったということで臨時にしたのか、ちょっとその理由なのですけれども。

それから、人数がまだ不足していたということだったですよね、４月の段階で。そ

の後どうだったのか伺いたいと思います。

23ページの風しんの関係なのですが、39歳から56歳といったかな、最初に。人数が

どのぐらいになるのでしょうか。

それから、これはどういう関係なのですか。健康づくりへの補助金と母子予防接種
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事業での補助金ということで別々に来ているわけです でも 対象は男性の39から56歳。 、

ということで、これ２つを合わせたものが人数としてなるのか。負担もその分軽くな

るということで理解していいのか、負担は幾らになるのか伺いたいと思います。

25ページの農業振興地域整備計画策定業務委託料なのですが、全面見直しというこ

とですが、ざっとどんな見直しをするのかを伺いたいと思います。

それから、一番下のプレミアム商品券なのですが、今度はどのくらいの金額になる

のか伺いたいのと、どんな取り組み方を、公平性がどれだけ担保された取り組みにす

るのか。前回は先に並んだ順でしたよね。この庁舎何重にもって二重ぐらいかな、回

ったというぐらい並んでしまったということなのですが、そうすると２回目なのです

けれども、やっぱり障害持っている人などは並べないと思うのです。そういう人たち

も不公平ないような取り組みが私は必要だなと思うのですけれども、どういう取り組

み方をするのかを伺いたいと思います。

以上です。

〇佐久間孝光議長 清水総務課副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 それでは、お答え申し上げます。

まず初めに、森林環境譲与税の使途についてでございます。譲与税の基準等の中に

は、森林環境譲与税の使途については、１つ目として間伐や路網といった森林整備、

２つ目としてそれに係る人材育成、担い手の確保、３つ目に木材利用の促進や普及啓

発ということに充てなければならないこととされております。また、ふるさとづくり

基金の総額でございますけれども、31年度末として2,918万7,000円でございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうから、21ページの第三の居場所の件と23ページの

風しんの件についてお答えをさせていただきます。

まず、21ページの家でも学校でもない第三の居場所の嘱託員の補正の件でございま

すが、こちらにつきましては、当初嘱託職員の採用を考えてございまして、予算を計

、 、 。 、上していただいておりましたが 現在３人 嘱託職員が採用してございます その他

事務処理等の事務が発生をしてございますので、そのところを嘱託職員ではなくて一

般の事務作業をするということで臨時職員で対応させていただきたいということで、

今回補正をさせていただきました。実際には、まだ嘱託職員の人員等も若干不足して
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いるところでございまして、引き続き募集のほうは考えております。

続きまして、23ページの風しん関係のご質問でございますが、健康いきいき課です

か、と母子保健と両方に予算があるということでございますけれども、健康づくり事

業の電算委託料、これにつきましてはシステムの改修費になります。風しんの対象者

をシステムで抽出をしますので、そのためにシステム改修をすると。このシステム改

修の予算につきましては、健康いきいき課の健康づくり事業のほうのシステムになり

ますので、その計上をさせていただいております。

、 、母子保健のほうの予防接種事業につきましては こちらが抗体検査の費用ですとか

そういったものの予算を計上させてもらっております。人数でございますけれども、

前回、ご質問等でお話をしたことがありますけれども、トータルでは昭和37年の４月

２日から昭和54年の４月１日までの間の方ということが対象になりますが、今回につ

きましては１回目ということで、昭和47年の４月２日から昭和54年の４月１日までの

方を対象に、今回は、今年度については抗体検査等をさせていただくということで、

おおむね今回の予算で1,200人の見積もりで予算のほうを計上させていただいていま

す。基本的には1,200人の対象者がいるのですけれども、実際そのうちに抗体検査を

受けるであろうというのが国のほうの大体の試算がございまして、抗体検査について

は大体50％、半数の方が受けるような形で予算の見積もりをしてございます。また、

予防接種の費用、接種料につきましては、このうちの２割程度が受けるような見込み

で、これは国のほうの試算の率を採用させていただいています。

ですので、1,200人で対象者の方に発送させていただくのですけれども、実際抗体

検査を受けるのは600人程度であろうということで抗体検査については600人の予算

を、また予防接種については、そのうちのまた２割の方が予防接種を受けるだろうと

いうことで、150人の方を対象に今回は補正をさせていただいています。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 私のほうからは、農業振興地域整備計画の委託料の関係をご説明

させていただきたいと思います。

こちらにつきましては、農業振興地域の整備計画につきましては、先ほど細部説明

の中でお話ございましたけれども、嵐山町におきましては、平成21年度に全体見直し

をしてございます。この計画につきましては、将来５年ないし10年を見据えた形での
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整備計画というものを策定をさせていただいてございます。通常よく言う青地であっ

たり、白地であったり、そういうふうな区分であったり、そういったものをこれから

10年先の農業を見据えた形での計画ということで、業務内容的にはこの10年間で白地

になったもの、そういったものを１筆確認ごとにさせていただくということで、それ

に付随しまして農家へのアンケート調査、そういったものもさせていただきながら、

ヒアリング等も実施して計画を策定していくというふうな形になろうかと思います。

また、当然、総合振興計画であったり、他の計画との整合性、そういったものも見

据えての変更と、全体の見直しということで、２カ年で実施をしたいというふうに考

えてございます。

また、先ほど森林環境譲与税の使途ということでお話ございました。こちらにつき

ましては、昨年にそういう森林、里山に関する団体等と森林環境譲与税が交付された

場合につきましての利用方法等につきましても、また各団体の活動内容、そういった

ものもヒアリングをさせていただいてございます。

そういった中で、先ほど細部説明の中でもお話ございましたけれども、人材育成で

あったり、また町の森林の整備計画に基づいた整備事業、この環境譲与税につきまし

ては使途が限られてございますので、そういったものにこれから町としてどういうふ

うな形で進んでいくのか、そういったものも方向性をさせていただければなというふ

うに考えてございます。今年度につきましては、ふるさとづくりの里地里山の基金の

ほうに積み立てをさせていただくということでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、プレミアム商品券に関しましての質問にお答えさ

せていただきます。

まず、金額面でございますが、これは販売金額が２万円で、使える商品券の金額と

いうのが２万5,000円を予定といいますか、それで実施されます。

続きまして、取り組み方というご質問だったと思います。先ほど細部説明で清水副

課長のほうがお話をしましたけれども、プレミアム付商品券事業、これにつきまして

は今回消費税、地方消費税率の10％への引き上げが低所得者・子育て世帯（ゼロから

２歳児）の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起すること

を目的とした事業になってございます。こういった関係から、購入対象者というのが
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決められております。まず１人目としまして、これ課税基準日が今年の１月１日現在

ということになるのですが、2019年度住民税非課税者、もう一方が３歳未満の子が属

する世帯の世帯主、こちらは６月１日が基準日となります。この２通りに該当する方

が購入できるという条件になっていますので、誰もが買えるという趣旨ではございま

せん。そういった意味では、前回町のほうで27年度ですか、実施しました早い者勝ち

みたいな形のやり方とは、まず趣旨が違います。今回このやり方ということになりま

、 、 、 、すと 例えば非課税者分 こちらにつきましては 購入の希望があるかどうかの申請

そういったものをこちらから対象者に送って、それでまた希望のある方がまたこちら

、 、 。に送り返してきて そうしたら商品券を買える そういったもののやりとりをすると

また、３歳未満の方につきましては、購入希望申請書というのを送付しますので、

これも全員、購入希望がなければ、それは買わないという、買わない人は買わない、

これを利用する人は利用するという形にはなるのかなとは思いますけれども、やり方

としてはそういった形でやる予定でございます。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。家でも学校でもないというのは、あと１人不足

という理解でよろしいのですか、ちょっとそこを確認したいと思います。

プレミアム商品券なのですが、そうしますと、前回のような並んで買うという状況

ではないと。アンケートをまずとって、希望者をとって、その人が買いたいと言った

ら、どこか並ぶわけではなくて、またその人に通知を出すとか、そういうやり方をす

るわけなのでしょうか、ちょっとそこのところだけ伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 予算的には１人分がまだ残っておりまして、その中で常勤

を１人雇うか、もしくは嘱託職員をパートでこの時間、シフトで雇うかということで

ございますので、基本的には今３人おりますので、最低でも４人は採用していきたい

というふうに思っております。

以上です。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 そうしましたら、プレミアム商品券を購入する方の手続とい

うのでしょうか、そういったご質問でよろしいでしょうか。
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そうしましたら、まず非課税者と３歳未満の子がいる世帯、これはちょっとやり方

が１つ違いまして、先ほどもちょっと言いましたように、非課税者の方につきまして

は、希望があるかどうかのそういった申請をまずこちらから送るというのが１つあり

ます。これは３歳未満の子どもには送りません。その後に希望があった場合には、購

入の申請のものをこちらから送ります。こちらは、３歳未満の世帯にはその申請の書

類を送ります。商品券を買うという希望がある方は、そちらを持って、今予定してい

るのは、ゆうちょのほうでその商品券のほうは販売をしていただく今交渉をしている

最中でございますけれども、ゆうちょのほうでその商品券を買っていただく。その買

っていただいた、これから町内でも加盟していただける店舗の募集というのは商工会

のほうでやっていただけるわけなのですが、前回のときは170店舗の加盟のお店があ

ったわけなのですが、今回は何店舗になるかちょっとわかりませんが、同じぐらいの

店舗のほうがまたご協力いただけるのかなと思っていますが、そこで商品買うなりし

てやっていただくと。２万円の負担で２万5,000円分の商品が買えるという状況にな

ると思います。

店舗のほうは、その商品券のほうを今度は現金に換金するわけなのですけれども、

こちらのほうは、さいしんのほうであと最後換金をしていただけるということで、さ

いしん側のほうは引き受けますという返事をいただいておりますので、こちらはさい

しんのほうでやっていただくと、そういった流れに予定としてはあります。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか、わかりました。

もう一つ伺いたいのですけれども、これいつから始める予定なのでしょうかね。そ

れから、非課税者、３歳未満、人数わかりますでしょうか。

〇佐久間孝光議長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、今ちょっと予定をしているのは、購入引きかえ券

の送付というのを９月中には、その該当する世帯には送付をしたいという予定をして

おります。

また、購入希望の申請期間というのを、その前に事前にやる、先ほど説明した事前

のものなのですけれども、これを７月から11月ぐらいの間まで一応受け付けはして、

その都度９月中には引きかえ券の送付を、もう９月のときに申請があったものについ

ては、９月中には送りたいというふうに思っています。実際商品券を使っての購入と
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いうのは、今現在は10月から翌年の１月を予定しております。ですから、４カ月間使

えるというような感じで今予定しております。商品券の……すみません、購入期間が

１月までです。ゆうちょで買う購入は１月まで販売すると、商品券自体の使用は２月

まで、５カ月間使えるような形を今予定しております。残りの３月は、最後、商店の

ほうがさいしんさんのほうで換金をする、そういう手続がちょっとかかりますので、

３月までの事業でございますので、一応そんな形でいけたらなという予定をしており

ます。

以上でございます。

〔 人数」と言う人あり〕「

〇藤永政昭企業支援課長 人数、すみませんでした。すみません、大変失礼いたしまし

た。

まず、非課税対象者のほうの関係なのですが、今私のほうで聞いているのが約

3,000件、また３歳未満の子ども世帯、こちらのほうが400世帯というふうに聞いてお

ります。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） お聞きをします。

１点というか、１項目だけなのですが、森林の環境譲与税についての関係でござい

ますけれども、市町村の森林面積に応じて支給をされるということ、案分されて交付

、 。されるということでございますけれども どのくらいの面積に相当するのでしょうか

それと、町の中で森林の荒廃というのは全国的に非常に問題になっているところで

、 、ございますけれども 嵐山町には先ほどいろいろの団体の話が出ましたですけれども

どういうことをやったら嵐山町の森林に効果があるというふうにお考えかお聞きをし

たいと思いますが。

〇佐久間孝光議長 総務課、清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 お答え申し上げます。

私のほうからは、森林の面積等の譲与税の案分についてお答えさせていただきたい

と思います。こちらは、市町村の保有する市有林及び人工林面積の割合が10分の５で

ございます。こちら嵐山町におきましては158ヘクタールございます。譲与税額とし
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ましては17万9,000円でございます。

それと、林業従業者数について、こちらが10分の２の割合で譲与されます、交付さ

れます。嵐山町におきましては、林業就業者数は４名でございます。金額にしますと

20万1,000円でございます。

もう一つが、国調の人口でございます。こちらが10分の３の割合で交付されます。

。 。27年度の国調人口が１万8,341人でございます 交付金額は69万2,000円でございます

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 私のほうからは、使途と、あとは効果的なものということでお答

えさせていただければと存じます。

使途につきましては、先ほどの細部説明の中でも説明させていただきましたけれど

も、間伐といったり、路網の林道といったり、そういったものの森林の整備または人

材育成、担い手の確保、また３番目といたしましては、木材利用の促進、普及啓発と

いうものが、これ環境譲与税の中で使途として定められている項目でございます。先

ほどこういったものが交付されるという見込みの中で、そういう団体等々にも人材育

成の部分の中で、やはりそういった里山を拠点として活動されている方々、そういっ

た方々にどういった支援ができるかと、またどういったものが望まれるかということ

で４団体とあわせましてご意見を聞いたところでございます。この人材育成の中で、

チェーンソーの講習、技術習得であったり、刈り払い機の技術の習得であったり、そ

ういったものもやはり活動の中には必要ではないかということもご意見として伺って

ございます。

また、別な案件の中では、県の助成をいただきながら、里山の整備事業のほうも今

年度も実施をしてございます。そういった中でもやはり多くの方々が親しんでいただ

ける、目につくような場所、そういったものを手を加えていく部分というのも必要で

はないかなというふうに担当としては考えてございます。

また、先ほども川口議員の中で答弁させていただきましたけれども、今年度につき

ましては、基金の中に積み立てをさせていただきまして、貴重な財源でございますの

で、有効に活用できるように、中で検討してまいりたいというふうに考えてございま

す。

以上です。
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〇佐久間孝光議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 利用のあれにちょっとお聞きしたいのですけれども、森林を

持っている方というのは結局自分の山の状況というのはわかりますから、そのまま放

っておくのか、少しでも整備をしたいのか、林業に携わる方が４名ということでござ

いますけれども、そのほかにもたくさん山を持っている方はいらっしゃるわけです。

それで、その人たちのことを自分なりに考えるには、間伐をしてもどうにもならない

というか、そこに置いておくか、またはチップ材として自分で搬入をするか、誰かに

持っていっていただくか、そのぐらいの方法しかないのです。材木として販売できる

というような状況ではないのです。よっぽど管理をして、いい材木でもあればいいで

すけれども、嵐山町の山林ではそのようなものはほぼ無理でしょう。ということにな

ると、やっぱりどこに使われるのがいいかって、支給したらいいのか、補助したらい

いのかということになると、材木の切った後のあれなのです。山の管理というのは、

その後については自分の山林であれば自分でやるしか方法ないですけれども、切った

ものもどこにも持っていくことができない。その場に置いておけば、結局自分の山の

整備にはならないですから、その場でチップする。その場でチップするなんていうこ

とになったら、相当の金額かかるわけです。誰も引き取ってくれないとなれば、さっ

きのチップで自分で持っていったりなんかしなくてはならないのです トンで2,500円。

です。ですから、それも寄居まで持っていくわけですけれども、そういうことを考え

ると、やはりそこのところに少し補助を出していただいたりなんかすれば、山の管理

にはつながるかなというふうに思うのですけれども、いかがなものでしょうか。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 嵐山町といたしますと、当然使途の中の３番目の中で、公共施設

等の木質化というふうなことでの利用の促進につきましても当然考えていく部分では

あるのかなと。

また、先ほどの林家につきましては４軒。ただ、山を持っている方というのは、嵐

山町、非常に３分の１が山でございますので、それ相応の所有者の方いらっしゃいま

す。それらにつきまして、全てがこういった財源の中で何かができるかなというもの

につきましては、非常にボリュームから見て厳しいものがあるのかなというふうには

考えてございます。限られた財源でございますので、極力有効に活用できるように検

討してまいりたいというふうに考えてございます。
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以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第３番、大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 私もちょっと１点だけお尋ねしたいのですけれども、25ペー

、 、ジの農業振興地域整備計画策定業務委託料なのですが 地目が畑とか水田であっても

現況が山林になってしまっているところが嵐山町の中にもたくさんあるのです。今回

のこの見直しについては、どのような基準で見直しをされるのか、そのようなところ

はどうされるのか、そこのところだけちょっと１点お尋ねしたいと思うのですが。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 見直しのほうの内容でございます。基本的に農地、農業振興地域

、 、の中の農用地域につきましては 当然土地改良実施をしたところであったりですとか

また連続性というものも加味しながら当然判断をさせていただく部分ではあろうかと

思います。今現在、また所有者等々の意向も当然これは地目が変わるということにつ

きましては税関係もございます。また、今非常に農用地、連続性のあるものにつきま

しては、谷津田の部分についても今耕作放棄地等々の状態になっているところも見ら

れます。

ただ、農地に復元が可能なところにつきましては、基本的には農用地区域になって

いくのかなという部分と、あとは農地法につきましては、非常に転用等が厳しく制限

をされる部分というのもございます。当然非農用地判定というものも今現在もあるわ

けでございますけれども、そういったものにつきまして、することによって、逆に転

用が簡単になってしまう。前にも太陽光発電等々のお話もございました。そういった

ものについて山林というふうなものになってしまいますと、また転用も、そういった

、 、 、部分もございますので 所有者の方々の考え方 また農業の従事者の土地の利用形態

そういったものを踏まえまして判断はされるというふうに考えてございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第３番、大野敏行議員。

〇３番（大野敏行議員） 基本的にはわかりました。

昔、例えばおじいちゃん、おばあちゃんたちが農業をやっていたころは、徒歩で歩

いて入ったわけです。軽トラも行ったわけでもないし、耕運機も行ったわけでもない

、 。 、 、し くわを担いで行った そんなところがあって そこはもうとても人が入れないと
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機械も入れないというようなところも、今農地になっているところがたくさんあるわ

けです。そこらに関しては、ある程度やっぱり農業機械が入れないようなところを農

地として復元しろといっても、それはなかなか難しいことだなと思いますので、その

辺の判断はしっかりとされて、見直しをしていただければというふうに思います。

以上です。結構です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 28ページ、29ページにかけまして、教育費の事務局費の中で

英会話指導事業というものが540万の減額となっております。ここには確定に伴うと

いうような形で説明、補正ありますけれども、当初これは1,276万6,000円ほど予定し

ていた事業でございまして、この540万の減額で予定していた事業が行われるという

ことの理解でよろしいのか、それとも、さらにはそこに担当課としての何らかの努力

のようなものがあって、この540万の減額につながったというようなことがあるよう

でしたらお尋ねしたい。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

こちらの外国語指導講師の業務委託に関しましては、指名競争入札を行いました。

、 、３カ年の債務負担行為で新しく学習指導要領が改定されるに 小学校のほうが32年度

中学校が33年度に全面改定されるのですが、嵐山町においては、それ以前に先行で実

施するという形で、今回債務負担行為で３カ年の実施期間で入札を行ったわけですけ

れども、当初の設計に対しまして、入札額が今回補正で落としております540万円、

これだけの額がその分入札額が低かったということで、３カ年の債務負担の予算額が

3,646万800円ということで、仕様のほう、設計を行ったわけですけれども、入札のほ

。 、うの落札額が税込みで2,307万9,600円という形になりました 年度ごとの支払い額を

これを平成31年度、令和元年度につきましては今年度721万2,376円ということになり

まして、今年度の当初の予算で組んでおりました1,276万6,000円との差額を、これを

契約に基づいて減額したという状態でございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうすると、債務負担行為の契約ができたという中で540万
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が減額になったと。指名入札ですから、やられる事業内容は変わらず実施できてくる

ということでよろしいでしょうか。

〇佐久間孝光議長 村上教育委員会事務局長。

〇村上伸二教育委員会事務局長 青柳議員おっしゃるとおり、内容につきましては変更

なく、当初の予定どおりの契約内容で実施できるということでございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 25ページでございますけれども、先ほどから川口議員、大野

議員のほうからも質問が出ていますが、農業振興の関係なのですけれども、これは策

定業務委託料ということですが、この中には現在田畑、林業も入りますけれども、町

内の所有者以外の方が意外と持っていて、その辺のところが非常に荒れているという

ようなこと、これもかなり多いと思うのですけれども、そのところについての関係は

どんなふうに、調査ですから見直しという形になるとなれば、そこもきちっとなさる

わけでしょうか。

〇佐久間孝光議長 杉田農政課長。

〇杉田哲男農政課長 先ほどのご質問の中で、アンケート調査を実施をするということ

でお答えをさせていただきました。今予定といたしまして、200人程度の抽出でアン

ケート調査を実施をするということで、その中には当然、町内町外ランダムでござい

ますので、町外の方も当然抽出をされて、意向が反映をされるのかなというふうに考

えてございます。

基本的には、今現在農振農用地、青地と白地、そういったもののところをどういう

ふうにこれから、今までの転用であったり、そういったものを踏まえながら青地にし

ていくのか、そのままでしていくのか、白地に変えるのか、また新たに白地の部分を

青地に変えるのか、そういったものの土地の連続性等も踏まえながら土地利用を考え

ていくというふうなことでございます。

また、当然農業従事者、これから10年先を見据えた中でのどういった農業形態にな

っていくのか、それらも踏まえながら計画を練っていくというふうな形になってござ

いますので、当然町内、町外、その辺の区分なく、この計画の中には盛り込まれてい

くというふうに考えてございます。
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以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 13ページになるのですが、健康増進センター使用料が８万

1,000円と出ています。当初では、子育て支援課の使用料というのは子どもの一時預

かりで科目設定がされてあったのですけれども、それとはまた違うもので、この使用

料はどんな使用料になるのですか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 お答えいたします。

、 、こちら 健康増進センターを今年度子育て世代包括支援センターに改修をしまして

改修前に当初貸し館として使っている部分がございました。今回改修に当たって、そ

の貸し館の部分をどうしようかという議論がございましたけれども、２階の調理実習

、 、室と１階の機能訓練室については そのまま貸し出しをするということになりまして

今回その予算の見直しをさせていただいたところ、大体２団体が使うような予定がご

ざいまして、その部分の使用料が発生をするということで、今回の補正を計上させて

いただきました。

以上です。

〇佐久間孝光議長 13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうすると、健康増進センターの調理室等は子育て支援課

が管理するということでよろしいのですか。

〇佐久間孝光議長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 今年度から子育て支援課のほうで、子育て世代包括支援セ

ンターと増進センターと兼ねて管理をするということになってございます。

以上です。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

◎議案第３３号の修正案の提出

〇佐久間孝光議長 議案第33号 令和元年度嵐山町一般会計補正予算（第１号）議定に
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ついての件に対し、お手元に配付したとおり渋谷登美子議員外１名から修正動議が提

出されております。

よって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、修正案の説明をいたしますが、１枚目に修正案

が出ているわけですけれども、この歳出合計には変わりはありません。

、 、 、そして どのような状況になっていきますかと どのような修正になるかというと

７枚目になります。７枚目に、修正案の参考資料として出ていますけれども、まず民

生費に高校生等医療費給付事業を新たに設置します。それについては、その次に嵐山

町高校生等医療費支給要綱というのをつくっておりますので、それを参考にしていた

だいて、これで計算しますと、嵐山町の年齢別人口は５月１日で450人で、滑川町、

越生町、寄居町の３町の実績から、高校生等の医療費は１人当たり１万8,244円とな

りますので、それを嵐山町分で計算しますと820万9,800円になります。10月１日より

、 、 。交付するとして 410万5,000円が交付になりますので 民生費にはこれが加わります

そして、衛生費なのですけれども、４款衛生費に関しますと、新規事業として廃棄

物減量等推進審議会運営事業を行います。これは、費用弁償と旅費を15人分を４回で

36万円の増となります。

その次に、埼玉中部資源循環組合嵐山町負担金を減額します。これは、嵐山町の負

担金分は2,621万円ですけれども、埼玉中部資源循環組合は解散します。解散するま

での議会費が566万3,000円と総務費分4,838万1,000円を嵐山町負担割合の比率で計算

しますと、356万6,000円を今現在負担金として入れることになります。そうすると、

2,264万4,000円が減額になります。

その次に、教育費なのですが、教育費は新規事業として地域の学習支援検討委員会

事業というのをつくります。これは地域の学習支援検討委員会については、10枚目に

嵐山町地域の学習支援検討委員会設置要綱というのをつくりました。これでは、嵐山

町の地域の学習支援、嵐山町は教育のまち日本一を目指していますので、どのような

学習支援を地域で行っていくのかを検討していきます。そのために、地域人材を生か

して持続可能なまちづくりをするということのためにこの検討委員会をつくります。

検討委員会では、どんなことをお願いする、答申していただくわけですけれども、諮
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問内容は嵐山町の各小中学校区で学習支援事業のあり方や仕組みづくりについて研究

していただくこと。２番目として、子どもたちへの学習支援を行う組織づくりをどの

ようにしていくか考えること。そのほか、検討委員会が必要と認めることとして、そ

れを諮問します。全部で４回ほどお願いしているわけですけれども、委員さんには、

各小中学校長さん、それから各小中学校のＰＴＡ会員の中から１人、嵐山町の教員Ｏ

Ｂ、そしてその他町長が必要とされる者として、例えば第三の居場所事業の職員の方

とか、そういうふうな形の方に入っていただければいいかなと思います。委員の任期

、 、 、としては 令和２年３月31日とするという形で あと普通の審議会委員の大体の会長

副会長の互選、それから、その委員会に関しては原則公開とするというふうな形につ

くっております。この事務局は教育委員会がするということにしております。その金

額が、校長先生たちは除いて各種検討委員会に報償費5,000円と旅費1,000円で、４回

で24万円を設置しました。

その次に、２番目として、新規事業、小中学校学習支援事業です。公立小中学校学

習支援費として1,688万5,000円を検討しています。小学生が１万1,000円、中学生が

２万2,000円で、これはちょっと足りないような感じなのですが、それでもこれでや

っていこうと思っています。

そして、その次に新規事業として、学校給食費第３子補助事業で、第３子の補助事

業というのは18歳以下のお子さんで３番目のお子さんがいらっしゃる方のことなので

すが、小学生が4,000円で66人で７カ月、中学生が4,700円で11人で７カ月で221万円

を補助金として計上します。

その次に、各小中学校の教育振興事業として、新規なのですが、これも修学旅行費

の一部の補助金を交付します。これも補助交付要綱をつくっておりますが、小学生１

人当たりに5,000円としますと56万5,000円、中学生１人当たりに２万円としますと

274万円、計330万5,000円を新たな事業としてここに増額するという形のものです。

それでは、一番最初の説明書からご説明いたします。そうすると、まず最初に、こ

れは２ページ、２枚目の裏側、１というところになりますけれども、１ページの総括

のところですが、総括は民生費の補正前の額が19億3,476万2,000円に補正額を561万

2,000円加えまして19億4,037万4,000円とします。

衛生費ですけれども、衛生費は５億4,614万7,000円のところを1,734万5,000円減額

にしまして５億2,880万2,000円となります。
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教育費につきましては、補正前の額が５億6,491万円ですが、1,402万8,000円を増

額して５億7,893万8,000円となります。

予備費ですけれども、予備費が1,776万3,000円のところを653万2,000円を減額して

1,147万6,000円とするものです。

この細かい各款につきましての説明に関しては、やってもいいのですけれども、時

間的にどうなのかわからないのですけれども、先ほど参考説明でやりましたので、そ

れで省いてよろしいのでしたら、そういたしますし、詳しく説明してくださいと後ほ

ど言われましたら説明するという形にします。

以上です。

〇佐久間孝光議長 修正案の説明が終わりました。

これより渋谷登美子議員外１名から提出された修正案に対する質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） この修正動議、何回か出ていまして、なかなか私は賛成しか

ねるのですけれども、今回、これと並行して、この後意見書が出ていましたよね。幼

稚園か、３年の。その内容を見ると、令和元年の７月から対応するようなことが意見

書の内容の中にうたってあるわけですけれども、そういったことについては、修正の

今ここで出されるこの中には一切そういったものは見受けられませんけれども、その

辺は渋谷議員はどのように認識していらっしゃるのですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 幼児教育の無償化に関しましては、令和元年７月に関して

は、今現在さくら組というのをやっておりまして、それは月に２回か、月に１回かな

のですけれども、その分に関しては、もともと職員のお金が、給与が出ています。給

与が出ていますので、給与というか報酬というのですか、賃金なりなんなりが出てい

ますので、そこに関しては加えません。そういうふうな状況になっています。

そして、７月からというのは、どのような形でやっていくか、対応していくかとい

うことに関しては、それぞれのまず対応するのにどのようなことが必要かということ

があって、その準備期間としてそれを加えておりますので、そういうことでございま

す。

〇佐久間孝光議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうすると、そこには何ら、今のものが行われているから、
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予算的なものは必要がないというような渋谷議員は判断されているのですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ７月からですから、７月に関しては必要ないですし、10月

からに関しては、９月からどのような状況になっていくか、補正予算が必要であれば

補正予算が必要になると思いますけれども、ですけれども、その段階において、それ

、 、 、についてまでの 今さくら教室という形でやっておりますので それの拡充というか

週に１回にするとか、そういう形で令和元年というのですか、その部分はやっていけ

ばよいと思いますので、今現在のところでこの６月議会でこの修正案に加える必要は

ないと思っています。

さらに言いますと、非常勤の職員などに関して言いますと、それは既に予算措置さ

れてありますので、それに修正をさらに加えていくということは全然問題がないもの

ですから、新規事業ではありませんし。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより議案第33号 令和元年度嵐山町一般会計補正予算（第１号）議定について

の件の採決に入りますが、この際、挙手しない議員の取り扱いについてお諮りいたし

ます。

議案第33号の採決は挙手により行いますが、挙手しない議員は本案に対し反対とみ

なすことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。

よって、挙手しない議員は本案に対し反対とみなすことに決しました。

それでは、まず本案に対する渋谷登美子議員外１名から提出された修正案について

採決します。

本修正案に賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕
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〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本修正案は否決されました。

次に、原案を採決いたします。

原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇佐久間孝光議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第13、議案第34号 令和元年度嵐山町下水道事業特別会計補正

予算（第１号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第34号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第34号は、令和元年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第１号）議定につ

いての件でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34万4,000円を追加をし、歳入歳出予算の

総額を６億5,144万4,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山下上下水道課長。

〔山下隆志上下水道課長登壇〕

〇山下隆志上下水道課長 それでは、議案第34号につきましてご説明申し上げます。

44ページをお開きください。浄化槽費の給与費等を補正するものでございます。一

般会計繰入金34万4,000円を増額補正し 第２款浄化槽費 第１項浄化槽総務費を34万、 、

4,000円増額し、歳入歳出合計６億5,144万4,000円とするものでございます。

続きまして、50、51ページをお開きください。第５款繰入金、１項１目一般会計繰

、 、 、入金は 町管理型浄化槽設置事業分として 給与費等相当分34万4,000円を繰り入れ
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総額を２億2,034万4,000円とするものです。

、 、 。 、 、次に 52 53ページをお開きください ２款浄化槽費 １項１目一般管理費の給料

職員手当等、共済費、負担金補助及び交付金でございますが、扶養者の増加等により

まして人件費を補正するものでございます。

次項、給与費明細書につきましては、ご高覧をいただきますようお願い申し上げま

す。

以上をもちまして、細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより議案第34号 令和元年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第１号）議

定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇佐久間孝光議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を２時45分といたします。

休 憩 午後 ２時３４分

再 開 午後 ２時４５分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第14、議案第35号 工事請負契約の締結について（防災行政無

線設備（移動系）デジタル化工事）の件を議題といたします。
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提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第35号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第35号は、工事請負契約の締結について（防災行政無線設備（移動系）デジタ

ル化工事）の件でございます。

防災行政無線設備（移動系）デジタル化工事の施工に関し、地方自治法第96条第１

項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求めるものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山岸地域支援課長。

〔山岸堅護地域支援課長登壇〕

〇山岸堅護地域支援課長 それでは、議案第35号の細部説明を申し上げます。議案書を

ごらんください。

議案第35号は、防災行政無線設備（移動系）デジタル化工事につきまして、請負契

約を締結するため議会の議決を求めるものでございます。

議案書の中ほどをごらんください。初めに、１、契約の目的は、防災行政無線設備

（移動系）デジタル化工事でございます。

続きまして、２、契約の方法は一般競争入札（事後審査型）でございます。

、 。 、 。３の契約の金額は 6,039万円でございます うち 消費税は549万円でございます

４、契約の相手方は、埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目９番地６大宮センター

、 、 、 。ビル９階 株式会社関電工埼玉支店 常務執行役員支店長 瀬戸口節義でございます

次に、本工事を行う経緯につきまして申し上げます。

平成９年、世界無線通信会議において、必要周波数帯の外側に発射される不要な電

。 、 、波の許容値が改正されました これに伴い 平成17年12月に無線設備規則が改正され

令和４年11月末までに許容値に対応できないアナログ機器の使用ができなくなること

となったため、実施するものでございます。

続きまして、議案第35号、参考資料１ページをごらんください。
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１、工事名、防災行政無線設備（移動系）デジタル化工事。

２、工事の概要は、統制局設備、移動局設備、設置工事、撤去処分それぞれ１式で

ございます。

３、請負業者等審査選定委員会、平成31年４月４日に開催でございます。

４、公告期間、平成31年４月16日から令和元年５月14日まで。

５、入札参加申し込み締め切り日、令和元年５月７日。

６、仕様書閲覧期間、平成31年４月16日から令和元年５月14日。

７、質疑応答書提出日、平成31年４月22日まで。

８、質疑応答書回答日、平成31年４月25日。なお、質疑はございませんでした。

９、開札年月日、令和元年５月15日。

10、落札候補者入札参加資格審査及び認定日、令和元年５月20日。

11、入札参加業者、株式会社関電工埼玉支店、三峰無線株式会社北関東支店、以上

２社でございます。

12、工期、令和２年３月23日。

13、契約保証金、請負代金の100分の10以上の額。

14、契約金の支払い方法、前払金2,410万円以内、部分払いはなしでございます。

続きまして、参考資料の３ぺージをごらんください。建設工事請負仮契約書でござ

います。工事名、工事場所、工期、請負代金などを定めております。

仮契約日は、令和元年５月20日でございます。

続きまして、参考資料の４ページをごらんください。仕様機器の一覧表でございま

す。主な機器につきましてご説明申し上げます。

初めに、１、基地局設備でございます。

ナンバー１の基地局無線装置は、設備の本体部分となります。

ナンバー２の統制台は、ナンバー１の基地局無線装置を操作するものです。

飛びまして、ナンバー５、無停電電源装置は、停電発生時にナンバー２の統制台等

を動作させるものでございます。

続いて、ナンバー６、直流電源装置は、停電発生時にナンバー１の基地局無線装置

を動作させるためのものでございます。

続いて、ナンバー７、空中線は、電波を送受信するアンテナでございます。

、 。 、ここで 資料の５ページをごらんください 先ほどの基地局設備の基地局無線装置
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統制台等の配置図でございます。こちらの地域支援課に隣接している部屋に、こうい

った形で配置される予定でございます。

恐れ入ります。参考資料の４ページにお戻りください。

次に、２、移動局設備でございます。

ナンバー１、半固定型無線装置は、北部交流センター、ふれあい交流センター及び

Ｂ＆Ｇ海洋センターに設置する無線機でございます。数量は３台でございます。

ナンバー２の空中線は、ただいま申し上げましたナンバー１の半固定型無線装置に

より通信を行うためのアンテナでございます。

続きまして、ナンバー４の車載型無線装置は、地域支援課の２台の車両に設置する

無線機でございます。

続いて、ナンバー５、空中線は、ナンバー４の車載型無線装置により通信を行うた

めのアンテナでございます。

ナンバー６の携帯型無線装置は、トランシーバーをイメージしていただくとわかり

やすいかと思いますが、そのような形のものの携帯型の無線機でございます。数量は

18台でございます。

最後に、資料の６ページをごらんください。先ほど申し上げました、半固定型無線

装置を北部交流センター、ふれあい交流センター、Ｂ＆Ｇ海洋センターに設置いたし

ますので、それに半固定型無線装置のためのアンテナの設置についての図面でござい

ます。

以上で細部説明を終えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 提案説明及び細部説明を終えましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） この参考資料の２ページの金額というか、初めに沖電気が辞

退した理由は何か聞いておりますでしょうか。

それから、金額なのですが、ちょっと計算していないので、落札率はどのぐらいに

なるのでしょうか。

それから、この５ページの図なのですが、地域支援課の隣の部屋の。前回もらった

図もこれがついていまして、①というところに前回、③の通信統制台というのがある

のですけれども、この統制台というのが何かまた新しくなるわけなのですか。まだ、

半年ですよね。半年で新しくなってしまうわけなのですか。何かちょっとよくわから
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ないなと思うので、その点と。

あと北部とふれあいとＢ＆Ｇにつけるということで、そして地域支援課の車の２台

につけるという。移動しながら話ができると、そういう理解でよろしいですよね。

この３つのアンテナでトランシーバーか何か、そのくらい距離が離れていても対応

できるという、そういう理解でよろしいわけなのですか。金額と、ちょっと部屋の、

前回のものをまた変えるのかというのと、あとそういう利用というか、それで対応で

きるのかという、３つのアンテナだけで。

以上です。

〇佐久間孝光議長 総務課、清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 それでは、お答え申し上げます。

私のほうからは、辞退理由と落札率についてお答え申し上げます。辞退理由につき

、 、 。ましては 本工事公告期間の開始日 平成31年４月16日から公告を開始しております

それと、この入札に参加を申し込む締め切り日としまして、令和元年の５月７日まで

に参加受付をしております。５月７日までに参加を申し込んだ業者がこちらにござい

ます３社でございました。その後、開札年月日であります令和元年５月15日までの間

に、入札を行っていただくわけでございますけれども、この１社につきましては入札

に申し込みはしたのですが、実際に入札は行わなかったということで辞退という形に

なっております。また、辞退理由につきましては、電子入札であるため、理由は求め

てございません。

続きまして、落札率でございますけれども、落札率は98.9％でございました。

以上でございます。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 統制台の関係でございますが、先ほど川口議員がおっしゃっ

ていた半年前のというのは、同じデジタル化工事ですが、同報系のものでしょうか。

今回は、防災行政無線の移動系のデジタル化工事でございまして、全ての機器が平成

４年に設置されたものでございますので、それを更新するというものでございます。

同じデジタル化でも、移動系の工事の関係というのは今回初めてお出ししたのではな

いかなと思うのですが、デジタル化移動系ですと平成４年に設置したものというもの

です。

それから、電波の距離なのですけれども、計算上でいきますと300キロまで届くと
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いうことです。ただ、地球は湾曲していますので、直線であれば300キロ届くのだと

思うのですが、湾曲している関係で、５ワットの強さで60キロまでカバーできるとい

うことです。ただ、それはフラットな場合ですので、山があったりとかそういう障害

物がありますと、若干それがやっぱり短くなるということで、その検証は行っており

ます。検証した結果ですと、本当に深谷市と接するある一部分が少し一定基準よりも

下回る部分があるのですが、ほとんどカバーしているということで問題はないと考え

ております。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 落札率が98.9％、いや、高いですね。ほとんどもう競争が働

いていないということで、沖電気が参加してくれたら、きっともう少し競争ができた

のではないかなと思うのですけれども、残念です。

それはいいとして、半年前だったかな、ちょっと待ってください……11月16日に入

札したというものなのです、昨年の。何をしたかというのが、その①の机にこうある

、 。 、 、 、 。のです 通信統制台と 1,040ワット ワットではないな Ｗだから長さ 幅ですね

950だから、Ｄというのは何。縦になるのかな、高さが950と、同じです。そういうも

のを統制台だから台を置いたということか。わかる、わかるよね。いや、前まちづく

り……まちづくりではない。これ台を置いただけ。そうではないですよね。わかって

いる、わかっているの。ただ、同じものを置いたのかなと思って聞いたのですが、そ

うではないわけ。ああ、そう。では、ちょっとそれ確認でいいです。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 今川口議員がお持ちになるのは、恐らく防災行政無線設備で

あっても同報系と書いてあるかと思うのです。今回は移動系のデジタル化です。同報

系というのは、防災行政無線で流しますと、電柱の上にスピーカーがついていて、そ

れから音を出してというものが同報系です。

今回議案としてお出しさせていただいているのは移動系ということで、それとは別

のものになります。全く別のものになります。

〔何事か言う人あり〕

〇山岸堅護地域支援課長 違います。同じもので使えないものなので、今回は全く、移

動系ということで、車であったりとか、ハンディータイプのものであったりとか、別

のものと、別の工事ということになりますので、統制台とか設備の本体のほうも別の
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ものを設置するということでございます。

〇佐久間孝光議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。

ただ、同じ場所に、さっき言った大きさですので、1,040ですから１メートルにな

ると思うのです。950ですから、これも１メートル近く。今度のは大きさ書いていな

いのか。大丈夫なのですか、それは大丈夫だということなのですか。ちょっと確認で

すので、今は同報系の上に置くとか、まだ脇に置けるのだとかという、ちょっとその

点を伺いたいと思います。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 統制台につきましては、イメージとするとデスクトップパソ

コンをイメージしていただくといいと思います。そういう形になります。本体のほう

はちょっと縦長の細長い本体になります。そこがその設備の本体になりまして、統制

台というのはデスクトップのパソコンのようなもので、基地局を操作するというもの

でございますので、またこの部屋についても当然現地を確認していただいて配置を決

めていただいておりますので、置くことには問題ないということでございます。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） １点、２点ですか、４ページなのですが、無停電電源装置、

これについて聞きたいと思うのですが、停電補償時間は15分以上となっているのです

が、15分以上でどのくらいの時間なのかおわかりでしたら。これ直流電源装置という

のは、ＤＣプラス13.8Ｖ、200アンペアだと思うのですが、これは要するにバッテリ

ーという捉え方でいいのでしょうか。確認なのですが、お伺いいたします。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 停電補償時間が15分以上ということでございまして、こちら

の無停電電源装置につきましては、停電発生時に非常用発電機が動作するまでの間、

その間の電源ということになります。そういったことから、補償時間が15分以上とい

うことでございます。あくまで非常用発電機が動作するまでの間をカバーするという

ものでございます。

直流電源装置の200Ahというのですか、これについては蓄電量をあらわしておりま

して、安藤議員おっしゃったようなバッテリーというようなことで捉えていただけれ
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ば結構かと思います。

〇佐久間孝光議長 第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） そうしますと、庁舎の停電のときのこともあるわけですが、

非常用の発電機については今もあるのだと思うのですが、それに接続するという捉え

方ですか。

〇佐久間孝光議長 山岸地域支援課長。

〇山岸堅護地域支援課長 非常用発電機が作動すれば、恐らく照明なんかも若干暗いの

ですが、少しついたりということで配置、配線がされていると思いますし、こちらに

ついても非常用電源で停電時については操作をしていくということになるかと思いま

す。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

、 （ （ ）これより 議案第35号 工事請負契約の締結について 防災行政無線設備 移動系

デジタル化工事）の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇佐久間孝光議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議員派遣の件について

〇佐久間孝光議長 日程第15、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りします。議員派遣の件については、嵐山町議会会議規則第122条の規定によ

り、お手元に配付したとおり派遣いたしたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。
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よって、議員を派遣することに決定いたしました。

なお、結果報告については、議長の諸般の報告の中で報告いたします。

◎閉会中の継続調査の申し出について

〇佐久間孝光議長 日程第16、閉会中の継続調査の申し出についての件を議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、特定事件として調査することにご異議

ありませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。

よって、特定事件として調査することに決しました。

◎日程の追加

〇佐久間孝光議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。

発議第11号 嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議の件、発議第12号 埼玉中部資源

循環組合を脱退する決議の件、発議第13号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやか

な批准を求める意見書の提出についての件、発議第14号 性犯罪におけるさらなる刑

法改正を求める意見書の提出についての件、発議第15号 減プラスチック社会への構

造転換を求める意見書の提出についての件、発議第16号 加齢性難聴者の補聴器購入

に対する公的補助制度の創設を求める意見書の提出についての件及び発議第17号 沖

縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書の提出についての件

につきましては、日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 ご異議なしと認めます。

よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

◎発議第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第17、発議第11号 嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議の件を

議題といたします。
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提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議をいたしま

す。

提案理由ですけれども、子ども子育て支援指針より2017年度からの保育所保育指針

・幼稚園教育要領・認定こども園教育・保育要領の３つの法令が同時に改訂されまし

た。０歳～２歳の子どもの育ち、３歳～５歳の子どもの育ちのあり方について明確に

されています。それを受けて、2019年度から保育園・幼稚園・こども園等の無償化が

はじまります。無償化については、財源をどのようにするかこれからも議論はされる

ことです。

しかし、３歳児から５歳児の教育は、全国の保育園・幼稚園・認定こども園のどこ

においても、同じ質の教育がもとめられています。

嵐山町立幼稚園についても３歳児保育を実施することが求められているといえ、３

歳児保育の実施の決議を行います。

嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議ですけれども、読み上げます。

子ども子育て支援指針より2017年度からの保育所保育指針・幼稚園教育要領・認定

こども園教育・保育要領の３つの法令が同時に改訂されました。０歳～２歳の子ども

の育ち、３歳～５歳の子どもの育ちのあり方について明確にされています。３歳児か

ら５歳児の教育は、全国の保育園・幼稚園・認定こども園のどこにおいても、同じ質

の教育がもとめられています。

したがって、嵐山町立幼稚園についても３歳児保育を実施することが求められてい

るといえます。

以上、令和元年７月からは、３年保育実施の準備期間として希望する子どもへの対

応をおこなうこと、令和２年４月から嵐山町立幼稚園３年保育を実施することを決議

する。

令和元年６月14日、嵐山町議会です。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 渋谷議員に確認の質問をしたいと思います。



- 306 -

この決議に３歳児から５歳児の教育は、全国の保育園・幼稚園・認定こども園のど

こにおいても、同じ質の教育が求められているということで３年教育ということなの

でしょうけれども、これも何回かもう出されておりまして、当初は３年にすると幼稚

園は比較的安くて、３年からも入れられるということになると、幼稚園のほうに結構

入園のほうが希望が多くなるということは、保育園の２歳から３歳になる園児が奪わ

れていくというようなことで、民営の圧迫ということもありまして、私は反対をして

いたわけなのです。これが無償化になるということが現実化してきているわけですけ

れども、無償化になると幼稚園、保育園も皆同じように無償化で入園できるというこ

とになると、今まで民営を圧迫していたという理由の一つはなくなってくるというふ

うに私は思います。

そういうことで、１つ理由があるわけなのですけれども、この制度によって、無償

化によって待機児童がふえてくるのではないかという心配も実際に執行側にもある、

私もそう思っています。そういった待機児童の解消につながらない、ふえてくるとい

う心配のあるということで、これが幼稚園が３年になると、こういったことも解決し

てくるのではないかというふうに思っております。

そして、またお母さん方が３歳児で幼稚園に入れると、そういう希望の方も多くい

らっしゃるでしょうし、そういうことでこの制度の利益も得ることができるというこ

とで、私も３年保育がいいのではないかという者の一人なのですけれども、ここに決

議書に書いてあるところを見ますと、そういった部分について触れられてはいないの

です。ただ、最初のほうの提案の理由のところを見ますと、これが無償化についてと

、 、いうことで無償化が入ってきていると 無償化のことについても触れられているので

こういったことも包括して決議書が出てきているのかなと思うのですけれども、その

辺について確認をさせていただきます。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 無償化というのはもちろんあるのですけれども、３歳児保

育はとにかくもう30年以上前からお母さんたちが希望していることがまず一番最初

で、それをずっと嵐山町は断っていたというのですか、それが一番最初にあって、そ

して３歳児保育が無償化になると、今度は嵐山町立幼稚園の２年保育、それでも低額

なので、２年保育を待っていた人たちは町外の私立幼稚園に恐らく行く人がふえてく

るであろうということがあることと、それから今まで町立幼稚園の３歳児保育がなか
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ったので、２歳児からとか３歳児から保育園を希望していて、それで待機児童がすご

くあったわけなのですけれども、ゼロ歳児とか１歳児という形ではなくて、３歳児保

育を受けるがために、３歳児は保育園に非常に入りにくいので、それで２歳、１歳か

らそこのところを希望している方というのがあったわけなのですけれども、そこの部

分は解消されるのかなと思うのですが、ごめんなさい、うまく言えませんけれども、

町立幼稚園の無償化ということは、３歳児からの子どもの全員の無償化というのがこ

れはとても大きな影響があると考えています。それでいいですか。

〇佐久間孝光議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ちょっと説明わかりづらかったのですけれども、渋谷議員の

この決議書の内容からすると、今説明されたようなところで３年保育にしたいのだと

いうことがあるのですけれども、幼稚園は３年教育というのはまだ少数なのです。４

割とかという話をこの前お聞きしたと思うのですけれども、そういった中で３年保育

を嵐山町も進めていくのだということは、私は先ほど説明したようなことがあって、

かつ嵐山町は教育のまちを目指していると、かつ嵐山町にこういった教育行政で若い

お母さん方を嵐山に呼び込んで、転入していただいて、定住していただいて、活性化

していこうというところの狙いもあると思うのですけれども、そういったものはこの

無償化という言葉の中に包括しているかどうかということなのです。要するにこれだ

けということで、書いてあることだけで幼稚園の３年化を目指しておられるのか、そ

ういったいろんな利益を含んだものをここには含まれているのですよということを私

は渋谷議員からお言葉があるのかなと思ったのですけれども、それはないのですか、

あるのですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

（ ） 、 、〇13番 渋谷登美子議員 ３歳児保育をするというのは 30年前から親御さんたちが

四半世紀前ですか、具体的に請願運動をしていて、そしてそれが実現しなかったこと

があって、それをずっと嵐山町では引きずっているのですけれども、まずそれが一番

ですけれども、そのほかに３歳児保育をすると、どんないいことがあるかということ

にいきますと、それはいろんなプラス面があります。

第１、幼稚園に３年保育で行っていたら、普通お母さん方というのはアパートにい

らっしゃる方は、小学校の入学のときにも幼稚園のお子さんが一緒にいるところに転

居したい、そういう思いはとても強くあります。それはなぜかというと、普通という
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か、一般的に幼稚園の子どもと同じお友達のいるところに行って小学校も入学させた

いという思いがありますので、そういったところに、少なくとも町立幼稚園が３年保

育になっていくと、３年保育を求めて町外に行って、そしてそこに転居するというお

母さんは少なくなってくるかな、少なくなっていくことは確かで、例えばいろいろ言

われているのは、３年保育がないから滑川のほうに転居しますという方は結構います

し、月の輪に転居しますという方、特に月の輪、滑川町の場合は町立幼稚園で３年保

育ですから、もともと給食費も無料ですから、そういった形で滑川に転居される方は

知っている範囲ではとても多いです。そういったものは、ある程度嵐山町でもいいか

なというふうに思われる方も多いと思います。

お母さんたちというのは、最初に幼稚園時代のお友達関係というのはとても大切な

のです。それをそのまま小学校とかのお母さん関係が継続していって、お友達関係を

つくっていくという、お友達関係のあり方があって、特に嵐山の場合は地元にいる若

いお母さんというのはすごく少ないです。本当に探していても何人もいないのです。

すみません、私の個人的なことですけれども、子どものお友達のお母さんというのは

本当に２人とか３人ぐらい。そんな感じで、ほとんどが外部から入ってくるお母さん

たちで、結婚して外から来るお母さんたちで、嵐山で育っている女性たちは外に出て

いく、そういう実態があるわけですから、外から入ってくるお母さんたちにいかに子

育てで魅力を持たせるかというのは、そこのところで町立幼稚園の３年保育があれば

全然違ってくると思うので、そういった居住関係というのですか、将来もここに住ん

でいくだろうという一つの目安、一つの決定の要因にはなると思います。だから、そ

れが人口流入につながるとは直接は言えないのですけれども、幼稚園のお子さんを持

って、家庭で子どもを育てていきたいというお母さんとか家族にとっては、人口流出

をするところは少ないかなというふうな形があります。

ごめんなさい、それでもう一つ、嵐山町の女性は外に出ていって、そして外からの

女性が嵐山町に入ってくるというのは、嵐山町の今の商工会の婚活のやり方でとても

よくわかると思うのですけれども、商工会の婚活のやり方というのは、男性は嵐山町

の人、女性は嵐山町の人ではなくていいのです。そういうふうな感じで、とにかく男

の人に女の人が一応くっついてくるという、今のまだ結婚形態がありますので、そう

いったことを考えますと、町立幼稚園を３年保育にして、少なくとも保育園はそのま

ま仕事をしていらっしゃる方がずっと、ゼロ歳から１歳から入ってくるかもしれない
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けれども、家庭で子育てをしなくてはいけない人というのが結構まだいっぱいいて、

それは３歳のときに下に子どもができたら保育園に行って、働くということはできな

いとかいろんな状況がありますので、そういった状況の中で３歳児保育があればとて

もいいと、そういうふうな意味での意義はあります。

ごめんなさい、長くなりました。

〇佐久間孝光議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 大体わかりました。

町にも財政が潤沢にあれば、それは給食とか、いろんな問題、関係にもできること

もあるのかもしれませんけれども、いろいろそういった財政との絡みで難しい面があ

りますけれども、今回の今私が質問しているのは、要するに３年教育の無償化の関係

のことで渋谷議員にお尋ねしたのですけれども、ざっぱくに言いますと、私の言って

いるような趣旨があるということで、それでよろしいですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ３年保育をやるということで、いろいろな要因はふえてく

ると思います。税金も若い人たちが入ってきたら、そこのところでふえてくる部分も

ありますし、子どももふえていきますということであります。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） この決議書といいますと、今回一般質問でもかなり町の執行

の側にもいろいろな質問が出ました。それで、確かにこの５月にそういった方針が出

されてきているという中で、この決議という扱いというのは、やっぱり議会制民主主

義という合議制の自治体の議会であるわけです。そういう中において、町の説明もか

なり聞きました 町の状況も聞きました そういう中において 渋谷議員は以前 30年。 。 、 、

前からこれが一つの目標だったというような説明が今ありましたけれども、捉え方と

してはそういうような捉え方でよろしいのですか。30年前からそれこそ３年保育をも

う町はやるべきだったのだというようなことを、一番やっぱり根底にあるものはそう

いうことなのですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 公立幼稚園では３年保育が40％ということはあるのですけ

れども、民間の幼稚園では、もう３年保育というのは当たり前になっています。そし
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て今準備保育として２歳児からの幼稚園教育というのがあるのです。プレ幼稚園とい

、 、 、うのもあるし だから30年前からといって 私は３年保育の幼稚園を受けているので

普通の考え方として３年保育というのがあって、それを普通のお母さんたちはそれを

望んでいるというのが一般的ではないですか。そして、それは私は議会の代表、一人

の住民の代表としてそれを決議していくというふうな形で決議案として出していて、

それが別に多くの男性たちの中の議会の中で、それを私が女性の１人の議員としてそ

れを決議として提案していくことには何の問題もないし、女性の議員はすごく少ない

ので、そういったことで皆さんと話し合っていないと言われながらもずっとやってき

ている問題で、文教厚生委員会の委員ではありませんので、それを閉会中の特定事件

にするということもできませんので、これについては何も問題がないと思いますが、

決議することに関して。

〇佐久間孝光議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 大体渋谷議員のお考えになっている根底に流れるようなもの

は今の話でわかりましたけれども、そもそも幼稚園教育というのは義務教育ではない

ということです。先ほども 本議員もおっしゃったけれども、大体６・４ぐらいの割

合で公立幼稚園の場合は２年だったりというところが多数なのです。そういう現状の

中にあって、やはり以前からそういった思いを持っていらっしゃったから、町の状況

というものもしっかりと町民に知らせる必要もあるわけですよ、我々議会の議員とい

うのはこうだ、こうだだけではなくて。そこが大切なところでありまして、そういう

ふうなところについては、町のほうのああいった形の説明については全く理解されな

いというような捉え方でもよろしいですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

（ ） 、 、〇13番 渋谷登美子議員 すみません 今の町長と私の財政の考え方が全く違うので

町長の考え方は理解できません。こういった考え方については、私はほかの財政のと

ころから持ってくればよいので、今の町長の考え方は理解できないし、町長は３年保

育ではなくて、町立幼稚園を最初の段階で、30年前の段階で、教員委員のときに民間

を優先するために町立幼稚園はなくなってもいいという方向をとられたということを

私はほかの方たちから聞いていますので、ですからそういうふうな意味での町立幼稚

園、民間を存続させるため、新自由主義と言うのですけれども、新自由主義の町長の

考え方で今の嵐山町政は行われているのですが、稼ぐということが中心になってやっ
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ているのですから、それについては悪いのですけれども、どんなにこの町の財政がと

いうふうに言われても、その町の財政は分析する、どういうふうな形でやっていけば

いいかということは私は別の考え方がございますので、申しわけないですけれども、

町長の考え方には賛同できません。

〇佐久間孝光議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 町長のそこまでは結構ですけれども、要はそうすると、そう

いった国内の情勢が公立幼稚園が４割だと、私立の幼稚園が６割だというふうなこと

の、３年のことをやっているという状況です。そういったことは、もう全く無理解の

ような、いわゆる嵐山町がそういう状況にあるということすらも理解をされないとい

うような捉え方をしていいのかな。簡単でいいですよ。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 文科省なのですけれども、公立の幼稚園も３年保育にして

いくようにという通告が出ているはずです。そして、多分公立の幼稚園は保育園化し

て認定こども園になっていくか、公立の幼稚園は保育園になっていくか、そういうふ

うな形の今選択を迫られていますけれども、３年保育の形の流れには乗らざるを得な

いでしょう。そういうふうな形で動いています。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今渋谷さんのお話を聞きまして、30年前からの渋谷さんの３

年保育のご希望があったというのはすごく聞いていてわかるのですけれども、30年前

といいますと、民間の菅谷幼稚園がありました。さっき 本さんがおっしゃるのは、

民間を圧迫してはいけないと思って、今まで３年保育は断念していたのだというお話

で、30年前、菅谷幼稚園があって、町長はそこを守って、公営はなくすつもりだった

なんていうご答弁ございましたけれども、やはり民間に配慮して、その当時は25人だ

ったか30人だったか、ちょっと人数は、55人だったかな。とにかく年長だけだったか

な、年中と年長が……年長しかなかったと思うのです。55人か何かの……しかなかっ

たと思うのですけれども、やっぱりそのころは私も文化村に引っ越してきたときで、

周りを見ると、お母さんたちは働いているお母さんがいませんでした、余り。大体９

対１ぐらいでおうちにいるお母さんが多かった。そうなると、やはり幼稚園でいいわ

ということで、３年保育というよりも２年保育という考え方であったかと思います。
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しかし、だんだん時代が、バブルがはじけて疲弊してくる時代が平成３年ごろに来ま

して、そのころになると、少しずつパートに出ようということで、私も３年保育があ

るといいなと思っているときだったかなとは思うのですけれども、その時代と今の時

、 、 、代は もう今はもう専業主婦がほとんどいなくて 働いている親がほとんどになって

保育園のほうの需要が今伸びている状況かなという感じに受けとめております。

私も、３年保育はずっとあるべきだ、あるべきだと思ってきました。菅谷幼稚園が

なくなって、そのころ３年保育つくればいいのになと思ってきたわけですけれども、

３年保育にならずに２年保育には途中で変えていただいて現在に至っているわけなの

ですけれども、しかし今回の無償化になるに当たって、無償化になると自治体でほと

んど賄わなければいけないという、そういう状況を聞いた中で、まずこの３年保育の

３歳児は何人の何クラスにしたいおつもりでしょうか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、私はそこのところまで考えていません。

それで、３年保育というのは、どういうふうな形でやっていけばというのは、今の

段階で３歳児の子どもは110人ですか。３歳児の子どもさんが110人で、そして保育園

に行っていらっしゃるお子さんが60人ぐらいですか。そうすると、そこのところで引

いてみて、特殊な幼稚園を望まれる方もいらっしゃるのです。だから、そういう方も

嵐山ではなくてほかのところにわざわざ選んでいらっしゃる方もいるので、そこのと

ころは幼稚園の教育方針を選ぶ方もいらっしゃるので、全ての幼稚園、子どもさんが

保育園に行かないで町立幼稚園に行くというふうなことはわからないし、それから障

害のある方は、また別の支援のための療育園のような幼稚園に入っておられる方もあ

ると思うのですが、それから、もう一つ訂正しておきます。訂正というよりも、30年

のときにはお母さんたちは多くの方、ほとんどの方は３年保育を望まれました。３年

保育を望まれましたけれども、今の段階でというので２年保育でもいいのではないか

。 、 、という形で２年保育の請願をされました 私の 今33歳になる子どもがいるのですが

その子どもは１年だけの町立幼稚園の最後の子どもでした。その最後の子どもは学年

10人でした。10人でやっていました。だけれども、そういうふうな形でやっていて、

とても子どもたちは仲がよかったです。それが、３年保育にしてほしいという形で、

ずっと皆さん運動していて、運動のトップにいた方なんかもほとんど自分の子どもに

はそれは当てはまらなかったけれども、次に渡すことができたからとてもよかったと
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、 、いうふうにおっしゃっていて そして今でも女性で働く方はたくさんいますけれども

働けない方もたくさんいるのです。

そして、嵐山町の保育園の特徴があるのですけれども、嵐山町の保育園の特徴とい

うのは、割と教育的なところが多いのです。それを望まない方という方もあって、町

立幼稚園というのは、ごくごく普通の教育をする幼稚園なのです。特殊な……

〇佐久間孝光議長 渋谷議員に申し上げますけれども、答弁はなるべく簡潔にお願いし

ます。

〇13番（渋谷登美子議員） そうですね。なので、申しわけないけれども、畠山さんの

おっしゃっている問題とちょっとずれているかなと思います。

〇佐久間孝光議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ３年保育の人数は何人でお考えですかと聞いただけですけれ

ども。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、長いあれがあったので、では３年保育の人数

は何とも言えないです。

〔何事か言う人あり〕

〇佐久間孝光議長 何とも言えないということです。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） では、何とも言えなくて、でも３年保育にはしたいというこ

とで、でも10人ぐらいのクラスには考えていないと思うのです。やはり今25人、２ク

ラスずつあるから、20人とか25人でお考えなのかなと思う中で、今年長が２クラス、

年中が２クラス、年少さんでまた２クラスを考えているのか、１クラスを考えている

のかわからないということですけれども 例えば25人 １クラスにしたときに 125人、 、 、

の運営が嵐山町でできるのでしょうか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それは、私が答えることではなくて、教育長が考えて答え

ることであって、そんなことまで私は答える必要はないと思います。それは、執行側

が考えてやることです。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。
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〇12番（安藤欣男議員） 渋谷議員のこの議場での発言ですから、そうだったのかなと

いう訂正の必要があるというふうに私は思っているのです。というのは、30年前と渋

谷さんおっしゃいましたね。私の記憶では、嵐山幼稚園は１年だったです。年長とい

うか、１年保育、最初は。それで菅谷幼稚園があった。その後、２年保育の要望がか

なり出てきたと、２年保育。議会でもそのことが議論されて、それで結論に至るまで

には何年かかかったわけですけれども、そのときには確かに今度は民間では３年保育

のところがもう出てきて、それで町は２年保育に踏み切りましょうという結論に至っ

たのだと思うのですが、それは要望がどうのこうのとおっしゃっていますが、それは

渋谷さん個人が言っていることなのだと思うのですが、何か証明するものはあるので

すか。それを１点聞いておきます。

それから、町長が町立幼稚園は要らないということを言ったという発言をしていま

すが、それがどういうところで事実があるのかわかりません。そういうことをどこで

言っているのか、それはその発言の根拠というのを言ってください。

〔何事か言う人あり〕

〇12番（安藤欣男議員） いや、渋谷さんが言ったのだから。

それから、もう一点は、嵐山は奥田幼稚園園長のときから、やっぱりさくら教室を

開設をしながら……

〔何事か言う人あり〕

〇12番（安藤欣男議員） ３年保育ではありません、さくら教室ですよ。それはやっぱ

り２年保育の中で教育というのは奥が深いのです。だから、やればいいということで

はありません。ニーズはいっぱいある中で、さくら教室に通っているお子さん、保護

者、それは自分の子育ての中でそれを選んでいるわけです。わかりますか。教育とい

うのは幅広いのだ。渋谷さんがおっしゃる頭の中のことだけで解決できない、私はそ

う思っているのですが、さくら教室の意義というものについてはどう捉えているので

すか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 最初の段階の話ですけれども、３年保育なのですが、お母

さん方は最初ずっと３年保育を１回目出しました。ですけれども、請願が否決されま

。 、 。 、した 請願が否決されたので 次の段階で２年保育で請願を出しました そのときは

私がまだ議員ではないのです。議員ではなくて、だから私、今28年目ですから、29年
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目に２年保育の請願を出しました。３年保育の請願はその前です。そのときに出しま

した。そのときに嵐山町議会は否決しました。それは、教育委員だった岩澤さんもそ

うでした。そして当時は、長島宗作さんって、長島さんのお父さん……

〔何事か言う人あり〕

〇13番（渋谷登美子議員） 言わないでね。そういうふうな方もいて、そしてそれは民

間とそれをあれしなくてはいけないという形で、民間が潰れるから町立幼稚園があっ

てはというふうな形の議論になっていました。

それで、次の２回目のときはどうしてもやっぱり今のままだったら町立幼稚園は子

どもの数も減ってしまうし、１年保育だったら子どもの数も減ってしまうし、町立幼

稚園がなくなってしまうのは困ってしまうので、だから２年保育にしようという形で

お母さんたちが話し合いました。そして、２年保育の請願にしました。そこのところ

で２年保育の請願があって、それは趣旨採択されました。趣旨採択されて、それでず

っと話をさかのぼりますと、そうした形の中で文科省が幼稚園は３年保育にするよう

にという勧告みたいなのを出したのです。３年保育にするようにという勧告が出たの

で、そしてそれを受けて飯嶋教育長が、今の段階で彼が教育長の間は３年保育はでき

ないけれども、２年保育ならできると言って２年保育にしました。そういう状況があ

りますので、そして２年保育になっています。ですから、安藤さんが記憶されている

。 、 。 、のと全く違う動きがここの中にあります ３年保育は 昔からそうなのです だから

町立幼稚園になった時点で、当時の文部省が幼稚園は３年保育を実施するようにとい

う勧告を出したわけです。そういうふうな流れがあります。

岩澤さんのことですが、町長のことですけれども、これに関しては教育委員という

のが議事録というか、残っています。それは広報というのですか、嵐山町の議会報と

かそういったふうなところに出ているはずです。私、それは覚えていますので、です

から、どういうわけだかわからないけれども、そこにこだわっていらっしゃるのが今

の岩澤さんであるなというふうに思っていますので、なぜここにこだわるのかわから

ない。それは、菅谷幼稚園との関係で、幼稚園の園長先生とその当時の議員たちとの

関係、それから教育委員との関係の中で、そういうふうな話し合いができたというふ

うに考えられ、そこのところをどういうふうにしていくかというのがすごく議会の中

でも難しかったのですけれども、それで趣旨採択にして、そのままいってすぐにはな

らなくてというふうな経過があります。
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さくら教室ですけれども、さくら教室は私が個人的に奥田先生と話をしますと、文

部科学省なりなんなりは既にもう３年保育を実施するようにというふうな形になって

いて、そして深谷の公立の幼稚園もここの辺だったら公立の幼稚園というのは鳩山町

と、それから滑川町と、それから深谷に公立の幼稚園があって、それは３年保育にし

ています。鳩山町の場合は、非常に子どもが嵐山よりもうんと少ないのです。そこの

ところをどうするかというのを私は聞いていないのですけれども、２年保育になって

いるのか、３年保育になっているのかわからないのですけれども、鳩山町というのは

また特徴的な教育をしているところがあります。だから、全然今安藤さんがおっしゃ

るような幼稚園の流れではないです。そして、大きな教育の流れの中にいっています

と、私も児童相談室というところで仕事をしていたことがありますので、それで特に

未就学児の子どもの、言葉の話せない子どもとか自閉症の子どもたちのことをやって

いたことがありますので、教育がいかに内容が深いかということはわかっています。

そんなことまでそういうふうな形で話をされるような立場といいますか、私なりの考

え方がありますので、それは安藤さんとの考え方の中で違っているわけで、そこのと

ころまでお話しされる必要はないと考えますが。

〇佐久間孝光議長 第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） ２年保育が出る前に３年保育が出たということですが、それ

は私が捉えていなかったという部分にはなっておりますが、ただ嵐山町は最初は東昌

寺が幼稚園をやっていた、東昌寺が。今の保育園です。幼稚園については、町で、で

は開設してくださいと。東昌寺は今度は保育園のほうに、保育事業をやるということ

になったのです。だから、そういう流れがある中で今幼稚園がありますから、それは

。 、渋谷さんが菅谷幼稚園との関係だけではありません 菅谷幼稚園は菅谷幼稚園で開く

町だけでは、行政だけでは幼児教育できないから民間でというすみ分けがされたのだ

というふうに思っております。

〔 違います」と言う人あり〕「

〇12番（安藤欣男議員） その辺については、違うというのはどう違うのですか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 最初に、嵐山町には幼稚園がないので幼稚園をつくってく

ださいというふうな運動がありました。そして、そこのところでたしか東昌の保育園

ができました。そして、その前に銀の鶴幼稚園というのが志賀２区にありました。志
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賀２区に銀の鶴幼稚園があったのですけれども、その志賀２区の銀の鶴幼稚園は、今

の志賀２区の集会所のところです。それが倒産したのです。倒産して、そしてそこが

プールになりました。そして、それで皆さん困って、幼稚園をつくってくださいとい

。 、 。うふうな動きになりました そして 最初に今の町立幼稚園の１年保育ができました

だけれども、それでは困りますということで、皆さんがお願いして菅谷幼稚園ができ

ました。菅谷幼稚園と同時に東昌保育園もできました。東昌保育園の次に分割してい

くという形になっています。

そして、その中で町立幼稚園は、２年保育、３年保育にしてほしいという希望がと

ても多かったのですけれども、ずっと町立幼稚園は１年でした。町立幼稚園は１年で

あったわけですけれども、嵐山町の人たちは菅谷幼稚園だけではなくて、ほかの幼稚

園にも行くようになりました。東松山にある東松幼稚園というのですか、それとか大

芦幼稚園とか、いろんなところに幼稚園があるのですけれども、菅谷幼稚園はそこに

行くということではなくて、教育環境の問題として、お母さんたちが自分の幼稚園を

選んでいくという形があって、町立幼稚園にも２年保育もありましたけれども、町立

幼稚園は３年保育はしていなかったので、やっぱり皆さんほかのところの幼稚園に行

ったので、そして町立幼稚園も２年保育で、菅谷幼稚園は３年保育だったのですけれ

ども、菅谷幼稚園の３年保育を選ばないでほかの私立の幼稚園にも３年保育を選んで

行くようになったという経過があります。その中で、菅谷幼稚園は人数が減っていき

ました。そして、菅谷幼稚園の皆さん自体が……言えと言うのだから言っているので

すよ、歴史的なことを。それでやっているわけですから、そういうふうなことで、安

藤さんの考えている町立幼稚園の歴史と、私が把握していてこの前議会報の50年史つ

くりましたよね。そのときに把握している町立幼稚園の歴史とはちょっとずれがある

のです。そういうふうな形にあります。

そういうふうなことで、ですから安藤さんは私に対して何を答弁しろというのです

か。それでいいのですか。

〔何事か言う人あり〕

（ ） 、 。〇13番 渋谷登美子議員 不毛なことを言っているのですよ だから安藤さん自身が

〇佐久間孝光議長 よろしいですか。

ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

、 。これより 発議第11号 嵐山町立幼稚園３年保育実施の決議の件を採決いたします

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

会議の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を４時10分といたします。

休 憩 午後 ３時５８分

再 開 午後 ４時０９分

〇佐久間孝光議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

まず、皆さんにちょっと協力を仰ぎたいのですけれども、白熱する議論も当然のこ

とでありますけれども、あくまでも、これは議場でありますので、その言葉使い、表

現に関しましては少し注意をしていただきながら、相手のことをしっかりと尊重する

中での議論のやりとりをしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

◎発議第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 それでは、日程第18、発議第12号 埼玉中部資源循環組合を脱退す

る決議の件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、埼玉中部資源循環組合を脱退する決議、提案理

由を読み上げます。

我が国では大型焼却施設による焼却中心政策でゴミ処理が進んでいます。しかし、
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この政策は日本にとってコストが高く、しかもゴミを常に必要とし、健康面・環境面

でのマイナスが大きく、生命の安全が損なわれています。そのような政治からゴミを

燃やさない政策への転換が必要です。特に小川地区衛生組合管内の自治体は、埼玉中

部資源循環組合でのゴミ焼却は、財政を脅かすことになります。又、収集運搬が実際

に可能であるかどうかも、不明です。

嵐山町が埼玉中部資源循環組合から脱退し、改めてゴミ処理のあり方を考える必要

があります。

これからの嵐山町の財政を健全にするために埼玉中部資源循環組合の脱退を決議し

ます。

では、裏面を読み上げます。

埼玉中部資源循環組合を脱退する決議

嵐山町は、平成26年より、埼玉中部資源循環組合構成自治体として、焼却処理施設

を造る計画で、平成36年稼働予定であるが、吉見町大串は、嵐山町から距離がありす

ぎる。

現在では、５万人規模の人口で循環型社会形成のための事業に国補助金が交付され

る。

近距離の民間焼却施設もある。生ごみのバイオマスエネルギーへの転換、小川地区

衛生組合管内の建設資材の端材、里山の産物等のエネルギー利用を考慮し、廃棄物処

理計画を策定する必要がある。吉見町大串の焼却施設建設並びに付帯施設の建設・運

営を行うには、将来的な負担が大きすぎる。ＣＯ の排出の大きいガソリン車を、日２

常的に運行するのは、地球環境への影響も大きすぎる。収集運搬に関しては、民間事

業者に委託しているが、毎日のことであり、吉見町大串までの取集運搬が可能である

か不明である。

嵐山町が本組合を脱退することで、比企地域のごみ処理計画は、広域処理から、地

域での処理を検討することができる。また、嵐山町においては、環境面においても人

口減少による今後の財政改革も踏まえたまちづくりを進めることが可能になる。

以上、埼玉中部資源循環組合から脱退することを決議する。

令和元年６月14日、嵐山町議会です。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより発議第12号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議の件を採決いたしま

す。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第19、発議第13号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな

批准を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意

見書の提出について、提案理由を述べます。

、 。 。日本の女性の男女格差度は 2018年12月に発表されました 149カ国中110位でした

東京医大の女子受験生の差別は、男女差別の典型例です。女性が家事・育児・介護を

担うことが、当然のこととされ、職業上の制限を予測し、大学が女性差別を行ってい

た。日本では女性差別があらゆる場面であり、その解決が必要であり、女性差別撤廃

条約選択議定書の速やかな批准を求めるものであり、本意見書を提出します。

意見書の内容を読み上げます。

女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書

女性差別撤廃条約選択議定書は、条約締約国の個人または集団が条約に定められた

権利の侵害を女性差別撤廃委員会に直接通報する権限を認め、国連が通報に基づく調

査・審査を行い、通報のあった当事者・政府に「意見 「勧告」を送付するという内」、

容である。同条約の実効性を高めるために、1999年の国連総会で採択され、2018年８
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月には、締約国189カ国中109カ国が批准している。しかし、日本は批准していない。

女性差別撤廃条約の締約国は 「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当、

な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」している。国連が定めた国際的

、 。な基準の適用を積極的に国内ですすめることが 締約国である日本政府の役割である

女性差別撤廃委員会は日本に対し、同条約選択議定書の批准を再三勧告している。

第４次男女共同参画基本計画は 女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める 女、「 」、「

子差別撤廃条約の選択議定書については、早期批准について真剣に検討をすすめる」

としている。

よって、政府はすみやかに女性差別撤廃条約選択議定書を批准することを求める。

以上、地方自治法99条の定めにより意見書を提出する。

令和元年６月14日です。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大

臣、内閣府特命担当大臣です。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより発議第13号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見

書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第20、発議第14号 性犯罪におけるさらなる刑法改正を求める

意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。
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渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 性犯罪におけるさらなる刑法改正を求める意見書の提出に

ついて、提案理由をお話しします。

2017年に110年ぶりに刑法が改正され、強姦罪が強制性交罪にし、法定刑を３年か

ら５年に引き上げました。監護者からの行為には暴行・脅迫要件を除外し、監護者性

交等罪を新設しました。が、被害者は、性交を求められたとき、激しく抵抗等をしな

ければ、同意があったものとされます。本年１月、中学２年生から性虐待を受けてい

た女性の加害者である父親は、同意があったものとされ、無罪となりました。被害者

の立場に立つと、激しい抵抗・拒否は難しく、現刑法では、男性裁判官と一般市民と

の間にギャップがあります。被害者の不同意で、性犯罪が成立するように刑法の改正

を求めるため本意見書を提出します。

性犯罪におけるさらなる刑法改正を求める意見書

2017年、110年ぶりに刑法が改正され、強姦罪・準強姦罪は「強制性交等罪 「準」、

強制性交等罪」に名称を変更し男性も対象とした。そして、法定刑の下限を「３年以

上の有期懲役」から「５年以上の有期懲役」に引き上げ、親告罪の規定を削除した。

しかし、中学２年生の時から性虐待を受けていた19歳の女性の加害者である父親は

2019年３月、無罪判決となった。刑法改正後においても、性犯罪加害者が無罪判決で

あることが続いている。性犯罪被害者の明確な抵抗等がない場合、同意があったとす

る判断がなされることによる。110年ぶりの改正の３年後の2020年には刑法改正の見

直しがおこなわれる。以下の改正を求める。

記

１．強制性交等罪（レイプ）における暴行・脅迫・心身喪失・抗拒不能の要件を撤廃

、 「 」 。し 相手からの 不同意 のみを要件として性犯罪が成立するように改正すること

２．監護者等性交等罪の適用範囲を18歳以上に拡大し、処罰を重くすること。

３．親族、指導的立場にある者（教師・施設職員等）や上司など地位や関係性を利用

した性行為に対する処罰類型を設けること。

４．低すぎる性交同意年齢を引き上げ、抜本的に見直すこと。

以上、地方自治法99条により意見書を提出する。

令和元年６月14日。
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提出先、衆議院議長、参議院議長、法務大臣です。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより発議第14号 性犯罪におけるさらなる刑法改正を求める意見書の提出につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第21、発議第15号 減プラスチック社会への構造転換を求める

意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

（ ） 、〇13番 渋谷登美子議員 減プラスチック社会への構造転換を求める意見書について

提案理由を述べます。

2018年10月に、日本人を含むボランティア被験者８人全員の糞便からマイクロプラ

スチック粒子が検出されたという調査結果が、オーストラリアで開催された胃腸病学

会議で、胃腸病学者であるフィリップ・シュワブル氏より発表されました。人間の体

。 、 。に合成樹脂が入っているのです 病原菌と異なって 直ちに生命の影響はありません

プラスチックは、環境ホルモンを排出します。環境ホルモンによって、精子の数の

減少、胎児の発育異常が、環境省によって知らされています。

私たちは、プラスチックによる大量生産・大量消費・大量廃棄の便利な生活にとっ

ぷりつかっています。しかし、地球規模で環境破壊が進み、人間の身体への影響も大
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。 、きくなりすぎています マイクロプラスチックから検出された環境ホルモンの濃度は

海水中の汚染濃度の10万～100万倍といわれます。汚染物質を吸着したマイクロプラ

スチックが魚介類や海鳥の消化器官から検出されています。その汚染物質は生物の脂

肪に移行し生物濃縮となって蓄積されています。便利なプラスチックの影響を考えな

い生活は、限界がきています。身体、環境へのプラスチックの影響を少なくするため

に本意見書を提出します。

裏面ですけれども、減プラスチック社会への構造転換を求める意見書

世界で年間800万ｔのプラスチックが海に流入し、海洋に存在しているプラスチッ

クは１億5,000万ｔに達していると推定されている。わが国では、環境への負の影響

を抑えるためのコストがプラスチックの価格に転嫁されず、安いプラスチック製品の

多くが使い捨てとして過剰に流通している。廃プラスチックの処理は国外に依存して

いた。しかし、中国、マレーシア、タイがプラスチックの輸入禁止措置をとった。そ

のため、国は自治体に対し、産廃プラスチックの焼却を要請している。プラスチック

焼却は、ダイオキシンを含む環境ホルモンを放出し、地球環境、人体への影響は大き

い。又、プラスチック焼却による温室効果ガスであるＣＯ を発生させる。２

プラスチックの地球規模での危機状況を回避するため以下を求める。

記

１．使い捨てプラスチックの生産・輸入・消費量の大幅削減をするために、国外に輸

出していた廃プラスチック量に相当する年間150万ｔの廃プラスチック排出抑制を

2025年までに実現すること。同様に、2017年の容器包装等・コンテナ類での排出量

実績415万ｔの75％に相当する年間310万ｔ以上のプラスチック排出抑制を2030年ま

でに実現すること。

２．焼却処理（サーマルリサイクルを含む）及び埋立処理の段階的削減を求める。熱

回収により、国内処理される廃プラスチック量を2017年の年間実績を基準として

2025年までに30％以上削減し、2030年までに60％以上削減する目標設置し、実現す

ること。

３．大量生産・大量消費・大量廃棄のシステムからの転換をはかるために、プラスチ

ック価格に環境コストを組み込んだシステムを構築すること。そのために、拡大生

産者責任を徹底した容器包装リサイクル法の見直しを含む法整備をおこなうこと。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。
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提出先ですけれども、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣、産業経

済大臣です。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） これも減プラスチック、それで大体書かれていることはニュ

ースなどでも私も耳にして、ちょっとやっぱり大変なことだなと、日本の国から外れ

ているところのことも考えます。

ただ、構造転換を求めるということです。それで、１番に書いてある「2025年まで

に実現すること 150万トン さらにはコンテナ類での排出量実績を415万トンの75％」、 、

、 。に相当するというようなことを どういう代替する形でできる可能性があるのですか

今意見書を出されたとして、ここまで行き着くためのどういうふうな状況で、日本の

中において今の産業をどんな形ならばできるの。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ほとんどのプラスチックが90％近くが使い捨てのプラスチ

ックなのです。レジ袋、それから例えばこれにふたをするもの、こういうふた、それ

からストロー、そういったものなのですけれども、それをやめていくことということ

で、かなり削減されると思います。

プラスチックフリーというのを実際に京都の何町といったかな、宣言しているので

す。そういった形のことを少しずつ実現していますし、今レジ袋の禁止の法律ができ

ました。無償化はいけないという法律ができて、それいつから実施になるかわからな

いのですけれども、ちょっとメモしていないのですけれども、そういった状況になっ

ていて、日本だけでなくドイツやイギリス、そういったところでは実際にこれと同じ

ような形の取り組みをしておりますので、これは生活構造は法律を制定して、そうい

うふうな仕組みをつくりさえすればできることです。

〇佐久間孝光議長 よろしいですか。

ほかに。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 先日ＮＨＫを見ていましたら、プラスチック製品を家から出

したらどういう生活ができるのだろうという番組をやっていて、ありとあらゆるもの

が今プラスチック製品に覆われていて、まず渋谷さん、歯ブラシとかは使いますか。
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、 、 。歯ブラシ あとクレジットカード あと電子レンジもプラスチックがくっついている

とにかく家庭にある、お風呂場にある洗面器や椅子や、あととにかくそういうさまざ

まなものがプラスチック製品でできていて、生活が成り立たないなという、何か実験

をやっていました。

本当に、今はもう自分の身の回りがプラスチック製品に覆われているわけですけれ

ども、代替商品、今いろいろと編み出してつくっているところなのですけれども、や

っぱり自分の足元から分類をしっかりしてなくしていく。レジ袋も使わないように必

ずマイバッグを持って買いに行くとか、そういう自治体での取り組みをまずやった上

で、こういう大きなことというのはやるべきではないかなと思うのですけれども、い

かがでしょうか。

〇佐久間孝光議長 渋谷登美子議員。

（ ） 、〇13番 渋谷登美子議員 もちろん嵐山町でそういうふうな宣言をしていただいたら

プラスチックフリーのまちづくりをするという宣言をしていただいたらいいのですけ

れども、これは国全体で構造転換をするという意見書ですので、例えば今あるものを

レジ袋の無料化の禁止条例とか、それからスターバックスなんかはストローを使わな

いというふうになっていますけれども、そういったことを国がやっていくということ

です。そして、それの目標値を設定して、目標値の設定に合わせて嵐山町もプラスチ

ックフリーのまちづくりをしていくというやり方もあると思いますし、私自身は申し

わけないですけれども、歯ブラシは仕方がないとしても、ほとんど洗面器類は全部木

製です、残念なことに。それから、残念なことにいろんなことは生活クラブ生協とい

うのをやっていますので、瓶もリサイクルユースですし、それから持っているプラス

チックの袋なんかも全部リサイクルするシステムの中で生活しています。それでもや

っぱり一つの家庭でこのくらいのごみは出てくるのですか、１週間に。私の使ってい

るものではなくて、やっぱりスーパーなんかで買ってくるお菓子とか、そういったも

のはどうしてもプラスチックというか、小袋に入っていますので、そういったものを

利用すると、こんな形ぐらいのごみは出てきますけれども、それもなくしていっても

構わないかなと思うのですけれども、でもとにかくそういった袋なんかもバイオ、別

の製品にかえていく、今いろんな形で生分解性のプラスチックをつくるという研究が

出ていますし、そういったふうな型に構造転換するためには、減プラスチック社会の

構造転換を求めるという形を国が決議していけば、ドイツやイギリスのような形でで
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きると思います。どこでしたか、私メモしておいたのですけれども、完全にプラスチ

ックフリーをするというのを宣言したのはイタリアだったかな、ともかくいろんなと

ころでやっていまして、日本とアメリカだけがそれをやっていないという形ですけれ

ども、でも実際にはアメリカではそういったことを進めていっていますので、こうい

うふうな形で国が動けば、今は国は中央集権ですから、日本自体は。そういった形で

自治体からももちろんやっていく必要はあると思いますけれども、中央集権で法体制

ができることがとても大切だと思いますが。

〇佐久間孝光議長 よろしいですか。

ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより発議第15号 減プラスチック社会への構造転換を求める意見書の提出につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇佐久間孝光議長 日程第22、発議第16号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補

助制度の創設を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求

める意見書の提出についてでありますが、その提案理由をまず述べておきたいと思い

ます。
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加齢性難聴は、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす原因にな

ります。加えて、車両の接近に気づかなかったり、犯罪に遭いやすくなることが懸念

されております。そのため、補聴器の使用が必要でありますが、価格が平均で15万円

と高額であり、全額自費となるため、日本の使用率は13％（欧米は40％である）とい

う低い状況であります。

以上のことから、本意見書を提出するわけであります。

それでは、本意見書の朗読を行います。

加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書

加齢性難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど生活の質

を落とす大きな原因になる。最近では、加齢性難聴によるコミュニケーションの減少

によって、脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能の低下につながり、うつ

や認知症につながるのではないかと考えられている。加えて、背後からの車両の接近

に気付けなくなるなど、事故や犯罪被害にも遭いやすくなることが懸念される。

日本の難聴者率は、欧米諸国と大差はないが、補聴器使用率は欧米諸国と比べて低

く、日本での補聴器の普及が求められる。

しかし、日本において補聴器の価格は片耳当たり概ね３万円～20万円であり、保険

適用ではないため全額自費となる。身体障害者福祉法第４条に規定される身体障害者

である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により１割負担、中程度以下の場

合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約９割は自費

で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。

聴覚障害による身体障害手帳６級の基準は、両耳の聴覚レベル70デシベル以上とさ

れており、例えると、40cm以上の距離で発音された会話を理解し得ないものとなって

いる。また、一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベ

ル以上となっているが、こうした規定があっても、加齢による難聴が自然現象である

との理由から手帳申請を断られる事例も発生している。

また、聴力検査は医療行為であり、加齢性難聴の基準を定め、医療機関発行の聴力

検査結果を必須とすれば、適切な公的補助の実現が期待される。

欧米では、補聴器購入に対し公的補助制度があり、日本でも、一部の自治体で高齢

者の補聴器購入に対し補助を行っている。

補聴器の更なる普及で高齢になっても生活の質を落とさず、心身とも健やかに過ご
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すことができ、認知症の予防や交通事故防止、ひいては健康寿命の延伸、医療費の抑

制にもつながると考える。

よって、国におかれては加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設す

るよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年６月14日、埼玉県比企郡嵐山町議会議長、佐久間孝光。

提出先ですが、衆参両院議長、内閣総理大臣をはじめ関係各大臣であります。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 川口議員、今回も一般質問でこの質問されていました。この

かいわいではまだ補助は少ないというようなことも聞いていましたけれども、補聴器

の使用率を上げるという公的補助のような形が本当は一番私はふさわしいのではない

かと思っているところなのですが、その辺についてどういうふうに考えられますか。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

（ ） 、〇９番 川口浩史議員 そういう目的で今回の意見書をつくっているのですけれども

そういうふうには読み取れないということなのですか。

〇佐久間孝光議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 十分、ではその意図をお持ちになっておつくりしていると。

それと、ちょっと後段のところになるのですけれども 「聴力検査は医療行為であ、

り、加齢性難聴の基準を定め、医療機関発行の聴力検査の結果を必須とすれば、適切

な公的補助の実現が期待される」ということなのですけれども、この辺のところも聴

力検査の結果がある程度決まり的にできていければ、その辺が適切な公的補助という

ような理解もされているということでいいのかな。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そのとおりで、きょう資料を持ってこなかったのですけれど

も、ちょっとヨーロッパと基準が、日本は緩いのです。90デシベルとか、ヨーロッパ

はたしか40ぐらいで難聴の部類に入ってくるのだというのですが、日本は70だという

ことなので、この辺もちょっと変えていく必要があるかなとは思うのですけれども、

それはちょっと今回の意見書には入っていませんので、いかにして使用率を上げて、

生活の質を落とさないように、難聴になってもそういう目的でこの意見書を上げてい
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るわけでございます。

〇佐久間孝光議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） それで、相当のこれから100年時代ということがもう見据え

られているわけです。加齢性難聴は、いつ誰に訪れるかわからない、一人一人に来る

、 。 、わけですけれども まだまだ自治体がなかなか出せる状況ではないと そういう中で

国のこちらに上げていくということは、これからの先を見据えても大事かなと思って

いますけれども、いかがですか。

〇佐久間孝光議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 全くそのとおりだと思います。日本が13％、きのう私の表で

は14.4％まで上がったということなのですが、それでもイギリスはもう50％近いです

から、まだまだ日本では低いと。国の姿勢がどうしてもまだ難聴者に対する理解が進

。 、んでいないというあらわれだと思うのです ちょっと違うような国になっていますが

でもやっぱりそういう弱い面が日本ではまだあるということで、それはイギリスだっ

てどこか弱いところがあるわけで、日本が進んでいて。難聴の関係ではイギリスのほ

うが進んで、日本はおくれているということは言えると思いますので、この点を強め

ていっていただきたいという、そういう意見書でございますので。

〇佐久間孝光議長 ほかに。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより発議第16号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求

める意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇佐久間孝光議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発議第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決
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〇佐久間孝光議長 日程第23、発議第17号 沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建

設の中止を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める

意見書の提出について説明したいと思います。

まず、提案理由を述べさせていただきます。

沖縄県民の「辺野古新基地ノー」の意思は、衆参両院選挙、補欠選挙、知事選挙及

び県民投票により、明確に示されている。しかし、安倍政権は沖縄県民の民意を踏み

にじり、工事を強行している。そのため、これ以上の民意を踏みにじる行為は許され

ず、建設工事を直ちに中止することと、真摯な話し合いを行うよう、本意見書を提出

するものであります。

それでは、意見書を朗読いたします。

沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める意見書

沖縄県名護市の米軍基地建設をめぐって政府と沖縄県が対立している事態は、一地

方の出来事として看過することはできない地方自治の根本にかかわる問題である。

沖縄県民の「辺野古新基地建設ノー」という意志は、衆参の国政選挙、補欠選挙は

じめ、知事選挙や県民投票で明確に示されている。18年９月には翁長雄志知事の遺志

を受け継いだ玉城デニー知事が過去最多の得票数で当選し、辺野古埋立ての賛否を問

う19年２月の沖縄県民投票では反対票が投票総数の７割を超えた。

しかし、日本政府はこうした沖縄の民意に向き合おうとはせず、17年４月からは抗

議する市民を暴力的に排除しながら護岸工事に着手した。沖縄県が18年８月に辺野古

沿岸部の埋立承認を撤回すると、不服審査請求などの対抗措置をとって工事を再開、

同12月には土砂投入まで強行した。加えて、軟弱地盤の存在で工期も工事費も見通せ

ないばかりか、サンゴ移植など環境保全対策は全く不十分である。辺野古基地の既成

事実化を図ろうとし、なりふりかまわず工事を強行しようとする安倍政権の恫喝的な

対応は、県民の民意と沖縄の自治を何重にも踏みにじる暴挙であり、断じて許されな

い。普天間飛行場は一刻も早く閉鎖、撤去を行ない、県内への移設を断念すべきであ

る。
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地方自治体は、国家とは別の人格を持ち、中央政府とは対等の立場にあるにもかか

わらず、日本政府には地方自治を尊重し対話しようとする姿勢が見られない。全国知

事会は18年７月、米軍基地負担に関する提言を取りまとめ、日米地位協定の抜本的見

直しや基地の整理、縮小、返還などを求めている。

よって、国会及び政府に対し、沖縄県民が平和に生きる権利を具体化するため、下

記の事項について誠実に対応されるよう強く求めるものである。

記

一、辺野古新基地建設工事を直ちに中止すること。

二、沖縄県民の民意を踏まえ真摯な話し合いを行なうこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣をはじめ関係各大臣であります。

〇佐久間孝光議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇佐久間孝光議長 討論を終結いたします。

これより発議第17号 沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める

意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇佐久間孝光議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎町長挨拶

〇佐久間孝光議長 これにて本議会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、令和元年第２回定例会の閉会に
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当たりまして、一言御礼の挨拶を申し上げます。

今期定例会は、６月10日に開会をされ、６月14日の本日まで５日間にわたり、極め

、 、てご熱心なご審議を賜り 提案をいたしました令和元年度一般会計補正予算をはじめ

諸議案を全て原案のとおり可決、ご承認を賜り、まことにありがとうございました。

議案審議並びに一般質問等を通じましてご提言のありました諸問題につきまして

は、十分検討いたしまして対処をする所存でございます。

さて、おかげをもちまして千年の苑ラベンダー園は６月８日のオープン以来、連日

多くのお客様でにぎわいをしております。これまで池袋駅構内においての広告活動を

はじめ、テレビ、新聞等、各種報道で取り上げていただいているほか、東武鉄道では

ヘッドマークをつけた特別列車、らんざんラベンダー号が運行をされました。また、

文化財分野におきましても続日本100名城スタンプラリーが開始されて以来、途切れ

、 。ることなく全国各地から多くの方が杉山城址 菅谷館跡を訪れてくださっております

こうした新たな人の流れを追い風にして、嵐山町の魅力をさらに発信をし、令和の時

代が極めて順調に力強く滑り出した今、笑顔あふれる未来をつかむべく全力で取り組

んでまいる決意でございます。

気象庁によりますと、関東地方も７日に梅雨入りをしたということでございます。

議員各位におかれましては、くれぐれも健康にご留意をいただき、さらなるご活躍を

ご祈念を申し上げまして、閉会に当たりましての御礼の挨拶といたします。

まことにありがとうございました （拍手）。

◎議長挨拶

〇佐久間孝光議長 次に、本職から挨拶を申し上げます。

本定例会は短期間でありましたが、今後の社会状況の変化を捉えた重要な指摘が多

くあり、密度の濃い意義ある議論がなされたものと認識をいたしております。

しかし、議論が白熱する余り、議場での言葉の使い方、表現の仕方に関しては検討

する余地もあると感じました。そういった中においても執行部におかれましては、そ

れぞれの質問、質疑に対し、真摯に答弁をいただき、まことにありがとうございまし

た。

また、各議員には議会運営に対し、さまざまな形でご協力をいただきましたことを

重ねて感謝申し上げます。
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結びに体調を崩しやすい時期であります。健康管理には十分留意をなされ、皆様方

のますますのご活躍を心よりご祈念申し上げ、本職からの御礼の言葉といたします。

ありがとうございました （拍手）。

◎閉会の宣告

〇佐久間孝光議長 これをもちまして、令和元年第２回嵐山町議会定例会を閉会いたし

ます。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時５１分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

令和 年 月 日

議 長

署名議員

署名議員
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